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下水道企画課の取組 

総  括 

（１）下水道行政全般に関わる動向について 

１）特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案について 

２）下水道政策研究委員会制度小委員会 報告書概要について 

３）社会資本整備の計画 

４）新型コロナウイルス感染症に係る対応等 

５）下水道事業の実施・支援体制について 

６）下水道事業に関連するガイドライン・マニュアル等について 

 

（２）広報活動について 

１）下水道のストック効果 

２）国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」 

３）下水道広報プラットフォーム（GKP） 

４）下水道環境教育の推進 

５）下水道を核とした市民科学育成プロジェクト 

６）東京湾大感謝祭 2020「東京 WONDER 下水道」 

７）マンホールトイレの普及啓発 

 

（３）人材育成について 

１）国による人材育成の取組 

２）日本下水道事業団 研修センター 
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（１）下水道行政全般に関わる動向について 

近年、都市化の進展等に伴う浸透面積の減少により、雨水の流出量が増え、河川や下水

道にかかる負担が増加していることに加え、気候変動の影響等により、大雨等が頻発し、

内水氾濫が発生するリスクが増大している。また、全国で地震が発生する中での耐震化の

遅れが課題となっている。防災・減災、国土強靱化も踏まえて、下水道事業の持続性向上

を図ることが求められており、浸水や地震をはじめとする災害対策を推進している。 

 

 一方、人口減少、厳しい財政状況・執行体制、増大するストックなどを踏まえ、ＩＣＴ

など新技術を最大限活用しつつ、ストックマネジメント、広域化・共同化、官民連携、下

水道資源の有効利用、さらには収支構造の適正化に向けた取り組みなどを推進している。 
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１）特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案について 

○ 今国会で、本法案について審議中。 

○ 法案が成立すれば、公布後 6 ヵ月を超えない範囲で、政令で定める日から施行 

○ 事業計画の記載事項の変更や、樋門等の操作ルールの策定など、重要案件が 

含まれるため、施行前に説明会を実施予定であり、是非参加されたい。 

 

4
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２）下水道政策研究委員会制度小委員会 報告書概要について 

 「新下水道ビジョン」の実現に向けた各施策の推進にあたり、法令等の制度に関する

課題及び対応方策について検討し、同ビジョンの更なる加速を図るため、下水道政策研

究委員会 制度小委員会を設置。計５回にたり検討会を開催し、下水道関係法令等の制

度に関する課題及び対応方策について令和２年７月に報告書を取りまとめ・公表。 

 

 

下水道政策研究委員会 制度小委員会 報告書 概要

背

景

○ 職員数減少等による脆弱な執行体制、老朽化施設の増大や陥没事故の発生、今後の人口減少等に伴う使用料
収入の減少など厳しい財政状況

○ 気候変動等の影響により、令和元年東日本台風など大規模豪雨による広域的かつ甚大な浸水被害が発生 など

今後の制度化の方向性

〇台帳電子化、共通プラットフォームや組織の実情・目的に応じたアセットマネジメントシステムの構築を促進し、
デジタルトランスフォーメーションの取組を推進。

〇台帳電子化の促進のため、データ形式の標準化とオープンデータ化のルールを早急に進める。
〇維持管理業務等での確実なデータ入力の仕組みやデータ活用面を十分考慮したデータ項目の選択について検討。

～ストックマネジメントからアセットマネジメントへ～１．下水道事業の持続性の確保

（１） ストックマネジメントの高度化

（２） 経営健全化の推進

〇将来の改築費用を含む収支見通しを作成・公表するとともに、使用料算定期間の設定と期間経過毎の定期的な収支構造の
適切性の検証・見直しを促進するための制度化を検討。
〇資産維持費の徴収が、制度上可能であることの明確化を図るとともに、適切な収支構造の設定がなされるよう促す。
〇管路閉塞を解消するための清掃費用を原因者から確実に徴収することを可能とするための制度化を検討。

〇国、都道府県、市町村の役割を明確にするとともに、都道府県が広域化・共同化の計画を策定し、
国が積極的に関与していくための制度化を検討。
〇各処理場の監視制御システムの互換手法の構築など、技術開発を推進。
〇広域化・共同化における地域の実態の更なる現状分析を行うとともに、地域特性等に応じた広域化・共同化の単位や
連携の仕組みを含め、広域化・共同化を推進する制度化を検討。

（３） 広域化・共同化の推進

〇浸水リスクの評価結果の公表・周知、及びこれを踏まえた都市浸水対策に係る中長期的な計画を事業計画の上位計画
として策定することを促進するための制度化を検討。
〇樋門等の操作ルールの策定を促進するための制度化を検討するとともに、リスク発生時の影響を勘案した
維持修繕基準の強化を検討。
〇都道府県による権限代行制度を、災害対策の観点から充実させることを検討。

２．気候変動等を踏まえた浸水対策の強化

（１） 都市浸水対策の強化

〇下水道施設の耐水化を促進する制度化を検討。
〇計画的かつ着実に耐水化を実施するためのロードマップを提示し、ハード、ソフト両面から施設浸水対策を推進。
〇広域災害に対応した相互支援や防災拠点の整備等の仕組みについて検討。

（２） 施設浸水対策の推進

〇将来的に、人口減少に伴い、下水道の既整備区域の一部地域を合併浄化槽に切り替える場合も想定されることから、
地域の実情を詳細に調査・把握した上で、区域縮小の判断基準を検討。

〇下水道管理者がビルピットに関して、より厳格な対応を求めることができるよう、必要な制度の充実に向け検討。
〇直接投入型ディスポーザーによる生ごみの受入れ、紙オムツ処理装置を利用した紙オムツの受入れについて、
現行法制度の枠組みの範囲で地方公共団体が取組みやすくなるよう支援。

（１） 処理区域に関する制度改善のあり方

（２） 排水設備等に関する制度改善のあり方

３．人口減少等を踏まえた制度改善のあり方

⇒ 以上の事項については、今後、国において、関係機関の意見を聴取しつつ、可能なものから順次、
具体的な制度設計を行い、制度化を図る。

（令和２年７月）
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３）社会資本整備の計画 

  社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法（平成 15 年法律第 20 号）に基づ

き、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画であ

る。 

 

■ 計画の対象 

道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、

砂防、地すべり、急傾斜地及び海岸並びにこれら事業と一体となってその効果を増大

させるため実施される事務又は事業 

 

■ 主な計画事項 

 ・計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標 

 ・重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資 

本整備事業の概要 

 ・社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置 等 

 

  第４次社会資本整備重点計画（平成 27 年 9 月 18 日閣議決定）は、平成 27 年度から

令和２年度までの目標を定めている。現在、第５次社会資本整備重点計画の策定に向け

て準備を進めているところである。 
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重点目標 政策パッケージ ＫＰＩ 重点施策 現状値 目標値

重点目標２：
持続可能なインフ
ラメンテナンス

１－４：
災害リスクを前提とした
危機管理対策の強化

洪水、内水、高潮、津波等に対応し
たハザードマップ作成、訓練実施等
の推進

人口・資産が集中する地域や近年
甚大な被害が発生した地域等にお
ける水害対策の推進（下水道整備
等）

人口・資産が集中する地域や近年
甚大な被害が発生した地域等にお
ける水害対策の推進（下水道整備
等）

気候変動の影響を考慮した下水道
計画策定の推進

人口・資産が集中する地域や近年
甚大な被害が発生した地域等にお
ける水害対策の推進（下水道整備
等）

●

●

●

最大クラスの内水に対応した浸水
想定区域図の作成及びハザード
マップの作成の推進

約800団体
（R7年度）

下水道施設の耐震化を推進１－２：
切迫する地震・津波等
の災害に対するリスクの
低減

100％
(R7年度)

約1,400団体
(R7年度)

２－１：
計画的なインフラメンテ
ナンスの推進

・予防保全の管理水準を下回る状
態のインフラに対して、計画的・集
中的な修繕等を実施する。
・インフラの機能を回復させ、「事後
保全」から「予防保全」の考え方に
基づくインフラメンテナンスへ転換
し、中長期的な維持管理・更新等に
かかるトータルコストの縮減を図
る。

持続可能で計画的なインフラ維持
管理を行うにあたり、インフラの整
備及び減耗コストに対応した、利用
者からの使用料の活用を推進。

●

１－１：
気候変動の影響等を踏
まえた「流域治水」等の
推進

〔KPI-6〕
災害時における主要な管渠、下水
処理場及びポンプ場の機能確保率

第５次社会資本整備重点計画（案）における下水道関連の指標一覧（令和３年３月31日時点）

指標名

①管渠
約60％

②処理場
約42％

③ポンプ場
約38％

(R７年度)

〔KPI-11〕
最大クラスの内水に対応した浸水想
定区域図を作成した団体数

約800団体
(R7年度)

重点目標１：
防災・減災が主流
となる社会の実現

約64%
（R７年度）

ハード・ソフトを組み合わせた下水
道浸水対策計画策定数

約200 地区
（R７年度）

下水道による都市浸水対策達成率 約60％
（R元年度）

約170 地区
（R元年度）

①管渠
約52％

②処理場
約37％

③ポンプ場
約31％

(R元年度)

15団体
(R元年度)

〔KPI-13〕
下水道：計画的な点検調査に基づく
下水道管路の老朽化対策を完了し
た延長の割合

適切なメンテナンスを推進するた
め、下水道使用料等の収入面、維
持修繕費等の支出面の更なる適正
化に取り組む団体数

0％
(R元年度)

約100団体
(R2年度)

水害時における下水処理場等の機
能確保率

0％
（R元年度）

〔KPI-11〕
最大クラスの内水に対応した浸水想
定区域図を作成した団体数

15団体
（R元年度）

100％
（R8年度）
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82% 86%

●

100％
(R7年度)

36％
(R２年度)

●

２－２：
新技術の活用等による
インフラメンテナンスの
高度化・効率化

２－３：
集約・再編成によりイン
フラストックの適正化

データ利活用によるインフラメンテ
ナンスの高度化・効率化を図るた
め、点検結果などのインフラに関す
る情報の蓄積、データベース化など
の環境整備を促進する。

管路施設のマネジメントに向けた基
本情報等の電子化の割合

〔KPI-16〕
下水道：汚水処理施設の集約により
広域化に取り組んだ地区数

300箇所
(R７年度)

航路標識の自立型電源導入率

91.7％
(R元年度)

〔KPI-42〕
汚水処理人口普及率

95％
(R8年度)

下水道バイオマスリサイクル率 45％
(R7年度)

良好な水環境創出のための高度処
理実施率

社会情勢や地域構造の変化や将
来のまちづくり計画を踏まえ、既存
インフラの廃止・除却・集約化や、
利用者ニーズに沿ったインフラ再編
等の取組の推進により、持続可能
な都市・地域の形成、ストック効果
の更なる向上を図る。

DX導入による下水道施設運営の最
適化・高度化の推進

重点目標５：
インフラ分野のデ
ジタル・トランス
フォーメーション

重点目標６：
インフラ分野の脱
炭素化・インフラ
空間の多面的な
利活用による生
活の質の向上

６－１：
グリーン社会の実現

汚水処理施設整備の促進

汚濁の著しい河川・湖沼や東京湾、
大阪湾、伊勢湾等の閉鎖性海域に
おける水質の改善を推進

〔KPI-40〕
下水道分野における温室効果ガス
排出削減量

210万t-CO2
(H29年度)

352万t-CO2
(R7年度)

下水道分野における温室効果ガス
排出量削減の推進（下水汚泥バイ
オマス・下水熱等再生可能エネル
ギーの利用、下水道における省エ
ネルギー対策、一酸化二窒素の排
出削減）

●

５－１：
社会資本整備のデジタ
ル化・スマート化による
働き方改革・生産性向
上

65％
(R7年度)

56.3％
(R元年度)

0箇所
(R元年度)

33.8％
(R元年度)
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４）新型コロナウイルス感染症に係る対応等 

① 新型インフルエンザ等に関する業務継続計画等 

 下水道は、国民生活に不可欠な基幹的インフラであり、感染拡大期にあっても、真

に必要な業務に絞り込んだ上で、終末処理場の運転管理等の業務を継続させること

が求められる。（新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (別添)緊急事態宣

言時に事業の継続が求められる事業者３．①） 
 
直営、委託に関わらず、例え、今この時に、職員又は委託先の下水道従事者の罹患

が判明した場合であっても、終末処理場の運転管理等の業務継続ができるよう、各

団体における「新型インフルエンザ等に関する業務継続計画」等に基づき、改めて

代替要員の確保等に向けた取組みの徹底をお願いする。 
 

 令和２年３月６日付け事務連絡等では、未処理汚水に接触する可能性がある業務を

実施する場合には、業務委託契約書等の安全衛生管理に係る事項を遵守させるとと

もに、現場の状況に応じた適切な保護具を選定するなど従事者の安全衛生の管理に

努めていただくようお願いしている。 
 

 下水道事業従事者等における新型コロナウイルスの罹患が判明した場合には、貴団

体内の危機管理担当部局等への報告等、適時適切な初動対応を終えた後、所定の様

式により、速やかに維持管理事故と同様の報告体制により報告いただくよう令和２

年２月３日付の事務連絡等によりお願いしている。 
万が一、下水道従事者に新型コロナウイルス感染症の罹患者が発生したとしても、

業務継続が可能となるよう、感染防止と代替要員の確保を含む体制の構築について

お願いする。 
 

 下水道管理者等に対して、下水道部から情報提供、調査依頼等を随時行っており、

今後も事態の収束までは、情報提供、調査依頼等を必要に応じて実施することが考

えられるため、情報連絡体制を再確認すると共に、遺漏なく対応いただくようご理

解とご協力を賜りますようお願いする。 
 

 下水道部内に、新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口を開設している。下

水道事業の現場で困りごとがあればご相談下さい。 

 【新型コロナウイルス感染症下水道事業相談窓口】 
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課 管理企画指導室 
企画専門官、指導係長 
hqt-kanrikikaku@gxb.mlit.go.jp 
０３－５２５３－８４２８（直通） 
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② 下水道使用料の支払猶予等の実施検討の要請 

 下水道使用料については、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた下水道使用

料の支払猶予等の柔軟な措置の実施及び下水道使用者への周知について」（令和３年

１月 25 日付け国水下企第 76 号 下水道企画課長通知）等において、新型コロナウ

イルス感染症の影響を踏まえ、一時的に下水道使用料の支払に困難を来している下

水道使用者を対象として、支払を猶予する等の柔軟な措置の実施を検討いただくよ

うお願いしているところ。 

 

 下水道部では、各下水道管理者における下水道使用料の支払猶予等の措置の実施状

況について調査を行っており、令和３年２月 15 日時点において、８割を超える下水

道管理者が、支払猶予等の措置を実施しており、これまでに約 22 億 2,700 万円の下

水道使用料の支払いが猶予されているところ。 

 

 今後も支払猶予等の対応に関する実施状況について、定期的に調査を行い、各下水 

道管理者に情報共有を図るので、調査への協力と支払を猶予する等の柔軟な措置を

検討いただくようお願いする。 

 

③ 下水中の新型コロナウイルスの調査 

令和 3 年 3 月に、有識者等からなる調査検討委員会を設置し、下水処理場への流

入下水、放流水等における新型コロナウイルス濃度の測定結果に基づき、下水処理

場内の処理過程における新型コロナウイルスの挙動実態を整理するとともに、保健

衛生部局の感染拡大防止対策に寄与できるよう、下水道部局におけるウイルス濃度

の測定のあり方等について検討を行っているところ。（第 1 回委員会 令和 3 年 3

月 5 日開催） 

    なお、米国疾病対策予防センター（CDC）では、下水中の新型コロナウイルスから

の感染リスクについて、 

・現時点では、適切に設計および維持された下水道システムを介して新型コロ 

ナウイルス感染症に感染するリスクは低いと考えられている。 

・未処理の下水から新型コロナウイルスの RNA が検出された報告があるが、デ 

ータは限られているものの下水中のウイルスの感染性を示す証拠は殆どな 

く、下水への暴露により発症した事例は報告されていない。 

   とされている。 

 

（参考）業種別ガイドラインの作成支援 

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく業種別ガイドライ

ンの作成を支援。（公社）日本下水道管路管理業協会、（一社）日本下水道施設管理

業協会で作成し、５月１４日に公表。令和３年３月、令和３年１月の緊急事態宣言

の再発出を受け、改訂版のガイドラインを作成中。 
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５）下水道事業の実施・支援体制について 

 下水道事業の事業主体は都道府県又は市町村。地方公共団体をサポートする組織と

して、地方共同法人日本下水道事業団、公益社団法人日本下水道協会、公益財団法人日

本下水道新技術機構等が存在。 

 

 

12
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６）下水道事業に関連するガイドライン・マニュアル等について 

  下水道事業を円滑かつ効率的に実施することを目的に、国土交通省ほか各法人機関

等により、各種ガイドラインやマニュアル等を策定している。事業実施にあたっては、

次頁以降のガイドライン・マニュアル等を参考にされたい。 
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を
踏

ま
え

た
下

水
道

長
寿

命
化

計
画

策
定

に
関

す
る

手
引

き
H

2
5
.9

国
交

省
下

水
道

部
下

水
道

施
設

に
お

け
る

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

手
法

と
、

効
率

的
な

長
寿

命
化

計
画

に
つ

い
て

と
り

ま
と

め
た

も
の

。
○

 下
水

道
管

路
施

設
の

点
検

・
調

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
H

2
5
.6

下
水

道
協

会

下
水

道
管

路
施

設
の

巡
視

・
点

検
・
調

査
の

方
法

、
実

施
手

順
、

調
査

項
目

、
診

断
・
評

価
の

判
定

基
準

、
記

録
方

法
、

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

化
等

を
標

準
的

で
実

務
的

な
マ

ニ
ュ

ア
ル

と
し

て
取

り
ま

と
め

た
も

の
。

下
水

道
事

業
の

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

実
施

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

-
2
0
1
5
年

版
-

 H
2
7
.1

1
国

交
省

下
水

道
部

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
手

法
を

定
め

、
維

持
・
修

繕
及

び
改

築
に

関
す

る
計

画
を

策
定

し
、

点
検

・
調

査
か

ら
修

繕
・
改

築
に

至
る

ま
で

一
連

の
プ

ロ
セ

ス
の

一
例

を
示

し
た

も
の

。
○

下
水

道
台

帳
管

理
シ

ス
テ

ム
標

準
仕

様
（
案

）
・

導
入

の
手

引
き

V
e
r.
4
 （

改
定

作
業

中
）

H
2
2
.7

下
水

道
協

会

下
水

道
台

帳
管

理
シ

ス
テ

ム
構

築
に

関
す

る
手

引
き

で
あ

る
。

他
都

市
、

他
分

野
と

の
相

互
の

デ
ー

タ
交

換
や

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

が
容

易
に

な
る

よ
う

、
基

本
的

情
報

及
び

シ
ス

テ
ム

機
能

を
提

示
し

て
い

る
も

の
。

○
維

持
管

理

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

事
業

場
排

水
指

導
指

針
と

解
説

－
2
0
1
6
年

版
－

H
2
9
.3

下
水

道
協

会

事
業

場
の

排
水

指
導

を
担

う
自

治
体

職
員

に
，

幅
広

く
正

確
な

法
令

知
識

や
事

業
場

排
水

指
導

の
業

務
内

容
，

水
処

理
に

関
す

る
技

術
を

解
り

易
く
解

説
し

た
も

の
。

 下
水

道
排

水
設

備
指

針
と

解
説

－
2
0
1
6
年

版
－

H
2
8
.1

2
下

水
道

協
会

道
路

内
の

下
水

道
に

接
続

さ
れ

る
前

の
家

庭
内

の
排

水
設

備
に

関
す

る
技

術
的

基
準

を
ま

と
め

て
い

る
。

今
回

の
改

定
は

１
２

年
ぶ

り
と

な
り

関
係

法
令

や
規

準
等

と
整

合
を

図
り

、
事

例
集

等
を

充
実

さ
せ

た
も

の
。

下
水

道
維

持
管

理
指

針
（
総

論
編

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
編

、
実

務
編

）
－

2
0
1
4
年

版
－

H
2
6
.9

下
水

道
協

会

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

を
適

用
し

た
計

画
的

維
持

管
理

、
新

技
術

や
民

間
活

力
の

新
た

な
動

向
を

取
り

込
ん

だ
。

維
持

管
理

計
画

を
策

定
す

る
担

当
者

、
実

務
に

携
わ

る
担

当
者

な
ど

、
多

様
な

職
種

の
技

術
者

が
幅

広
く
本

書
を

活
用

で
き

る
よ

う
に

、
「
総

論
編

」
、

「
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
編

」
、

「
実

務
編

」
の

３
編

で
構

成
し

て
い

る
。

J
IS

 A
 7

5
0
1

（
下

水
道

管
路

維
持

管
理

計
画

の
策

定
に

関
す

る
指

針
）

H
2
5
.4

日
本

産
業

規
格

下
水

道
管

路
維

持
管

理
計

画
の

策
定

の
考

え
方

及
び

記
載

内
容

を
統

一
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
，

健
全

な
管

路
の

管
理

，
維

持
管

理
計

画
の

策
定

の
能

率
化

な
ど

を
目

的

下
水

試
験

方
法

（
上

巻
、

下
巻

）
－

2
0
1
2
年

版
－

H
2
4
.1

1
下

水
道

協
会

下
水

処
理

場
の

水
質

管
理

に
必

要
な

水
質

・
汚

泥
試

験
、

放
流

水
質

の
法

定
検

査
、

事
業

場
排

水
の

監
視

、
下

水
道

施
設

の
保

守
管

理
及

び
下

水
道

に
関

す
る

各
種

調
査

・
研

究
等

に
広

く
使

え
る

試
験

法
と

し
て

と
り

ま
と

め
た

も
の

。
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○
計

画
・
設

計
・
施

工
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

J
IS

 A
 5

5
0
6
 下

水
道

マ
ン

ホ
ー

ル
蓋

H
3
0
.1

2
日

本
産

業
規

格

近
年

の
気

象
変

動
及

び
社

会
の

安
全

性
向

上
に

関
す

る
要

請
に

応
え

る
た

め
に

、
マ

ン
ホ

ー
ル

蓋
の

種
類

及
び

性
能

、
圧

力
解

放
耐

揚
圧

機
能

等
の

新
た

な
規

格
を

盛
り

込
む

な
ど

見
直

す
改

正
を

行
っ

た
も

の
で

あ
る

。

下
水

道
土

木
工

事
必

携
（
案

）
－

2
0
1
4
年

版
－

（
改

定
作

業
中

）
H

2
6
.1

0
下

水
道

協
会

「
下

水
道

土
木

工
事

必
携

（
案

）
」
は

，
土

木
工

事
に

係
る

監
督

職
員

や
受

注
者

が
必

要
な

事
項

を
取

り
ま

と
め

た
も

の
で

あ
る

。
「
下

水
道

土
木

工
事

共
通

仕
様

書
（
案

）
」
，

「
下

水
道

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

及
び

規
格

値
（
案

）
」
，

「
関

係
通

達
集

」
の

3
部

で
構

成
し

て
い

る
。

 管
き

ょ
更

生
工

法
に

お
け

る
設

計
・
施

工
管

理
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
－

2
0
1
7
年

版
－

H
2
9
.7

下
水

道
協

会

「
管

路
施

設
の

更
生

工
法

」
に

関
す

る
、

設
計

、
施

工
管

理
に

関
す

る
指

針
で

あ
る

。
管

き
ょ

更
生

工
法

を
調

査
・
設

計
・
施

工
管

理
す

る
全

国
の

下
水

道
事

業
者

、
設

計
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
各

工
法

メ
ー

カ
ー

、
施

工
業

者
な

を
対

象
と

し
た

、
管

き
ょ

更
生

工
法

に
係

わ
る

実
用

書
で

あ
る

。

 下
水

道
推

進
工

法
の

指
針

と
解

説
－

2
0
1
0
年

版
－

H
2
2
.1

0
下

水
道

協
会

下
水

道
工

事
に

お
い

て
推

進
工

法
は

数
多

く
採

用
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
施

工
技

術
の

新
た

な
考

え
方

を
整

理
し

て
い

る
。

参
考

資
料

と
し

て
各

工
法

の
設

計
・
施

工
に

関
す

る
計

算
例

を
掲

載
し

、
推

進
工

法
の

計
画

・
設

計
・
施

工
に

お
い

て
利

用
し

や
す

い
指

針
で

あ
る

。

下
水

道
施

設
計

画
･設

計
指

針
と

解
説

（
前

編
、

後
編

）
－

2
0
1
9
年

版
－

R
1
.9

下
水

道
協

会

下
水

道
事

業
の

計
画

及
び

下
水

道
施

設
、

設
備

な
ど

の
設

計
す

べ
て

を
包

含
し

た
技

術
的

な
実

務
書

で
あ

る
。

下
水

道
法

等
の

改
正

や
下

水
道

を
取

り
巻

く
社

会
環

境
の

変
化

等
を

反
映

し
、

こ
れ

ま
で

の
新

・
増

設
を

中
心

と
し

た
記

載
内

容
に

加
え

、
既

存
施

設
の

管
理

運
営

状
況

（
維

持
管

理
情

報
）
等

を
評

価
し

、
そ

の
評

価
を

計
画

・
設

計
に

反
映

す
る

考
え

方
を

取
り

入
れ

る
な

ど
、

維
持

管
理

か
ら

ス
タ

ー
ト

す
る

新
た

な
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
サ

イ
ク

ル
の

構
築

に
対

応
し

た
改

定
を

行
っ

た
も

の
。

小
規

模
下

水
道

計
画

･設
計

・
維

持
管

理
指

針
と

解
説

－
2
0
0
4
年

版
－

H
1
6
.6

下
水

道
協

会
小

規
模

下
水

道
事

業
の

計
画

及
び

下
水

道
施

設
、

設
備

な
ど

の
設

計
か

ら
維

持
管

理
ま

で
を

包
含

し
た

下
水

道
技

術
者

の
必

携
の

書
と

し
て

ま
と

め
た

も
の

。

（
２

）
P

P
P

/
P

F
I

○
全

般

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

下
水

道
事

業
に

お
け

る
P

P
P

/
P

F
I手

法
選

択
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
案

）
H

2
9
.1

国
交

省
下

水
道

部
下

水
道

管
理

者
が

P
P

P
/
P

F
I手

法
導

入
の

た
め

の
優

先
的

検
討

規
程

を
作

成
す

る
際

に
資

す
る

考
え

方
、

適
切

な
 P

P
P

/
P

F
I 
手

法
の

選
択

等
を

ま
と

め
た

も
の

。
○

性
能

発
注

の
考

え
方

に
基

づ
く
民

間
委

託
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
H

1
3
.4

国
交

省
下

水
道

部

性
能

発
注

方
式

に
つ

い
て

検
討

す
る

際
の

留
意

点
と

し
て

、
発

注
方

法
、

既
存

施
設

に
関

す
る

情
報

の
提

供
方

法
、

委
託

者
に

よ
る

適
切

な
監

視
・
評

価
の

方
法

、
両

当
事

者
間

の
責

任
分

担
等

に
つ

い
て

ま
と

め
た

も
の

。
○

○
包

括
的

民
間

委
託

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

処
理

場
等

包
括

的
民

間
委

託
導

入
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
R

2
.6

下
水

道
協

会

今
後

導
入

を
検

討
さ

れ
る

地
方

公
共

団
体

だ
け

で
な

く
、

2
 期

目
以

降
の

契
約

更
新

を
検

討
さ

れ
る

地
方

公
共

団
体

に
も

活
用

し
て

い
た

だ
け

る
よ

う
に

各
種

事
例

を
踏

ま
え

た
内

容
の

拡
充

を
図

る
と

と
も

に
、

契
約

更
新

に
係

る
検

討
の

ポ
イ

ン
ト

を
と

り
ま

と
め

た
も

の
。

○

下
水

道
管

路
施

設
の

管
理

業
務

に
お

け
る

包
括

的
民

間
委

託
導

入
事

例
集

H
2
9
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
管

路
施

設
へ

の
包

括
的

民
間

委
託

導
入

検
討

に
あ

た
り

参
考

と
な

る
、

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
及

び
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

結
果

を
事

例
集

と
し

て
取

り
ま

と
め

た
も

の
。

○

下
水

道
管

路
施

設
の

管
理

業
務

に
お

け
る

包
括

的
民

間
委

託
導

入
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
R

2
.3

国
交

省
下

水
道

部

適
切

な
管

路
管

理
を

実
践

す
る

手
段

の
一

つ
で

あ
る

包
括

的
民

間
委

託
の

導
入

が
円

滑
に

行
え

る
よ

う
、

既
往

の
導

入
事

例
を

踏
ま

え
て

、
庁

内
合

意
に

至
る

ま
で

の
導

入
検

討
の

方
法

や
契

約
ま

で
に

必
要

な
事

務
等

、
実

務
的

な
内

容
に

つ
い

て
、

知
見

・
情

報
を

と
り

ま
と

め
た

も
の

。

○

処
理

場
等

包
括

的
民

間
委

託
の

履
行

監
視

・
評

価
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
H

3
0
.1

2
下

水
道

協
会

先
進

都
市

の
事

例
を

踏
ま

え
て

、
履

行
監

視
・
評

価
の

基
本

的
な

考
え

方
、

手
順

及
び

方
法

を
示

し
た

も
の

。

○
コ

ン
セ

ッ
シ

ョ
ン

方
式

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

下
水

道
事

業
に

お
け

る
公

共
施

設
等

運
営

事
業

等
の

実
施

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

H
3
1
.3

国
交

省
下

水
道

部

P
P

P
/
P

F
I 
の

導
入

の
流

れ
、

コ
ン

セ
ッ

シ
ョ

ン
方

式
活

用
の

メ
リ

ッ
ト

、
手

法
の

解
説

と
事

業
内

容
の

検
討

、
事

業
の

実
施

・
終

了
段

階
に

お
け

る
検

討
事

項
な

ど
を

記
載

し
て

お
り

、
そ

の
中

で
下

水
道

コ
ン

セ
ッ

シ
ョ

ン
の

実
施

に
お

い
て

検
討

す
べ

き
課

題
の

対
応

策
を

示
し

た
も

の
。

○
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（
３

）
未

普
及

解
消 タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

下
水

道
未

普
及

早
期

解
消

の
た

め
の

事
業

推
進

マ
ニ

ュ
ア

ル
H

3
0
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
未

普
及

解
消

事
業

を
各

自
治

体
が

容
易

に
推

進
で

き
る

よ
う

、
先

進
的

な
都

市
に

お
け

る
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

も
踏

ま
え

、
よ

り
実

践
的

な
検

討
手

順
等

を
示

し
た

も
の

。
○

持
続

的
な

汚
水

処
理

シ
ス

テ
ム

構
築

に
向

け
た

都
道

府
県

構
想

策
定

マ
ニ

ュ
ア

ル
H

2
6
.1

国
交

省
下

水
道

部
都

道
府

県
が

市
町

村
と

連
携

し
て

、
着

実
に

実
行

可
能

な
都

道
府

県
構

想
を

策
定

す
る

た
め

の
一

般
的

な
検

討
手

順
や

内
容

を
示

し
た

も
の

。
○

（
４

）
地

震
・
災

害
対

策
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

マ
ン

ホ
ー

ル
ト

イ
レ

整
備

・
運

用
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
-
2
0
1
8
年

版
-

H
3
0
.3

国
交

省
下

水
道

部

被
災

者
が

「
使

い
た

い
」
と

思
う

快
適

な
マ

ン
ホ

ー
ル

ト
イ

レ
の

普
及

に
向

け
た

、
整

備
時

・
運

用
時

に
お

け
る

配
慮

事
項

や
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

、
マ

ン
ホ

ー
ル

ト
イ

レ
の

必
要

数
の

考
え

方
、

地
方

公
共

団
体

の
取

組
事

例
等

を
ま

と
め

た
も

の
。

○

下
水

道
の

地
震

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
－

2
0
1
4
年

版
－

H
2
6
.7

下
水

道
協

会

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
，

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

に
よ

る
地

震
・
津

波
被

害
を

教
訓

と
し

て
改

定
し

た
。

既
存

施
設

を
段

階
的

、
早

期
の

耐
震

化
・
耐

津
波

化
す

る
た

め
に

策
定

し
た

。
防

災
・
減

災
の

考
え

方
や

地
震

・
津

波
対

策
の

手
法

，
災

害
発

生
後

の
対

応
等

に
つ

い
て

と
り

ま
と

め
た

。
ま

た
，

「
別

冊
・
緊

急
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

，
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
巻

末
に

参
考

資
料

と
し

て
と

り
ま

と
め

た
。

 下
水

道
施

設
の

耐
震

対
策

指
針

と
解

説
－

2
0
1
4
年

版
－

H
2
6
.6

下
水

道
協

会

 東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

等
を

踏
ま

え
、

改
定

し
た

。
主

な
改

定
点

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
①

 耐
津

波
対

策
の

基
本

的
な

考
え

方
を

示
し

た
。

構
造

面
の

耐
津

波
性

能
と

照
査

方
法

に
つ

い
て

示
し

た
。

②
管

路
施

設
の

差
し

込
み

継
ぎ

手
管

き
ょ

（
中

大
口

径
管

）
に

お
い

て
、

周
面

せ
ん

断
力

を
考

慮
し

た
設

計
手

法
を

示
し

た
。

③
管

路
施

設
の

埋
戻

し
土

の
液

状
化

対
策

を
充

実
し

た
。

④
既

存
処

理
場

・
ポ

ン
プ

場
施

設
の

耐
震

対
策

に
お

い
て

、
段

階
的

な
耐

震
性

能
の

設
定

と
そ

の
照

査
方

法
を

示
し

た
。

下
水

道
Ｂ

Ｃ
Ｐ

策
定

マ
ニ

ュ
ア

ル
 2

0
1
9
 年

版
（
地

震
・
津

波
、

水
害

編
）

～
実

践
的

な
下

水
道

Ｂ
Ｃ

Ｐ
策

定
と

実
効

性
を

高
め

る
改

善
～

R
2
.4

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
B

C
P

を
よ

り
実

効
性

の
あ

る
も

の
に

ブ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ッ
プ

す
る

た
め

、
平

成
3
0
 年

 7
 月

豪
雨

や
北

海
道

胆
振

東
部

地
震

、
令

和
元

年
房

総
半

島
台

風
や

令
和

元
年

東
日

本
台

風
等

の
被

害
を

踏
ま

え
、

対
象

災
害

に
水

害
を

加
え

る
と

と
も

に
、

広
域

・
長

期
停

電
時

に
お

け
る

電
源

確
保

対
策

に
つ

い
て

の
検

討
事

項
を

整
理

し
、

新
た

に
と

り
ま

と
め

た
も

の
。

○

（
５

）
浸

水
対

策
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

雨
水

管
理

総
合

計
画

策
定

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
案

）
H

2
9
.7

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
に

よ
る

浸
水

対
策

を
実

施
す

べ
き

区
域

や
目

標
と

す
る

整
備

水
準

，
施

設
整

備
の

方
針

等
の

基
本

的
な

事
項

を
定

め
る

雨
水

管
理

総
合

計
画

の
策

定
手

順
等

を
示

し
た

も
の

。
○

官
民

連
携

し
た

浸
水

対
策

の
手

引
き

（
案

）
H

2
9
.7

国
交

省
下

水
道

部

浸
水

被
害

対
策

区
域

制
度

を
適

用
し

た
官

民
連

携
し

た
浸

水
対

策
を

進
め

る
上

で
、

必
要

な
官

民
の

役
割

分
担

や
区

域
の

指
定

等
を

検
討

す
る

上
で

必
要

な
基

本
的

事
項

を
定

め
た

も
の

。
○

下
水

道
管

き
ょ

等
に

お
け

る
水

位
等

観
測

を
推

進
す

る
た

め
の

手
引

き
（
案

）
H

2
9
.7

国
交

省
下

水
道

部

計
画

の
作

成
や

施
設

の
運

用
時

に
下

水
道

の
管

き
ょ

等
の

水
位

を
活

用
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

水
位

観
測

を
行

う
上

で
必

要
な

手
順

及
び

考
え

方
を

示
し

た
も

の
。

○

下
水

道
浸

水
被

害
軽

減
総

合
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
H

2
8
.4

国
交

省
下

水
道

部

浸
水

対
策

を
重

点
的

に
実

施
す

べ
き

区
域

に
お

い
て

、
そ

の
区

域
の

設
定

手
法

や
、

浸
水

被
害

軽
減

総
合

事
業

を
活

用
し

た
ハ

ー
ド

・
ソ

フ
ト

を
組

み
合

わ
せ

た
総

合
的

な
浸

水
対

策
を

組
み

合
わ

せ
た

計
画

の
策

定
手

順
を

示
し

た
も

の
。

○

水
位

周
知

下
水

道
制

度
に

係
る

技
術

資
料

（
案

）
H

2
8
.4

国
交

省
下

水
道

部

水
防

法
第

1
3
条

の
2
に

基
づ

き
水

位
周

知
下

水
道

を
指

定
す

る
際

に
必

要
な

内
水

氾
濫

危
険

水
位

の
設

定
手

法
や

必
要

な
情

報
提

供
の

あ
り

方
等

に
つ

い
て

示
し

た
も

の
。

○

内
水

浸
水

想
定

区
域

図
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
H

2
8
.4

国
交

省
下

水
道

部
内

水
浸

水
想

定
区

域
図

の
作

成
に

関
し

て
、

浸
水

想
定

手
法

等
の

基
本

事
項

を
定

め
た

も
の

。
○

水
害

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
作

成
の

手
引

き
H

2
8
.4

国
交

省
下

水
道

部
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
全

国
的

な
作

成
及

び
利

活
用

を
推

進
す

る
た

め
、

作
成

に
あ

た
っ

て
の

考
え

方
や

推
奨

さ
れ

る
事

例
等

を
示

し
た

も
の

。
○

ス
ト

ッ
ク

を
活

用
し

た
都

市
浸

水
対

策
機

能
向

上
の

た
め

の
新

た
な

基
本

的
考

え
方

H
2
6
.4

国
交

省
下

水
道

部
近

年
の

局
地

的
豪

雨
等

に
対

応
す

る
た

め
、

施
設

情
報

や
観

測
情

報
等

の
ス

ト
ッ

ク
を

活
用

し
た

浸
水

対
策

を
進

め
る

た
め

の
手

法
等

を
と

り
ま

と
め

た
も

の
。

○

雨
水

浸
透

施
設

の
整

備
促

進
に

関
す

る
手

引
き

（
案

）
H

2
2
.4

国
交

省
下

水
道

部

雨
水

浸
透

施
設

の
整

備
を

促
進

す
る

た
め

、
雨

水
浸

透
施

設
に

よ
る

流
出

抑
制

効
果

や
地

下
水

涵
養

効
果

等
を

概
算

で
簡

便
に

把
握

す
る

方
法

、
浸

透
能

力
の

把
握

方
法

や
適

切
な

維
持

管
理

方
法

等
に

つ
い

て
示

し
た

も
の

。
○

（
６

）
雨

天
時

浸
入

水
対

策
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

雨
天

時
浸

入
水

対
策

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
案

）
R

2
.1

国
交

省
下

水
道

部
分

流
式

下
水

道
に

お
け

る
雨

天
時

浸
入

水
に

起
因

す
る

事
象

に
対

し
、

効
果

的
か

つ
効

率
的

な
対

策
を

立
案

す
る

た
め

の
基

本
的

な
考

え
方

を
示

し
た

も
の

。
○

（
７

）
広

域
化

・
共

同
化

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

広
域

化
・
共

同
化

計
画

策
定

マ
ニ

ュ
ア

ル
（
改

訂
版

）
R

2
.4

総
務

省
農

水
省

国
交

省
環

境
省

都
道

府
県

が
広

域
化

・
共

同
化

計
画

を
策

定
（
見

直
し

を
含

む
）
す

る
際

の
考

え
方

等
を

示
し

た
も

の
。

○

（
８

）
Ｂ

ＩＭ
／

Ｃ
ＩＭ タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

B
IM

/
C

IM
活

用
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
案

）
 　

第
7
編

 下
水

道
編

R
3
.3

国
交

省
業

務
の

効
率

化
・
高

度
化

を
推

進
す

る
た

め
下

水
道

施
設

の
ポ

ン
プ

場
、

終
末

処
理

場
を

対
象

に
調

査
・
設

計
、

施
工

、
維

持
管

理
、

改
築

計
画

の
各

段
階

で
B

IM
/
C

IM
を

活
用

す
る

手
法

等
を

示
し

た
も

の
。

○
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（
９

）
水

質
改

善
○

流
総

計
画

、
高

度
処

理
等

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

栄
養

塩
類

の
能

動
的

運
転

管
理

に
関

す
る

事
例

集
R

3
.3

国
交

省
下

水
道

部

平
成

 2
6
 年

 3
 月

に
公

表
し

た
「
栄

養
塩

類
の

循
環

バ
ラ

ン
ス

に
配

慮
し

た
運

転
管

理
ナ

レ
ッ

ジ
に

関
す

る
事

例
集

」
の

改
訂

版
と

し
て

、
最

新
の

栄
養

塩
類

の
能

動
的

な
運

転
管

理
に

取
り

組
ん

で
い

る
処

理
場

（
試

行
も

含
む

）
に

お
け

る
最

新
の

実
施

事
例

と
そ

の
内

容
に

つ
い

て
紹

介
し

、
今

後
、

同
様

な
取

組
を

行
お

う
と

す
る

下
水

処
理

場
の

参
考

と
し

て
も

ら
い

、
取

組
の

普
及

促
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
。

○

下
水

処
理

場
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
最

適
化

に
向

け
た

省
エ

ネ
技

術
導

入
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
R

1
.6

国
交

省
下

水
道

部

下
水

処
理

場
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

の
削

減
が

図
ら

れ
る

こ
と

を
目

的
に

、
省

エ
ネ

に
資

す
る

運
転

方
法

と
近

年
、

下
水

処
理

場
に

導
入

さ
れ

つ
つ

あ
る

省
エ

ネ
設

備
に

つ
い

て
、

具
体

の
事

例
を

用
い

て
可

能
な

限
り

定
量

的
に

効
果

を
提

示
し

た
も

の
。

○

水
質

と
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
最

適
管

理
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
～

下
水

処
理

場
に

お
け

る
二

軸
管

理
～

H
3
0
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

処
理

場
の

運
転

・
維

持
管

理
に

お
け

る
処

理
水

質
と

消
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

両
面

か
ら

の
最

適
管

理
を

実
施

す
る

た
め

の
ツ

ー
ル

と
し

て
，

二
軸

管
理

手
法

の
目

的
や

進
め

方
を

示
す

と
と

も
に

、
二

軸
グ

ラ
フ

の
作

り
方

、
見

方
、

P
D

C
A

 を
活

用
し

た
二

軸
管

理
の

例
を

紹
介

し
て

い
る

。

○

下
水

放
流

水
に

含
ま

れ
る

栄
養

塩
類

の
能

動
的

管
理

の
た

め
の

運
転

方
法

に
係

る
手

順
書

（
案

）
H

2
7
.9

国
交

省
下

水
道

部

下
水

処
理

場
の

施
設

計
画

の
担

当
者

や
現

場
の

運
転

管
理

者
な

ど
が

、
下

水
放

流
水

に
含

ま
れ

る
栄

養
塩

類
の

能
動

的
管

理
の

た
め

の
季

節
別

運
転

管
理

の
導

入
の

検
討

や
運

転
を

行
う

際
の

参
考

事
項

を
示

し
た

も
の

。
○

既
存

施
設

を
活

用
し

た
段

階
的

高
度

処
理

の
普

及
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
案

）
H

2
7
.7

国
交

省
下

水
道

部

水
域

の
早

期
水

質
改

善
に

向
け

て
、

既
存

施
設

の
一

部
改

造
や

運
転

管
理

の
工

夫
に

よ
り

段
階

的
に

高
度

処
理

化
を

図
る

手
法

を
検

討
す

る
際

の
参

考
事

項
を

示
す

も
の

。
○

流
域

別
下

水
道

整
備

総
合

計
画

調
査

　
指

針
と

解
説

H
2
7
.1

流
域

別
下

水
道

整
備

総
合

計
画

調
査

　
指

針
と

解
説

　
参

考
資

料
H

2
7
.1

0

高
度

処
理

共
同

負
担

制
度

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

と
解

説
(案

）
H

1
9
.5

国
交

省
下

水
道

部

特
定

終
末

処
理

場
を

管
理

す
る

地
方

公
共

団
体

が
、

高
度

処
理

共
同

負
担

制
度

の
活

用
等

削
減

目
標

量
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

対
策

を
立

案
し

、
事

業
計

画
を

策
定

し
、

円
滑

な
事

業
を

行
う

た
め

の
方

法
や

解
説

を
示

す
も

の
。

○

○
水

質
リ

ス
ク

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

下
水

道
に

お
け

る
ウ

イ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
調

査
委

員
会

報
告

書
H

2
2
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
に

お
け

る
ノ

ロ
ウ

イ
ル

ス
対

策
に

向
け

て
国

内
外

の
文

献
調

査
や

下
水

処
理

場
に

お
け

る
実

態
調

査
結

果
を

も
と

に
、

ノ
ロ

ウ
イ

ル
ス

問
題

の
概

要
、

下
水

試
料

に
お

け
る

定
量

方
法

・
実

態
・
除

去
効

果
に

つ
い

て
整

理
し

た
も

の
。

○

下
水

道
に

お
け

る
化

学
物

質
排

出
量

の
把

握
と

化
学

物
質

管
理

計
画

の
策

定
等

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
案

）
H

2
3
.6

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
事

業
者

が
届

出
義

務
を

負
う

物
質

以
外

の
化

学
物

質
を

含
め

て
、

下
水

道
か

ら
の

様
々

な
化

学
物

質
の

排
出

量
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
化

学
物

質
管

理
計

画
の

策
定

や
情

報
の

提
供

・
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

進
め

る
た

め
の

具
体

的
な

手
法

を
示

し
た

も
の

。

○

○
C

S
O

対
策

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

「
効

率
的

な
合

流
式

下
水

道
改

善
計

画
策

定
の

手
引

き
（
案

）
」

H
2
0
.3

国
交

省
下

水
道

部
合

流
式

下
水

道
の

改
善

対
策

の
低

コ
ス

ト
化

、
早

期
の

目
標

達
成

等
に

向
け

て
緊

急
改

善
計

画
の

見
直

し
す

る
際

の
参

考
と

す
る

も
の

。
○

合
流

式
下

水
道

の
雨

天
時

放
流

水
質

基
準

に
つ

い
て

の
水

質
検

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

H
1
6
.4

国
交

省
下

水
道

部

合
流

式
下

水
道

の
雨

天
時

放
流

水
質

基
準

に
つ

い
て

の
水

質
検

査
（
下

水
道

法
施

行
令

第
１

２
条

第
３

項
に

規
定

）
に

つ
い

て
、

こ
れ

を
適

正
に

実
施

す
る

た
め

の
参

考
と

す
る

も
の

。
○

国
交

省
下

水
道

部
流

域
別

下
水

道
整

備
総

合
計

画
の

策
定

に
向

け
た

調
査

・
検

討
に

関
す

る
指

針
と

解
説

を
示

し
た

も
の

。
○

（
1
0
）
下

水
道

資
源

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

○
汚

泥
利

用
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

下
水

汚
泥

エ
ネ

ル
ギ

ー
化

技
術

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 -
平

成
2
9
年

度
版

-
H

3
0
.1

国
交

省
下

水
道

部

固
形

燃
料

化
技

術
、

バ
イ

オ
ガ

ス
利

用
技

術
、

熱
分

解
ガ

ス
化

技
術

、
焼

却
廃

熱
発

電
技

術
及

び
水

素
製

造
技

術
を

対
象

と
し

て
、

特
に

経
済

性
や

温
室

効
果

ガ
ス

削
減

効
果

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

需
要

者
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

等
、

導
入

検
討

の
参

考
と

な
る

情
報

を
と

り
ま

と
め

た
も

の
。

○

下
水

汚
泥

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

化
導

入
簡

易
検

討
ツ

ー
ル

 平
成

2
9
年

度
版

-
H

3
0
.1

国
交

省
下

水
道

部

固
形

燃
料

化
技

術
、

バ
イ

オ
ガ

ス
利

用
技

術
、

熱
分

解
ガ

ス
化

技
術

、
焼

却
廃

熱
発

電
技

術
及

び
水

素
製

造
技

術
を

対
象

と
し

て
、

技
術

導
入

に
係

る
事

業
費

や
省

エ
ネ

効
果

等
の

概
算

を
行

う
も

の
。

○

下
水

処
理

場
に

お
け

る
地

域
バ

イ
オ

マ
ス

利
活

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

H
2
9
.3

国
交

省
下

水
道

部

地
域

バ
イ

オ
マ

ス
利

活
用

の
導

入
検

討
に

あ
た

り
、

事
業

採
算

性
の

検
討

や
受

け
入

れ
る

地
域

バ
イ

オ
マ

ス
の

種
類

・
性

状
に

よ
る

前
処

理
方

法
、

下
水

処
理

へ
の

影
響

の
評

価
方

法
、

関
連

す
る

法
的

手
続

き
等

必
要

な
事

項
を

と
り

ま
と

め
た

も
の

。

○

下
水

汚
泥

有
効

利
用

促
進

マ
ニ

ュ
ア

ル
 -

持
続

可
能

な
下

水
汚

泥
の

有
効

利
用

を
目

指
し

て
－

2
0
1
5
年

版
－

　
C

D
-
R

O
M

付
H

2
7
.8

下
水

道
協

会

下
水

汚
泥

由
来

の
資

源
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
有

効
活

用
に

向
け

、
こ

れ
ま

で
の

下
水

汚
泥

有
効

利
用

関
連

の
図

書
を

一
冊

に
統

合
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

で
、

　
肥

料
利

用
、

建
設

資
材

利
用

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

の
3
分

野
そ

れ
ぞ

れ
の

技
術

を
統

合
し

、
最

新
の

動
向

及
び

技
術

を
盛

り
込

ん
だ

も
の

。

下
水

汚
泥

固
形

燃
料

J
IS

規
格

　
(J

IS
 Z

 7
3
1
2
）

Ｈ
2
6
.9

下
水

道
協

会
下

水
汚

泥
固

形
燃

料
の

品
質

の
安

定
化

及
び

信
頼

性
の

確
立

を
図

り
、

市
場

の
活

性
化

を
促

進
す

る
も

の
。

○

下
水

道
に

お
け

る
リ

ン
資

源
化

の
手

引
き

H
2
2
.3

国
交

省
下

水
道

部
下

水
道

管
理

者
に

よ
る

リ
ン

資
源

化
事

業
の

実
施

検
討

を
支

援
す

る
た

め
、

リ
ン

資
源

の
現

状
と

課
題

や
検

討
手

順
等

に
つ

い
て

と
り

ま
と

め
た

も
の

。
○

バ
イ

オ
ソ

リ
ッ

ド
利

活
用

基
本

計
画

H
1
6
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

処
理

場
に

お
け

る
下

水
汚

泥
及

び
他

の
バ

イ
オ

マ
ス

の
有

効
利

用
を

図
る

た
め

に
都

道
府

県
が

策
定

す
る

「
バ

イ
オ

ソ
リ

ッ
ド

利
活

用
基

本
計

画
」
の

策
定

手
法

を
ま

と
め

た
も

の
。

○

○
熱

利
用

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

下
水

熱
利

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
H

2
7
.7

国
交

省
下

水
道

部

下
水

熱
利

用
事

業
の

構
想

段
階

で
必

要
と

な
る

基
礎

情
報

や
、

事
業

化
段

階
に

お
け

る
関

係
者

間
の

調
整

に
資

す
る

情
報

、
実

施
設

計
段

階
に

お
け

る
必

要
な

手
続

き
に

関
す

る
情

報
を

と
り

ま
と

め
た

も
の

。
○

下
水

熱
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
マ

ッ
プ

（
広

域
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
マ

ッ
プ

）
作

成
の

手
引

き
H

2
7
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

熱
の

賦
存

量
や

存
在

位
置

等
の

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

量
を

可
視

化
し

て
提

示
す

る
広

域
版

下
水

熱
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
マ

ッ
プ

の
作

成
方

法
や

活
用

事
例

を
と

り
ま

と
め

た
も

の
。

○

下
水

熱
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
マ

ッ
プ

（
詳

細
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
マ

ッ
プ

）
作

成
の

手
引

き
H

2
7
.3

国
交

省
下

水
道

部

具
体

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
け

る
採

算
性

等
の

定
量

的
な

検
討

や
実

施
設

計
に

必
要

な
情

報
を

提
示

す
る

詳
細

版
下

水
熱

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

マ
ッ

プ
の

作
成

方
法

や
活

用
事

例
を

と
り

ま
と

め
た

も
の

。
○

○
雨

水
、

再
生

水
利

用
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

渇
水

時
等

に
お

け
る

下
水

再
生

水
利

用
 事

例
集

H
2
9
.8

国
交

省
下

水
道

部
渇

水
時

等
の

下
水

再
生

水
の

緊
急

的
な

利
用

に
係

る
全

国
の

現
状

と
主

な
課

題
毎

に
、

そ
の

解
決

に
資

す
る

好
事

例
等

を
整

理
し

、
ま

と
め

た
も

の
。

○

下
水

道
施

設
に

お
け

る
雨

水
（
あ

ま
み

ず
）
利

用
に

関
す

る
事

例
集

に
つ

い
て

H
2
8
.3

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
施

設
に

お
い

て
雨

水
利

用
に

取
り

組
ん

で
い

る
先

行
事

例
の

存
在

と
そ

の
内

容
に

つ
い

て
紹

介
し

、
今

後
同

様
な

取
り

組
み

を
行

お
う

と
す

る
自

治
体

や
関

係
機

関
の

参
考

と
し

て
も

ら
い

、
下

水
道

施
設

に
お

け
る

雨
水

利
用

の
普

及
・

促
進

に
寄

与
す

る
も

の
。

○

下
水

道
に

お
け

る
地

球
温

暖
化

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
～

下
水

道
部

門
に

お
け

る
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
抑

制
等

指
針

の
解

説
～

H
2
8
.3

環
境

省
・

国
交

省
下

水
道

部

下
水

道
部

門
に

お
け

る
地

球
温

暖
化

対
策

に
つ

い
て

、
「
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
抑

制
等

指
針

」
に

掲
げ

ら
れ

る
取

組
内

容
等

を
詳

細
に

解
説

し
た

も
の

。
○

下
水

処
理

水
の

再
利

用
水

質
基

準
マ

ニ
ュ

ア
ル

H
1
7
.4

国
交

省
下

水
道

部
下

水
処

理
水

の
再

利
用

に
お

け
る

水
質

基
準

や
施

設
基

準
、

考
慮

す
べ

き
事

項
等

を
提

言
し

た
も

の
。

○
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（
1
1
）
そ

の
他

○
広

報
・
人

材
育

成
タ

イ
ト

ル
発

行
年

月
作

成
概

要
W

E
B

公
表

下
水

道
の

「
市

民
科

学
」
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
H

2
9
.3

国
交

省
下

水
道

部

地
域

に
根

差
し

て
活

動
を
行

っ
て

い
る

団
体

（
N

P
O

、
学

校
の

科
学

部
・
同

好
会

）
の

好
事

例
の

紹
介

、
研

究
者

や
行

政
と

よ
り

よ
い

地
域

づ
く
り

に
向

け
た

「
市
民

科
学

」
の

取
り

組
み

、
連

携
方

策
を

紹
介

し
た

も
の

。
○

下
水

道
の

「
市

民
科

学
」
研

究
テ

ー
マ

集
H

3
1
.3

国
交

省
下

水
道

部

市
民

科
学

の
取

り
組

み
を

始
め

る
上

で
、

研
究

テ
ー

マ
を

設
定

す
る

際
の

ヒ
ン

ト
と

し
て

活
用

で
き

る
よ

う
、

事
例

や
ア

イ
デ

ア
を

「
研

究
テ

ー
マ

集
」
と

し
て

ま
と

め
た

も
の

。
○

○
安

全
対

策

タ
イ

ト
ル

発
行

年
月

作
成

概
要

W
E
B

公
表

局
地

的
な

大
雨

に
対

す
る

下
水

道
管

渠
内

工
事

等
安

全
対

策
の

手
引

き
(案

)
H

2
0
.1

0
国

交
省

下
水

道
部

局
地

的
な

大
雨

に
対

し
、

増
水

し
た

後
の

対
応

の
み

な
ら

ず
、

予
防

的
な

対
応

も
含

め
、

雨
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（２）広報活動について 

 下水道の整備が進むにつれ、下水道への国民の関心が薄くなり、下水道が「あって

当たり前のもの」となっているなか、今後も下水道の多様な役割や必要性を国民に認

識してもらうことが課題となっている。 

そのために、まずは国民の下水道への関心を高め、下水道を「自分ゴト」として捉

え理解してもらうとともに、最終的には下水道事業へ協力してもらえるよう段階的な

広報を進めていく必要がある。 

 平成 29 年 8 月に策定した「新下水道ビジョン加速戦略」においても重点項目の 1

つとして、“国民への発信”を位置づけているところであり、以下の取組みを中心に広

報の活性化を図られたい。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、既存の広報活動が難しくな

る中、新たな広報ツールとして、YouTube や Twitter 等の SNS を活用するなど、広

報手法の工夫も求められている。 

 

 若い世代を意識した広報・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からの広報   

～ＳＮＳの積極的な活用～ 

• 平成 29 年度に国土交通省が行った意識調査では、若い世代ほど下水道に対する

イメージが悪く、関心が低いという結果が得られている。ついては、若い世代の

関心が高い SNS を活用した情報発信など、若者の興味を惹きつける広報をお願い

したい。国土交通省でも Twitter を活用して、旬な話題等を情報発信していると

ころである。また、小学生の下水道への理解促進を目的としたパンフレットを国

土交通省にて作成し、ＨＰにも公開しているので、活用いただきたい。 

• 「下水道の日」である９月１０日を中心に、５日間連続で下水道の魅力を伝える

１０秒程度の動画を国土交通省公式 Twitter アカウントから配信し、SNS を活用

した若年層向けの広報活動を展開している。また、下水道に対する理解、関心を

高めていただくため、「公衆衛生」、「災害対策」、「老朽化対策」をテーマに作成し

たポスターを国交省ＨＰで公開しているので、活用いただきたい。 

【１０秒動画】YouTube で公開中 

（https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTRSKmlB0K7gvTsMAAzksno） 
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 施設見学の促進   

• 普段見ることがない下水処理場や工事現場など下水道に関する見学会は、下水道

の理解促進につながりやすいという結果が得られている。ついては、施設見学の

受入促進、積極的な下水道施設の一般開放や工事現場見学会の開催をお願いした

い。また、報道機関等へ施設や工事現場を公開し、メディアを通じて下水道の役

割を発信してもらう取組みを実施している団体もあるので参考されたい。 
• 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から施設見学の開催を中止せざるを得

ない状況にあるが、オンライン見学会や、施設内部を紹介する動画を公開するな

ど、広報手法を工夫している団体もあるので参考にされたい。 
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１）下水道のストック効果 

ストック効果とは、インフラの整備効果であり、耐震性の向上や水害リスクの

低減と言った「安全・安心効果」や、生活環境の改善やアメニティの向上といっ

た「生活の質の向上効果」のほか、「生産性向上効果」といった社会のベースの

生産性を高める効果がある。 

各地方公共団体においては、これらストック効果を一般にわかりやすく表現

し、下水道事業のストック効果の発信を図られたい。各地方公共団体での取組み

は、国交省ＨＰで紹介しているので参考にされたい。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000420.html 

   また、国交省ＨＰでは、ストック効果について興味を持っていただけるよう、東

京湾に関わりのある方に「水の天使」中村真優さんがインタビューした記事を掲

載するとともに、ＰＲポスターを公開しているので、活用いただきたい。 
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２）国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」 

循環のみち下水道賞は、下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事例を表彰

しその功績を称えるとともに、広く発信することで全国的な普及を図ることを目

的に、平成 20 年度より表彰を行っている。（平成４～19 年度は、「いきいき下水

道賞」として表彰） 

 

令和２年度受賞結果について 

昨年度は、 

・イノベーション部門（現場における創意工夫や新技術の活用等の取組み） 

・防災・減災部門（災害対策におけるソフト・ハード面の取組み） 

・アセットマネジメント部門（施設の長寿命化や計画的な維持修繕、事業運 

営、人材育成に貢献する取組み） 

・広報・教育部門（効果的な広報活動や環境・防災教育の取組み） 

の４部門構成とし、優れた取組みを表彰した。（新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から表彰式は中止） 

各受賞内容の詳細については、国交省ＨＰで公表している。 

 

循環のみち下水道賞ホームページ URL 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000688.

html 

 

（令和２年度受賞一覧） 

部門 受賞者 件名 

グランプリ 東京都下水道局 下水道の浸水対策によるストック効果の発現 

～令和元年東日本台風における浸水被害の軽減に

大きく貢献～ 

イノベーション 
大阪府 

浸水対策施設と合流式下水道改善施設のシールド

工事による一括施工 

神戸市、兵庫六甲農業

協同組合、水 ing エン

ジニアリング株式会社 

都市と農村をつなぐ KOBE ハーベストプロジェ

クト 

株式会社フソウ 
BIM/CIM 等の ICT 技術を活用した課題解決ソリュ

ーション 

防災減災 福岡市道路下水道局 1000 年に１回の豪雨から博多のまちを守る！ 

アセット 

マネジメント 
秋田県 

秋田モデルで最強スクラム！ 

～下水道がつなぐ県と市町村の未来～ 

備前市 
地域との官（市）民（住民）連携で WIN-WIN！ 
～協働改革で持続性確保～ 

須崎市 須崎市公共下水道施設等運営事業 
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広報・教育 郡山市上下水道局、

日本大学工学部 

公益財団法人郡山市

文化・学び振興公社

郡山市ふれあい科学

館 

謎解き☆きれいな水へのかえりみちバスツアー 

東京都下水道局 
東京地下ラボ by 東京都下水道局 
～若者向け東京下水道発信事業～ 

新潟市 
音が伝える！ひとが伝える！下水道の魅力 
～ポジティブＰＲ作戦～ 

長岡市 
「合格祈願マンホールカードお守り」で受験生を

応援！ 

株式会社日水コン 

女子美術大学 

ART×下水道 

～異分野との環から生まれた 汚泥染め白衣～ 

 

令和３年度募集について 

令和３年度の循環のみち下水道賞は、昨年度と同様に４部門構成で募集する予

定。詳しくは、４月中目処でお知らせする応募要領を御確認いただきたい。 

是非積極的な御応募をお願いしたい。また、都道府県におかれては、管内市町

村へ周知いただきたい。 

 

【スケジュール】 

「９月１０日（下水道の日）」に表彰式を実施予定 

 Ｒ３ 参考（Ｒ２） 

依頼 ４月中 ５月１８日 

地方公共団体からの応募締切 ６月中 ６月２６日 

表彰式 ９月１０日 新型コロナ感染拡大防

止の観点から中止 
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参 考 他顕彰への応募について 

国土交通省では、このほかにも下水道事業の優良事例を顕彰する賞として、総務

省等と共催しているインフラメンテナンス大賞や、全建賞（全日本建設技術協会）

や土木学会賞（土木学会）など他機関が主催する顕彰も数多く存在するため、積極

的にご応募いただきたい。 
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３）下水道環境教育の推進 

将来の下水道界を担う人材の育成や下水道の多様な機能の理解促進（「見えない」

下水道の「見える化」）を目的に、以下の冊子等を活用して環境教育を推進するととも

に、小学校へのＰＲをお願いしたい。 

 

 

1. 国土交通省関連コンテンツ 

① 冊子「キャプテン・ゲスイの宝物」「キャプテン・ゲスイの冒険 救えゴーウ王国」 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000486.html 

・下水道のイメージアップや下水道に親し

みやすさを感じてもらうことを狙った冊

子。 

・冊子はＨＰで公開しているので、学校の

授業や社会科見学、イベント等で自由に

活用いただきたい。 

・本パンフレットを一部改変し、地方公共

団体の取組み等を掲載したものを独自に

作成いただくことは可能なので、国土交

通省までご連絡いただきたい。 

 

2. （公社）日本下水道協会関連コンテンツ 

① 小冊子「下水道のなぞを解明 下水道探偵スイスイ」 

  https://www.jswa.jp/sewage/material/ 

 ・日本宝くじ協会の助成を受け、下水道の啓発パンフレットを作成。  

 ・下水道の仕組みや役割、また水の循環についてわかりやすく解説。 

 ・処理場所有の都道府県及び市町村・事務組合に送付。 

 

 

② 循環のみち下水道環境教育助成金（H22～） 

 （https://www.jswa.jp/kankyo-kyoiku/support/） 

 ・下水道分野の環境教育を推進するため、 

全国の小中学校等に対して授業等に必要な経費を 1 団体 10 万円を上限として助成。 
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 ③ 「みんなの循環のみち下水道｣環境教育ポータルサイト 

（http://www.jswa.jp/kankyo-kyoiku/） 

  ・生活を陰から支えている下水道の役割を知って頂くため、様々な素材を紹介・提供し

ている下水道の環境教育のポータルサイト。 

（主なコンテンツ） 

・小学校の新学習指導案に準拠した学習指導案 

・授業でそのまま活用できる教育素材 

（パワーポイント、動画、イラスト等） 

・地方公共団体の教育素材リンク 

・下水道環境教育ネットワーク 

・循環のみち下水道環境教育助成金活用事例 

 

 

④ 下水道広報素材（会員ページ内） 

※本サイトを閲覧する際には、「下水道協会誌」に掲載しているパスワードが必要。 

  ・全国の地方公共団体が所有する様々な情報や広報ツールを集約。 

・下水道広報を効果的に推進していくために、約 400 の地方公共団体・公社等から寄せ

られた学習教材や展示模型・実験ツール、パネル・ポスター、ノウハウ・ツールなどを

掲載。 

・新たに検索機能を設け、利便性が向上。 

（主なコンテンツ） 

 ①学習教材          ②展示模型・実験ツール等 

 ③パネル・ポスター      ④ノウハウ・ツール 

 ⑤下水道なんでもナンバーワン ⑥数字で伝える下水道 

 ⑦下水道ビフォー・アフター  ⑧下水道広報の担い手  

 ⑨その他広報素材  
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４）マンホールトイレの普及啓発 

 国土交通省では、避難所における避難生活等において、快

適なトイレ環境を確保するため、マンホールトイレ整備に対

する支援やガイドラインの策定を実施している。 

 

マンホールトイレに関するホームページ URL 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000411.html 
 

１．マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン 

国土交通省では、被災者が“使いたい”と思えるマンホールトイレを整備する

ための配慮事項等をとりまとめた「マンホールトイレ整備・運用のためのガイド

ライン」を策定している（令和３年３月に、事例集を充実させる形で一部改定）。 

 
２．マンホールトイレ普及啓発ツール 

 国土交通省では、マンホールトイレの普及促進の一助としてなるよう普及啓発のた

めのリーフレット、動画、漫画を作成している。広報活動の際には、積極的な活用を

お願いしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．マンホールトイレの活用促進 

 各地方公共団体では、多くの住民へのＰＲ等を目的に、イベント会場等で実際にマ

ンホールトイレが使用されており、設置から使用、片付けまで一連の訓練を実施して

いる。例えば、岐阜県恵那市では、小学校の授業の一環としてマンホールトイレの設

置訓練が行われており、このような実体験を伴う住民へのＰＲを積極的にご検討いた

だきたい。 
 

 

 

 

北九州市 

東松島市での取組熊本市での取組み 恵那市での取組み 
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４．避難所におけるマンホールトイレ導入の検討について（通知） 

 避難所におけるマンホールトイレの普及に向けて、避難所の設置・運営等を所管

する内閣府との連名で、市町村の防災部局、下水道部局双方に対する通知を発出し

ている（「避難所におけるマンホールトイレ導入の検討について」府政防第 1588
号、国水下企第 44 号、令和２年 10 月 23 日）。 
 地方公共団体におかれては、地域の実情等を踏まえ、避難所におけるトイレの確

保に向けた検討において、障がい者等向けトイレ、とりわけマンホールトイレの導

入についても関係部局が相互に連携して検討されるよう、お願いしたい。 
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５）下水道広報プラットホーム（GKP） 

  下水道の真の価値を伝えると共に、これからの下水道を皆で考えていく全国ネ

ットワークの構築を目指して、セクターを越えた下水道広報の中枢の一つとなる

情報交流、連携の母体として「下水道広報プラットホーム」（事務局（公社）日本

下水道協会）を平成２４年度に設立し、これまでに様々な活動を展開している。 

各地方公共団体におかれても、GKP への参加と、住民等への積極的な広報活動を

お願いしたい。 

なお、広報活動に関するご相談があれば、GKP 事務局、又は下水道企画課にご相

談いただきたい。また、効果的な広報事例について下水道企画課まで情報提供を

お願いしたい。 
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（ＧＫＰの活動例）※令和２年度は、下水道展、エコプロ、マンホールサミットは開催中止 

下水道展’19 への出展 

下水道展において「スイスイ下水道研究所」

として、小学生を中心に下水道を面白く・わ

かりやすく学ぶ体験型展示を実施。 

エコプロに「水をめぐる大冒険～水道水はどこ

から来る？使った水はどこへ行く？」を水循環

のストーリーにのせて体験型展示を実施。 

下水道展’19 横浜への出展 

（令和元年８月６日～９日） 

エコプロ 2019 への出展 

（令和元年 12 月６日～９日） 

マンホールサミット 

マンホールに関するトーク、蓋の展示、グッ

ズ販売等を実施。マンホールを通して下水道

の魅力を発信。 

第 9回マンホールサミット in 池田 

（令和元年 10 月 19 日) 

ＧＪリンク 

女性同士の繋がりを支援する場として「GJ リ

ンク（下水道女子）を立ち上げ、様々な企画を

通じてスキルアップを図る取組を推進。 

GJ リンク全国ワークショップ 

（令和３年 1月 15 日） 

下水道を未来につなげる会 

下水道業界のリクルート力強化のための新た

な試みとして、「下水道を未来につなげる会」を

立ち上げ、魅力を学生に発信する取組を推進。 

水業界研究 Online イベント 

（令和２年 10 月１日） 

エコプロ 2019 への出展 

マンホールカード 

マンホールカードの例 

ＧＫＰが企画・監修するマンホール蓋のコレ

クションアイテムで、マンホール蓋を管理す

る都道府県や市町村とＧＫＰが共同で作成。 
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６）下水道を核とした市民科学育成プロジェクト 

現在では、下水道はあって当たり前のものとなっており、今後の下水道のあり方を

考えていく上で、関心を一層高め、自分ゴトと捉えていただくかが課題となっている

ところ。身近な水環境への疑問をきっかけとして「自分が流した下水と川や海などの

関わり」などを調べることは、市民が主体的に下水道の存在意義や役割を発見する機

会となり、さらには、地域のよりよい水環境を創造する力になる。 

「下水道の市民科学」とは、よりよい地域づくりに向けて、地域の団体（学校、自

治会やＮＰＯなど）と行政が協働し、市民にも呼びかけながら下水道に関する調査研

究活動に参画する取組みのこと。 

平成 28 年度には、下水道の市民科学の取組み方等を紹介する行政向け・市民団体

向けの２種類のガイドブックを策定しており、ガイドブックを参考に市民科学に取組

み、市民との連携による下水道の見える化を図っていただきたい。  

また、平成 29 年度からモデル調査を実施し、平成 30 年度には下水道にまつわる

様々なテーマについて、事例やアイディアをまとめた研究テーマ集を策定した。 

令和元年度は、活動団体の支援や活動のノウハウなどを蓄積・発信するためのプラ

ットフォームとして、GKP を母体とした「GKP チーム市民科学」の立上げを支援した。 

令和 2 年度は、市民科学のさらなる普及発展につなげることを目的として、「市民

科学発表会」をオンラインで開催した。豊田市や滋賀県では、下水道における中長期

計画等に市民科学の取組検討が位置付けられるなど、様々な地区において、市民科学

の導入に向けた検討がなされた。今後も「GKP チーム市民科学」と相互に連携しなが

ら、引き続きモデル調査等を実施予定なので、積極的な参画をお願いしたい。 

特にこれまで「循環のみち下水道賞」で受賞した取組みなど、既に地域の団体と連

携した取組みを行っている地方公共団体には、市民科学の視点も取り入れた取組みを

検討して頂きたい。 

 

ガイドブック・研究テーマ集 URL： 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000522.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民団体向けガイドブック   行政向けガイドブック      研究テーマ集 
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７）東京湾大感謝祭 2020「東京 WONDER 下水道」 

東京湾大感謝祭は、国土交通省が参画する「東京湾再生官民連携フォーラム」の

活動の一環として開始。都市に住む市民や企業、団体と国や地方公共団体がとも

に、海の再生を考え、行動するきっかけを提供する場として、平成２５年度より開

催。例年横浜赤レンガ倉庫・広場や周辺の会場で開催されていたが、令和 2 年度は

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインで開催。 

東京湾流域の９都県市と協賛企業で下水道関係の官民が一体となり、水処理や合

流改善などの下水道の取組みを紹介するため、平成２８年度より下水道ブース「東

京 WONDER 下水道」を出展。令和 2 年度は、東京湾大感謝祭 2020 のオンラインサイ

トに特設ページを公開。東京湾を足元から守る下水道について、東京湾の水質浄化

に果たしてきた役割に加えて、高度処理の仕組みや現状の取組状況など、動画を交

えて紹介。 

東京湾大感謝祭 2021 は、令和 3 年 10 月開催予定。（P） 

 

＜東京 WONDER 下水道開催概要＞ 

特設サイト公開期間：令和 2 年 10 月 9 日～令和 3 年 9 月 30 日（予定） 

来場者数（ページビュー数）：2，054PV（令和 2 年 10 月 9 日～令和 3 年 2 月末） 

 

 
東京 WONDER 下水道特設ページ 
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（３）人材育成について 

下水道事業を取り巻く状況は、人口減少に伴う職員数や使用料収入の減少、老朽化

に伴う大量更新期の到来、気候変動の影響により懸念される水害の頻発・激甚化、切

迫する大規模地震等、課題が多様化し、厳しさを増している。また、技術革新等が進

み、職員１人１人に求められる能力が高度化している。 

一方で、このような厳しい状況を乗り越え、下水道事業を支える人材の数には限り

がある。人口減少に伴い職員数が減少傾向にある中、職員１人１人の生産性を上げ、

効率的かつ効果的に下水道事業を支えるためには、下水道事業を支える「人材」を育

成することが極めて重要である。 

ここでは、人材育成に関する国等の取組例や、地方公共団体等の取組例を紹介する

ので、各地方公共団体において参考にされたい。 

 

１）国による人材育成の取組 

 （１）下水道場 

若手職員同士の交流の場を創設するとともに、組織の枠を超えた若手職員の自

己研鑽・切磋琢磨の場を目指して、平成２４年度に「下水道場」を設立。対象は

原則 40 歳未満の下水道関係職員。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインで開

催したが、５４人もの若手職員に参加いただいた。前半は、ディスカッション①

として、 「コロナ禍前に戻れたら、どういう備えをしておくべきだったか」につ

いて議論し、各自治体の課題等を共有いただいた。後半には、東京大学加藤裕之

特任准教授による講演「トキメキとやりがいと信頼の下水道」を踏まえ、ディス

カッション②「モテる下水道」と「儲かる下水道」について議論いただき、参加

者からは、SNS を活用した下水道施設の魅力紹介や、水素活用に向けた取組等に

ついて様々な意見を発表いただいた。 

過去の開催概要は、国土交通省ＨＰに公表している。令和３年度下水道場は、

令和３年１～２月に開催予定。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000316.html 

 

また、都道府県等が主導する地方版下水道場の立上げについても支援している

ので、積極的に若手職員等の交流、研修の場の創設を御検討いただきたい。 
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【地方版下水道場（令和２年１１月末時点）】※令和２年度新規開催 

 名称 主催 参加者 開催数 

1 北の下水道場 北海道 北海道、道内市町村 12 

2 おどげでねぇ 伊達な下水道場 宮城県、仙台市 宮城県、県内市町村 12 

3 煉瓦下水道場 仙台市 仙台市 44 

4 あきたの下水道場 秋田県 秋田県、県内市町村 7 

5 むらやま処理区下水道場 山形県 山形県、村山処理区内市町村 7 

6 マロニエ下水道場ネットワーク 栃木県 栃木県、県内市町村 10 

7 彩の国下水道塾 埼玉県 埼玉県、県内市町村 10 

8 かながわ かもめ下水道ネットワーク 神奈川県 神奈川県、県内市町、下水道公社 1 

9 にいがた下水道場 新潟県 新潟県、県内市町村、下水道公社 11 

10 あいち心の浄化センター 愛知県、名古屋市 愛知県、県内市町村 11 

11 まるみえ下水道塾 三重県 三重県、県内市町村 3 

12 令和 京（みやこ）道場 京都府 京都府、府内市町村 3 

13 NANIWA ともあれ下水道場 大阪府 大阪府、府内市町村 3 

14 ひめ塾下水道場 姫路市 姫路市 33 

15 下水道場晴れの国支部 岡山県 岡山県、県内市町村 4 

16 下水道場広島市支部 広島市 広島市、近隣市町 108 

17 うどん県下水道場 香川県 香川県、県内市町村 3 

18 愛顔あふれるえひめ下水道場※ 愛媛県 愛媛県、県内市町 1 

19 とびうめ下水道場 福岡県、福岡市、北九州市 福岡県、県内市町村 10 

20 やるばい長崎下水道場 長崎県 長崎県、県内市町村 4 

21 肥後モンの水洗化道場 熊本県、熊本市 熊本県、県内市町村 3 

22 美ら水道場 沖縄県 沖縄県、県内市町村 3 

 
 

  

36



（２）下水道事業のアセットマネジメント推進に向けた人材育成 
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２）日本下水道事業団 研修センター 

日本下水道事業団研修センターでは、「第一線で活躍できる人材の育成」を目指し

て、計画設計、経営、実施設計、工事監督管理、維持管理、官民連携・国際展開の６

コースについて、下水道のライフサイクルの各段階に対応したさまざまな専攻を設定。

演習・実習に重点を置き、実務に即したカリキュラムを準備し、下水道法第 22 条の

資格取得のための指定講習を含め、4 日～10 日程度の専攻を中心として、埼玉県戸田

市にある全寮制の施設で研修を実施。 

ほとんどの専攻において、研修生から研修実施前に提出された課題についてのディ

スカッションを実施。ディスカッションでの研修生相互の意見交換や講師を交えた議

論により、普段の実務による課題解決の糸口を見出すことができ、また、ディスカッ

ション、寮生活を通じて、研修生同士が切磋琢磨し、能力や意識の向上を促すととも

に、研修生同士のネットワーク形成を積極的に支援。 

昨今の女性研修生の増加に伴う対応や、研修生のプライバシーの配慮、安全性等研

修環境の改善・充実を図るため、2021 年度末の完成を目指して新寮室棟を建設中。 

また、研修センターで実施する研修以外に、全国各地で開催する「地方研修」及び

民間事業者職員を対象とする「民間研修」を実施。 

 

     
        研修状況         新寮室棟の完成予想図（施設外観） 
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下水道国際・技術室 
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下水道国際・技術室の取組 

総  括 

 

（１）グリーン社会実現に向けた下水道の資源・エネルギー利用の促進 

１）グリーン社会実現に関連する財政支援措置（社会資本整備総合交付金） 

２）グリーン社会の実現に向け下水道事業が果たすべき役割 

３）人口減少・少子高齢化社会への貢献 

 

（２）下水道における技術開発と実装化の推進について 

１）新技術の導入に関する財政支援制度（新世代下水道下水道支援事業【新技術活用型】） 

２）下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

３）異業種技術の下水道事業への活用について 

 

（３）下水道分野の国際展開について 

１）下水道分野における海外水ビジネス展開の背景 

２）国際展開・技術開発に係る体制の強化 

３）地方公共団体や日本下水道事業団等と連携した本邦企業の海外ビジネス展開支援 
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（１）グリーン社会実現に向けた下水道の資源・エネルギー利用の推進 

 

下水道事業の脱炭素化を図ることは、2050 年カーボンニュートラルを目指すグリーン

社会の実現に向け、地域社会の脱炭素化とともに下水道事業の経営改善にも貢献すると期

待される。下水道事業における省エネルギー技術、創エネルギー技術及び再生可能エネル

ギー技術の導入拡大を加速化するため、下水道管理者に対する様々な技術的・財政的支援

を行っている。以下を留意の上、積極的に活用されたい。 

 

１）グリーン社会実現に関連する財政支援措置（社会資本整備総合交付金） 

○ 下水道リノベーション推進総合事業 

下水道資源の有効活用を推進するため「下水道リノベーション推進総合事業」において、

地域バイオマスの集約化や地域エネルギーの活用に向けた計画策定から消化ガス利用施設

や下水熱交換施設等の施設整備までの一体的な支援を実施している。 

 

○ 新世代下水道支援事業【機能高度化事業（新技術活用型）】 

2050年カーボンニュートラルの実現を目指すためには、関連する新技術を先駆的に導入・

評価し、新技術の普及を加速化する必要がある。このため、国土交通省又は日本下水道事業

団が開発した技術、官民共同で開発を行われた技術及び民間技術で公的機関による一定の評

価を受けた技術に関する導入に関する補助制度を設けている。 

 

２）グリーン社会の実現に向け下水道事業が果たすべき役割 

①創エネ・再エネの推進 

○ 下水道における地球温暖化対策（地球温暖化対策計画、社会資本整備重点計画、グリーン

成長戦略） 

・ 地球温暖化対策計画 

平成 28 年 5 月に閣議決定された地球温暖化対策計画において、下水道分野（創エネ）

では、 

創エネ・省エネ対策の推進（2030年度までに2013年度比134万 t-CO2の削減） 

が位置付けられている（2018年度時点：約63.9万 t-CO2の削減）。 

国土交通省では、環境省と連携し、上記目標の達成のため平成 28 年４月に温暖化対策

推進法第21条に基づき、下水道部門における「温室効果ガス排出抑制等指針」（告示）及

び「下水道における地球温暖化対策マニュアル」を公表した。本指針及びマニュアルでは、

地方公共団体が温室効果ガスの排出抑制のために講ずべき措置（努力義務）について、温

室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択・使用方法、温室効果ガスの排出の抑制等

の措置を通じた温室効果ガス排出量の目安を規定している。また、地球温暖化対策推進法

では、都道府県、政令市、中核市において、「地方公共団体実行計画」の策定が義務づけら

れている。各実行計画における下水道の役割を認識し、地球温暖化対策を進める必要があ

る。 
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なお、令和３年度には地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画の改定が予定され

ていることから随時情報共有を行う。 

 

・ 社会資本整備重点計画 

令和３年度に改定が予定されている第５次社会資本整備重点計画の素案において、下水

道分野（資源・エネルギー）では、 

令和７年度までに下水道バイオマスリサイクル率を45%とすること 

としている（令和元年度時点：約35%）。 

国土交通省では、地域バイオマスの受入を含む下水汚泥の広域利活用による再エネ化推

進を目指し、「下水汚泥広域利活用検討マニュアル」を平成31年３月に公表した。このほ

か、財政支援（社会資本整備総合交付金、エネルギー特別会計）、技術的支援（下水道エネ

ルギー拠点化コンシェルジュ事業等）の支援も実施している。（詳細は後段を参考にされ

たい。） 

 

・ 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 

令和２年 12 月に策定された 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略に

おいて、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする（カーボンニュートラ

ル）、脱炭素社会の実現を目指すため、14分野の目標、研究開発・実証、制度整備等を盛

り込んだ実行計画を策定。下水道分野では、下水道由来水素、下水熱、下水道バイオマス

の活用を推進することとされた。 

 

○ 下水汚泥のエネルギー化（バイオガス発電・固形燃料化）の取組状況 

平成 27 年５月の下水道法改正をはじめとして、各種計画等においても下水汚泥のエネル

ギー化や肥料化が位置付けられ、その普及が期待されているところである。令和元年５月末

時点のエネルギー化の導入状況は、バイオガス（消化ガス）発電は109箇所、固形燃料化施

設は 20 箇所となっている。（最新の実績は別添資料を参照されたい。）バイオマスとしての

下水汚泥の利活用に向け、下水汚泥のエネルギー化・肥料化について、広域化・共同化や改

築と合わせた導入、又は PPP/PFI や新技術を活用した事業化等を積極的に検討いただきた

い。 
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○ 下水熱利用推進（下水熱利用マニュアル（案）の公表） 

下水や下水処理水と大気との温度差を利用する下水熱は、都市域における熱需要家との需

給マッチングの可能性が高く、下水道施設以外における採用実績は令和２年８月末時点で

32箇所が報告されている。 

令和２年12月にとりまとめられた「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦

略」や国内外の脱炭素化に向けた取組推進等の社会情勢の変化を踏まえ、「下水熱利用マニ

ュアル（案）」を令和３年４月に改訂・公表した。本マニュアルは、「民間事業者による下水

熱利用手続ガイドライン（平成24年 12月）」、「下水熱マニュアル（案）（平成27年 7月）」

を統合し、下水道管理者、エネルギーサービス事業者、熱利用者のそれぞれのステークホル

ダーを対象とした手続きに関する情報の整理を行った。このほか、地域内での下水熱利用可

能性を簡便に検討する簡易ツール、既存の下水熱利用事例集と合わせてパッケージ化して提

供している。 

各都道府県にあたっては、本マニュアルを用いて下水熱利用の促進と脱炭素社会実現の取

組を積極的にご検討いただきたい。 

●下水熱利用マニュアル（案） 

(https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000467.html) 

 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000458.html） 

 

 

○ 下水道を活用した積雪対策 

国土交通省では、これまで下水道事業による流雪水路等の整備といった、積雪対策に対す

る社会資本整備総合交付金等による支援を行っている。近年、積雪被害が深刻化している地

域があり、今後も雨水排水施設の流雪水路等への活用や、下水処理水・下水熱の消融雪用水

等への積極的な活用をご検討いただきたい。なお、下水熱活用による融雪技術は B-DASH プ

ロジェクトにより実証されており、下水熱を含むこれらの積雪対策推進事業は、「下水道リ

ノベーション推進総合事業」で支援している。 
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○ 下水処理場における地域バイオマス受入 

生ゴミ等の地域から発生するバイオマス資源（地域バイオマス）を下水処理場で受け入れ、

既存ストックを活用して集約処理することにより、下水処理や廃棄物処理等の省コスト化、

効率化、エネルギー創出を図ることが可能である。このような事例は令和元年度末時点で全

国９箇所の実績がある。（http://www.mlit.go.jp/common/001232781.pdf） 

国土交通省では、地方公共団体による地域バイオマス利活用の導入検討を促進するため、

「下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル」を、平成29年３月30日に公表し

ている。 

 

 

○ 下水汚泥の肥料化 

下水処理場に集まる水や窒素・リン、並びに下水処理過程で発生する汚泥やＣＯ２、熱エ

ネルギー等を農業に利用する取組も全国各地で進められている。特に、窒素やリンを豊富に

含む下水汚泥は、肥料としての効果が期待され、国土交通省では、平成 30 年４月に「下水

道資源の農業利用促進に向けたBISTRO下水道 事例集」を公表した。 

資料等は国土交通省ＨＰに掲載しているので参考にされたい。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000621.html） 
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○ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT） 

平成24年７月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

が施行され、FIT制度が開始された。本制度においては、下水汚泥を含むバイオマスを用い

て発電された電気も、再生可能エネルギーとして買取対象となっている。令和３年度の買取

価格及び調達期間は下表の通りとなっている。 

 

再生可能エネルギー 買取価格 調達期間 

バイオマス由来メタン発酵ガス 39円＋税 20年 

 

買取価格・期間については、再生可能エネルギー源の種類や発電設備の規模等に応じて、

中立的な第三者委員会（調達価格等算定委員会）の意見を受けて、経済産業大臣が毎年度策

定することとされている。なお、昨年度までFIT制度対象となっていた「一般廃棄物その他

バイオマス」の区分で石炭混焼を行うものについて、令和３年度より新たに申請を行う案件

については FIT 制度の認定対象外となっていることに留意されたい。さらに、平成 31年以

降、発電に用いるバイオマスの一定割合以上の変動においては、新たな調達価格が適用され

ることとなっているため、現在固形燃料利用を行っている地方公共団体にあってもご留意い

ただきたい。 

なお、下水汚泥の固形燃料化による化石燃料代替は、FIT制度から自立した実施が可能と

判断された初のケースであり、FIT制度の対象外となった以降も発電事業者による積極的な

利用が継続又は新規導入されることを期待している旨、資源エネルギー庁を通じて周知して

いる。 

 

  

45



②省エネルギーの推進 

○B-DASHで開発した省エネ技術の導入 

下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）では、これまでに省エネ技術の技術開

発を実施してきた。以下の通り本プロジェクトで実施した技術のうち、省エネに資する技術を

示す。なお、ガイドラインは国総研ＨＰに掲載しているので参考にされたい。 

http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/bdash.htm#catalog 

 

水処理
汚泥エネルギー化

（バイオガス、固形燃料等)
下水熱 焼却炉 肥料

超高効率固液分離技術を用いたエネル
ギーマネジメントシステム技術実証事業

超高効率固液分離、高効率高温消化、スマート発電システ
ム等を組合わせたシステム技術の実証

○

神戸市東灘処理場　再生可能エネル
ギー生産・革新的技術実証事業

地域バイオマス受入れ、鋼板製消化槽、高効率ヒートポン
プ、新型バイオガス精製装置を組み合わせたシステム技術
の実証

○

廃熱利用型　低コスト下水汚泥固形燃
料化技術実証事業

廃熱利用による低コスト汚泥固形燃料の製造を実証、汚泥
固形燃料の焼却炉利用による補助燃料削減効果の検証、
RDFとの混合燃料を製造し化石燃料代替性の検証

○

管路内設置型熱回収技術を用いた下水
熱利用技術実証事業

管更生と熱交換器設置を同時施工して、未処理下水からの
熱回収システムを構築し、回収熱をヒートポンプを介して建造
物の空調（暖房・冷房）や給湯に利用するシステムを構築
し、熱回収・利用技術のコスト縮減効果、省エネルギー効
果、温室効果ガス排出量削減効果等を実証

○

固定床型アナモックスプロセスによる高
効率窒素除去技術実証事業

嫌気性消化汚泥の脱水ろ液からの窒素除去に、固定床方
式を用いた高効率なアナモックス反応技術を適用して連続
運転を実施し、コスト縮減効果や省エネルギー効果等を実証

○

神戸市東灘処理場　栄養塩除去と資源
再生（リン）　革新的技術実証事業

消化汚泥を対象としたリン除去・回収技術の実証設備の建
設・運転データの取得および解析、普及展開可能な低コスト
で運転管理容易なシステムの構築、下水処理場トータルで
の運営コスト縮減効果、回収したリンの肥料の試作および肥
料原料としての利活用等を実証

○

温室効果ガスを排出しない次世代型下
水汚泥固形燃料化技術実証事業

プレ脱水（濃縮汚泥と地域バイオマスの混合調質）、水熱反
応（有機物の加水分解）、高速消化（高温消化）、脱水・乾燥
（燃料化）等を組み合わせたシステム技術の実証

○

脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新
的下水汚泥エネルギー転換システムの
実証事業

低含水脱水技術、低空気比省エネ燃焼技術、高効率排熱発
電技術の３つの革新的技術を連携し、システム全体として最
適化することで発電量を最大化するとともに、温室効果ガス
排出量、維持管理費を低減する技術の実証

○

下水道バイオマスからの電力創造シス
テム実証事業

低含水率化技術（機内二液調質型遠心脱水機）、エネル
ギー回収技術（次世代型階段炉）、エネルギー変換技術（ス
クリュ式＋バイナリ式蒸気発電機）による、下水汚泥燃焼熱
からの発電技術の実証

○

ICTを活用した効率的な硝化運転制御の
実用化に関する技術実証事業

水処理の省エネ化のために、アンモニア濃度と溶存酸素量
からばっ気風量を制御し、実績値に基づく制御パラメータ自
動更新などにより制御精度を向上させる技術であり、コスト
縮減や省エネルギー効果等を実証

○

ICTを活用したプロセス制御とリモート診
断による効率的水処理運転管理技術実
証事業

水処理の省エネ化のために、制御パラメータの自動調整とプ
ロセスの異常兆候検出をリモートで行い、NH4-Nセンサーを
活用したばっ気風量制御を効果的・効率的に実施する技術
であり、コスト縮減や省エネルギー効果等を実証

○

無曝気循環式水処理技術実証事業

水処理の省エネ化のために、水処理システムを水中ばっ気
方式から、大気圧中での気液接触による酸素供給方式に転
換することで、消費電力量を削減するものであり、コスト縮減
や省エネルギー効果等を実証

○

高効率固液分離技術と二点DO制御技
術を用いた省エネ型水処理技術の技術
実証事業

水処理の省エネ化のために、高効率固液分離技術の導入と
無終端水路に改造した反応タンクでの２点ＤＯ制御技術によ
る最適風量制御により、既設の標準活性汚泥法と同等の滞
留時間で高度処理を行い、コスト縮減と省エネルギー効果等
を実証

○

脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥
料化、燃料化技術実証事業

中小規模の下水処理場を対象とした脱水乾燥システム（機
内二液調質型遠心脱水機＋円環式気流乾燥機）を用いて、
乾燥汚泥を製造し、肥料化、燃料化などの多様な有効利用
への適応性や、設備の性能、ライフサイクルコスト縮減等を
実証する。

○ ○

自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水
汚泥乾燥技術実証事業

ヒートポンプ技術を応用したエネルギー効率の高い高性能乾
燥システムを導入し、省エネ低コスト型の汚泥乾燥を実証す
る。また、製造される乾燥汚泥の性状を調査し具体的な有効
利用方法を検討する。

○ ○

ＤＨＳシステムを用いた水量変動追従型
水処理技術実証事業

人口減少社会に適応すべく、「スポンジ状担体を充填した新
規の散水ろ床（ＤＨＳろ床）」と「生物膜ろ過槽」を組み合わる
ことにより、効率的にダウンサイジング※が可能な水処理技
術について、①ライフサイクルコストの縮減効果、②流入水
量減少に対する処理コストの追従性、③維持管理の容易
性、④処理性能の安定性を実証する。

○

高効率消化システムによる地産地消エ
ネルギー活用技術の実用化に関する実
証事業

生ごみ等の未利用バイオマスの活用、無動力の消化槽撹拌
装置、バイオガス発生量を増加させる可溶化装置、高い発
電効率を有する燃料電池を組み合わせた高効率消化システ
ムについて、処理性能や、エネルギー回収率の向上効果等
を実証する。

○

温室効果ガス削減を考慮した発電型汚
泥焼却技術の実用化に関する実証事業

汚泥焼却設備からの未利用廃熱を活用した高効率発電技
術と、既存の汚泥焼却設備にも適用可能な局所撹拌空気吹
込み技術の組み合わせにより、電力の完全自立や大幅な温
室効果ガス排出量削減効果等が得られることを実証する。

○

R3
高濃度消化・省エネ型バイオガス精製に
よる効率的エネルギー利活用技術に関
する実証事業

コンパクトなメタン発酵槽、低動力のバイオガス精製装置及
び小規模の水素製造・供給装置を組み合わせた、下水汚泥
からの効率的なエネルギー回収・利活用システムについて、
処理性能、ライフサイクルコスト縮減等を実証する。

○

H31

R2

H25

H26

H27

H28

H29

対象技術
ガイドライン
公表年度

実施事業名称 事業概要
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○ スマートオペレーションの推進 

下水処理場における消費エネルギー削減のため、既設の機器の省エネ機器への更新に加え、

既設の機器をより効率的な方法で運転することで、大きな省エネ効果が得られることが明ら

かになっている。 

このため、国土交通省では、下水処理場における消費電力量の大きい施設を対象とし、適

切な処理水質を維持しながら省エネ効果を上げることを前提として、運転管理手法の改善に

よる省エネ対策と、省エネ設備導入による省エネ対策について検討し、令和元年6月に「下

水処理場のエネルギー最適化に向けた省エネ技術導入マニュアル（案）」を公表している。

各下水処理場においては、このガイドラインを参照し、取組を進めていただきたい。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html） 

 

○ 焼却炉・溶融炉の設置・改築における性能指標の設定について 

国土交通省は、省エネ・創エネ技術の導入を推進するため、消化槽、消化ガス発電、焼却

炉等について、一定のエネルギー効率等の性能指標を上回る施設・設備を交付対象としてい

る。また、溶融炉は特段の理由のない限り交付対象外とした。 

（「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」平成29年９月15日付事業課長通知） 

社会資本整備総合交付金を活用して焼却炉・溶融炉の設置・改築を計画している地方公共

団体においては十分にご留意いただくとともに、本通知に関するＱ＆Ａを平成30年４月26

日付の事務連絡で発出しているので参考にされたい。 

 

 

③N2O対策 

○ 下水道における地球温暖化対策 

平成28年 5月に閣議決定された地球温暖化対策計画において、下水道分野では、 

下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等（同78万 t-CO2の削減） 

が位置付けられている（2018年度時点：約万2.3t-CO2の削減）。 

汚泥の焼却工程等で発生するＮ２Ｏ（二酸化窒素）は、ＣＯ２の298倍の温室効果があるた

め、高温焼却（燃焼温度を８５０℃程度とすること）によるＮ２Ｏ発生抑制や、Ｎ２Ｏ排出量

抑制とともに省エネ化が図れる新技術への転換についても計画的に実施いただきたい。指針

及びマニュアルは、環境省ＨＰに掲載されているので参照されたい。 

（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/） 
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④その他支援策について 

○ エネルギー特別会計（財政支援） 

・ 再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエ

ントな地域社会実現支援事業※ 

環境省では、下水汚泥を含む地域資源の循環利用及び低炭素化に向けた取組を推進する

ため、「再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジ

リエントな地域社会実現支援事業」を国土交通省連携事業として実施する。本事業は、地

方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行う

とともに、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や持続性向上に向け

た体制構築を支援し、事業経費の３分の１～定額（事業内容により異なる）の補助を行う

もの。 

応募を検討される地方公共団体においては、国土交通省にも事前に御相談いただきたい。

なお、公募開始等の情報については、地方整備局経由で連絡することを予定している。 

令和２年度の公募資料等は下記のHPを参照いただきたい。 

（https://rcespa.jp/offering/20200518_02） 

※ 本事業は令和２年度まで実施していた「地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づく

りモデル形成事業の実施」の後継となるものである。 

 

・ 上下水道施設の省ＣＯ２改修支援事業 

環境省・国土交通省では、下水道の温室効果ガス排出削減の取組を推進するため、「上

下水道施設の省ＣＯ２改修支援事業」を実施する。 

本事業は、地方公共団体及びPFI等で委託を受ける民間事業者等を対象として、中小規

模の下水処理場で常用電源として整備する太陽光発電設備、小水力発電設備、風力発電設

備、再エネにより発電した電力を蓄電するための蓄電池の整備、省ＣＯ２性の高い設備機

器等の導入・改修について、その施設整備費用の２分の１（太陽光発電設備については３

分の１）の補助を行うもの。 

応募を検討される地方公共団体においては、国土交通省にも事前に御相談いただきたい。

なお、公募開始等の情報については地方整備局経由で連絡することを予定している。 

令和２年度の公募資料等は下記のHPを参照いただきたい。 

（http://www.siz-kankyou.jp/2020co2.html） 
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○ 下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ事業（技術支援） 

下水処理場における地域バイオマスの受入や下水道施設を活用したエネルギー利用には、

地方公共団体内部の技術者の減少、下水道部局以外の部局（廃棄物や農業部局）等との調整

の難航といった課題が存在している。この課題解決のため、平成 30 年度より地域バイオマ

ス受入の取組を検討する地方公共団体に対し、実績を有する地方公共団体職員や国土交通省

及び関係省庁職員等（下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ）からの助言やディスカッシ

ョンを実施している。これまでに 22 団体を採択しており、以下のような検討を進めている

（検討結果等の詳細は国土交通省ＨＰを参考にされたい）。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000124.html） 

【具体的な支援の例】 

・土木研究所等の有識者による地域バイオマス集約に関する技術課題の紹介 

・食品廃棄物をはじめとした地域内の未利用バイオマスの把握手法やFS調査方法の紹介 

・他部局との意見交換会の場の創出、下水処理施設等の更新計画を踏まえた事業化方針紹介  

なお、令和３年度も５月に公募を開始する予定であり、10 団体程度を採択する予定であ

る。是非本事業を活用いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度の採択団体一覧 
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⑤下水道分野に関する事業評価指標 

○ 下水汚泥利活用の評価指標(下水道バイオマスリサイクル率) 

国土交通省では、第５次社会資本整備重点計画の素案において下水道バイオマスリサイク

ル率を令和７年度までに全国平均で45％とすることとしている。 

算定方法の詳細は別添資料を参照されたい。 

 

下水道バイオマスリサイクル率 

＝ ｛バイオガスとして有効利用された有機物量 

＋ 固形燃料として有効利用された有機物量 

＋ 焼却廃熱として有効利用された有機物量 

＋ 緑農地利用された有機物量｝ ÷ ｛下水汚泥有機物量｝ × 100 

 

各地方公共団体別・処理場別のデータは、下水道全国データベースにおいても公表してい

る。各地方公共団体においても、それぞれの値を確認し、今後の事業計画の立案等に活用い

ただきたい。なお、下水道バイオマスリサイクル率や下水汚泥リサイクル率等の指標は、国

土交通省が毎年実施している「下水道資源有効利用調査」による報告値を基に作成している。

令和２年度も当該調査を実施する予定であり、正確なデータの報告をお願いしたい。 

 

○ 単位水量当たりエネルギー消費量削減率（REC削減率） 

新下水道ビジョン加速戦略においては、概ね 20 年で下水道事業における電力消費量の半

減を目標として取り組むこととしている。改築や増設に伴う省エネ機器の導入、各設備の運

転方法の工夫（スマートオペレーション）等の省エネ化の取組に対して、以下に示す「単位

水量当たりエネルギー消費量削減率（REC削減率）」を指標化した。REC削減率は、下水処理

場で消費した単位水量あたりの外部エネルギー量を、基準年と比較した削減率で示したもの

であり、次の式で算出される。各地方公共団体のREC削減率は、試算値を地方整備局経由で

連絡することを予定している。 

 

  単位水量あたりエネルギー消費量(REC)[kWh/m ] = 外部からの投入エネルギー量 

処理水量
 

REC 削減率[％] = 基準年 ○○
基準年

   

※REC○○：○○年度(西暦)の REC 

 基準年は、例えば京都議定書が発効した2005年(平成17年)とするなど、個別に設定する。 
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３）人口減少・少子高齢化社会への貢献 

下水道施設のストック活用方策の一つとして、生ゴミや紙オムツなどを家庭や事業所で事

前に処理を行った後に下水道に受け入れることが、人口減少・少子高齢化社会への貢献とし

て期待される。 

下水の排除方式、終末処理場の処理能力、放流先の水質保全状況など地域によって受入条

件は異なるが、実施意向のある地方公共団体が導入検討を進められるよう、技術開発や調査

検討を行いガイドライン等の整備を進めている。 

関連情報は、国土交通省のホームページに公開しているが詳細は下水道企画課下水道国

際・技術室 資源利用係までお問い合わせ願いたい。 

 

①ディスポーザーの活用について 

ディスポーザーには、生ゴミを水と共に粉砕処理し、そのまま下水道に流す「直接投入型

ディスポーザー」と、後段の専用排水処理槽で粉砕物を処理した後に下水道に流す「処理槽

付ディスポーザー」がある。 

直接投入型ディスポーザーについては、地域の実情を勘案し、地方公共団体において適切

に判断されるものであるが、生ゴミ等の地域で発生するバイオマスを効率的に収集するため

の手法として有効である。国土交通省は、地方公共団体がディスポーザー導入の可否を検討

する上での技術的資料を提供することを目的として、平成12年～15年に北海道歌登町（現

在の枝幸町）で社会実験を行い、平成17年に「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」

を公表しているので参考にされたい。 

（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html）。 

なお、処理槽付ディスポーザーは、適切に維持管理される限りにおいては下水道に接続す

る排水設備として適当であると認識しているところ（平成10年事務連絡）。 

＜参考＞ 条例等でディスポーザー使用を認めている団体数（令和２年８月末時点） 

処理槽付ディスポーザー ： 631団体 

直接投入型ディスポーザー ：  23団体 

 

②下水道への紙オムツ受入検討について 

国土交通省では、平成３０年３月に定めた「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマ

ップ」に基づき、使用者・下水道管理者等への社会ニーズ調査を行うとともに、紙オムツ処理

装置の開発を進める複数の民間企業による協力を得て、ＡタイプおよびＢａタイプの紙オム

ツ処理装置に必要な要件を令和元年度までに定めた。 

令和２年度にはＡタイプ装置を社会福祉施設に設置し、使用者の利便性や下水道への影響

を把握するとともに、装置の有用性や有効性を評価するための社会実験を実施した。令和３年

度にはＢａタイプの装置による社会実験を実施する予定。 

これまでの検討状況や検討会資料、Ａタイプ及びＢａタイプの要件等は、国土交通省ＨＰで

公表しているので参考にされたい。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000572.html） 
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別添資料 
 
下水道における資源・エネルギー利用に関する各種計画等一覧 
●改正下水道法（平成27年５月） 

 下水汚泥を燃料又は肥料として再生利用することを努力義務化 

●新下水道ビジョン加速戦略（平成29年８月） 

創エネ・省エネにより概ね20年で電力消費量半減 

下水処理場の地域バイオマスステーション化への重点的支援 等 

●地球温暖化対策計画（平成28年５月） 

省エネ・創エネ対策の推進 

下水汚泥焼却施設における焼却の高度化等 

●バイオマス活用推進基本計画（平成28年９月） 

下水汚泥のエネルギー利用や緑農地利用の推進 

下水汚泥に加えて地域で発生するバイオマスの受入推進 

●循環型社会形成推進基本計画（平成30年６月） 

化石燃料代替エネルギー源または肥料としての再生利用を推進 

他のバイオマスとの混合消化・利用を推進 

●エネルギー基本計画（平成30年７月） 

下水汚泥等のバイオマス利用やバイオマス熱の利用 

●パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和元年６月） 

下水処理場を活用した地域バイオマスの受入や下水熱の推進 

●2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和２年12月） 

下水処理場を活用した地域バイオマスの受入、下水熱、バイオガス由来水素の利活用推進 
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下水道バイオマスリサイクル率

下水汚泥中の有機物重量のうち、エネルギー・緑農地利用されたものの割合 （令和元年度末）

都道府県 順位 都道府県 順位 政令指定都市

北海道 43 % 21 滋賀県 19 % 40 札幌市 6 %

京都府 50 % 13

青森県 52 % 11 大阪府 29 % 32 仙台市 0 %

岩手県 45 % 17 兵庫県 17 % 41

宮城県 29 % 33 奈良県 27 % 36 さいたま市 39 %

秋田県 63 % 9 和歌山県 13 % 43 千葉市 56 %

山形県 79 % 3 東京都区部 33 %

福島県 29 % 34 鳥取県 50 % 14 横浜市 64 %

島根県 77 % 4 相模原市 %

茨城県 23 % 37 岡山県 23 % 39 川崎市 0 %

栃木県 37 % 29 広島県 66 % 7

群馬県 46 % 15 山口県 41 % 25 新潟市 44 %

埼玉県 13 % 44

千葉県 9 % 46 徳島県 14 % 42 静岡市 56 %

東京都 23 % 38 香川県 29 % 30 浜松市 2 %

神奈川県 29 % 31 愛媛県 45 % 20 名古屋市 22 %

山梨県 45 % 16 高知県 28 % 35

京都市 50 %

長野県 38 % 27 福岡県 57 % 10 大阪市 51 %

新潟県 42 % 22 佐賀県 63 % 8 堺市 0 %

富山県 45 % 18 長崎県 51 % 12 神戸市 38 %

石川県 42 % 23 熊本県 67 % 6

福井県 45 % 19 大分県 13 % 45 岡山市 29 %

宮崎県 75 % 5 広島市 76 %

岐阜県 41 % 24 鹿児島県 94 % 1

静岡県 39 % 26 北九州市 45 %

愛知県 38 % 28 沖縄県 86 % 2 福岡市 61 %

三重県 5 % 47 熊本市 79 %

全国 35 ％

政令指定都市 39 ％

（注） ・リサイクル率は汚泥発生時乾燥重量における有機物量から計算。

・都道府県のリサイクル率には政令指定都市分を含む。

・リサイクル率は小数点以下１桁を四捨五入。 （＊は四捨五入の結果100％と記載しているもの。）

リサイクル率 リサイクル率 リサイクル率

・汚泥発生時乾燥重量は、濃縮汚泥(生汚泥、消化汚泥含む)を他処理場に輸送している場合は受泥側(送泥先)の
処理場で発生したものとして計上し、脱水汚泥を他処理場に輸送している場合は送泥元の処理場で発生したものと

して計上

-
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下水汚泥リサイクル率

下水汚泥発生重量ベースで、最終的にリサイクルされたものの割合 （令和元年度末）

都道府県 順位 都道府県 順位 政令指定都市

北海道 93 % 22 滋賀県 37 % 42 札幌市 100 %

京都府 40 % 41

青森県 88 % 24 大阪府 46 % 38 仙台市 52 %

岩手県 96 % 21 兵庫県 22 % 46

宮城県 76 % 30 奈良県 22 % 47 さいたま市 100 %

秋田県 36 % 43 和歌山県 28 % 45 千葉市 63 %

山形県 88 % 25 東京都区部 45 %

福島県 74 % 31 鳥取県 100 % 1 横浜市 100 %

島根県 99 % 13 川崎市 100 %

茨城県 56 % 36 岡山県 40 % 40 相模原市 0 %

栃木県 78 % 29 広島県 100 %＊ 9

群馬県 99 % 12 山口県 100 %＊ 6 新潟市 100 %

埼玉県 100 %＊ 3

千葉県 60 % 34 徳島県 50 % 37 静岡市 95 %

東京都 59 % 35 香川県 91 % 23 浜松市 98 %

神奈川県 97 % 20 愛媛県 44 % 39 名古屋市 100 %＊

山梨県 100 %＊ 7 高知県 100 % 1

京都市 21 %

長野県 99 % 14 福岡県 100 %＊ 11 大阪市 100 %

新潟県 98 % 17 佐賀県 60 % 33 堺市 0 %

富山県 81 % 28 長崎県 100 %＊ 10 神戸市 0 %

石川県 28 % 44 熊本県 100 %＊ 8

福井県 85 % 27 大分県 100 %＊ 4 岡山市 100 %

宮崎県 64 % 32 広島市 100 %

岐阜県 87 % 26 鹿児島県 98 % 16

静岡県 97 % 19 北九州市 98 %

愛知県 98 % 18 沖縄県 100 %＊ 5 福岡市 100 %

三重県 99 % 15 熊本市 100 %

全国 75 ％

政令指定都市 74 ％

（注） ・リサイクル率は汚泥発生時乾燥重量ベースの値。

・都道府県の下水汚泥リサイクル率には政令指定都市分を含む。

・リサイクル率は小数点以下１桁を四捨五入。 （＊は四捨五入の結果100％と記載しているもの。）

リサイクル率 リサイクル率 リサイクル率

・汚泥発生時乾燥重量は、濃縮汚泥(生汚泥、消化汚泥含む)を他処理場に輸送している場合は受泥側(送泥先)の処理

場で発生したものとして計上し、脱水汚泥を他処理場に輸送している場合は送泥元の処理場で発生したものと計上

≪各指標の関係≫
【下水汚泥リサイクル率】 【下水道バイオマスリサイクル率】 【下水汚泥エネルギー化率】
下水汚泥が最終的に

リサイクルされた量［t-DS］

下水汚泥の重量［t-DS］

下水汚泥中の有機物のうち、
エネルギー化量＋緑農地利用量［t-VS］

下水汚泥の有機物量［t-VS］

下水汚泥中の有機物のうち、
エネルギー化量［t-VS］

下水汚泥の有機物量［t-VS］
※汚泥処理の途中段階である消化
ガス利用は含まれない。

※下水汚泥エネルギー化率は下水道バイオマスリサイクル率のうち、
エネルギー化に限ったもの。

※エネルギー化とは、消化ガス有効利用、固形燃料化、焼却廃熱利用等

-

59



下水道バイオマスリサイクル率の算出方法について 

 
＜下水道バイオマスリサイクル率＞  
下水道バイオマスリサイクル率は、以下の式で算定される。 

なお、以下から「緑農地利用された有機物量」を除いたものが「下水汚泥エネルギー化率」である。 

 

 (バイオガスとして有効利用された有機物量※１＋固形燃料として有効利用された有機物量 

＋焼却廃熱として有効利用された有機物量※２＋緑農地利用された有機物量) 

÷(下水汚泥有機物量) × 100 

※１ バイオガスとしての有効利用には、バイオガス発電、汚泥乾燥、焼却炉補助燃料、空調熱源等が含まれる。 

※２ 焼却廃熱としての有効利用とは、焼却プロセス内での有効利用（温水プール、ロードヒーティング、空調熱源等）及び平成29年９

月15日付事業課長通知「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」における性能指標を満足する焼却炉におけ

る焼却プロセス内での有効利用（廃熱発電、過給式焼却炉及び流動タービンによる廃熱利用）に限る。 

○ 具体的な算出方法 

・ バイオガスとして有効利用された有機物量 

消化槽に投入された汚泥量（DS） × 0.8（有機物割合）  

×0.5（消化率） ×（有効利用バイオガス量／発生バイオガス量） 

 

・ 固形燃料として有効利用された有機物量 

固形燃料化炉に投入された汚泥量（消化槽投入前の濃縮汚泥量（DS））× 0.8（有機物割合）※ 

※ 消化汚泥の場合は0.8の代わりに0.4を用いることとする（消化された汚泥量を差し引くため。） 

 

・ 焼却廃熱として有効利用された有機物量 

焼却プロセス内での有効利用 

（焼却炉に投入された汚泥量（消化槽投入前の濃縮汚泥量（DS））× 0.8（有機物割合）※1  

×（低位発熱量／高位発熱量）※2 × （有効利用熱量／発生熱量）※3 ） 

 ＋ 焼却プロセス内での有効利用※4（焼却炉に投入された汚泥量（DS） × 熱回収率※5 ） 

※1 消化汚泥の場合は、0.8の代わりに0.4を用いることとする（消化された汚泥量を差し引くため。） 

※2 汚泥に含まれる水分蒸発のため利用できない熱量を差し引くための係数。 

※3 焼却廃熱発電の場合は、（発電機に投入した熱量）／（発生熱量）を用いることとし、発電排熱の利用分についてはカウント

しない（二重計上となるため）。 

※5平成29年９月15日付事業課長通知「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」における性能指標を満足

する焼却炉（過給式焼却炉、流動タービン、廃熱発電）のみを算定対象とする。 

※5熱回収率は、原則として以下に示す標準値を用いる。 

・過給式焼却炉、流動タービン：0.5 

・廃熱発電：0.6 
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（２）下水道における技術開発と実装化の推進について 

 

下水道分野の技術開発・調査研究は、国の下水道技術ビジョンとそこに位置付けられた１

１の技術開発分野におけるロードマップに基づき、国、地方公共団体、日本下水道事業団な

ど公的団体、大学等研究機関や民間企業の連携協力のもと実施されている。 

また、新技術を積極的に活用するための財政支援制度を用意するとともに、国土技術総合

研究所、独立行政法人土木研究所において、新技術の普及啓発や地方公共団体における技術

導入にあたっての助言等の取り組みを実施し、開発された技術の実装に向けた取り組みを進

めている。 

 

１）新技術の導入に関する財政支援制度（新世代下水道下水道支援事業【新技術活用型】） 

近年多発する集中豪雨による浸水対策、増加する老朽化施設の適切な維持管理・更新、経

営健全化に向けた省エネ化・省力化等によるコスト縮減、下水道資源の活用による循環型社

会の構築や地球温暖化対策など、昨今の下水道事業が抱える様々な課題解決のためには、効

果的な新技術を先駆的に導入・評価し、その普及を加速化する必要がある。 

このため、国土交通省又は日本下水道事業団が開発した技術、官民共同で開発を行われた

技術及び民間技術で公的機関による一定の評価を受けた技術の導入に関する財政支援制度

を設けている。 

 

 

２）下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

①B-DASH プロジェクトの概要 

国土交通省では、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行い、ガイドライン化して革

新的技術の全国展開を図っていくことを目的として、平成 23 年度より「下水道革新的技術実証事

業（B-DASH プロジェクト）」を実施しており、これまでに、52 技術を採択し、32のガイドラインを

公表した（令和3年 4月時点）。 

 

②B-DASH プロジェクト実証技術の活用について 

B-DASH技術については、これまでに32のガイドラインが国土技術政策総合研究所のホームペ

ージに公表されており、令和2年度より、社会資本整備総合交付金等を活用して実施する施設の

新設・増設・改築事業において、B-DASH技術の導入可能性を有する場合には、予め実証技術の

導入に掛かる検討を終了しているを要件としている。導入検討にあたっては、実証評価済みのB-

DASH技術について、必要とする性能や規模に応じた適用可能性を簡易評価するためのガイドラ

イン適用表を作成するとともに、各技術の導入効果算定ツール、発注仕様書案、採用事例につ

いて国土交通省HPにて確認し、交付金等の活用にあたっては必ずB-DASH技術の導入検討を

お願いしたい。 

（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000450.html） 

 

③令和４年度のテーマ設定にあたる技術開発ニーズの募集について 

B-DASH 事業として取り組みを行うべきテーマや実証の必要性があると認める技術がある場合
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には、今年度第一四半期にシーズ・ニーズ調査を行うこととしているので、ご協力をお願いする。 

なお、これまでの B-DASH プロジェクトでは、新下水道ビジョン加速戦略に沿った技術公募を中

心に進めているので、国土交通省ホームページにおいて参考にされたい。 

 

３）異業種技術の下水道事業への活用について 

①下水道スタートアップチャレンジ 

異業種技術の下水道分野への活用に向けた戦略検討を目的として、令和元年度より「下水道ス

タートアップチャレンジ」を実施している。 

令和２年度は、IoT（Internet of Things）、ロボット、人工知能（AI)、ビッグデータなど情報通信技

術（ICT）の下水道事業への適用可能性や、下水道資源の利用や下水道への都市廃棄物の回収、

肥料・飼料、バイオガス、熱などの資源に変えるポテンシャルなど、下水道を起点としたサーキュラ

ーエコノミーへの実現について、民間企業から提案が行われた。 

B-DASHプロジェクトや下水道応用研究においては、こうした下水道スタートアップチャレンジ発

の新たな技術開発も進めようとしている。 

今年度も引き続き取り組むこととしており、下水道展の開催に合わせて開催し、WEB での参加も

可能とする予定であるので、積極的な参加を検討いただきたい。 

 

②GAMデータベース 

平成 28 年度に、研究開発又は技術開発に関するニーズやシーズの情報を収集し、GAM デー

タベースとして運用を行っている。地方公共団体における共同研究の実施や課題解決に向けた

技術的助言を得ようとする際には、本データベースの積極的な活用をお願いする。 

なお、実際に活用された場合には、今後の参考とするため流域管理官まで情報提供いただき

たい。新規登録は、プロジェクト GAM ホームページ（https://www.project-gam.jp/）から可能。 
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（３）下水道分野の国際展開について 

１）下水道分野における海外水ビジネス展開の背景 

世界の水ビジネス市場は 2015 年で 69.9 兆円、 2019 年で 71.9 兆円となっており、拡大傾向に

ある。2025 年には 84.4 兆円、2030 年には 110 兆円を超えると見込まれ、 今後もこうした世界の旺

盛な需要を継続的に取り込んでいく必要がある。（データ出典：「水ビジネス海外展開施策の 10 年

の振り返りと今後の展開の方向性に関する調査（令和 3 年 3 月）」（経済産業省）） 

インフラシステムの海外展開に関する政府全体の取組方針を取り決めた「インフラシステム海外

展開戦略 2025（令和２年 12 月）」では、我が国企業が 2025 年に約 34 兆円のインフラシステムを受

注することを政府目標として掲げている。特に高い成長率が見込まれる水分野に関しては、「水分

野の海外展開戦略」が策定され、関係各省等との連携による取組方針が示された。国土交通省は、

「インフラシステム海外展開行動計画」において、海外展開の情報・戦略を共有し、分野別の取組

方針を示している。 

海外における下水道インフラのニーズは、汚水・汚泥処理や管路の新設・更新など多岐に渡って

いることに加え、国・都市毎に状況が異なるため、きめ細かな案件形成が不可欠である。そのため、

国土交通省下水道部では、地方公共団体と連携し、海外中央・地方政府との協議や技術セミナー・

研修の開催、本邦技術を生かした技術提案等を行い、海外の多様なニーズに対応した案件形成に

取り組んでいる。 

 

２）国際展開・技術開発に係る体制の強化 

国際展開と技術開発をより一体的に推進する必要があることから、2020 年度の組織改正におい

て下水道国際・技術室を設置した。 

 

３）地方公共団体や日本下水道事業団と連携した本邦企業の海外ビジネス展開支援 

海外での案件形成に取り組むにあたり、国同士のみならず事業実施主体である地方公共団体同

士の関係構築が重要である。そのため、国土交通省下水道部は海外展開に取り組む地方公共団

体と一緒に「水・環境ソリューションハブ（WES-Hub）」を構築し、国内下水道事業で得られたノウハ

ウや知見を集約し海外に情報発信するとともに、各団体が行っている海外展開関連の先進的な取

り組みや、海外現地情報等を共有している。また、海外中央・地方政府や現地専門家等から寄せら

れる技術協力等のニーズに対して、WES-Hub の地方公共団体とともに、政府間対話、セミナー、研

修などを通じて効果的な対策を提案しており、本邦企業の受注につながっている事例も多数出て

いる。 

さらに、日本下水道事業団とも連携し、アジア等における下水道事業に関する基礎情報（関連法、

組織体制や汚水処理の現状）を収集し、下水道整備事業の実施にあたっての課題や新たなニーズ

発掘を実施している。 

～ 地方公共団体の皆さまへ ～ 

 （１）海外地方政府に対する技術協力や海外への専門家派遣等について 
海外技術協力等についてご関心のある地方公共団体におかれましては、下水道国際・技術室へご
相談下さい。国の取り組みや WES-Hub の活動も含め、情報提供させて頂きます。 

 （２）海外要人招聘等に合わせた視察受入等へのご協力のお願い 
海外要人招聘や国際会議開催等に合わせ、相手国・都市のニーズに合った施設のご紹介や、視察
受入をお願いすることがございます。海外展開活動へのご協力をお願いいたします。 

＜下水道国際・技術室 担当＞ 
  橋本：hashimoto-t92tc@mlit.go.jp ／大森：oomori-t86nr@mlit.go.jp ／新田：nitta-k2gc@mlit.go.jp   

 

 

 

63



WES-Hub地方公共団体の活動状況（2021年 3月時点） 

団体名 対象国・地域 活動スキーム 期間 

仙台市 トルコ共和国（イズミル市） JICA 草の根技術協力 2016 年 3 月 /2019 年 3 月 

埼玉県 タイ王国（タイ下水道公社） 

ラヨーン県バンペー処理場 

チョンブリ県シラチャ処理場 

JICA 草の根技術協力  

2012 年 4 月 /2015 年 3 月 

2016 年 2 月 /2019 年 1 月 
 タイ王国 

（レムチャバン市、タイ下水道公社） 

JICA 草の根技術協力 採択 2020 年 9 月（実施未定） 

東京都 ドイツ（ヘッセン州ほか） 水面制御装置に関する特許技術の使用許諾契約 2010 年 6 月  
 マレーシア 

（クアラルンプールランガット地区） 

技術支援に関するサービス契約 

JICA 草の根技術協力事業 

2014 年 10 月  

2017 年 2 月 /2018 年 9 月 
 モンゴル（ウランバートル市） JICA 調査団 2019 年１月 

2019 年 11 月 

川崎市 インドネシア国（バンドン市） 下水道技術海外実証事業（WOW TO JAPAN） 

JICA 草の根技術協力 

2019 年 8 月 /2020 年 3 月 

2021 年 4 月（予定） 

横浜市 ベトナム国（ハノイ市） JICA 草の根技術協力（フェーズ１） 

JICA 草の根技術協力（フェーズ２） 

2014 年 2 月 /2016 年 12 月 

2017 年 2 月 /2021 年 3 月 
 フィリピン国（セブ都市圏） JICA 無償資金協力（アドバイザー） 2017 年 10 月 

 インド国（ムンバイ市） 国交省 下水道分野における我が国優位技術の普及

方策検討業務 

2020 年 10 月 /2021 年 3 月 

名古屋市 メキシコ合衆国（メキシコ市） JICA 草の根技術協力 2011 年 6 月 /2014 年 2 月 

2015 年 1 月 /2017 年 3 月 

2020 年 2 月 /2022 年 9 月 

滋賀県 中華人民共和国（湖南省） JICA 草の根技術協力 

受託者/(公財)淡海環境保全財団。 

2016 年 11 月 /2019 年 6 月 

 ベトナム国（クァンニン省） JICA 技術協力プロジェクト 

受託者/日本工営㈱＋（公財）国際湖沼環境委員

会＋（株）国際開発センター。県は協力 

2016 年 11 月 /2019 年 6 月 

大阪市 ベトナム国（ホーチミン市） JICA 草の根技術協力 

JICA 無償資金協力事業 

2013 年 7 月 /2016 年 3 月 

2016 年 8 月 /2019 年 9 月 

 ミャンマー国（ヤンゴン市） JICA 草の根技術協力 

JICA 草の根技術協力 

2014 年 10 月 /2016 年 12 月 

2018 年 3 月 /2020 年 5 月 
 ロシア国（サンクトペテルブルグ市）   

神戸市 ベトナム国（キエンザン省） 国土交通省プレ FS 調査 

JICA 協力準備調査（PPP インフラ事業） 

JICA 草の根技術協力 

JICA 草の根技術協力 

2011 年 6 月 /2012 年 3 月 

2011 年 9 月 /2013 年 7 月 

2013 年 4 月 /2016 年 3 月 

2017 年 4 月 /2020 年 3 月 

北九州市 インドネシア国（ジャカルタ特別州） JICA 技術協力プロジェクト 2015 年 6 月 /2018 年 3 月 

 ベトナム国（ハイフォン市） CLAIR事業 

JICA草の根技術協力 

JICA草の根技術協力 

JICA 草の根技術協力 

2011 年 4 月 /2012 年 2 月 

2012 年 5 月 /2014 年 3 月 

2014 年 10 月 /2017 年 3 月 

2018 年 5 月 /2021 年 3 月 
 カンボジア国（プノンペン都） JICA無償資金協力（アドバイザー） 

JICA草の根技術協力 

JICA草の根技術協力 

JICA 無償資金協力 

2014 年 8 月 /2016 年 12 月 

2017 年 2 月 /2020 年 2 月 

2021 年 6 月 /2024 年 3 月 

2019 年 11 月 /2024 年 7 月 

福岡市 ミャンマー国（ヤンゴン市） JICA 草の根技術協力（第 1 期） 

JICA 草の根技術協力（第 2 期） 

2016 年 3 月 /2019 年 3 月 

2020 年 1 月 /2023 年 1 月 
 フィジー国 国交省 本邦下水道技術普及方策検討業務 

環境省 アジア水環境改善モデル事業 

JICA 技術協力プロジェクト詳細計画策定調査 

（アドバイザー） 

2015 年 10 月 /2016 年 3 月 

2018 年 12 月 /2021 年 3 月 

2020 年 10 月 /2021 年 3 月 

 スリランカ国 国交省 本邦下水道技術普及方策検討業務 2017 年 10 月 /2018 年 3 月 
JS AWaP 参加国（カンボジア国） 国交省・ＡＷａＰ参加国等を対象とした下水道普及方

策検討業務 

2019 年 6 月 /継続中 

 ベトナム国 JICA・ベトナム国下水道計画・実施能力強化支援プ

ロジェクト 

2016 年 2 月 

64



 

地方公共団体における視察受入や研修の例 
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ショーケース施設を通じた
我が国の技術・経験のPR
（北九州市 ビジターセンター）

カンボジア・フンセン首相

横浜市

埼玉県

川崎市

東京都

大阪市

福岡市

北九州市

神戸市

日本下水道事業団

滋賀県

事務局

仙台市

2009年のアジア・太平洋水フォーラム(APWF)において、サニテーション分野におけるKnowledge Hub
として、日本サニテーションコンソーシアム(JSC) が登録され、我が国技術の情報集約や発信等を実施。
さらに、海外展開に先進的に取り組む地方公共団体等とともに、水・環境ソリューションハブ（WES-
Hub）を設立し、我が国技術のみならず、我が国の下水道インフラ等の運営ノウハウや人材育成等に関
する経験を国内で共有し、JSCを通じて発信してきた。
2019年度には、名古屋市が新たに参画し、AAA都市・機関として現在12団体が登録されている。

地方公共団体が有する下水道インフラの運営ノウハウ等の情報発信 水・環境ソリューションハブ

Cooperation 連携

海外展開支援・
官民連携等の推進と

経験の共有

Learning 人材育成

水インフラの運営ノウハウ
や水問題等の解決に関する
経験を海外向けに発信

海外展開支援や国際業務に
関する経験の共有

Technology 技術

先進的な技術開発のための
フィールドの提供と本邦技術の

ショーケース化

2018年 国際業務虎の巻

2019年 データブック集の作成

2020年 虎の巻＆データブック集改訂

名古屋市

ベトナム国ハノイ市現地職員に
対する技術指導（横浜市）

アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP※）／政府間対話
→海外の政府機関とともに、下水道整備の優先度を向上

ソフト施策の支援
→法律や料金などの制度設計を支援し、事業を円滑化
→啓発活動のノウハウを移転し、市民理解の向上を促進

汚水管理の主流化（汚水処理を政策課題の上位に位置づけ）

施策形成と一体となった案件形成支援

本邦技術の適用

運転管理や更新計画策定など
アフターフォローにも関与し、
持続的な信頼関係を構築

本邦技術を活用した案件形成支援

下水道技術海外実証事業（WOW TO JAPANプロジェクト）
→現地での実証、技術基準化

設計・施工基準の作成支援
→国や自治体の制度等に位置づけ

本邦研修／セミナー
→実際に技術を活用している国内自治体によるPR

本邦技術の現地基準化

○下水道インフラの案件形成には、相手国政府における

・環境問題、都市問題を背景とした上位施策への位置づけ（汚水処理の普及、浸水対策の強化など）

・適切なスペックを定めるための技術基準の作成

などを目的とした、相手国と我が国の国・自治体間の政策対話が不可欠。

○下水道インフラ輸出に向け、本邦企業の進出意欲が高いアジアを重点的に取り組む。

→SDGs達成に貢献、さらに、公衆衛生の向上による感染症予防にも寄与。

2製品等としての普及促進 JICA円借款プロジェクト等の実施

※ AWaPは、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、
ﾍﾞﾄﾅﾑ、日本が参加して、2018年7月に設立

【参考】下水道分野における海外展開の取組
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【参考】アジア汚水管理パートナーシップ （ＡＷａＰ）

活動経過

○アジアにおける汚水管理を一層促進させるため、政治レベルで各国大臣にAWaPの設立を提案し、始動。

エイワップ

• 2019年8月、国土交通省植松下水道部長、ベトナム建設省局長等の参加によりAWaP
運営委員会を開催 （汚水管理の主流化に向けた各国の今後の進め方を議論）

• 2019年9月、各国の現状や課題、今後の方針等をまとめた「年次レポート」を参加各国が作成
• 2020年3月、各国の共通課題と、その課題に関する日本の経験をまとめた「統合レポート」を作成

運営委員会（2019/8月､於横浜市） 3

第３回アジア太平洋水サミット （ミャンマー・ヤンゴン）2017年12月11日～12日

＜テーマ別セッション＞衛生と汚水管理の改善における国土交通大臣の提案
• 2015 年に国連で採択された SDGs（未処理汚水の割合を半減）達成等のため、下水道への投資増加など

「汚水管理の主流化」の必要性をアピール
• 汚水管理の主流化に向け、「アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP）」の設立を提案

アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP※）を設立

A W a P の 組 織 体 制

事 務 局 ( 国 土 交 通 省 /  環 境 省 )

日本日本ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰ ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑﾍﾞﾄﾅﾑ

パ ー ト ナ ー 国

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

1 2 3汚水管理の意識向上 汚水管理のモニタリング 共通課題の解決

2018年7月第１回総会を開催

• SDGsの目標とアジア各国の現状には大きな格差があり、各国の知見や経験を共有する ※ Asia Wastewater Management Partnership

第一回総会（2018/7月､於北九州市）

実 証 国 ：ミャンマー国・ヤンゴン市
実証技術：排水ポンプ車を活用した浸水対策
実施体制：㈱クボタ
技術概要：排水作業に必要な機材を搭載したポンプ車に

より、局所的な浸水に対する迅速な排水を実現。

実 証 国 ：ミャンマー国・ヤンゴン市
実証技術：排水ポンプ車を活用した浸水対策
実施体制：㈱クボタ
技術概要：排水作業に必要な機材を搭載したポンプ車に

より、局所的な浸水に対する迅速な排水を実現。

実 証 国 ：インドネシア国・バンドン市
実証技術：クラウドGISを活用した下水管路情報データベース
実施体制：㈱ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ・川崎市上下水道局・㈱建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
技術概要：クラウドGIS上に既存の下水道関連情報を集約・管理し、

施設の計画的な点検、修繕、改築・更新を実現。

○2017～2019年度にかけて、これまでに計5件の実証事業を実施済み

〇2020年度は水中ポンプに関する実証事業を1件新規に採択

〇現地セミナーの参加都
市に対し、当該システム
の採用を働きかけ。

〇本システムを採用して
いる川崎市も一体的に
働きかけ。

〇技術基準の作成等に
向け、中央政府との協議
を実施。

〇タイ下水道公社と協力
関係にある日本下水道
事業団とも連携。

2019年度

実証後の展開

〇実証都市での当該シス
テムの採用を働きかけ。

〇現地の浸水対策を支援
している福岡市と連携。

4

【参考】下水道技術海外実証事業（WOW TO JAPANプロジェクト）

実 証 国 ：タイ王国・コンケン市
実証技術：ＤＨＳ法を用いたエネルギー最小型下水処理ユニット
実施体制：㈱ＮＪＳＣ､三機工業㈱､東北大学､長岡技術科学大学
技術概要：汚泥をスポンジに吸着させ高濃度とすることで、

下水の処理能力を向上させ、省エネ・低コストを実現。

実機の性能に関する
現地セミナー

実機を用いた
現地排水デモ活動

実証したシステムに
関する現地セミナー

可搬型浸水対策

ICT運営管理

WOW TO JAPANプロジェクト の実施例

低コスト汚水処理

2019年度

2018年度
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管理企画指導室 
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管理企画指導室の取り組み 

総  括 

 

 

（１）下水道の持続的な経営について 

１）下水道経営の現状・課題 

２）収支構造適正化の推進 

３）経営状況の見える化 

４）その他（経営改善に関連して） 

 

（２）下水道分野におけるコンセッションを含む PPP/PFI の推進について 

１）現状及び国土交通省の取組状況（全般） 

２）下水処理場等の包括的民間委託 

３）管路施設の包括的民間委託 

４）ＰＦＩ（従来型）・ＤＢＯ方式の概要 

５）コンセッション方式 

６）民間収益施設併設事業による下水道用地の活用 

  

（３）下水道の適切な維持管理について 

１）維持管理事故への対応 

２）住宅宿泊事業（民泊）に係る下水道法上の運用 

 

（４）行政手続きにおけるデジタル化の推進等について 

１）デジタル手続法の施行等 

 

69



策定済

1,459
75%

取組中

341
17%

未着手

157
8%

n=1,957

■経営戦略の策定状況（R2.3.31 時点） 

出典：地方公営企業年鑑（総務省）をもとに作成 
※公共下水道事業（特環、特公を含む）を対象としている。 
※平成 26 年度以降の経費回収率は、補助金等を財源とした償却資産に係る減価償却費等を控除している。 
※グラフ中、経費回収率 100％以上の事業数の（ ）内の数字は、全事業数における割合を示している。 

（出典）「下水道使用料に関する実態調査」（R1.10 月 国土交通省） 
※「下水道使用料に関する実態調査」の回答 1,574 件のうち、使用料 

 については有効回答 1,007 件の平均値を算出しており、費用につ 
いては有効回答 906 件の平均値を算出している。 

※変動費は、動力費、薬品費及び修繕費の 50％としている。 

（出典）「公営企業の経営戦略等の策定状況等 
（令和 2 年 3 月 31 日時点）」をもとに作成 
（注）公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定

公共下水道、流域下水道を対象 

（１）下水道の持続的な経営について 

１）下水道経営の現状・課題 

 近年、下水道経営の状況は全体的に改善傾向にあるが、3/4 の事業では、使

用料で回収すべき汚水処理に要する費用単価（汚水処理原価）が使用料単価

を上回る「原価割れ」の状態。 

 費用構造に比べ基本使用料割合が低く、人口減少の進行等により、下水道サ

ービスの維持が困難となるおそれがある。 

 中長期収支見通しの作成や収支構造見直しの必要性の確認が不十分となっ

ている。 

 今後、人口減少等に伴う収入の減少や老朽化施設の増大等により、厳しい経

営環境になることが想定される中、将来に渡って下水道サービスを維持する

ためには、経営に関する的確な現状把握や中長期収支見通しを含む経営計画

の策定、定期検証に基づく収支構造の適正化を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経費回収率の推移 

■使用料収入に占める基本使用料割合 
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中期収支見通しの策定・公表
期間収支目標の設定／ロードマップ公表

使用料算定期間

中期収支見通しの改定・公表
期間収支目標の設定／ロードマップ公表

使用料算定期間

１０年程度

１０年程度３～５年程度

３～５年程度

使用料算定期間の経過に伴い、
①実績を踏まえ、収支構造改善の要否を検証・見直し
②見直した収支構造に基づき、中期収支見通しを改定
③新たに収支目標を設定し、ロードマップも改めて策定検証・見直し

【経営健全化サイクルのイメージ】

■直近５か年の使用料 

改定状況 

 

 

 

  
 

【参考】「人口減少下における維持管理時代の下水道経営のあり方検討会」報告書 

（令和２年７月） 

   ○昨今の厳しい経営環境を踏まえ、今後目指すべき下水道事業経営の方向性

と国等による支援等のあり方について以下の提言がなされている。 

(１) 経営状況の「見える化」等による住民理解の促進 

・ 経営戦略の策定・改定を通じた経営状況の「見える化」 等 

(２) 下水道管理者による経営努力の徹底 

 ・ 新技術の導入、広域化・共同化、官民連携等による費用低減 等 

 (３) 中長期的な観点からの適切な収支構造への見直し等  

 ・ 経営健全化（定期的な収支構造の検証・見直し）サイクルの構築 等 

    ○報告書では、「現下の経済情勢や市民生活及び経済活動に与える影響等にも

十分に配慮しつつ、収支構造の見直しの検討を不断に進めることが求めら

れる」と記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000646.html 

２）経営健全化サイクルの構築に向けた取組の推進 

（ⅰ）社会資本整備総合交付金等の交付要件化 

 国土交通省では、下水道事業における経営健全化サイクルの構築を推進す

るため、社会資本整備総合交付金等の活用に際し、以下の要件を新たに追

加しているので、留意されたい。 

・人口３万人未満の地方公共団体においては、令和６年度以降の予算・決算 

が公営企業会計に基づくものに移行していること 

1～2年

3.9%

3～5年

34.0%

6～10年

6.8%
11年～

9.3%

算定期間不明

45.7%

無回答

0.3%

n=1,574

■現行使用料体系にお 

ける使用料算定期間 

検討した

41.0%

検討していない

58.6%

無回答

0.5%

n=1,250

改定した

20.3%

改定していない

79.4%

無回答

0.3%

n=1,574

■直近５か年の使用料未改定 

団体における使用料改定の 

検討状況 

（出典）「下水道使用料に関する実態調査」（R1.10 月 国土交通省） 
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・公営企業会計を適用済の地方公共団体において、少なくとも５年に１回の

頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率の

向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出すること 

 

（ⅱ）国土交通省による取組支援 

   国土交通省では、各団体の経営健全化に向けた取組を支援するため、以下

の取組を行っているところ。 

 

    ○ 下水道事業経営セミナーの開催 

 下水道経営を担当する者を対象に令和 3年 3月にセミナーを開催。 

 学識者の講演、国等からの情報提供、優良団体の事例発表、グループデ

ィスカッションを行い、106 団体、約 130 名が参加した。 

 セミナーの資料や質疑応答等は下水道全国データベースにて公表。 

 今後も、同様の場を継続的に設ける予定であるため、都道府県におかれ

ては、積極的な参加並びに管内の市町村に対する積極的な参加の働き掛

けや情報・発表事例の共有をお願いしたい。 

 

○ 経営健全化に取り組む中小団体の優良事例集の提供 

 ノウハウや人員の不足が深刻化している小規模団体の経営健全化を推

進するため、実務的な参考資料として活用できるよう、過去 10 年におい

て段階的に収支構造の改善がなされている中小規模の地方公共団体を

抽出し、収支構造改善の取組内容や実現できた理由・背景等について、

優良事例集を作成。（令和 3年 4月に提供予定。） 

 

○経営状況の見える化（経営情報比較ツール）について 

 他団体との比較を通じ、経営状況を客観的に把握し、収支構造の適正化

を図る際の参考となるよう、汚水処理原価や使用料単価等の代表的な経

営指標を類似団体区分毎に一覧化し公表している。（昨年は6月に公表） 

【参考】 

   https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000574.html 

 

（ⅲ）都道府県による管内市町村の経営健全化支援のお願い 

 中小規模の団体は、特に人員の確保やノウハウの蓄積等の面で執行体制が

脆弱であるため、各都道府県におかれては、広域連携に関する体制の構築

や先進事例の紹介、下水道経営に精通した人材の紹介、各種情報提供など、

管内の各下水道事業の経営健全化の取組について、具体的かつ積極的な支

援に取り組んでいただきたい。 

 例えば、使用料算定期間経過時の検証業務等を都道府県が取りまとめ、共

同で発注することなども有効と考えられるので検討いただきたい。 
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n= 132

n=132

8
5

19
31

79

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

過小徴収

過大徴収

誤徴収

徴収漏れ

件数

事案の類型（重複あり）

6
39

68
39

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

算定ミス

不適切処理

無届工事等

件数

理由（重複あり）

（注３）

（注４）

（注５）

徴収可能額

（注２）

64億円

徴収不能額（時効成立）

17億円
21%

徴収漏れ・誤徴収金額

合計額

1,043

（注１）平成２５年度～令和元年度に発覚したもので、報告、報道等により国土交通省が把握している１３２件を対象。     

（注２）対象の１３２件のうち、徴収可・不可（時効成立した額）の不明なものは「徴収可能額」に計上している。 
（注３）「過大徴収」 「過小徴収」の区分が不明なものは、「誤徴収」に計上している。 
（注４）類型の「その他」は、データの入れ替わり（第 3 者の使用量により使用料を賦課）、過去に判明し徴収漏れの処理を 

怠っていた、滞納を不適切に放置  等 
（注５）理由の「その他」は、請求書の未発送、規定に基づかない減免処分、汚水管を雨水管に誤接続（検査が適正に行われて 
    いなかった） 等 
（出典 国交省調べ） 

４）その他（経営改善に関連して） 

（ⅰ）下水道使用料等の適切な徴収等 

 従前から無届工事や職員の事務処理ミス等により下水道使用料や受益者

負担金等の徴収漏れや誤徴収、過大徴収等の事案が発生しており、昨年度

においても徴収漏れ等が報道されているところ。 

 下水道使用料等の適切な徴収を行うことは、負担の公平性の確保や下水道

経営改善の観点から極めて重要であることから、再度、その徹底をお願い

する。「下水道使用料の誤徴収事案の発生について」（令和２年２月２５日

付け国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課管理企画指導室

課長補佐事務連絡）、「下水道事業受益者負担金の徴収猶予に係る不適切な

事務処理について」（令和３年３月２６日付け国土交通省水管理・国土保

全局下水道部下水道企画課管理企画指導室課長補佐事務連絡） 

 都道府県におかれては、管内市町村に対して、使用料賦課徴収漏れ等につ

き、同様の事案の未然防止に努めるよう注意喚起をしていただくとともに、

今後下水道使用料の誤徴収等の事案が判明した際には、速やかに国へ情報

提供いただくよう、改めて周知をお願いする。 
【参考】 

a.使用料の徴収漏れ・誤徴収事案の類型（平成 25 年度～令和 2年度）（注１） 
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b.再発防止策 

 不適切事案の多くは、下水道の接続時に適正な手続が行われなかったこ

と、書類上と実態との相違が生じていたことを把握していなかったことに

起因。 

 届出・申請等の周知徹底（使用者、業者） 

 届出内容及び料金システム入力等の確認強化 

 定期的な現地確認の実施 

 関係部局（建築審査、都市計画、農林等）との連携 

 

 

（ⅱ）共有私道における排水設備の設置等における同意及び本人確認について 

 国土交通省下水道部では、所有者不明土地の円滑かつ適正な利用を促

し、デジタル社会の実現に向けた行政手続きのオンライン化を進めると

いう政府全体の方針も踏まえ、令和３年１月、「共有私道に排水設備を設

置する際の私道共有者の同意及び本人確認に関する調査」を実施した。 

 当該実態調査結果（公共下水道管理者及び東京都 23区 全 1,449 団体中、1,411

団体から回答あり）によれば、 

○共有私道への排水設備設置申請時に、私道共有者の同意書の提出を求め

ている団体は 1,020 団体。同意書を求める共有者の範囲は「全員」が

737 団体で、「所在不明の共有者を除き全員」は 199 団体にとどまった。

（その他、独自に設けている排水設備設置助成制度の中で、私道共有者

の同意書の提出を求めている団体もあった。） 
※「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書 

～所有者不明私道への対応ガイドライン～」（平成 30 年１月、共有私道の保存・管理等

に関する事例研究会（法務省））では、共有者の一部に所在不明の者がある共有私道に

ついて、排水設備を設置する際には、必ずしも私道共有者全員の同意を得る必要がな

い場合があり得ることが示されている。 

○また、同意者の本人確認手法としては、「認印の押印」が 928 団体で最 

も多い。「実印の押印」は 88 団体、そのうち「印鑑登録証明書の添付」

も求めている団体は 48 団体であった。 
※国の行政手続きでは、認印は全廃の見通し。内閣府が策定した「地方公共団体における

押印見直しマニュアル」(令和２年 12 月 18 日)では、押印見直しの判断基準として「登

記・登録印によらない押印は、本人確認の手段としての効果は大きくないため、認印に

ついては、行政手続、内部手続に関わらず、押印を求める趣旨の合理性が乏しいと考え

られ、基本的に押印を廃止します。」とされている。 

 各団体に対しては、所有者不明土地の円滑かつ適正な利用を促し、デジ

タル社会の実現に向けた行政手続きのオンライン化を進めるため、共有

私道に排水設備を設置する際の私道共有者の同意及び本人確認に関する

手続きに関し、以下のような観点から、改めて確認・検証をしたうえ

で、必要に応じて見直しを行っていただくようお願いしている。（「共有

私道に排水設備を設置する際の私道共有者の同意及び本人確認に関する

調査の集計結果について」（令和３年４月 19 日付け国土交通省水管理・

国土保全局下水道部下水道企画課管理企画指導室長事務連絡）） 

【確認・検証を行っていただくポイント】 

＜同意書の提出を求める私道共有者の範囲の妥当性＞ 
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○所在不明の共有者がいる場合には、必ずしも全員の同意書の提出を 

求めないなど、同意書の提出を求める私道共有者の範囲が、必要最小

限となっているか。 

＜同意者の本人確認の必要性・方法の妥当性＞ 

○認印の押印は、本人確認の手段としての効果が大きくなく、押印を求

める趣旨の合理性が乏しいため、廃止してはどうか。 

○実印の押印、印鑑登録証明書の提出に代え、運転免許証等公的身分証

の写しの提出等、より負担の少ない方法に代替できないか。 

 

（ⅲ）「下水道使用料徴収事務の手引き」及び「受益者負担金（分担金）徴収事

務の手引き」の発刊について 

 (公社)日本下水道協会は、下水道使用料金等徴収事務調査専門委員会にお

ける、下水道使用料の徴収事務や受益者負担金、滞納整理に関する議論を

経て改訂版を作成。 

 改訂版の発刊は令和３年４月 30 日を予定。 
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（２）下水道分野におけるコンセッション方式を含む

PPP/PFI の推進について 

 

１）現状及び国土交通省の取組（全般） 

① PPP/PFI 導入に対する政府の取組 

 PPP/PFI については、政府全体として取組を推進中。 

 下水道施設等の効率的・効果的な整備・運営、公的負担の抑制や民間の新

たなビジネス機会の創出を図るために、コンセッション方式を含む多様

な官民連携手法の積極的な導入を期待。 

 下水道分野におけるコンセッション事業の推進については、「経済財政運

営と改革の基本方針 2020」や「成長戦略フォローアップ」といった閣議

決定された計画においても言及。 

 また、内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議が定めた

「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和２年改定版）」においても、下水

道分野におけるコンセッション方式の導入促進のための目標等を制定。 
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② 下水道事業における PPP/PFI 事業の実施状況 

 管路施設や下水処理場の管理については９割以上が民間委託を導入済み。

このうち、施設の巡視・点検・調査・清掃・修繕、運転管理・薬品燃料調

達・修繕などを一括して複数年にわたり民間に委ねる包括的民間委託は、

令和２年４月時点において、処理施設で 531 施設、管路で 38 契約導入さ

れており、近年増加中 

 下水汚泥を利用してガス発電や固形燃料化等を行う事業を中心にPFI（従

来型）・DBO 方式は、令和２年４月時点において、37 施設で実施中。 

 PFI（コンセッション方式）については、浜松市が平成 30 年４月に、高

知県須崎市が令和２年４月に事業を開始。また、令和３年３月に宮城県が

優先交渉権者を選定、同年４月に神奈川県三浦市が実施方針を公表、それ

ぞれ事業開始に向けて手続きを進めている。 
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③ 国土交通省における PPP/PFI 導入に対する取組 

 国土交通省では、各種ガイドラインの整備、案件形成に向けた情報・ノウ

ハウの共有や財政的支援を通じて PPP/PFI 導入に対する支援を実施中。 

 地方公共団体においては、各支援策を活用しつつ、地域の実情に応じた導

入検討の推進を期待。 

 
 

（ⅰ）下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（PPP/PFI検討会） 

 平成 27 年度より、多様な PPP/PFI 手法の導入に向けた方策やノウハウ

等を検討・共有するため実施。 

 令和３年２月末時点で 187 の地方公共団体とオブザーバーとして日本下

水道協会、日本下水道事業団や民間資金等活用事業推進機構、日本政策投

資銀行が参画。令和元年度までの実績として全都道府県が参加。 

 令和３年度も開催予定。地方公共団体の積極的な参加を期待。 

 都道府県におかれては、PPP/PFI 事業の周知・促進のため、本検討会に

引き続き参加いただき、管内の市町村に対する検討会出席の働きかけや

情報・発表事例の共有をお願いしたい。 

 

78



 

 

（ⅱ）下水道における新たな PPP/PFI 事業の促進に向けた検討会民間セクター

分科会 

 平成 29 年度より、民間企業の視点で PPP/PFI 手法の導入に向けた課題

等を検討するため民間セクター分科会を設置。 

 令和２年度末までに 4 回開催。令和３年度も開催予定。 

 
（ⅲ）下水道事業における官民連携、経営健全化等に関する説明会（下水道キャ

ラバン） 

 

 平成 29 年度より、下水道事業における課題を解決するための有効な手段

となる取組等について、各地方公共団体において実践することを推進す

るため、全国各ブロックにおいて、下水道キャラバンを展開。広域化・官

民連携・革新的技術（B-DASH）の３テーマについて事例の共有等を実施。 

 令和元年度は、全国 7 箇所において開催し、合計 305 団体、501 名が参

加。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため開催見送り。 
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 令和３年度は、感染状況を踏まえて開催手法を検討中。都道府県におかれ

ては、管内の市町村に対する説明会出席の働きかけや情報・発表事例の共

有をお願いしたい。 

 

（ⅳ）人口 20 万人以上の地方公共団体における、社会資本整備総合交付金等を

活用するための要件 

 一定規模以上の改築を行う場合は、コンセッション方式の導入について、

検討又は検討スケジュールの明確化が要件。検討の結果、直ちに導入しな

い場合でも、その理由を明確にするなど、十分な検討を行うこと。 

 一定規模以上の汚泥利活用施設（消化ガス発電施設、固形燃料化施設、肥

料化施設等）の新設を行う場合は、原則として PPP/PFI 手法（コンセッ

ション、PFI、DBO、DB 等）を導入すること。 

 
２）下水処理場等の包括的民間委託 

① 下水処理場等の包括的民間委託の概要 

 国土交通省は、維持管理の質を確保しつつ効率性を実現するための有効

な方策の一つとして、包括的民間委託を推進している。 

 下水処理場等の包括的民間委託は「性能発注方式であること」、「複数年契

約であること」が基本的な要素。 

 性能発注方式とは、民間事業者が施設を適切に運転し、一定の性能（パフ

ォーマンス）を発揮することができるのであれば、施設の運転方法の詳細

等については民間事業者の自由裁量に任せる委託契約方式。 

 主要な業務である下水処理場の運転、保守点検に加え、清掃、建物管理等、

ユーティリティの調達、補修などの業務を含めることが一般的。 

 

② 下水処理場の包括的民間委託の導入状況 

 下水処理場の包括的民間委託の処理場数は年々増加傾向。 

 修繕を含むレベル 2.5 以上が 75％以上。 
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③ 下水処理場等の包括的民間委託導入に対する取組 

（ⅰ）処理場等包括的民間委託導入ガイドライン 

 導入促進に向けて、平成 15 年 12 月に「包括的民間委託導入マニュアル

（案）」、平成 20 年６月に「包括的民間委託等実施運営マニュアル（案）」

（（公社）日本下水道協会）が発行されてきた。 

 新たに導入する団体や２期目以降の契約更新の増加を見据え、令和２年

６月、それらに係る考え方や留意点、事例などの記載内容を充実する形

で、「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン」が発行された。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（出典）処理場等包括的民間委託導入ガイドライン【概要版】（（公社）日本下水道協会） 
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（ⅱ）処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関するガイドライン 

 性能発注である包括的民間委託において、「履行監視・評価」は効率的・

効果的な維持管理という目的を達成するための最重要事項であることか

ら、平成 30 年 12 月に「処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関

するガイドライン」が発行された（（公社）日本下水道協会）。 

 本ガイドラインでは、先進都市の事例を踏まえて、履行監視・評価の基本

的な考え方、手順及び方法が掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）管路施設の包括的民間委託 

① 管路施設の包括的民間委託の概要 

 管路施設の維持管理を計画的に行い、下水道施設の保全及び機能の確保、

事故等の防止を目的とした予防保全型維持管理への早期転換が求められ

ており、その手段として、民間リソースを活用した包括的民間委託の導入

が有効。 

  

（出典）処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関するガイドライン【概要版】（（公社）日本下水道協会） 
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 業務範囲については、巡視・点検、調査、清掃等の限定的な業務をパッケ

ージ化する事例から、計画的業務全般を含めた事例、改築を含めた事例ま

で、幅広く実施。基本的に仕様発注で実施されているが、努力目標等とし

て成果指標を設定している例も存在。 

 複数の業務をパッケージ化し、複数業務として発注することにより、職員

の事務負担の軽減、業務の効率化等が期待されるほか、計画的業務をまと

めて発注することで効率的な問題箇所の抽出と清掃・修繕等の迅速化・適

正化が図れることに加え、住民対応等業務をパッケージ化することで迅

速な対応が可能となり住民満足度が向上することも期待。 

 先進自治体では、管路施設の包括的民間委託を通じて、下水道管路施設情

報の再整理、台帳情報の電子化、点検記録等の維持管理情報の入力・台帳

情報との紐付け、将来の更新需要の分析まで行うなど、適切なストックマ

ネジメントを実現しており、都道府県におかれては、管内市町村ととも

に、積極的に導入を検討いただきたい。 

 

（出典）下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン 

 

② 管路施設の包括的民間委託の導入状況 

 令和２年４月時点で、26 団体 38 契約導入されているが、処理場包括的

民間委託と比較すると、管路包括的民間委託は事例が限られているのが

現状。 
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③ 管路施設の包括的民間委託導入に対する取組 

（ⅰ）下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン 

 導入促進に向けて、平成 26 年３月に「下水道管路施設の管理業務におけ

る包括的民間委託導入ガイドライン」を発行。 

 地方公共団体、特に執行体制が脆弱な中小都市が、地域の実情に応じて包

括的民間委託の導入が円滑に行えるよう、既往の導入事例を踏まえて、令

和２年３月にガイドラインを改正した。 

 本ガイドラインについては、下水道部ホームページで公開しており、参考

とされたい。 
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４）PFI（従来型）・DBO 方式 

① PFI（従来型）・DBO 方式の概要 

 PFI（従来型）：民間が資金調達し、設計、建設、運営を民間が一体的に

実施する方式（コンセッション方式を除く）。 

・SPC の収入の源泉等の違いに基づいた分類 

 サービス購入型：公共部門は SPC が受益者に提供する公共サービス

に応じた対価（サービス購入料）を支払う。 

 混合型：SPC のコストは公共部門から支払われるサービス購入料と

利用料金収入等により回収。 

 独立採算型：SPC のコストは利用料金収入等により回収。公共部門か

らのサービス購入料の支払いはなし。 

※SPC のコスト：SPC が自ら調達した資金により施設の設計・建設・

維持管理・運営を行うのにかかるもの 
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・事業期間中の施設の所有権や事業内容等による分類 

 BTO 方式：SPC が対象施設を設計・建設し、完工直後に公共部門に

施設所有権を移転後、施設の維持管理及び運営。 

 BOT 方式：SPC が対象施設を設計・建設し、完工直後も対象施設を

所有したまま維持管理及び運営を行い、事業終了後に公共部門に施設

所有権を移転。 

※このほか BOO 方式、RO 方式、RTO 方式等 

 DBO 方式：公共が資金を調達し、設計、建設、運営を民間が一体的に実

施する方式。設計・建設の対価は、施設の引渡しまでに支払うことが一般

的。 

 

② 下水道における PFI（従来型）・DBO 方式の導入状況 

 下水汚泥の有効利用事業を中心に PFI（従来型）は 11 件、DBO 方式は

26 件実施中。なお、DBO 方式については、下水処理場やポンプ場におい

ても実施。 
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５）コンセッション方式 

① コンセッション方式の概要 

 公共施設等運営事業。利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設の

所有権を地方公共団体が有したまま、運営権を民間事業者に設定する方

式。 

 運営権者は、原則として利用者から収受する下水道利用料金により事業

を運営。 

 コンセッション方式の活用により、企画調整、維持管理、更新工事等に係

る運営権者のノウハウを有効活用するとともに、資金調達や事業実施に

係るリスクを軽減可能。これによる事業効率化、料金負担抑制、事業の持

続性向上を期待。 

② 下水道におけるコンセッション方式の導入状況 
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③ 国土交通省におけるコンセッション方式導入に対する取組 

（ⅰ）下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン

（H31.3） 

 下水道分野におけるコンセッションの導入促進に向け、実務的なノウハ

ウを盛り込んだ新たなガイドラインとするため、平成 30 年７月に有識者

委員会を設置し検討を実施。平成 31 年３月に改訂。 

 浜松市、須崎市での運営実績の蓄積が進むとともに、宮城県等の事例が増

えたことから、令和３年度に更なる改訂の検討を予定している。 

 本ガイドラインについては、下水道部ホームページで公開しており、コン

セッションの実施を検討する地方公共団体においては参考とされたい。 
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６）民間収益施設併設事業による下水道用地の活用 

 人口減少等により、余剰地が増える見込みであり、施設用地の有効利用に

よる収益確保が重要。 

 民間収益施設併設事業による下水道用地の活用事例は全国で 75 契約。（R
２.４月時点） 

 そのうち約９割が再生可能エネルギー事業（バイオガス発電、太陽光発

電）であり、各地方公共団体は収益施設を運営する事業者から賃料収入等

を確保。 

 下水道用地等に係る財産処分は、原則として国の承認（国庫納付）が必要

であるが、柔軟な対応も可能。 
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（３）下水道の適切な維持管理について 
 

１）維持管理事故への対応 

 

①事故発生時の情報連絡 

（ⅰ）事故報告 

下水道維持管理上の事故発生時においては、都道府県・指定都市から地方整

備局建政部等（下水道担当）に速やかに情報連絡されるようお願いする。 

なお、重大な事故や緊急を要する場合は、都道府県・指定都市から本省下

水道企画課管理企画指導室にも併せて連絡されるようお願いする。 

 

【情報連絡ルート】 

重大、緊急の場合

市町村

重大、緊急の場合

地方整備局建政部等
（下水道担当）

本省下水道企画課
下水道管理指導室

指定都市

都道府県

 
 

   

  ②事故の再発防止 

  （ⅰ）維持管理事故の発生状況 

    令和3年2月末時点において、人身事故が41件（うち死亡2件、負傷39件）、水

質事故等が45件発生し、令和元年度の同時期に比べて人身事故は6件増、水質

事故等は5件増となっている。人身事故は、「墜落・転落」、水質事故は、「下水

道施設からの下水等の流出」が最も多くなっている。 

基本的な安全対策についての不注意に起因する事故などが多く、基本事項の

徹底等、事故防止について高い意識を持って維持管理作業に当たることが重要

である。 

 

 発生事故分類別事故件数 

 

 
 

 

※ 工事事故、道路陥没事故

の場合の連絡先は下水道

事業課 

管理企画指導室 
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 維持管理事故件数の推移 

 

 
 

（ⅱ）令和２年度の維持管理事故の主な事例 

 

 マンホール内における管渠清掃作業での死亡事故 

【概要】マンホール内で管渠の清掃業務に従事していた作業員が、撤収作業中に

マンホール内で意識を失い、その後救出に入った作業員も同様に、マンホ

ール内で意識を失った。2 名の作業員はマンホール内から救助されたが、

搬送先の病院で死亡が確認された。 

【原因】現場のマンホール内から硫化水素と一酸化炭素が検出されており、酸素

欠乏症等の可能性がある。 

 

 処理場内のゲート誤操作による汚水の溢水 

  【概要】処理場内の導水路の途中から場内に汚水が溢水し、場内に流出した汚水

が場内道路側溝を通じて排水路へ流出した。（排水路下流の河川への影響

は確認されなかった。） 

【原因】汚水調整池へ繋がる導水路のゲート誤操作により、ゲートを全閉にした

ため、翌日の大雨による貯留ができなかったことが原因。 

 

（ⅲ）事故情報データベースの公開等 

    下水道維持管理上の事故情報をデータベース化し、国土交通省下水道部ホー

ムページで公開している。併せて、死亡事故などの重大事故に関して、過去に

発出した通知及び手引き・要領等についても公開しているので、事故等を未然

に防止する観点から、本情報の活用をお願いする。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html） 

 

２）住宅宿泊事業（民泊）に係る下水道法上の運用 

 

 住宅宿泊事業法の施行に伴い、住宅宿泊事業を営業する者の施設が水質汚濁防

止法の特定施設に新たに該当することとなったため、「住宅宿泊事業に係る下水
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道法の運用上の留意事項について」（平成 30 年３月６日付け下水道企画課長通

知）を発出し、新たに特定施設となった施設の設置者は使用開始の時期等を公

共下水道管理者に届け出なければならないこと等について周知。 

 

 同年７月 24 日に規制改革推進会議から、民泊サービスに関する意見が出され、

住宅宿泊事業を開始するにあたり「関連する手続きが多く、煩雑になっている」

ものの一つとして、下水道法に基づく使用開始の時期の届出が挙げられ、同年

11 月 19 日の「規制改革推進に関する第４次答申」では「水質汚濁防止法に基

づく特定施設の届出、下水道法に基づく使用開始時期の届出等について、一定

の規模・態様のサービスについては要しないこととする方向で検討する。」とさ

れたところ。 

 

 下水道法の特定施設は、水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設等と

しているところ、令和 2 年 2 月に開催された中央環境審議会水環境部会におい

て、水質汚濁防止法の特定施設から民泊を除外する方針が了承された。 

 

 その後、令和２年 12 月 18 日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が

公布され、旅館業（旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第２条第１項に規定す

るもの（下宿営業を除く。）をいう。以下同じ。）のうち住宅宿泊事業（住宅宿

泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第２条第３項に規定するものをいう。）に該

当するものの用に供するちゅう房施設等が、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第

138 号）第２条第２項の政令で定める特定施設から除かれることとなった 

 

 これを受けて、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う下水

道法の運用上の留意事項について」（令和２年 12 月 18 日付け下水道企画課長通

知）を発出し、情報提供を行ったところ。 
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（４）行政手続きにおけるデジタル化の推進等について 
 

 

１）デジタル手続法の施行等 

 

 「規制改革実施計画」（令和２年７月 17 日閣議決定）において、「原則として

全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改

革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、

通達等の改正やオンライン化を行う」こととされた。 

 

 これを踏まえ、国土交通省では、国民や事業者等に対して押印を求めている手

続について押印を不要とする等の所要の改正を行うこととし、押印を求める手

続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令（令和２年国

土交通省令第 98 号）により、下水道法施行規則に規定されている手続きにお

ける押印等が不要となるよう措置したところ。（令和３年１月１日施行） 

 

 また、従来から市町村の下水道条例の制定等に関する事務の参考として送付し

ていた「標準下水道条例について」（昭和34年11月18日付け厚生省衛発第1108

号・建設省計発第 441 号）についても、国民や事業者等に対して押印を求めて

いた様式を見直し、国民や事業者等による押印を不要とする改正を行った（「標

準下水道条例の改正について」（令和２年 12 月 23 日付け下水道企画課長通

知））。 

 

 令和元年 12 月 16 日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法

律」（令和元年法律第 16 号）により、地方公共団体の行政手続のオンライン化

が努力義務となったこと、また、デジタル・ガバメント実行計画（令和２年 12 

月 25 日閣議決定）において、地方公共団体が行政手続のオンライン化を進め

るに当たっては、法令に基づく行政手続だけでなく、条例又は規則に基づく行

政手続も含めて対象とすることとされていることを踏まえ、各都道府県におか

れては、管内市町村に対して、行政手続のオンライン化に向けた取組みを推進

していただくようお願いする。 
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下水道事業課の取り組み 

総  括 

 

 

（１）令和３年度予算について 

１）令和３年度予算の概要 

２）令和３年度新規事項等の概要 

３）主要な管渠の範囲を定める告示及び関連通知の改正について 

４）他省庁の制度 

 

（２）財政制度等審議会等における指摘事項について 

  

（３）予算制度に関する変更点、留意点等について 

１）社会資本整備総合交付金等における重点配分について 

２）社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件について 

３）下水道事業における費用効果分析マニュアルの主な改訂内容 

４）公害財特法の失効に伴う経過措置について 

 

（４）防災・減災、国土強靱化の取組の推進について 

１）防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 

２）流域治水対策 

 

（５）下水道法の改正に伴う事業計画の記載事項の変更（案） 
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下水道事業においては、

・ 「経済財政運営と改革の基本方針2020」(骨太の方針)、「成長戦略フォローアップ」、
「国土強靭化基本計画」、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」

・ 「国民の安全・安心の確保」、「持続的な経済成長の実現」、「豊かで活力ある地方の
形成と多核連携型の国づくり」（国土交通省の基本方針）

・ 「新下水道ビジョン」、「新下水道ビジョン加速戦略」、「下水道政策研究委員会
制度小委員会 報告書」

等を踏まえ、以下の施策を推進。

令和３年度下水道関係予算の基本的な方針について令和３年度下水道関係予算の基本的な方針について

安全・安心の確保 ―国土強靱化の推進―安全・安心の確保 ―国土強靱化の推進―

・［公共］ 下水道浸水被害軽減総合事業の拡充
・［公共］ 雨水管の交付対象範囲の拡充等
・［公共］ 官民連携浸水対策下水道事業の創設
・［災害復旧］ 改良復旧事業の創設
・［行政経費］ 大規模水害時における広域的な災害対応についての調査経費
・［税制］ 浸水被害対策のため雨水貯留浸透施設の整備に係る特例措置【固定資産税】

・［公共］ 下水道総合地震対策事業の拡充
・［災害復旧］ 改良復旧事業の創設（再掲）

浸水対策

地震・津波対策

• 令和２年７月豪雨、令和元年東日本台風等による浸水被害が頻発する中、
流域治水の考え方も踏まえ、再度災害防止に加え事前防災の観点も含めた
ハード・ソフト一体的な浸水対策を推進。

• 都市浸水対策の強化のため、雨水管の交付対象範囲を拡大等するとともに、樋門等の
自動化・無動力化・遠隔化やポンプ場の耐水化、民間の雨水貯留浸透施設の整備、再度
災害防止のための改良復旧を推進。

いぶり

• 東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地震等で下水道施設の被害が発生する中、
避難所対策や重要道路の機能確保等の観点からハード・ソフト一体的な地震対策を推進。

• 公衆衛生の強化の観点から、災害時の下水道機能の確保のため、
感染症拠点病院等に係る管渠等の耐震化を推進。

快適な生活環境・水環境の向上 ―潤いのある地域づくり―

• 令和８年度末までの汚水処理施設の概成に向け、市町村毎のアクションプラン
（平成29年度で全て策定済）に基づき効率的かつ計画的な下水道整備を重点的に支援。

• 過疎地域の下水道整備を支援するため、過疎法が延長された場合には、都道府県代行
制度を継続。

未普及対策

・［公共］ 下水道における都道府県代行制度の継続

（１）令和３年度予算について

１）令和３年度予算の概要
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下水道事業の持続・成長 ―次世代を支える下水道の推進―

・［B-DASH］ ICTを活用した下水道施設広域管理システムの開発
・［B-DASH］ AIを活用した水処理運転操作の最適化支援技術
・［公共］ 下水道地域活力向上計画策定事業の拡充

• 下水道分野の国際展開を図るため、政府間会議の開催、対象国における法制度や基準等
の整備支援、本邦技術の国際規格への組み入れ、海外における実証試験等を推進。

水インフラ輸出の促進

下水道リノベーション

広域化・共同化、PPP/PFI、収支構造の適正化

• 人口減少、ストックの増大などの課題に対し、高度な施設管理を図るため、ICT・AI等を活
用した運転操作技術や施設情報・維持管理情報の共有システム、仕様の異なる下水道施
設の広域管理システムの開発等を行う。

• 汚水処理施設のデジタル化等の計画策定等への支援を拡充。

• 処理場の統廃合や汚泥処理の集約化等にあわせて、下水道施設をエネルギー供給拠
点・防災拠点など、地域の魅力あふれる施設に刷新する下水道リノベーションを推進。

• 紙オムツの下水道への受入に向けた社会実験を実施。

• 人口減少による使用料収入の減少や施設の老朽化、管理体制の脆弱化等の課題に
対応するため、汚水処理施設全体の広域化・共同化、PPP/PFI、収支構造の適正化を
推進。

DX（デジタル・トランスフォーメーション）

・［行政経費］ 紙オムツ受入による下水道施設への影響調査経費

・［B-DASH］ ICTを活用した下水道施設広域管理システムの開発（再掲）
・［公共］ 下水道地域活力向上計画策定事業の拡充（再掲）

・［行政経費］ 下水道分野の水ビジネス国際展開経費

公共用水域の水質保全

• 閉鎖性水域における高度処理等、公共用水域の水質保全を推進するとともに、
合流式下水道については令和５年度における対策の完了に向け、計画的な取組を推進。

• AIを活用した雨天時浸入水量の予測及び最適な運転支援技術の実証を行う。
・［B-DASH］ 分流式下水道の雨天時浸入水量予測技術及び雨天時運転支援技術

老朽化対策

• 老朽化施設の増大に伴う事故発生や機能停止を未然に防止するため、施設の重要度等
を踏まえた効率的な施設の点検・調査や、劣化度等を踏まえた計画的な修繕・改築等を
行うストックマネジメントの取組を推進。
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地方公共団体が行う社会資本整備について、基幹的な事業や関連する社会資本整備、
効果を促進する事業等を一体的に支援する経費として計上。
また、防災・安全交付金により、「防災・安全」に対して重点的な支援を実施。下水道事業に
おいては、主に①地震対策、②浸水対策、③老朽化対策、④合流改善対策を支援。

国費（単位：百万円）

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

下水道に関する令和３年度予算の規模・内訳下水道に関する令和３年度予算の規模・内訳

※下水道事業に係る費用は、この内数。

※前年度予算額は、通常分であり、臨時・特別の措置を含まない。

計画的・集中的な浸水対策や国が自ら行う実証事業等を実施する予算を計上。

・下水道防災事業費補助：大規模な雨水処理施設の計画的な整備や適切な機能確保、
河川事業と一体的に実施する事業への支援等

・下水道事業費補助 ：民間活力を活用し、下水道資源の利用等を推進するため民間事業者へ
の直接支援等を行う事業や日本下水道事業団による代行事業

・下水道事業調査費 ：国が自ら行う技術実証事業等

※四捨五入のため合計は一致しない場合がある。

下水道防災事業費補助、下水道事業費補助、下水道事業調査費等

国費（単位：百万円）

事業費 国費

令和３年度 前年度 令和３年度 前年度
対前年度

倍率

対前年度

倍率

社会資本整備 3,040,328 0.98 3,098,735 1,485,112 0.98 1,512,468

うち社会資本整備総合交付金 1,284,781 0.87 1,483,173 631,128 0.87 727,746

うち防災・安全交付金 1,755,547 1.09 1,614,562 853,984 1.09 784,722

区分
令和３年度予算額 令和２年度予算額 対前年

度倍率
（国費）事業費 国費 事業費 国費

下水道防災事業費補助 76,896 38,448 48,894 24,447 1.57

下水道事業費補助 2,686 1,465 2,674 1,465 1.00

下水道事業調査費等 3,746 3,746 3,746 3,746 1.00

合計 83,328 43,659 55,315 29,659 1.47
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逆流防止施設

止水板

ポンプ場

樋門等

①下水道浸水被害軽減総合事業の拡充①下水道浸水被害軽減総合事業の拡充
≪ 防災・安全交付金 ≫

〇内水氾濫による被害を軽減するため、雨水貯留施設の整備促進や省人化等により施設の適切な管理を行う
ための対策が急務である。

〇さらに、ポンプ場等が浸水し機能停止する事象が頻発していることから、施設の耐水化が必要である。

背景

概要

〇下水道浸水被害軽減総合事業について、貯留・排水施設の規模によらず、樋門等の自動化・無動力化・遠隔化、
ポンプ場の耐水化を交付対象に追加する。

拡充内容

・樋門等の自動化・
無動力化・遠隔化
・ポンプ場の耐水化 下水道浸水被害軽減総合事業の拡充イメージ

②雨水管の交付対象範囲の拡充等②雨水管の交付対象範囲の拡充等
≪ 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 ≫

○近年、集中豪雨の多発や
都市化の進展に伴い、内水氾濫
による被害リスクが増大しており、
雨水管等の整備の加速化が必要
である。

背景

概要

○内水氾濫対策の加速化を図る
ため、雨水管に係る交付対象範囲
を拡充する。

○今後の改築事業量を踏まえた
重点化を図るため、汚水管の改築
に係る交付対象範囲を見直す。

予定処理区域

河川へ放流 Ｔ

予定処理区域

河川へ放流 Ｔ

現状の交付対象範囲

拡充後の交付対象範囲

雨水管の交付対象範囲の拡充イメージ

排水区域

２）令和３年度新規事項等の概要
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③官民連携浸水対策下水道事業の創設③官民連携浸水対策下水道事業の創設

≪ 下水道防災事業費補助 ≫

○近年甚大な水害が全国各地で頻発して
おり、今後、気候変動により更なる降雨量
の増加や水害の頻発化・激甚化が懸念
されている。

○都市機能が相当程度集積し、下水道の
整備のみでは浸水被害の防止を図ること
が困難である浸水被害対策区域（※）に
おいては、流域治水の観点から、民間
事業者等による雨水貯留浸透施設の
整備促進を図る必要がある。

（※）下水道法第２５条の２に基づき、地方公共団体
が指定する区域

背景

概要

〇浸水被害対策区域内において公共
下水道管理者等の認定を受けた民間の
雨水貯留浸透施設の整備に対し、公共
下水道管理者が費用の一部を負担する
場合、国が民間事業者等を重点的に支援
する制度を創設する（補助率１／２）。

≪ 災害復旧等 ≫

背景

〇下水道施設が被災した場合の災害復旧
事業は、現状では原形復旧の範囲内に
限られているが、災害の激甚・頻発化に
より、下水道施設の被災による社会的
影響が顕著となり、再度災害防止を図る
必要性が高まっている。

〇内水浸水により雨水ポンプ場の機能
停止が生じた場合等、原形復旧に合わ
せて、再度災害防止のための機能増強
等を行う改良復旧事業（災害関連事業）
を創設する。

概要

改良復旧事業による雨水排水施設の能力増強のイメージ

④改良復旧事業の創設④改良復旧事業の創設

改良復旧

P

雨水ポンプ
（改良復旧）

内水浸水
の範囲

被災した
雨水ポンプ
（原形復旧）

雨水ポンプ場

P

原形復旧

民間貯留

再開発のビル等

降雨の影響がなくなった後に、
下水道管渠に送水

道路

下水道施設

：補助対象

民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備イメージ
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処理場

鉄道

要配慮者等関連施設

防災拠点

緊急輸送路
避難地
小学校

河川

消毒施設など
水処理施設の
耐震化

下水処理場の防災拠点化
耐震性貯水槽の設置等

感染症拠点病院
災害拠点病院

⑥下水道地域活力向上計画策定事業の拡充⑥下水道地域活力向上計画策定事業の拡充
≪ 社会資本整備総合交付金 ≫

○汚水処理人口普及率の向上に伴い、増大するストックを効率的に管理するために、汚水処理施設全体での維持
管理情報のデジタル化・統合化を進め、PPP/PFI、広域化を加速する必要がある。

背景

概要

〇下水道地域活力向上計画策定事業について、下水道におけるPPP/PFI手法やデジタル化を含む計画策定に
加え、当該計画策定に伴う調査を交付対象に追加するとともに、支援対象施設を他の汚水処理施設（下水道と
一体的に実施する場合に限る。）に拡充する。

⑤下水道総合地震対策事業の拡充⑤下水道総合地震対策事業の拡充
≪ 防災・安全交付金 ≫

○南海トラフ巨大地震等大規模地震の発生リスクが高まり、感染症との複合災害も懸念される中で、公衆衛生の
強化のため、下水道施設の地震対策を早急に進める必要がある。

背景

概要

〇下水道総合地震対策事業について、感染症拠点病院等に係る管渠等の耐震化を交付対象に追加する。

下水道

下水道総合地震対策事業の拡充イメージ

デジタル化による汚水処理施設全体での連携イメージ

⑦下水道における都道府県代行制度の継続⑦下水道における都道府県代行制度の継続
≪ 社会資本整備総合交付金 ≫

○過疎市町村では財政力・技術力等が十分でなく下水道の整備がなかなか進まない状況にある。
○「過疎地域自立促進特別措置法」による、公共下水道の整備を過疎市町村にかわり都道府県が行う
「都道府県代行制度」が、令和２年度末に終了する。

背景

概要

○「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の成立に伴い、都道府県代行制度を継続する。
○代行の対象範囲：幹線管渠、終末処理場及びポンプ施設の設置

拡充内容

・感染症拠点病院、災害拠点病院
に係る管渠等

一般管渠

重要管渠

下水道 他の汚水処理施設

PPP/PFI手法やデジタル化を
含む整備・管理の広域化・効率
化に係る計画策定

現行の
交付対象

当該計画策定に伴う調査

拡充後の
交付対象

他の
汚水処理施設

維持管理情報のデジタル化・統合化
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３）主要な管渠の範囲を定める告示及び関連通知の改正について 

 

１．背景 

令和元年秋の財政審（R2.10）においては、下水道事業について、 

・汚水処理について、「施設ごとの公共性も踏まえ、使用料収入を適切に確保し、

管渠等に係る公費投入を効率化」しつつ、 

・地域の防災強化の観点からの雨水処理対策について、公費を重点化していくべき 

  との指摘があった。 

これを受けた「令和 2 年度国土交通省・公共事業関係予算のポイント」(R2.12)（財

務省作成）において、「汚水処理の管渠等に係る公費投入の効率化」として、 

 ・「主要な管渠」の見直しにより、令和３年度以降、管渠の機能向上改築への補助

を縮減 

 することとされたところ。 

 

２．見直しの概要 

上記指摘を受けて、主要な管渠を定める告示の別表を以下のとおり見直し。 

＜雨水＞ 

・分流雨水については、都市浸水対策を推進する観点から、指定都市・一般市を対

象に、補助対象範囲を拡充。 

（※設置・改築ともに適用） 

＜汚水・合流＞ 

・今後、増大が見込まれる改築需要に対応する観点から、分流汚水管及び合流管の

改築に係る主要な管渠の別表を新設し、従前別表よりも補助対象範囲を縮小。 

・ただし、ポンプ場の改築については、従前の別表（設置と同様）を適用可。 

・なお、分流汚水及び合流式の設置については、改築以外の事業として従前の別表

を維持。 

・新設する改築別表は令和 3 年度予算より適用。ただし、経過措置として、令和 2

年度までに設計済みの工事については従前の別表を適用。 

（※汚水管渠の単純改築については、従前より汚水処理施設整備が概成した団体に

おいては国庫補助の対象外。） 

 

３．運用上の留意事項 

 ・告示第６項第１号の規定（いわゆる「弾力条項」）については、汚水管の新規整

備を念頭に置いたものであることから、今後改築事業には適用しない。 

 ・今回の告示改正にあわせて、告示の運用通知１．にて求めている、人口減少等を

踏まえた全体計画の適正性について毎年度行う点検の内容を見直したので、しっ

かりと対応いただくようお願いする。 
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○「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」と連携しつつ、地方が単独事業
として実施する防災インフラの整備を推進するため、平成31年に創設された地方財
政措置。

○3か年緊急対策後も地方公共団体が引き続き防災・減災、国土強靭化対策に取り組
めるよう、 「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」に合わせて事業期
間を5年間延長。

○流域治水対策に資するものとして、下水道事業が対象事業に追加。

【事業期間】 令和３年度～令和７年度

【地方財政措置】 充当率１００％、交付税措置率７０％

【対象事業】 「緊急自然災害防止対策事業計画」に基づき実施される地方単独事業

【下水道における対象施設】
① 雨水公共下水道及び都市下水路に係るポンプ場、樋門・樋管、雨水貯留浸透
施設、管きょ等の施設
② 公共下水道に係るポンプ場（雨水に係るものに限る。）、樋門・樋管、雨水貯留
浸透施設

【参考】 令和３年度地方財政対策の概要（総務省資料） P.10
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000724573.pdf）

（内閣府）地方創生汚水処理施設整備推進交付金

○平成28年4月の地域再生法改正により､内閣府に「まち・ひと・しごと創生交付金」（地
方創生推進交付金）及びその一部として「地方創生汚水処理施設整備推進交付金」
が創設、汚水処理施設の整備を推進。
○地域再生法に基づき認定を受けた地域再生計画に記載された、公共下水道、集落
排水施設、浄化槽のうち2以上の施設の総合的な整備を支援。

【交付期間】 地域再生計画に基づき対象施設の整備を実施する年度から起算して、
原則５年以内

【交付限度額】
交付限度額＝公共下水道の交付限度額＋農業集落排水施設の交付限度額

＋漁業集落排水施設の交付限度額＋浄化槽の交付限度額
公共下水道の交付限度額＝通常の国庫補助割合

【参考】 地方創生推進交付金（まち・ひと・しごと創生交付金）（内閣府HP）
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/souseikoufukin.html）

（総務省）緊急自然災害防止対策事業

４）他省庁の制度
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（２） 財政制度等審議会等における指摘事項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政制度等審議会財政制度分科会（H29.5.10 開催） 

• 都道府県構想、広域化・共同化計画、PFI・コンセッションについて、優良事例・成功事例を横

展開し、他の地方公共団体でも成功できるよう、国交省としても強力に推進し、事業の効率化

に努めるべきである。 

• 持続可能な汚水処理の運営を実現するため、都道府県構想の見直し結果を踏まえ、広域化・

共同化計画及び民間活用でどの程度事業の効率化に取り組まなければならないか、国として

のビジョンを示すべきである。それと併せて、広域化や民間活用を通じた事業の効率化や、適

正な下水道使用料の設定に取り組む地方公共団体に対する交付金の重点配分を行うなど、

インセンティブを高める方策を講じるべきである。 

• 社会資本整備総合交付金の趣旨を踏まえ、都道府県構想に裏付けられた未普及対策への支

援は残しつつも、老朽化に関する単純改築を対象とすべきかなど、見直しを進めるべきであ

る。また、汚水管改築に対する国費補助を段階的に縮小するなど、持続可能なインフラ維持

管理を促す観点から、財政的なインセンティブの適正化を講じるべきである。 

行政事業レビュー秋の年次公開検証 ＜秋のレビュー＞（R2.12.9） 

財政制度等審議会財政制度分科会（H29.5.10 開催） 

・下水道においては、中小都市を中心に台帳や維持管理データ（点検、改築、修繕等の記録）

のデジタル化が遅れている。一方、民間企業が包括的に維持管理を行うにあたり、施設の維

持管理情報は不可欠。 

• 同じく排水施設である農業集落排水や漁業集落排水とも連携し、維持管理情報のデジタル

化・統合化を進め、これを活用した①PPP/PFI、②運営の広域化、③新技術導入を加速すべ

き。 

財政制度等審議会財政制度分科会歳出改革部会 ＜秋の財政審＞（R2.10.19） 

財政制度等審議会財政制度分科会（H29.5.10 開催） 

・公営企業は「独立採算制」を基本としつつ、下水道事業については「雨水処理は公費負担、

汚水処理は使用料収入で賄う」という原則に立って、全体の制度が構築。 

• 雨水処理費：汚水処理費の割合は、（設備更新などを中心とする）資本費ではおおむね１:３

（公営企業決算値）となっており、原則に従えば、繰出金：使用料収入の割合も１：３が基準。 

• 一方、実際の繰出基準は、下水道の方式や区域内の人口密度に応じて 30%～70%に設定さ

れている（平成 18 年度以降不変）。分流式下水道の環境面等での優位性を考慮しても、「雨

水公費・汚水私費」の原則に照らし、公費負担の割合が現在でも適切か検証する必要。 

• さらに、各地方公共団体が独自の判断で行う基準外の繰出も、毎年 0.3 兆円程度発生。 

• 汚水１単位当たりの汚水処理に要する費用は、処理区域内人口が多いほど低下。広域化・共

同化を着実に進め「規模の経済」を機能させることで、使用料で汚水処理費用を賄えるように

経営改革し、受益と負担の対応関係を明確化していくべき。 

•  人口減少下においては、事業を持続可能なものにするには定期的な使用料改定と、利用者

からの納得を得られるだけの合理的な経営が不可欠だが、小規模地方公共団体において依

然公営企業会計の導入が進んでいない傾向。公営企業会計の適用を引き続き促進すること

で、公営企業経営の見える化を徹底していくべき。 

財政制度等審議会財政制度分科会 【地方財政】 ＜秋の財政審＞（R2.11.2） 
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（３） 予算制度に関する変更点・留意点について 

１）社会資本整備総合交付金等における重点配分について 

国土交通省では、優先的に取り組むべき事業に対する支援を強化するため、平成 28 年

度から重点配分の対象となる事業を明確化するとともに、重点配分の対象となる事業の

みで構成される整備計画に対しては、重点的な予算措置を実施している。 

令和２年度に新たな交付要件として追加した「使用料改定の必要性の検討に係る要件

化」に対応し、令和３年度予算においては、経費回収率の向上に向けて使用料改定等に

取り組んでいない場合には重点配分の対象外となる旨、注釈として追記している。 

 以下の項目に該当する事業については、引き続き積極的に重点配分の対象となる整備

計画の策定を図られたい。 

 

▼下水道事業における重点配分項目（下線部：令和３年度予算における見直し項目） 

 

【社会資本整備総合交付金】  

 ①アクションプランに基づく下水道未普及対策事業（汚水処理施設整備が概成※1

していない団体に限る） 

 ②PPP/PFI、下水汚泥のエネルギー利用、広域化・共同化の取組を推進するため

追加的に必要となる※2 下水道事業 

 

（注）公営企業会計を適用した地方公共団体においては、以下のいずれにも該

当しないことを要件とする。 

①経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できな

い場合。 

②令和 7年度以降、供用開始後 30 年以上経過しているにも関わらず、使

用料単価が 150 円/m3 未満であり、かつ経費回収率が 80％未満であ

り、かつ 15 年以上使用料改定を行っていない場合。 

 

【防災・安全交付金】 

 ①各地方公共団体が定める下水道事業計画に基づく雨水対策事業 

 ②国民の安全・安心の確保に向けた以下の取組を推進するため追加的に必要と

なる※2 下水道事業 

• 南海トラフ地震・首都直下地震の対象地域における重要施設（揚水・沈殿・消毒

施設、管理棟、下水道総合地震計画に位置づけられている管渠）の地震対策 

• 下水道総合地震対策事業（国土強靱化地域計画に基づき実施するもの又はマ

ンホールトイレ整備を含むものに限る） 

• 下水道施設の耐水化・非常用電源確保（津波対策を含む） 

 

※1 市町村毎の汚水処理人口普及率（最新の公表値）が 95%以上の団体とする。 

（流域下水道・事務組合等の場合、当該流域・団体内のすべての自治体で汚水処理人口普及率が

95%以上の場合概成として扱う） 

 

※2 PPP/PFI、地震対策等でも汚水の改築の性格があるものは対象から除外 

（PPP/PFI で実施する処理場の改築、耐震で実施の管更生 等） 
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２）社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件について 

令和３年度は新たな交付要件を設けていない。 

なお、本要件の詳細については、「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の

運用について」（令和 2 年 3 月 31 日 国水下事第 56 号）を確認されたい。 

 

 
 

（１） 下水処理場の改築におけるコンセッション方式導入検討の要件化  

人口２０万人以上の地方公共団体において、下水処理場における施設の改築事業（工事契約１件あたりの概

算事業費が１０億円以上と見込まれるもの。）を実施する際、コンセッション方式導入の検討を行うことを要件化。 

（２） 下水処理場の改築における当該処理場の統廃合に係る検討の要件化  

すべての地方公共団体において、下水処理場における施設の改築事業（工事契約１件あたりの概算事業費

が１０億円以上と見込まれるもの。なお、都道府県構想及びアクションプランの見直しが完了している地方公共

団体は３億円を超える事業。）を実施する際、当該処理場を廃止し、近接する他の処理場と統合する場合につい

て、経済性比較を前提とした検討を行うことを要件化。 

（３） 汚泥有効利用施設の新設にあたっての PPP/PFI 手法の導入原則化 

人口２０万人以上の地方公共団体において、汚泥有効利用施設（消化ガス発電施設、固形燃料化施設、肥

料化施設等）の新設事業（工事契約１件あたりの概算事業費が１０億円以上と見込まれるものに限る。）を実施す

る際、PPP/PFI 手法（コンセッション、PFI、DBO、DB 等）の導入を原則化。 

（４） 「広域化・共同化計画」の策定に係る要件化 

「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」（平成３０年１月１７日 国水下事第５６

号）により要請している「広域化・共同化計画※」の策定に向け、平成 30 年度中に少なくとも一度以上、管内すべ

ての市町村が参画する検討の場を設けるとともに、令和 4 年度末までに計画を策定することを要件化。 
        ※「広域化・共同化計画」については、「○事業マネジメント推進室（３）」にて詳述。 

（５） 公営企業会計の適用に係る要件化 

人口３万人以上の地方公共団体においては、令和２年度以降の予算・決算が公営企業会計に基づくものに

移行していること、人口３万人未満の地方公共団体においては、令和６年度以降の予算・決算が公営企業会計

に基づくものに移行していることを要件化。 
 

（６） 使用料改定の必要性の検討に係る要件化 

     公営企業会計の導入済の地方公共団体において、少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の

必要性に関する検証を行い、経費回収率の向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出することを

要件化。 
 

（７） 下水道施設における新設・増設・改築にあたっての新技術導入検討要件化 

     すべての地方公共団体において、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）における実証技術の

導入が可能な施設の新設・増設・改築（原則として概算事業費 3 億円以上）を行うにあたっては、予め実証技術

の導入に係る検討を行うことを交付要件化。 

「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての検討要件化等の運用について（R2.3.31）」における内容 

・ （１）及び（２）については、該当事業の詳細設計に着手する前年度の３月末日までに、（７）について

は該当事業の建設工事に着手する前年度の３月末日までに、検討結果を地方整備局等経由で国

土交通省下水道部まで報告することとしているため、遺漏無きよう取り計らわれたい。 
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３）下水道事業における費用効果分析マニュアルの主な改定内容 

 
１．改定の背景 

令和 2 年度に、治水経済調査マニュアルが改定されたこと等を踏まえて、以下のとおり下水道

の費用効果分析マニュアルについて改定を行いました。 

 

２．改定の概要 

①治水経済調査マニュアルの改定にあわせた改定 

１）近年の水害データをもとに被害率等を更新 

・過去 30 年（昭和 62 年から平成 28 年）までのデータを用いて、近年の水害の実態に即した被

害率等に更新。 

 

２）近年の水害被害実態に基づくより確からしい算定方法への見直し 

・農地については、治水経済調査マニュアルに則り、率計上ではなく、単位面積あたり被害額を

使用。 

・公共土木施設被害については、全水害要因を対象として、過去 30 年のデータによる被害率に

更新。 

 

３）新たな便益項目の追加 

・治水経済調査マニュアルに則り、水害廃棄物の処理費用をマニュアルに追加。 

 

②その他の改定 

１）消費税の運用を統一 

・費用便益分析にあたり、消費税については原則控除すべき旨を記載。 

 

２）便益計上の対象とするべき降雨確率の規模の統一 

・統一的に様々な事業を評価する観点から、原則統一的に 1/50 までの便益を計上する旨を記

載。 

・あわせて、計画降雨が既往最大降雨を対象としているなどの事情により、1/50 までの便益  

では妥当な評価ができないケースでは、1/100 等の便益を計上することも可能とする旨を追記。 

 

３）浸水実績等をもとに便益を算出する簡易的方法を更新 

・過去の浸水実績や雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）に基づく簡易シミュレーション等 

に基づき便益を簡易的に算出する方法について、適用条件等の記載を充実。 

 

４）CVM による便益算定の際の留意点を追記 

・CVM による便益算定について、マニュアルに記載されている事例を引用する場合には、適用

条件が類似しているか等確認する旨を追記。 
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○「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（昭和46 年法
律第70 号。以下「公害財特法」という。）のが令和２年度末で失効。

○公害財特法失効に伴う影響等に対する措置として、失効後一定期間、下記のとおり財政
措置が講じられる。

１．対象団体
公害財特法の失効後において、以下の要件に該当する地方公共団体を対象団体とする。

○失効前の公害財特法に基づく公害防止対策事業計画についての環境大臣の同意基
準（「公害防止対策事業計画の同意基準」（平成23 年12 月決定）を満たす地方公共
団体

２．対象事業
過去に実施した公害防止対策事業と同種かつ一体性がある事業を対象事業とする。

３．財政措置の内容
○公共下水道及び流域下水道の設置及び改築の事業

特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポン
プ場及び管路施設の供用開始後25 年を経過したものに係る事業で、下水の処理量
の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。

○地方財政措置
経過措置のための事業計画に基づき実施する事業の地方負担について、下水道事
業債（旧公害防止対策事業分）（充当率100％）を充当し、その元利償還金の50％に
相当する額を基準財政需要額に算入する。

４．措置期間
令和３年度から令和７年度まで

５．事業計画の提出及び確認等に係る手続き
地方公共団体は、令和４年度以降の事業見込みを含めて経過措置のための事業計画を
作成し、地方整備局等の確認を経て、総務省自治財政局調整課担当者宛にメールにて
提出することとする。
※次年度以降も継続して事業を実施する場合は、毎年度、国土交通省と事前に協議

が必要。

○提出期限
令和３年度：５月７日（金）
令和４年度～令和７年度：毎年度５月上旬予定

４）公害財特法の失効に伴う経過措置について
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○気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する大規模地震、また、メンテナ
ンスに係るトータルコストの増大のみならず、社会経済システムを機能不全に陥らせる
おそれのあるインフラの老朽化から、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維
持することができるよう、防災・減災、国土強靭化の取組の加速化・深化を図るため、
・激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
・予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策
・国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進

を柱として、重点的・集中的に123の対策を講ずる。
○対策の期間は令和３年度から令和7年度までの５年間とし、初年度については令和２年
度第３次補正予算において措置する。
○本対策において下水道事業については、「流域治水対策」、「下水道施設の地震対策」、
「下水道施設の老朽化対策」の３つの対策が位置付けられている。

５か年加速化対策（下水道関係）の一覧

（４）防災・減災、国土強靭化の取組の推進について

１）防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策
（令和２年12月11日閣議決定）

令和２年度第３次補正予算令和２年度第３次補正予算

Ⅱ．防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保
１．防災・減災、国土強靭化の推進
○気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進

（下水道防災事業費補助）
国費 3,14１百万円

気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化に対応するため、あらゆる関係者が協働して取り組む
「流域治水」の考え方に基づき、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速化

○地域における防災・減災、国土強靭化の推進 （防災・安全交付金）
国費 492,508百万円の内数

地域における防災・減災、国土強靱化を推進するため、地方公共団体の取組について重点的な支援
を実施。
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【参考HP】 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html

○気候変動による水害リスクの増大に備えるため、下水道・河川管理者に加え、あらゆる関
係者により流域全体で行う治水（流域治水）への取組を推進。
○ハード・ソフトの両面から浸水対策に取り組み、安全で安心なまちづくりを実現。

流域治水プロジェクト

１．計画・基準類の見直し
・気候変動による降雨量の増加を考慮した計画雨水量へ見直し

２．「流域治水」への転換
①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河川事業との連携及び地下空間を活用した大規模な雨水貯留
施設等の整備、個人・民間の雨水貯留浸透施設の活用や整備

・耐水化に係る技術的な基準を設定し、計画的に対策を推進
②被害対象を減少させるための対策
・重点的に整備を行う必要があると位置づけられた地区等に
おける施設の新規整備や老朽化施設の適切な機能確保、
樋門等の操作性の向上等による効果的な浸水被害の軽減

③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策
・想定最大規模の内水浸水想定区域の早期指定及び
指定対象外の下水道に係るハザード情報の公表

・多段的な浸水ハザード情報の作成・周知
・BCPの策定の推進
・関係者が連携し、既存の排水施設を活用した氾濫水の排水に
より浸水の早期解消を推進

■新たな水災害対策の具体策(下水道関連の主要施策)
気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申（令和２年７月）

○国、都道府県、市町村等、流域のあらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の全体
像を分かりやすく示すため、水系ごとに下水道を含む対策をまとめたもの。
○本プロジェクトは、①様々な対策とその実施主体の見える化、②対策のロードマップの
明示、③協議会によるあらゆる関係者と協働する体制の構築がポイント。
○全国109の一級水系、１２の二級水系で策定・公表し、ハード・ソフト一体となった事前
防災対策を一層加速化。

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」

２）流域治水対策
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○今国会で「流域治水関連法案」について審議中。
○法案が成立すれば、公布後６ヶ月を超えない範囲で、政令で定める日から施行。
○法施行以降は、法改正に伴う新たな記載事項を事業計画に盛り込む必要があるので、
事業計画の策定・変更を予定している地方公共団体は適宜ご相談願いたい。

１．主な変更事項
○計画降雨の位置づけ
・過去の浸水被害のみならず、気候変動による将来の降雨量の増加などを考慮し、地域
ごとの浸水リスクを踏まえ、事前防災の観点から下水道の整備により浸水被害の発生を
防ぐべき目標として、事業計画に「計画降雨」を位置づけ（省令様式第２、３、１５に新調
書追加を想定）。

※計画降雨の位置づけについては義務ではないが、すでに雨水出水浸水想定区域を定
めている地方公共団体は必須（法改正案第５条第３項）。

○樋門、樋管の点検頻度
・樋門等の操作を安全かつ確実に実施し、浸水被害の発生を防止するため、河川等から
の逆流を防止するために設けられた操作を伴う樋門等について、操作規則の策定を義務
付け（法改正案第７条の２）
・これに伴い、樋門等の点検の頻度や方法などを事業計画に位置付けることを検討中
（省令様式第２、３、１５の吐口調書に追記することを想定）。

２．事業計画に位置付けるタイミング
法施行以降に、事業計画を策定・変更する際にこれらの事項を位置付ける必要がある。

３．その他
事業計画の様式等について、詳細が決まり次第、逐次情報提供させていただく予定。

（５）下水道法の改正に伴う事業計画の記載事項の変更（案）
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事業マネジメント推進室 
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事業マネジメント推進室の取り組み 
総  括 
（１）耐水化・耐震化・災害対応等について 

１）耐水化 

２）耐震化 

３）災害対応 

４）下水道の改良復旧事業の創設 

５）東日本大震災からの復旧・復興 

 

（２）ストックマネジメント及び老朽化対策について 

１）趣旨 

２）下水道法に基づく腐食のおそれが大きい施設の点検について 

３）ストックマネジメントの高度化に向けて 

４）その他、ストックマネジメント等に関する支援 

 

（３）汚水処理施設の令和 8 年度概成に向けた取組について 

１）現状 

２）１０年概成（令和８年度概成） 

３）アクションプランに関するフォローアップ 

４）主な支援 

 

（４）広域化・共同化に向けた取組について 

１）趣旨 

２）具体的な取組 

 

（５）下水道工事等の適切な執行について 

１）入札及び契約の適正化 

２）工事実施に当たっての留意点 

 

（６）工事事故及び道路陥没事故防止対策について 

１）安全対策等について 

２）事故報告について 

 

（７）下水道リノベーションの推進について  

  １）趣旨 

  ２）「下水道リノベーション計画」の登録制度について 

 

（８）i-Gesuido の推進について（下水道分野の DX 施策）  

１）趣旨 

２）これまでの取組について 

３）令和３年度の取組について 
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１）耐水化 
○令和元年 12月 18 日に設置された「気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会」におい

て、気候変動に伴う降雨量の増加や短時間豪雨の頻発等の懸念、下水道の施設計画を超過する

降雨による内水被害の発生等を踏まえ、下水道施設の耐水化に向けた、「耐水化の対象外力の

設定」や、「効率的・効果的な対策手法」、「段階的な対策の進め方」を含む提言が、令和 2 年 6

月にとりまとめられた。 

○この提言を踏まえ、国土交通省では、下水道施設被害による社会的影響を最小限にするため、

ハード対策（耐水化）とＢＣＰによるソフト対策を組み合わせた施設浸水対策の考え方をとり

まとめ、「下水道の施設浸水対策の推進について（令和 2 年 5月 12 日国水下事 13号）」を通知

し、令和 2 年度中の施設浸水対策を含む下水道ＢＣＰの見直しと令和 3年度までの耐水化計画

の策定を要請したところ。 

○また、上記通知の運用や補足事項等について、「『下水道の施設浸水対策の推進について』の運

用について（令和 2年 7月 16 日事業マネジメント推進室長事務連絡）」や「下水道施設の耐水

化計画に関するＱ＆Ａについて（令和 2 年 12 月 2 日事業マネジメント推進室課長補佐事務連

絡）」、耐水化計画の策定例等を周知している。 

※これらの通知や参考資料について下水道部ＨＰに掲載しているので、参考にしていただきたい。 

＜https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000710.html＞ 

○令和 3年度予算から下水道浸水被害軽減総合事業を拡充し、ポンプ場の耐水化を交付対象に追

加したところ。本制度も活用しながら、耐水化を実施していただきたい。 

   

２）耐震化 

○下水道の耐震化率については、令和元年度末時点で、重要な管渠で約 52％、下水処理場で約

37％となっており、参議院決算委員会の平成 30年度決算審査にあたり、「下水道施設の耐震化

等を着実に推進すべき」と政府に対し適切な措置を講じるよう求められているなど、引き続き

着実に対策を進める必要がある。 

＜平成３０年度決算審査措置要求決議＞ 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/201/k028_20061501.pdf 
〇施設の耐震性の有無を把握することは、耐震対策事業や災害時の応急対策の効率化につながる

ことから、既存の下水道施設について、速やかに耐震診断を実施するとともに、改築更新等に

合わせて所要の耐震化を図っていただきたい。 
 

３）災害対応 

①下水道 BCP の見直し 

〇令和 2年度末までの施設浸水対策等の内容を含むＢＣＰの見直しを求めたところであるが、見

直し率は全国で 78％（令和 2 年度末時点）と約 340 団体で見直しが完了していない（都道府県

別の見直し状況については表 1-1 を参照）。近年出水期に限らず、出水期前でも豪雨により災

害が発生していることから、見直しが完了していない地方公共団体においては、速やかに完了

するようお願いする。 

（１）耐水化・耐震化・災害対応等について 
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〇また、見直したＢＣＰに基づき、止水板や土嚢などの設置、応急復旧資機材の確保など、洪水・

内水による浸水時においても下水道機能を確保するため、各種事前対策の確実な実施をお願い

する。 

 

②ゲートに係る出水期前点検、操作要領等の作成・見直し 

○毎年の出水期前に「出水期における都市浸水被害の軽減対策等に関する下水道施設の管理につ

いて」（下水道部長通知）を発出し、浸水被害激化への対応と下水道システムの機能確保に向

けて強化すべき施策の推進について、周知しているところ。（令和 3 年度より、水管理・国土

保全局長通知「出水対策について」にて上記内容を含めて通知する予定） 

○令和元年度には、老朽化等によるゲートの機能不全により、雨水の排水ができず、浸水被害が

発生する事例もあったところ。このため、令和 2年度には「ゲートに係る出水期前点検の実施

について（令和 2 年 5 月 8 日事務連絡）」に基づき、各地方公共団体が管理する下水道施設の

樋門等が確実に機能するか点検を要請したが、今年度についても、次期出水期までに、ゲート

の開閉に不具合がないか確認し、樋門等の機能に支障が予想される場合には、速やかに修繕等

の適切な措置を行うようお願いする。 

○さらに、令和元年東日本台風では、河川から下水道施設への逆流や降り続いた雨を下水道から

河川に排出できなかったことによる家屋等の浸水被害が発生した。ついては、「出水時におけ

る下水道施設の樋門等操作の基本的な考え方」（令和 2年 5月 26日国水下流第 5号）を参考に、

既に出水時における樋門等の操作要領等を定めている施設については、地域の実情等に応じ、

操作要領等の点検を行い、必要に応じて見直しを行う等、適切な措置を講ずるようお願いする。

また、出水時における樋門等の操作要領等を定めていない施設については、地域の実情等に応

じ、操作要領等を作成するようお願いする。なお、現在国会審議中である流域治水関連法案（下

水道法）において、樋門等の操作規則の策定を義務化することとされているため留意されたい。 

 

③災害時における下水道施設の被害状況の報告 

○河川氾濫等により、下水道施設が浸水し、機能停止が発生した場合、早期復旧のためには、下

水処理場・汚水ポンプ場などの施設内に滞留した氾濫水の排除や機能停止した雨水ポンプ場の

代替機能の確保が求められる。 
○このため、排水ポンプ車の設置が必要な箇所の把握、早期の配備等を目的に、排水ポンプ車の

作業状況の欄を追加するなど、災害時の報告様式の見直しを行った。詳細は「災害発生時にお

ける下水道施設の被害状況の報告について（令和 3 年 4 月 1 日事業マネジメント推進室課長補

佐事務連絡）」を参照されたい。 

 

＜施設被害 報告様式＞ 

規格及び台数 作業区分及び稼働状況

③点検未着手 ○月○日着手予定 ○月○日完了見込み ①有 　○m3/min×○台

施設内排水or雨水ポンプ場の代替機能

作業中or待機中or撤収済

点検・調査の実施予定 排水作業の有無

①有の場合

排水ポンプ車（仮設ポンプ）設置状況

記載例 ○市 ○○雨水ポンプ場（雨水）

都道府県名 市町村・流域等名
ポンプ施設名

（合流・汚水・雨水）

点検実施状況
①点検済み

②点検中（着手済み）

③点検未着手

左記で「③点検未着手」を選

択した場合、点検着手予定

日

点検完了見込み

※左記の点検実施状況欄

で、「②点検中（着手済

み」）、又は、「③点検未着
手」を選択した場合は必ず

記入してください。

排水作業の有無

①有

②無

 

 

追加部分 
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４）下水道の改良復旧事業の創設 

○令和 3年度予算において、被災箇所の原形復旧のみでは再度災害の防止が十分でない場合におい

て、災害復旧事業に合わせて、排水機能の増強や下水道施設の耐震化などの機能増強等を行う改

良復旧事業を創設したところ。 

○当該制度を活用することで、通常の交付金事業等とは別に、災害復旧事業と一体的・効率的に改

良復旧事業を実施することができる。 

○地震災害または豪雨災害において、災害復旧事業に合わせて、一体的に改良復旧事業を実施する

ことで、効果的に再度災害防止を図ることができる場合は積極的に活用していただきたい。 

なお、正式な通知等は近日中に行うこととしているため留意されたい。 

 

 

 

５）東日本大震災からの復旧・復興 

○令和元年 12 月に閣議決定した「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方

針」について、東日本大震災復興基本法第３条に基づき、名称を「第２期復興・創生期間（※）

以降における東日本大震災からの復興の基本方針」とした上で、所要の改正が行われたところ。 

（※第２期復興・創生期間：令和３年度から同７年度までの５年間） 

〇工事実施段階において地質等の設計条件見直し等により、令和 2年度末までの第１期復興・創生

期間内に未完了となる一部の復興事業については、期間内に計上された予算の範囲内で支援を継

続、また、災害復旧事業については、第２期復興 ・ 創生期間以降においても事業が完了するま

での間、支援を継続するとされているところ。 

○原子力災害被災地域においては、原発事故に伴い避難指示が発出された地域のうち、帰還困難区

域を除く全ての地域で避難指示が解除され、帰還困難区域についても、一部区域で避難指示の解

除や立入規制の緩和がされるなど、段階的な避難指示の解除に向けた取組が進展している。下水

道については、特定復興再生拠点区域等の住環境の整備に合わせた整備を実施しているところで

あるが、各地方公共団体の課題・要望等を丁寧に伺いながら整備の進捗を図っていくこととして

いる。 
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都道府県名

※政令市含む 対象自治体数 見直し実施 見直し率
北海道 149 147 99%
青森県 35 23 66%
岩手県 33 28 85%
宮城県 42 20 48%
秋田県 27 26 96%
山形県 33 27 82%
福島県 42 30 71%
茨城県 52 37 71%
栃木県 30 29 97%
群馬県 31 27 87%
埼玉県 64 63 98%
千葉県 37 37 100%
東京都 34 23 68%

神奈川県 35 21 60%
新潟県 32 30 94%
富山県 16 12 75%
石川県 20 20 100%
福井県 20 13 65%
山梨県 28 16 57%
長野県 68 68 100%
岐阜県 39 29 74%
静岡県 30 19 63%
愛知県 60 49 82%
三重県 26 22 85%
滋賀県 20 16 80%
京都府 27 16 59%
大阪府 50 36 72%
兵庫県 48 32 67%
奈良県 32 19 59%

和歌山県 25 17 68%
鳥取県 19 10 53%
島根県 19 13 68%
岡山県 27 22 81%
広島県 25 13 52%
山口県 20 11 55%
徳島県 15 14 93%
香川県 17 12 71%
愛媛県 17 13 76%
高知県 17 11 65%
福岡県 55 31 56%
佐賀県 17 13 76%
長崎県 17 14 82%
熊本県 33 33 100%
大分県 14 14 100%
宮崎県 17 16 94%

鹿児島県 18 12 67%
沖縄県 29 15 52%
全国 1,561 1,219 78%

※政令指定都市は全て見直し実施済み

表１－１

下水道ＢＣＰの見直し状況　　　　令和3年3月末時点
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令和2年7月豪雨 下水道施設の被害と対応
【熊本県人吉市】 ○浸水（球磨川の氾濫）により下水処理場１箇所、汚水ポンプ場４箇所、雨水ポンプ場２箇所が機能停止（7月4日）。

○下水処理場は、日本下水道事業団の支援を受け、10月14日より全量の生物処理を開始。
○汚水ポンプ場は、４箇所すべてでポンプ機能を回復し、汚水を処理場に集める機能を回復済み。
○雨水ポンプ場は、仮設ポンプの設置によって、既設と同等の能力まで回復済み。

【福岡県大牟田市】○浸水（内水）により雨水ポンプ場１箇所が機能停止（7月6日）。
○国交省の排水ポンプ車（最大7台）より、7月9日までに排水作業を完了し、12日までにポンプ機能をすべて回復済み。

熊本県 人吉市

浸水した下水処理場

福岡県大牟田市

復旧作業状況

浸水した雨水ポンプ場

沈澱池
仮設ポンプ設置

令和２年10月末時点

通常レベルの運転を開始
（10/14～）

令和2年7月豪雨災害に伴うTEC-FORCE等による支援

○TEC－FORCEを2県2市に派遣し、被災状況調査や応急復旧に向けた技術的助言等を実施。
○国土交通省の排水ポンプ車により浸水した処理場・ポンプ場の施設周辺及び施設内を排水。
○人吉市にて熊本市、日本下水道事業団により災害復旧支援実施。

熊本県人吉市長への説明

現地調査（大牟田市三川ポンプ場）

排水ポンプ車により施設内を排水
（人吉市人吉浄水宛）

熊本市による管路調査（熊本県人吉市）

日本下水道事業団による現地調査（熊本県人吉市）

排水ポンプ車の配置 熊本市・JSによる支援

排水ポンプ車によって雨水を排水
（大牟田市三川ポンプ場）

TEC－FORCEの派遣
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（２）ストックマネジメント及び老朽化対策について 

１）趣旨 

全国の下水道施設は、管路施設約 48 万 km、処理場施設約 2,200 箇所と膨大なスト

ック量となっており、今後は施設の老朽化が進行し、改築費用の急激な増大が見込まれ

ている。一方で、本格的な人口減少の到来による料金収入の減少等により、各地方公共

団体の財政状況は逼迫化している。 

そのような状況において、持続可能な下水道事業を維持し、さらに向上をさせてい

くためには、長期的な視点で下水道施設全体を一体的に捉え、今後の老朽化の進展状況

を考慮するとともに、計画的な点検・調査及び修繕・改築を実施することで施設管理を

最適化するストックマネジメントを実践することが重要である。 

 

 令和元年度末における、全国の下水道管渠の総延長は約 48 万㎞。 

 標準耐用年数 50 年を経過した管渠の延長約 2.2 万㎞(総延長の 5％)が、10 年後は

7.6 万㎞(16％)、20 年後は 17 万㎞(35％)と今後急速に増加。 

 令和元年度末で約 2,200 箇所ある下水処理場でも、機械・電気設備の標準耐用年数

15 年を経過した施設が約 1,900 箇所(全体の 86％)と老朽化が進行。 

 さらに、降雨時の確実な稼働が必要な雨水ポンプ場においても、令和元年度末で全

国に約 1,600 箇所ある雨水ポンプ場のうち、設備の標準耐用年数 20 年を経過した

施設が約 1,200 箇所(全体の 75％)と同様の傾向にある。 

 持続的な下水道機能確保のため、計画的な維持管理・改築事業の実施が必要。 

２）下水道法に基づく腐食のおそれが大きい施設の点検について 

 平成 27 年の下水道法改正により、下水道管路のうち腐食するおそれが大きい箇所

については、5 年に 1 回以上の頻度での点検が義務づけられている。 

 令和 3 年度からは 2 巡目の点検に移行することに伴い、改めて、対象となる箇所

について、維持修繕基準及び「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガ

イドライン-2015 年版-」（次項参照）に基づき、構造的な基準に合致するか再度確

認を行うとともに、点検の実施時期の平準化も含め、効率的な点検ができるよう、

点検実施計画の策定と、その計画に基づく点検の確実な実施をお願いしたい。な

お、事業計画の管渠調書（第２表）に記載する「点検箇所の数」、および添付する

主要な管渠の平面図に記載する「点検を行うためのマンホールの位置」についても

合わせて確認していただくようお願いする。 

 また、1 巡目の点検において異状が確認された箇所の措置状況について、フォロー

アップを実施する予定である。 

 なお、改築に際して交付対象となる施設は、上記の点検を含め、事業計画等に基づ

き適正な維持管理が行われてきたことを前提としているので、留意されたい。 
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○ 令和元年度下水道管路メンテナンス年報 

点検の実施状況や結果、異状が確認された箇所の措置状況などについては、「下

水道管路メンテナンス年報」としてとりまとめている。 

令和元年度の点検実施状況については、以下のとおり。 

また詳細については、以下のホームページ(下水道全国データベース)を参照。 

https://portal.g-ndb.jp/portal/pipeline/ 

 

 全国の下水道管路の総延長約 48 万㎞のうち、腐食のおそれの大きい管路は

約 3,900 ㎞。 

 そのうち、令和元年度は約 25％(約 990 ㎞)で点検を実施。平成 28 年度から

の 4 箇年での累計は約 73％。 

 令和元年度に実施した点検で異状が確認された管路は約 14％(約 140km)と

なっており、必要な措置を講ずることとしている。 
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３）ストックマネジメントの高度化に向けて 

（１）ストックマネジメントの取組について 

 平成 27 年 11 月に「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドラ

イン－2015 年版－」を策定し、ストックマネジメント手法を用いた取組を進め

ている。 

 下水道事業におけるストックマネジメントとは、下水道事業の役割を踏まえ、下

水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把

握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率

的に管理することである。 

 なお、支援制度としては、平成 28 年度に「下水道ストックマネジメント支援制

度」を創設し、以下を交付対象としているところ。 

① 施設の計画的な改築を行うために必要な点検・調査及び本結果に基づく「下

水道ストックマネジメント計画」の策定に要する費用 

② 「下水道ストックマネジメント計画」に基づく計画的な改築に要する費用 
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（２）維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立に向けて 

 ストックマネジメントの向上に向けて、下水道施設の諸元情報や維持管理情報

等を電子化し、施設の現状の把握やリスク評価等に利用が可能なようにしてお

くことが有効である。 

 そのため、令和元年度に、管路施設を対象として、ストックマネジメントを推進

するために、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-

2015 年版-」に対して、 

① 管路施設における情報管理の内容及びデータベースシステムの運用方法 

② 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの実施方法 

③ 点検・調査方法の体系整理 

といった内容の充実を図り、情報管理及びシステム運用方法を整理するととも

に、点検・調査や修繕・改築に対し、情報をどのように活用すべきかについて

標準的な考え方を整理した「維持管理情報等を起点としたマネジメントサイク

ル確立に向けたガイドライン(管路施設編)」を策定した。 

 また、令和 2 年度には、処理場・ポンプ場施設を対象に、「維持管理情報等を起

点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン(処理場・ポンプ場施

設編)」を策定し、維持管理情報等の活用面から優先的に蓄積・登録する情報項

目や維持管理情報の活用方法等を整理した。 

 ガイドライン等を参考に、電子化できていない地方公共団体におかれては、施設

の設置状況や維持管理情報等の電子化に取り組んでいただきたい。 

 台帳電子化を行っている地方公共団体におかれまして、蓄積した維持管理情報

等のデータを徹底活用するとともに、デジタル技術等を駆使し、ストックマネジ

メントの高度化・効率化を図って頂き、良好な下水道サービスの提供に努めてい

ただきたい。 

 

 

（参考）下水道ストックマネジメント計画策定状況（都道府県別・令和 2年 12 月末時点） 
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４）その他、ストックマネジメント等に関する支援 

➊下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版- 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html） 

点検・調査、修繕・改築等の計画策定から対策実施に係る一連のプロセスを対象

としたガイドラインを策定。 

 

➋維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン（管

路施設編）-2020 年版- 

  維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン（処

理場・ポンプ場施設編）-2021 年版- 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html） 

データの活用面を踏まえた蓄積すべき維持管理データの内容やその段階的な整備、

これらのデータの効率的な電子化、データを活用した効率的・効果的なマネジメン

ト方法等を整理し、平成 27 年 11 月に発行した「下水道事業のストックマネジメン

ト実施に関するガイドライン－2015 年版－」と合わせて、各下水道管理者が維持管

理情報等を起点とし、情報蓄積・分析に基づく効率的なマネジメントサイクルの確

立を支援する目的で策定。 

 

➌下水道全国データベース(Ｇ－ＮＤＢ)の運用 

国土交通省では、地方公共団体が自らの施設管理や経営等の強み・弱みを分析し、

改善の検討等に活用できるよう、下水道に関する膨大なデータを収集・分析・共有

できるシステムとしてＧ-ＮＤＢを構築し、平成 28 年度から地方公共団体を対象に

運用開始し、平成 29 年度からは民間事業者等にも公開している。 

 『下水道統計』と『国土交通省下水道部調書』のほか、『地方公営企業年鑑』、

『下水道事業経営指標』、『都市計画現況調査』のデータを基にした、各種指標

値が閲覧可能。 

一般公開版 

 主に都道府県単位の集計データ(ＰＤＦ)を利用登録なしに閲覧可能。 

登録会員版 

 会員登録(有料)により発効されるＩＤ・ＰＷを使用してシステムにログ

インし、地方公共団体が利用している同様の分析機能が利用可能。 
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（３）汚水処理施設の令和８年度概成に向けた取組について 

１．趣旨 

・人口減少等の社会状況、厳しい財政事情を踏まえ、さらに時間軸の観点を盛り

込み、汚水処理の 10 年程度での早期整備と、長期（20 年～30 年）での持続的

な汚水処理システムの構築を図る必要。そのため、汚水処理手法の徹底的な見

直しを図ったうえで、効率的に整備を実施。 

・汚水処理人口普及率１００％を目指すが、令和８年度までに、都道府県単位で汚

水処理人口普及率９５％以上（困難な場合は、少なくとも下水道整備進捗率※で

９５％以上）の達成を目標。 

  ※下水道整備進捗率：下水道全体計画人口を１００％とした場合の整備人口の割合 

 

２．１０年概成（令和８年度概成） 

○汚水処理の１０年概成を目指すため、国土交通省、農林水産省、環境省の３省が

平成２６年１月３０日に３省統一の「持続的な汚水処理システム構築に向けた都

道府県構想策定マニュアル」をとりまとめ、同日付けの「持続的な汚水処理シス

テム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について」を通知。 

○１０年概成に向けたアクションプランの策定を含む、都道府県構想の見直しは、

令和２年３月末までに全ての都道府県において完了。 

○引き続き、取り巻く状況の厳しさを踏まえ、真に下水道が必要な区域への更な

る見直しや、低コスト技術の採用及び官民連携手法の導入など可能な限り早期

の整備に努められるようお願いする。 

 

３．アクションプランに関するフォローアップ 

（１）ヒアリングの実施 

○平成２８年度から、下水道整備進捗率の低さや、多くの未普及人口を抱えるな

ど、一層の取組が必要と思われると都道府県等を対象に、アクションプランの

進捗状況等のフォローアップのため、ヒアリングを実施。 

○令和２年度は、全国の市町村単位で普及率、残人口、残面積、経費回収率等の

データを整理、図化して都道府県へ提供。これに基づき、管内自治体の状況を

把握、評価した上で、都道府県としての今後の取組方針等を報告いただくこと

とした。 

（２）ヒアリングの結果 

○令和８年度の概成を確実に実現するため、都道府県のリーダーシップも相まって、

下水道整備区域の見直しや、整備方法の工夫に積極的に取り組む市町村がある。 

○一方、更なる人口減少の進展や整備スピードの鈍化により、アクションプランに

定めた進捗目標から大きく乖離してしまっている市町村が多数見受けられた。 

○今後の下水道整備区域の人口の集積度が相当小さい市町村もあり、人口減少の進
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展もあるが、都道府県構想の見直しが必ずしも十分とは言えない状況もあった。 

○新たな下水道整備区域において、既に合併処理浄化槽が相当程度普及しているな

どのため、接続率が向上しないなどの課題を抱えている市町村もあった。 

（３）ヒアリングを踏まえた令和８年度概成に向けてお願いしたい取組 

（下水道管理者に対して） 

○都道府県構想の着実な実行に努めていただいているところであるが、引き続き、

整備の進捗状況や、地域における社会情勢等の変化を踏まえて、想定と実態の差

違が生じた場合は、市町村の汚水処理の構想を適切なものとしていくための見直

しに努めること。 

○その際、汚水処理施設の経営の長期的な見通しについて、市長村長も含めて認識

したうえで、見直しの方針を定めるよう留意すること。 

○現行のアクションプランの進捗状況から大きく乖離している市町村にあっては、

整備の早期化及び効率化を図るための低コスト技術の採用や、ＰＰＰ／ＰＦＩ手

法の積極的な導入について検討し、これらの結果も踏まえて、アクションプラン

の見直しを図るとともに、令和８年度概成に向けた整備の促進に努めること。 

（都道府県に対して） 

○都道府県においては、下記の観点から、きめ細かな進捗管理の徹底や、適切な汚

水処理の整備、運営に関する市町村への助言に努めること。 

・整備の進捗状況や、地域の課題などを十分把握、評価したうえで、令和８年度概

成に対する都道府県としての具体的な取り組み方針を定め、これに基づき市町村

への助言を適切に行うこと。 

・下水道区域の見直しを進める市町村に対して、その検討がマニュアルに基づき適

切に行われているか確認するなど、都道府県として積極的に関与すること。 

 

４．主な支援 

（１）予算の重点化 

○平成３０年度予算から、アクションプランに基づく未普及対策を重点配分の対

象としている。ただし、令和２年度からは、汚水処理施設整備が概成していな

い団体に限る。 

（２）官民連携事業の導入 

 ○官民連携事業の導入について、より実践的な検討手順等を示した「下水道未普及

早期解消のための事業推進マニュアル(案)」など関係資料について、国土交通省

下水道部ＨＰにおいて掲載しているので参考とされたい。 

 ＜http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000546.html＞ 

○下水道管路の面的整備における設計施工一括発注方式をモデル導入した秋田県

大館市の事例では、通常の発注方式（単年度、設計・施工単独）と比べ、事業費
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が１割程度削減されるとともに、事業期間が３割程度短縮できると試算している。 

 

官民連携事業実施都市 

 

（３）下水道クイックプロジェクト 

 ○早期整備かつ低コスト技術であるクイックプロジェクトの詳細や取組事例につ

いては、国土交通省下水道部ＨＰにおいて公表しているので参考とされたい。 

 ＜https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/index.htm＞ 

整備手法のコスト縮減事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）未普及対策の好事例集 

○平成３１年３月、未普及対策をより一層推進するため、都道府県構想やアクショ

ンプランから好事例を抽出し、国土交通省下水道部ＨＰに掲載しているが、今般

事例の充実を図っているので参考にされたい。 

＜https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001395022.pdf＞ 

 （追加した事例） 

 ・「市町村長が参加する協議会等を通じ、R8 年度概成を推進している事例」 

 ・「地域との協働により整備手法を見直し、スピードアップやコスト縮減を図った事例」等 

都道府県 市町村
官民連携事
業の方式

事業者の選定方法 契約年度 工事着手年度 完了予定年度 備考

岩手県 久慈市 DB方式 公募型プロポーザル方式 2017 2018 2020

秋田県 大館市 DB方式 公募型プロポーザル方式 2017 2018 2021

山形県 鶴岡市 DB方式 総合評価一般競争入札方式 2020 2021 2025

神奈川県 葉山町 DB方式 公募型プロポーザル方式 2018 2019 2022

静岡県 伊豆の国市 DB方式 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2023

愛知県 豊田市 DB方式 総合評価一般競争入札方式 2016 2016 2018 完了済

愛知県 豊田市 DB方式 総合評価一般競争入札方式 2017 2017 2019 完了済

愛知県 豊田市 DB方式 総合評価一般競争入札方式 2019 2019 2021

兵庫県 加古川市 DB方式 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2025

佐賀県 鹿島市 DB方式 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2024

大分県 大分市 DB方式 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2026

コスト縮減事例

流動化処理土による施工 １８％縮減

クイック配管（露出配管、簡易

被覆、側溝活用）による施工
１２～８２％縮減

道路線形に合わせた施工 １７～２１％縮減

改良型伏越しの連続採用 ２９～６８％縮減

発生土の管きょ基礎への利用 ３%縮減

極小規模処理施設の採用 １９～４９％縮減

技　術 備　考

縮減率６８％については、改良型伏越し採用による

ルート変更の縮減効果も含む

工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型・接触酸
化型）、極小規模処理施設（ＰＭＢＲ）

ク
イ
ッ

ク
プ

ロ
ジ
ェ

ク

ト
技

術

比較する従来手法には、軟弱地盤として路面沈下に
よる舗装修繕費用を含む
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（４）広域化・共同化に向けた取組について 
 

１．趣旨 
職員の減少や施設の老朽化等が顕在化している中、持続的な下水道事業の運営体制確立

に向けて、行政界を超えた複数の地方公共団体間における広域化・共同化、さらには、他

分野との連携により一層図ることにより、スケールメリットを活かしながら、限られた人

材の有効活用や管理の効率化を図ることが重要である。 

このようなことから、国土交通省としては、地方公共団体での広域化・共同化の取組を

促進しており、平成 30年 1 月に関係 3省（総務省、農林水産省、環境省）と連名で、全て

の都道府県における令和４年度までの「広域化・共同化計画」策定を要請している。 

 

 

２．具体的な取組 

（１）計画策定における留意点 
計画策定にあたっては、以下２点についてご留意願いたい。 

 

 ・令和２年４月に公表した「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」に基づき、広

域化・共同化による事業持続性の取組を推進するため、下水道の長期的な収支シミュレー

ションを実施の上、計画を策定すること。 

 

 ・通知「新経済・財政再生計画改革工程表 2020 を踏まえた「広域化・共同化計画」につい

て（令和 3 年 1 月 19 日付、総財準第 3 号、2 農振第 2560 号、2 水港第 2155 号、国下事第

50 号、環循適発第 210119 号）に基づき、広域化・共同化計画には、システム標準化を含

むデジタル化の推進に関する事項や、必要に応じて多様なＰＰＰ/ＰＦＩの活用に関する事

項を盛り込むこと。 

 

 

（２）先進事例の水平展開 
国土交通省は、広域化・共同化の導入促進を図るため、平成 30年 8 月に「下水道事業に

おける広域化・共同化の事例集」を公表し、令和 2 年度には 2 事例を追加した（下記 URL

参照）。引き続き、先進的な事例があれば随時追加していく予定。 
＜https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000577.html＞ 

 

 また、都道府県単位で策定される「広域化・共同化計画」については、これまでに山形

県、埼玉県及び広島県の３県において策定されたので参考とされたい。 

 

 

（３）令和３年度の取組 

①広域化・共同化勉強会の開催について 
広域化・共同化計画に基づく具体的な検討・取り組みを見据え、より実効性の高い広域

化・共同化計画を策定するため、勉強会をブロック単位で設ける予定。 

 

②広域化・共同化計画のモデル検討について 
複数の都道府県をモデルに、広域化・共同化計画（または計画の一部）に基づく取組を

実施した場合の下水道事業の運営に資する効果を整理するなど、計画策定の支援を行うと

ともに先行事例として全国に水平展開する予定。 
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関係団体 「津幡町、かほく市、内灘町」および「河北郡市広域事務組合」

一部事務組合との連携 一般廃棄物の処理を担う一部事務組合と連携し、汚泥焼却施設の設計・建設、管理を
委託している事例

かほく市 津幡町

内灘町 津幡町
浄化センター

かほく市北部
浄化センター

かほく市南部
浄化センター

内灘町
浄化センター

広域汚泥焼却
センター

連携開始のきっかけ

連携ブロック

・河北郡市広域事務組合を構成するかほく市、津幡町、内灘町

・昭和37年から、一般廃棄物（ごみ、し尿）の広域処理を目的とし
て、河北郡北部環境衛生事業組合を設立。
・その後、下水道事業の進捗に伴い、各処理場から発生する下水汚
泥を効率的に処理するため、一部事務組合の規約に下水汚泥の共同
処理に関する事務を追加。
・平成７年には、特定下水道施設共同整備事業（スクラム事業）を
活用し、下水汚泥の焼却施設を設置。
・下水汚泥の焼却施設の老朽化が進行していることに加え、ごみ焼
却炉が隣接していることから、両施設の更新のタイミングに合わせ、
一般廃棄物も含めた混焼施設の建設を実施している。
（令和２年～４年）

・地方公共団体規模が小さく、各市町の下水道職員数が5名以下である。
・個々の市町（津幡町、かほく市、内灘町）では、土木・設備等の専門的
技術職員の確保ができない。
・下水道だけでなく、一般廃棄物の処理施設も老朽化が進行している。

課題認識

事例㉑ 一部事務組合と連携し、汚泥焼却施設の設計・建設を実施（石川県津幡町等）「連携内容編」

汚泥焼却施設 イメージ図

関係団体

「津幡町、かほく市、内灘町」および「河北郡市広域事務組合」

一部事務組合との連携 一般廃棄物の処理を担う一部事務組合と連携し、汚泥焼却施設の設計・建設、管理を
委託している事例

事例㉑ 一部事務組合と連携し、汚泥焼却施設の設計・建設を実施（石川県津幡町等）「連携内容編」

連携スキームのポイント

効果・メリット・デメリット

・津幡町、かほく市、内灘町および河北郡市広域事務組合で当該
施設の建設工事等に関する業務や経費等に関する協定を締結。

・施設の設計・建設等は河北郡市広域事務組合から設計コンサル
タント、プラントメーカー等への業務委託を発注。

・建設負担金については、各市町の計画汚泥量に基づき、負担割
合を決めている。（津幡町がとりまとめ役となり、かほく市、
内灘町が津幡町に負担金を支払う）

津幡町 かほく市 内灘町

河北郡市広域事務組合
その他、構成団体管内における

一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理等も実施

協定書に基づき
当該施設の建設工事に係る業務を委託

施設管理者

【事業スキーム】

主な役割分担

津幡町、かほく市、
内灘町

設置に係る交付金、起債等に関する業務

河北郡市広域事務
組合

建設工事にかかる業務、工事管理、建設
後の維持管理等

【効果・メリット】
・汚泥の処理・処分を共同で実施できるため、建設費用や維持管
理費の削減が可能。

・ノウハウを有する一部事務組合に委託することで、各自治体で
運用職員の確保が不要となる。

【デメリット（今後の課題）】
・利害関係者が複数あるため、内容調整に時間を要することや、
社会情勢等の変化に伴う柔軟な施策の変更が難しい。

131



連携開始のきっかけ

関係団体

「長崎市」および「諫早市、西海市、長与町、時津町」

連携ブロック

課題認識

処理場の夜間監視の共同化

長崎県の広域化・共同化ブロック割の「長崎エリア」、
「西彼エリア」、「県央・県南エリア」の諫早市

【共通課題】
・人口減少による使用料収入の減少
・職員不足、技術継承
・施設老朽化による維持管理費の増加

・長崎広域連携中枢都市圏の枠組みなどにより普段からつながりが
深い。

・中核市である長崎市の強みを生かし周辺市町の補完者としての役
割を担う。

長崎市の処理場Web広域監視システムを周辺市町への展開を検討している事例

【長崎市の強み】
・下水道職員数が多く、各職種もバランスよく配置

⇒土木37名、機械11名、電気11名、水質・化学5名

・平成17、18年の平成の大合併を契機に多種多様な施設の管理を行い、

効率化に関するノウハウを蓄積

・経営の効率化に向け様々な取組を実施中（施設統廃合、上下水道一体の

アセットマネジメント、雨天時浸入水対策 等

・事業の安定性（水洗化率：96.9％、経費回収率：100％以上）

事例㉒ 中核都市による広域連携の検討（長崎県長崎市等）「検討内容編」

共同化の概要

無人

インターネット

無人

無人

長崎市
西部T

諫早市長与町

時津町

西海市

インターネット

長崎市
西部T

・長崎市が実施中のICTによるWebの夜間処理場統合監視システム
を諫早市、西海市、長与町、時津町に拡大。

・長崎市の西部下水処理場にて監視を集約する。
・諫早市、長与町、時津町は標準活性汚泥法の下水処理場
⇒下水処理場統合監視システム
・西海市はOD法の処理施設⇒小規模施設監視システム
・2025年から導入に向けて検討。
【システム特徴】
・夜間無人化を目的とした監視と通報のみ
・遠隔操作はしない
・各施設の維持管理体制（維持管理業者）は現状のまま
・維持管理は地元業者へ委託

大規模処理場（下水処理場統合監視システム）

小規模処理場（小規模施設監視システム）

想定される効果

・長崎市は委託を受けた市町から約4.5百万円／年の収入増
・諫早市、時津町、長与町は約7.4百万円／年の維持管理費減
・西海市は約0.3百万円／年の維持管理費減
・環境とURLパスワードがあれば、どこでも遠隔で監視が可能な
ため、災害時に自宅のPCやスマホで見ることができる。

今後の課題

・Web広域監視システムの導入に伴い、現状の維持管理方法の変更が必要となる部分についての影響把握
防犯対策、警備体制、その他設備の改築更新の必要性の把握

・先行導入した長崎市の対応を参考に、停電時、緊急時の初動対応などの整理
・システムで情報収集する機器点数の整理とそれを踏まえた詳細なシステム構築費用の整理
・システム導入時期の調整（周辺市町同一時期か否か、機器の改築更新時を考慮するか否か）
・システムの維持管理区分の明確化
・情報提供に係るリスク分担の整理と補完者に対する集中監視委託費用の算定

事例㉒ 中核都市による広域連携の検討（長崎県長崎市等）「検討内容編」

132



（５）下水道工事等の適切な執行について 

《新・担い手三法について～建設業法、入契法、品確法の一体的改正について～》 

平成 26 年に、品確法と建設業法･入契法を一体として改正し、適正な利潤を確保できるよう

予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中

長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定した（「担い手３法」）。この「担

い手３法」の施行により、予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、ダンピング対策の強化な

ど、５年間で様々な成果が見られた。 

 一方で、相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進によ

る建設業の長時間労働の是正、i-Construction の推進等による生産性の向上など、新たな課題

や引き続き取り組むべき課題も存在する。新たな課題に対応し、５年間の成果をさらに充実す

るため、「新・担い手３法」として、再び品確法と建設業法･入契法が改正された。 

これらの改正を踏まえ、「新３Ｋ※」の実現など魅力ある建設現場の創出のため自らの発注

体制や地域の実情に応じて、発注関係事務を適切かつ効率的に執行いただきたい。     

                  ※新３Ｋ：給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる 

 

災害時の緊急対応の充実強化  

○発注者の責務として以下の内容を規定 

・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法の選択 

・建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携 

・労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用 

働き方改革への対応 

○発注者の責務として以下の内容を規定 

・休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定 

・公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわ

 たる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等 

・設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等 

○公共工事等を実施する者の責務として適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結を規定 

建設現場の生産性の向上 

○限りある人材の有効活用と若者の入職促進 

  ・工事現場の技術者に関する規制を合理化。 

    元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設し、技士補がいる場合は複数現場の

   兼任を容認。 

  ・下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化。 

≪令和２年度第３次補正予算等に係る下水道事業の執行について≫ 

令和２年度第３次補正予算による追加事業の執行に当たっては、地域における公共工事の品

質確保やその担い手の中長期的な確保・育成に配慮しつつ、迅速かつ適切な執行をお願いす

る。なお、円滑な事業執行に向けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底や

当該対策に係る費用を上乗せする等の柔軟な契約変更の徹底を行うなど、必要な措置を適切に

実施いただきたい。 
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（１）入札及び契約の適正化 

１）多様な入札契約の導入・活用 

①調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択 

 調査及び設計業務においては、価格競争のほか、適正価格による高品質な成果品を得るた

め、「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガ

イドライン」（平成 27 年 11 月 調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会より）

等を参考にプロポーザル方式及び総合評価方式の活用を図るとともに、コンサルタント業務

の発注にあたっては、極力、建設コンサルタント登録規程により登録されているコンサルタ

ントの活用を図ること。 

また、競争参加者の技術的能力を審査することにより、その品質を確保するとともに、業

務の履行過程及び業務の成果を的確に評価し、成績評定を行うようお願いする。 

さらに成績評定の結果は、業務を遂行するのにふさわしい者を選定するに当たって重要な

役割を果たすとの観点から、成績評定の結果の活用を推進すること。    

 

 

 

総合評価方式の取り組み状況 

※適用率＝（実施件数/全入札件数） 

下水道事業を対象（国土交通省下水道部調べ） 

総合評価方式の推移（実施件数ベース） 

（令和元年度実績） 
※適用率＝（実施事業体数/全事業体数） 

下水道事業を対象（国土交通省下水道部調べ） 

【団体数】 
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【実施件数ベース】
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【実施事業体数ベース】
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   ②工事の性格等に応じた入札契約方式の選択 

工事の発注においては、令和２年に改正した「発注関係事務の運用に関する指針」（詳細

は国土交通省土地・建設産業局建設業課 HP 参照）及びそれぞれの技術力や発注体制を踏ま

えつつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約

方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう努められたい。 

＜主な入札方式＞ 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・総合評価落札方式 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって申 

込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、契

約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式※1 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の技 

術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決 

定する方式 

※1 本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、その運用につ

いて十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する方式であり、総合評価落

札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用することができる。 

 

＜主な契約方式＞ 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様により、その施工のみを 

発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために 

必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ※2方式） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で、工事契 

約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実施） 

※2 Early Contractor Involvement の略 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 
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（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を一つの

契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度にわたり、一つの契約により発

注する方式 

（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・ＣＭ方式※3 

対象事業のうち、工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託

する方式※3 Construction Management の略 

・事業促進ＰＰＰ方式※4 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業促進 

を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式） 

※4 Public Private Partnership の略 

 

２）適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定 

   予定価格の設定に当たっては、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成及び確保

されるための適正な利潤を、公共工事を施工する者が確保することができるよう、適切に

作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材

等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積算の実施に努められたい。 

   ・積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の労務単価※、 

資材等の実勢価格を適切に反映すること。積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離 

しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で 

適切に価格を設定すること。さらに、最新の施工実態や地域特性等を踏まえて積算基 

準を見直すとともに、遅滞なく適用すること。 

   ・適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切りは、 

公共工事の品質確保の促進に関する法律第 7 条第 1 項第 1 号の規定に違反すること等 

から、これを行わないこと。 

    ※「令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価について」

https://www.mlit.go.jp/common/001387434.pdf 

３）施工条件の適切な明示及び請負金額の額や工期等の適切な変更 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状

態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできな

い特別な状態が生じた場合、その他の場合において、必要と認められるときは、適切に設計

図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行うこと。 

また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から

請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライド条項又はインフレスライド条

項）について請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上で、請負

代金額の変更を行うこと。 
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４）ダンピング受注の防止、予定価格等の事後公表 

  ① ダンピング受注の防止 

近年、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格を下回る入札のあった工事の割合が急増

しているが、いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の

悪化、安全対策の不徹底など、公共工事の品質確保に支障が生じかねないことに加え、公正

な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがある。また、施工監督の強化な

ど行政コストの増大を招く恐れがある。このため、以下の対策の強化を図るようお願いす

る。 

・低入札価格調査基準価格及び最低制限価格について、平成 31 年 3 月に改正された 

「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデ 

ル」を踏まえた算定方式の改定等により適切に見直すこと。 

・低入札価格調査制度において、一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格 

基準を積極的に導入・活用すること。 

・入札時において工事費内訳書の提出を求めること。 

・低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札した者と契約する場合、工事の重点 

監督の実施、建設業許可行政庁の立入調査との連携、配置技術者の増員の義務付け、 

履行保証割合の引上げ、前払金支払割合の引下げ等の措置を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最低制限価格制度の運用については 《会計検査について》３)平成 28年度決算報告 も参照ください。 
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低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取り組み状況 
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② 予定価格等の事後公表 

     低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍

価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増

加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設企業が受注する事態が生じるなど、

建設企業の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の

経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることに鑑み、事前公表は取りやめ、契約締結後

の公表とするようお願いする。 

予定価格についても、その事前公表によって同様の弊害が生じかねないこと等の問題が

あることから、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた場合には速や

かに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うようお願いする。 

 

予定価格等の公表時期について 

令和元年度における公共工事の発注者による入札契約の適正化を図るための取組の実施状況 

（令和２年８月 2１日付、国土交通省、総務省、財務省）より抜粋 

調査対象機関： 国１９機関、特殊法人等１２５法人 

地方公共団体（４７都道府県 ２０指定都市 １，７２１市区町村）  

調査対象時点： 令和元年１１月１日現在 
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５）その他 

 

①若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が得られにくい場

合、建設生産を支える技術・技能の承継が行われにくくなり、将来的な工事品質の低下、担

い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸念がある。豊富な実績を有していない若手技

術者や、女性技術者などの登用を促す方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術

者などの登用も考慮し、専任補助者制度の活用等により、施工実績の要件を緩和するなど、

適切な競争参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術

者などの登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技

術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制の評価、

現場代理人としての実績や専任補助者の成績・実績の評価など、適切な評価項目を設定 

                        「令和 2年 1月 発注関係事務の運用に関する指針」参照 

 

②工事一時中止 

工事発注において、工事用地の確保や占用事業者等協議などの関係機関協議を調え、適正

な工事を確保し発注を行う事が基本であるが、受注者の責に帰すことが出来ない事由により

施工が出来ないと認められる場合には、発注者は工事の全部または一部の中止を速やかに書

面で命じなければならない。なお、受注者の責に帰すことが出来ない事由には下記の規定が

ある。 

  ・工事用地等の確保できない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき 

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的また

は人為的な事象であって、受注者の責に帰すことができないものにより、工事目的物等に

損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認

められるとき 

  ・その他、発注者が必要があると認めるとき 

   一時中止の指示を行っていない場合、現場管理費等の増加や配置技術者の専任への障害が

生じるといった指摘があり、適切な対応を行うようお願いする。 

また、土木・建築工事の不調不落・工程遅れ等の事由により、関連する機械・電気設備工事

にて製作した機器類の工場保管などが生じる事態を防ぐために、土木・建築工事の工程を確

認の上、機械電気工事を発注する等、適切な対応をお願いする。 

 

③工期の適正化と計画的な発注や施工時期の平準化 

令和２年に改正された建業法及び入契法では、通常必要と認められる期間に比して著しく

短い工期による請負契約の禁止や工期に影響する事象で認識しているものについて契約締結

までに通知すること等が記載されている。 

また、工事の施工時期の平準化は、繁忙期と閑散期の工事量の差を少なくし、年間を通し

て工事量を安定させ、労働者の処遇改善や資材・機材等の効率的な活用促進に寄与するもの

であるため、発注者は法改正の趣旨を踏まえ、公示の平準化に努めること。 

・繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し 

年度当初からの予算執行の徹底、工期が１年に満たない工事についても繰越明許費適切な

活用や債務負担行為の積極的な活用による年度末の工事の集中を回避するといった予算執行

上の工夫等により、適正な工期の確保と工事の施工時期の平準化に取り組むようお願いす

る。 

140



明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前倒しを行い、計画的な発注に努める。 

国土交通省 HP 令和元年 7月「新・担い手三法について」より 
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（２）工事実施に当たっての留意点 

１）前金払い等支払いの適正化 

前払い金制度の適切な運用、支払い手続きの迅速化 

 
２）監理技術者制度等の適正な運用 
監理技術者等の変更が認められる場合があるので留意すること。 
「監理技術者制度運用マニュアル」（最終改正 平成 28 年 12 月 19 日）2－2(4)監理技術者等

の途中交代を参照し適切な対応をとること。 
監理技術者の変更理由として、死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等、真にやむを得

ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。 

・受注者の責によらない場合により、工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期

が延長された場合 
    ・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工場製作を含む工

事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 

    ・一つの契約工期が多年に及ぶ場合 

 

３）建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて 

「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（平成 26 年 2 月）」により、工事の

対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を

要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が 10km 程度の近接した場所において同一の建

設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することが

できることとされ、工事現場の相互の間隔が緩和されているので注意されたい。なお、この

通知により「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いにつ

いて」の運用について（平成 25 年 9 月）」は、廃止されている。 

また、現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について、平成 22 年 7 月の標準約

款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定（標準約款第 10 条第 3 項）が

追加されたことを踏まえ、引き続き適切に運用するようお願いする。 

さらに、監理技術者等の専任を要しない期間等については、「監理技術者制度運用マニュ

アル（平成 28 年 12 月改正）」ほか、「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化につ

いて（改定）（平成 30 年 12 月）」により、今般の建設業の働き方改革を推進する観点か

ら、監理技術者等が休暇の取得その他合理的な理由で短時間現場を離れることが可能となる

体制を確保するなど、本通知の主旨を踏まえた監理技術者等の適正な配置等に留意された

い。 

 

４）新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応につ

いて 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、緊急事態宣言を踏まえた工事又は測

量・調査・設計等の業務の対応については各種通知を参照し適切に対応いただきたい。ま

た、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、緊急事態宣言が解除さ

れた後も、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとされていることを踏まえ、

引き続き、工事等の対応についても遺漏なきよう措置されたい。 

 

国土交通省新型コロナウイルス感染症対策 HP 

https://www.mlit.go.jp/tec/kanbo08_hy_000025.html 
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【関連通知文書等】 

□新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和３年２月２６日） 

に伴う工事及び業務の対応について                    （令和 3 年 3 月） 

□「新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事および業務の対応について」 

（令和 3 年 1 月） 

□「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」  （令和 2 年 12 月） 

□「監理技術者制度運用マニュアルの改定」             （令和 2 年 10 月） 

□「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改定」  （令和 2 年 9 月） 

□「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」 

（令和 2 年 5 月）   

□「令和２年度国土交通省所管事業の執行について」                （令和 2 年 4 月） 

□「発注関係事務の運用に関する指針」                              （令和 2 年 1 月） 

□「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」      （令和元年 10 月） 

□「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

（令和元年 10 月） 

□「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」              （令和元年 10 月） 

□「下水道工事における一括下請負の禁止について」             （平成 28 年 11 月） 

□「工事の一時中止に伴う増加費用等の算定等について」       （平成 28 年 10 月） 

□「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

    （平成 27 年 11 月） 

□「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」        （平成 27 年 6 月） 

□「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」             （平成 23 年 12 月） 

□「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における条件明示の考え方（案）」 

                                                                （平成 23 年 3 月） 

□「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」 

                                                                （平成 22 年 6 月） 
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《資格の活用等について》 

（１）設計者等の資格の確認 

設計又は工事の監督管理や維持管理を行う者の資格については、下水道法施行令を遵守され

るようお願いする。 

（２）業種区分の考え方について 

建設業の許可は業種別に行うこととなっており、「建設業許可事務ガイドラインについて」

（最終改正 令和元年 9 月 6 日国土建第 277 号）に業種区分の考え方が示されているので確認さ

れたい。 

（３）国土交通大臣登録資格の活用 

公共工事に関する調査及び設計の品質確保の観点から、技術士等の国家資格に加え、民間団

体等が運営する一定水準の技術力等を有する資格について、国土交通省が民間資格を登録する

制度を運用しているところ。 

下水道分野においても３つの資格が登録されており、公共工事の品質確保や技術者育成等の

観点からも、積極的な活用をお願いしたい。 

＜参考＞ 

   ・「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」について

は、次の URL に掲載されている。 

https://www.mlit.go.jp/common/001271342.pdf （令和 3 年 2 月 10 日時点） 

   ・下水道分野における登録資格は下表のとおり。 

対象施設分野 対象業務 対象技術者 資格の名称 所管団体 

下水道管路施設 

点検※・診断 管理技術者 下水道管路管理主任技士 
公益社団法人 

日本下水道管路管理業協会 

点検※ 担当技術者 
下水道管路管理専門技士 

調査部門 

公益社団法人  

日本下水道管路管理業協会 

下水道 計画･調査･設計 管理技術者 ＲＣＣＭ（下水道） 
一般社団法人  

建設コンサルタンツ協会 

※ここでいう点検には、マンホール内部からの目視や、地上からマンホール内に管口テレビカ

メラを挿入する方法等により異状の有無を確認する行為のほか、管内に潜行する調査員によ

る目視または下水道管渠用テレビカメラを挿入する方法等により、詳細な劣化状況や動向等

を定量的に確認するとともに原因を検討する行為も含む。 

（４）その他 

各種発注者支援データベース等の活用をお願いする。推進工事の専門的で高度な技能、技術

を評価している推進工事技士資格（（公社）日本推進技術協会）や産業洗浄技能士（厚労省認

定国家資格）の活用や、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－2017 年版－

（公社）日本下水道協会」に記載されている、管きょ更生工事の施工管理に関する資格の活用

等により品質確保に努めること。 
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＜参考＞令和元年度資格者制度の活用状況 

 

※「下水道事業における調達に関するアンケート」（令和 2年度）集計結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 90 計 26 計 55 計 33 計 17 計 15

北海道 旭川市 北海道 札幌市 北海道 様似町 北海道 札幌市 北海道 様似町 北海道 七飯町
北海道 上ノ国町 山形県 南陽市 青森県 大間町 山形県 南陽市 山形県 南陽市 山形県 南陽市
北海道 様似町 山形県 河北町 山形県 河北町 山形県 河北町 群馬県 嬬恋村 福島県 富岡町
青森県 大間町 福島県 富岡町 福島県 会津坂下町 福島県 富岡町 埼玉県 宮代町 茨城県 常陸大宮市
岩手県 一関市 茨城県 古河市 茨城県 坂東市 茨城県 古河市 神奈川県 川崎市 埼玉県 川口市
岩手県 二戸市 茨城県 常陸大宮市 群馬県 嬬恋村 茨城県 常陸大宮市 神奈川県 座間市 神奈川県 座間市
秋田県 秋田市 茨城県 坂東市 埼玉県 宮代町 茨城県 坂東市 長野県 南箕輪村 岐阜県 川辺町
山形県 米沢市 茨城県 流域下水 東京都 東久留米市 埼玉県 川口市 長野県 信濃町 滋賀県 湖南市
山形県 鶴岡市 群馬県 前橋市 神奈川県 横浜市 千葉県 船橋市 大阪府 松原市 兵庫県 多可町
山形県 上山市 埼玉県 川口市 神奈川県 厚木市 神奈川県 座間市 兵庫県 宝塚市 奈良県 三宅町
山形県 南陽市 千葉県 成田市 神奈川県 座間市 新潟県 三条市 奈良県 三宅町 山口県 光市
山形県 河北町 神奈川県 座間市 新潟県 三条市 新潟県 阿賀野市 和歌山県 山口県 美祢市
福島県 会津坂下町 山梨県 甲府市 新潟県 燕市 富山県 高岡市 高知県 香南市 高知県 香南市
茨城県 日立市 長野県 飯山市 新潟県 阿賀野市 岐阜県 川辺町 福岡県 鞍手町 大分県 佐伯市
茨城県 笠間市 岐阜県 川辺町 富山県 高岡市 静岡県 湖西市 大分県 佐伯市 鹿児島県 日置市
茨城県 坂東市 愛知県 東郷町 福井県 福井市 愛知県 東郷町 鹿児島県 日置市
茨城県 日立・高萩広域下水道組合 滋賀県 湖南市 福井県 敦賀市 滋賀県 湖南市 沖縄県 那覇市
栃木県 さくら市 兵庫県 多可町 福井県 小浜市 滋賀県
群馬県 前橋市 奈良県 三宅町 長野県 小諸市 兵庫県 西宮市
群馬県 嬬恋村 奈良県 田原本町 長野県 南箕輪村 兵庫県 多可町
埼玉県 蕨市 山口県 宇部市 長野県 信濃町 奈良県 三宅町
埼玉県 宮代町 山口県 光市 岐阜県 瑞穂市 奈良県 田原本町
千葉県 船橋市 山口県 美祢市 静岡県 浜松市 広島県 東広島市
千葉県 成田市 高知県 香南市 三重県 津市 山口県 下関市
東京都 立川市 大分県 佐伯市 三重県 鈴鹿市 山口県 防府市
東京都 三鷹市 鹿児島県 日置市 三重県 名張市 山口県 光市
東京都 小平市 三重県 菰野町 山口県 美祢市
東京都 日野市 京都府 宇治市 山口県 田布施町
神奈川県 平塚市 大阪府 富田林市 高知県 高知市
神奈川県 藤沢市 大阪府 松原市 高知県 香南市
神奈川県 厚木市 兵庫県 西宮市 福岡県 大牟田市
神奈川県 座間市 兵庫県 宝塚市 大分県 佐伯市
新潟県 奈良県 斑鳩町 鹿児島県 日置市
富山県 南砺市 奈良県 三宅町
石川県 金沢市 奈良県 田原本町
福井県 福井市 和歌山県 由良町
福井県 坂井市 和歌山県
福井県 越前町 島根県 益田市
山梨県 南アルプス市 島根県 江津市
長野県 飯田市 岡山県 岡山市
長野県 小諸市 広島県 竹原市
長野県 飯山市 広島県 東広島市
長野県 南箕輪村 山口県 田布施町
長野県 信濃町 山口県 宇部・阿知須公共下水道組合

岐阜県 瑞穂市 徳島県 徳島市
静岡県 沼津市 徳島県 松茂町
静岡県 熱海市 香川県 さぬき市
静岡県 伊東市 高知県 高知市
静岡県 島田市 高知県 香南市
静岡県 富士市 福岡県 大牟田市
愛知県 豊橋市 福岡県 久留米市
愛知県 一宮市 大分県 佐伯市
三重県 四日市市 宮崎県 日南市
三重県 いなべ市 鹿児島県 鹿児島市
京都府 宇治市 鹿児島県 日置市
大阪府 堺市
大阪府 守口市
大阪府 富田林市
大阪府 松原市
大阪府 四條畷市
大阪府 交野市
兵庫県 西宮市
兵庫県 芦屋市
兵庫県 赤穂市
兵庫県 宝塚市
奈良県 三宅町
奈良県 田原本町
和歌山県
鳥取県 日野町
島根県 出雲市
島根県 奥出雲町
岡山県 倉敷市
岡山県 井原市
岡山県 瀬戸内市
広島県 福山市
広島県 熊野町
徳島県 徳島市
徳島県 海陽町
高知県 香南市
高知県 いの町
福岡県 古賀市
福岡県 芦屋町
佐賀県 佐賀市
佐賀県 江北町
長崎県 諫早市
大分県 佐伯市
鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 日置市
沖縄県 那覇市
沖縄県 久米島町

下水道管路管理技士 （日本下水道管路管理業協会） 推進工事技士　（日本推進技術協会） 産業洗浄技能士 (日本洗浄技能開発協会)

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」
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※「下水道事業における調達に関するアンケート」（令和 2年度）集計結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 90 計 35 計 73 計 29

北海道 様似町 北海道 札幌市 北海道 様似町 山形県 南陽市
北海道 清水町 宮城県 大郷町 宮城県 利府町 山形県 河北町
岩手県 住田町 山形県 南陽市 秋田県 秋田市 福島県 富岡町
宮城県 大郷町 山形県 河北町 山形県 米沢市 茨城県 古河市
秋田県 秋田市 福島県 富岡町 山形県 鶴岡市 茨城県 常陸大宮市
山形県 米沢市 茨城県 古河市 山形県 上山市 茨城県 坂東市
山形県 鶴岡市 茨城県 常陸大宮市 山形県 南陽市 栃木県 芳賀町
山形県 酒田市 茨城県 坂東市 山形県 河北町 群馬県 前橋市
山形県 上山市 茨城県 流域下水 茨城県 日立市 埼玉県 川口市
山形県 河北町 栃木県 芳賀町 茨城県 坂東市 神奈川県 座間市
茨城県 日立市 群馬県 前橋市 茨城県 日立・高萩広域下水道組合 富山県 高岡市
茨城県 笠間市 埼玉県 川口市 群馬県 前橋市 山梨県 甲府市
茨城県 坂東市 神奈川県 座間市 群馬県 高崎市 岐阜県 川辺町
茨城県 日立・高萩広域下水道組合 富山県 高岡市 群馬県 嬬恋村 愛知県 東郷町
群馬県 前橋市 山梨県 甲府市 埼玉県 蕨市 愛知県 東浦町
群馬県 高崎市 岐阜県 川辺町 埼玉県 宮代町 滋賀県 湖南市
群馬県 嬬恋村 愛知県 東郷町 千葉県 栄町 大阪府 河内長野市
埼玉県 川越市 愛知県 東浦町 東京都 府中市 大阪府 大阪狭山市
埼玉県 蕨市 滋賀県 湖南市 神奈川県 座間市 兵庫県 明石市
埼玉県 宮代町 京都府 福知山市 新潟県 燕市 兵庫県 多可町
千葉県 栄町 大阪府 河内長野市 富山県 高岡市 奈良県 奈良市
千葉県 芝山町 兵庫県 明石市 福井県 福井市 奈良県 三宅町
東京都 府中市 兵庫県 多可町 福井県 坂井市 山口県 宇部市
神奈川県 平塚市 奈良県 奈良市 福井県 越前町 山口県 光市
神奈川県 秦野市 奈良県 三宅町 福井県 臨海都市 山口県 美祢市
神奈川県 座間市 広島県 東広島市 山梨県 南アルプス市 高知県 香南市
新潟県 新潟市 山口県 宇部市 長野県 松本市 福岡県 鞍手町
新潟県 燕市 山口県 防府市 長野県 小諸市 大分県 佐伯市
富山県 高岡市 山口県 光市 長野県 南箕輪村 鹿児島県 日置市
福井県 福井市 山口県 美祢市 長野県 信濃町
福井県 坂井市 徳島県 松茂町 岐阜県 瑞穂市
福井県 越前町 高知県 香南市 静岡県 浜松市
山梨県 南アルプス市 福岡県 鞍手町 静岡県 沼津市
長野県 松本市 大分県 佐伯市 静岡県 伊東市
長野県 飯田市 鹿児島県 日置市 愛知県 豊橋市
長野県 小諸市 愛知県 一宮市
長野県 南箕輪村 愛知県 豊田市
長野県 信濃町 三重県 津市
岐阜県 瑞穂市 三重県 四日市市
静岡県 浜松市 三重県 名張市
静岡県 沼津市 三重県 いなべ市
静岡県 伊東市 京都府 京都市
愛知県 豊橋市 京都府 宇治市
愛知県 一宮市 京都府 八幡市
愛知県 豊田市 大阪府 守口市
愛知県 東浦町 大阪府 河内長野市
三重県 四日市市 大阪府 松原市
三重県 名張市 大阪府 四條畷市
三重県 いなべ市 大阪府 交野市
京都府 京都市 兵庫県 神戸市
京都府 宇治市 兵庫県 明石市
京都府 八幡市 兵庫県 西宮市
大阪府 守口市 兵庫県 芦屋市
大阪府 八尾市 兵庫県 宝塚市
大阪府 富田林市 奈良県 奈良市
大阪府 松原市 奈良県 三宅町
大阪府 四條畷市 和歌山県
大阪府 交野市 鳥取県 日野町
兵庫県 明石市 島根県 松江市
兵庫県 西宮市 岡山県 瀬戸内市
兵庫県 芦屋市 岡山県 真庭市
兵庫県 宝塚市 広島県 呉市
兵庫県 神戸市 広島県 熊野町
奈良県 奈良市 徳島県 徳島市
奈良県 三宅町 愛媛県 四国中央市
奈良県 河合町 高知県 香南市
和歌山県 佐賀県 佐賀市
鳥取県 日野町 長崎県 佐世保市
島根県 松江市 熊本県 長洲町
島根県 海士町 大分県 別府市
岡山県 倉敷市 大分県 佐伯市
岡山県 瀬戸内市 鹿児島県 鹿児島市
広島県 呉市 鹿児島県 日置市
広島県 福山市
広島県 熊野町
山口県 防府市
徳島県 徳島市
愛媛県 四国中央市
高知県 高知市
高知県 香南市
福岡県 古賀市
福岡県 福津市
佐賀県 佐賀市
長崎県 佐世保市
熊本県 長洲町
熊本県 菊陽町
大分県 別府市
大分県 佐伯市
鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 日置市

下水道管きょ更生施工管理技士　（日本管更生技術協会）

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」

入札参加条件
「有」

下水道管路更生管理技士　（日本管路更生工法品質確保協会）

総合評価方式
における加点

「有」
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《下水道用設計標準歩掛表について》 

（１）積算に関する検討体制 

地方公共団体における下水道事業の円滑な事業運営の一助として、『下水道用設計標準歩掛

表』を作成・発行している。作成・発行までの流れとしては、地方公共団体からの要望や現場の

施工実態などから、標準歩掛の新規制定・改定が必要と判断した場合には、下水道部から「下水

道用歩掛検討委員会（以下、歩掛検討委員会）」に検討を指示している。 
歩掛検討委員会では、専門の歩掛検討小委員会（以下、小委員会）において、標準歩掛の使用

機械や適用範囲など具体的な検討を行っている。小委員会は、事務局である下水道部・下水道協

会、および委員である政令指定都市などにより構成されている。 
小委員会における検討の結果、標準歩掛の新規制定や改定などが必要と判断された場合には、

歩掛検討委員会における審議を経て、下水道部に歩掛案が答申され、確認した後、下水道部から

各地方公共団体などに参考送付・情報提供している。 

『下水道用設計標準歩掛表』の作成・発刊にあたっては、地方公共団体の声を反映するため、

下水道事業積算施工基準適正化会議（以下、適正化会議）などを活用し、積算施工基準に関する

課題、標準歩掛に関する適用範囲や新規制定の要望について意見交換・議論を行い、その結果を

踏まえて、標準歩掛の適正化を図っていることから、各地方公共団体等におかれては、適正化会

議において、積極的に要望等を挙げていただきたい。 

また、各地方公共団体等発注の工事を対象に行う施工実態調査（歩掛、諸経費等）は各種積算

基準の基礎資料となることから、御協力をお願いする。あわせて、調査内容については必要に応

じて各地方公共団体等から業者へヒアリングによる内容確認をお願いする。 

なお、『下水道用設計標準歩掛表』は (公社)日本下水道協会において発行・販売されている。 
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（２）令和２年度の主な改定内容 

 

１）下水道用設計標準歩掛表 

「第１巻 管路」編 

〔管路施設〕  

 市場単価に週休２日制工事における市場単価方式の補正係数を追記。 

「第２巻 ポンプ場・処理場」編 

〔土木〕  

 改築足場工の新規制定。 

〔機械設備〕、〔電気設備〕 

 見積り仕様書の付属品に「共用開始後、維持管理で使用する付属品は含めない」旨

を追記。 

〔建築・建築設備〕 

 「下水道用建築・建築設備工事共通費積算基準の解説」について、以下を修正 

 「表－１ 建築工事の共通仮設費の積み上げ内容」に、「その他」として、石綿粉

じん濃度測定、石綿含有量調査、室内空気中の化学物質の濃度測定、六価クロム溶

出試験、ＰＣＢ含有シーリング材の調査に要する費用を追加。 

 「その他工事に関する取扱い細則 別紙－２」に、「取り壊し工事」の対象となる

項目は、「※建築物等の解体を行う工事（改修に伴う撤去工事は除く）」であるこ

との注意書きを追加。 

 経緯：国土交通省大臣官房官庁営繕部の技術基準である「公共建築工事積算基準等

資料」との語句等の整合を図るため。 

「第３巻 設計委託」編  

 なし 

  

令和２年度の主な改定内容について紹介したが、詳細については下水道部のＨＰ（新旧対照表

を掲載）や、今後発刊される下水道用設計標準歩掛表にて確認していただきたい。 
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000466.html 

 

２）土木工事積算基準の改定について 

 

○間接工事費の工種区分（下水道(４)工事）の新設 

老朽化した下水道の更生工法による工事が増加していることを踏まえ、下水道の更生工法に

よる工事に用いる工種区分（下水道（４）工事）を新設。  

詳細については国交省 HP を参照。（https://www.mlit.go.jp/tec/koujisekisan.html） 

 

※なお、下水道（４）を用いて積算を行う場合は、更生管材料費の割合による補正（下水道用設計積算

要領－管路施設（管きょ更生工法）編－（2012 年版、公益財団法人日本下水道協会発刊）参照）を行

う必要はないのでご留意いただきたい。 
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《会計検査について》 

（１）令和２年度決算検査報告に向けた主な検査状況 

 

○下水道施設に設置されている、設備の耐震性能と建築物の耐震性能の整合について 

【国土交通検査第１課】 

 ○下水道における汚泥等の資源・エネルギー化について 

【国土交通検査第３課】 

○公共事業の施行に伴う補償費の算定について 

【国土交通検査第３課】 

○「防災・減災、国土強靱化のための 3 か年緊急対策」の実施状況等について 

【第 5 局上席調査官(緊急対策班)】 

  

(２）近年の主な指摘事項（下水道関連） 

  会計検査院の指摘があった場合、交付金等の返納や所要の安全度を確保するための手直し工

事の実施、関係省庁がその是正措置として事務連絡等を発出するなどの対応が求められる。こ

の場合、対応の進捗状況の確認や、事務連絡等に基づく対策等が地方公共団体で実施されてい

るかなど会計検査院のフォローアップ調査が行われることから、留意が必要である。 

 

１）令和元年度（平成 31 年度）決算報告 

①下水道管渠の更生工事の積算における更生工法の選定及び更生材料の単価決定について 

経済的に優位な更生工法を選定した上で更生材料費の積算を行う必要があるにもかかわら

ず、適用可能な複数の更生工法に係る材料単価の見積りの平均価格により積算を行っていた

こと、また、更生材料費の調達価格が土木積算基準等に定めた基準額以上であるにもかかわ

らず、特別調査を行うことなく、材料単価の見積りにより決定していた事態について改善の

必要があると指摘されている。（令和２年８月４日「 下水道管渠の更生工事の積算におけ

る更生工法の選定及び更生材料の単価決定について」参照） 

 

２）平成 30 年度決算報告 

①下水道施設の電気設備に係る耐震対策について 

河川管理施設等の防災施設に設置されている電気設備について、耐震調査が実施されて

いないことから所要の耐震性が確保されているか不明となっており、地震時等に防災施設

としての機能が十分に発揮されないおそれがある状況について改善の必要があると指摘さ

れたもの。耐震調査の必要性や、設計資料等の保管が不十分で耐震性が確保されているか

確認できない場合等の確認方法について周知しており、適切に耐震診断及び耐震対策を実

施するようお願いする。（令和元年 9 月 30 日付事務連絡「下水道施設の電気設備に係る

耐震対策について」参照） 

②下水道整備事業の実施における水道管等の移設補償費の算定について 

事業を行う上で支障となる通信線、配水管等の移設に要する費用を補償する際、移設に
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必要な費用から既存施設の財産価値の減耗分を控除するなどして補償費を算出することと

なっている。この補償費の算定に当たり、既存施設の財産価値の減耗分の算定を誤ってい

たり、処分利益額を控除していなかったりなどしていたため補償費が過大となっていたも

の。移設に係る補償費の算定については、公共補償基準等に基づいた適切な対応をお願い

する。（令和元年 11 月 13 日付事務連絡「下水道整備事業の実施における水道管等の移設

補償費の算定について」参照） 

 

３）平成 29 年度決算報告 

    下水道事業のポンプ工事の積算にあたり、ポンプの積算単価の決定に当たっては、特別

調査を活用するなどして市場単価を把握し、これにより経済的な積算を行うことが可能で

あったにもかかわらず、製造会社等から徴した見積単価と同額を積算単価としている事態

は適切ではないことから、是正改善を図る必要があると指摘された。 

   

４）平成 28 年度決算報告 

①通信線路等の移設に係る補償費の算定について 

電気通信事業者へ支払った移設補償費については、通信線等の材料費のみを対象に控除

すべき減価相当額として算定し、公共補償基準等に基づいた算定方法である工事費等を含

めた複成価格を対象に控除していなかったこと、また、電気通信事業者との事前の取決め

により、処分利益等額の一部を控除することとし、全額を控除していなかったことから、

不当事項として指摘された。移設に係る補償費の算定については、各地方公共団体におい

ては公共補償基準等に基づいた適切な対応をお願いする。 

②汚水処理施設の基礎杭の設計について（平成 25 年度決算検査報告にて処置済み事項） 

基礎杭と処理槽く体の結合部において、「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版

-」（公益社団法人日本下水道協会編）等に基づいた設計が行われず、レベル 1 地震動時

の照査において、杭頭補強鉄筋として考慮できない杭外周溶接鉄筋を採用し設計してお

り、所要の安全度が確保されていなかったことから、不当事項として指摘され、所要の

安全度を確保するための手直し工事を実施することになった。基礎杭の設計について、

平成 25 年度に同様の指摘を受けており、各地方公共団体においては適切な対応をお願

いする。 

③最低制限価格制度の適用について 

総合評価落札方式による入札において、落札者の決定に当たり価格のみを考慮する最

低制限価格制度は適用できないにもかかわらず、誤って設定された最低制限価格を下回

る価格で入札した者を失格として排除したことから、不当事項と指摘された。 

     なお、この指摘事項については、総務省と国交省が連名で、平成 29 年 9 月に地方公共

団体に対して通知を発出し、総合評価落札方式による入札には最低制限価格を設定でき

ない旨を周知しており、各地方公共団体においては適切な対応をお願いする。 

 

過去の事例については会計検査院 HP を参照ください http://report.jbaudit.go.jp/index.html 
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（６）工事事故及び道路陥没事故防止対策について 

○ポイント 

過去に発生した事故事例等を踏まえ、事故の再発防止を徹底するため、下記について

改めて管内の下水道管理者へ周知し、元請業者や下請業者も含め適切な対応に努めてい

ただきたい。 

・雨水が流入する管路内の工事等は、「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安 

全対策の手引き（案）」（平成 20 年 10 月）を参考に安全対策を徹底すること。 

・硫化水素ガスの発生や一酸化炭素中毒の恐れのある既設管路内の工事等は、「下水 

道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告書」（平成 14 年 4 月）を参考に安全 

対策を徹底すること。 

 ・下水道工事事故が発生した場合は、「下水道工事における事故報告の徹底につい 

て」（H24.12.25 事務連絡）のとおり事故原因、再発防止策の報告を徹底すること。 

  

≪重要１≫ 

令和２年度は、硫化水素の発生や重機の横転等による計７件（前年

度比同）もの死亡事故が発生しており、大変憂慮すべき事態である。

発注者においては、「下水道セーフティネット」における事故データベ

ースを活用し、元請け業者及び下請け業者等の安全意識の向上を促す

よう、注意喚起を徹底いただきたい。 

死亡事故が発生した場合は、引き続き本省による個別ヒアリング等

を行い、再発防止策や今後の安全管理方針等の確認を行う。 

 
≪重要２≫ 

以下に該当する下水道工事事故、道路陥没事故（下水道工事中以外

に発生したものも含む）が発生した場合には、必ず当日中に速やかに

本省・地方整備局等へ第一報を連絡すること。（その際は既定の報告

様式は不要。） 

○ 死亡または死亡に至る恐れのある重大事故 

○ 罹災者が複数人に及ぶ大規模な事故（硫化水素中毒等も含む） 

○ 第三者（民間人）が絡む人身事故 

○ ガス管に損傷を与えた物損事故 

○ 上記のほかメディアで報道される又は報道発表が必要となる重

大事故 

 ※遅くとも当日中には報告すること 

※上記に該当しないことが明らかな下水道工事事故で、休業４日以上となる事故が発生

した場合も速やかに報告すること（遅くとも 3 日以内） 

 ※土日祝日の事故も本省・地方整備局等の緊急連絡先へ報告すること 
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１）安全対策等について 
 （１）下水道工事の安全対策について（注意喚起及び事故報告の徹底） 

下水道工事の安全対策については、これまでの全国下水道主管課長会議や下水道セ

ーフティネット等で事故の未然防止に努めていただくようお願いしている。 

平成 29 年度には、死亡事故が例年に比べ多発していることを受け、平成 29 年 11

月 9 日付下水道部長名通知において死亡事故多発に伴う非常事態を宣言しており、現

場の隅々まで安全管理の徹底に努めて頂くようお願いしてきた。非常事態宣言は、一

旦解除することとしているが、安全対策については、継続的な意識の向上が重要であ

ることや、過去３か年（平成 28～30 年度）の下水道工事等における死亡事故の原因

は墜落・転落によるものが最も多かったことを踏まえ、令和元年 7 月 18 日付下水道

企画課長・下水道事業課長通知において、墜落転落事故の防止を令和元年度の重点対

策項目として、注意喚起のポスターを作成する等、更なる安全対策の取組みを推進し

てきたところである。 

また、令和元年度においては、工事の繁忙期となる年末以降に下水道工事に係る死

亡事故が立て続けに発生し、計７件もの死亡事故が発生した他、交通事故として、道

路上における下水道工事の作業帯内へ通行車両が突入する死亡事故も４件発生した。

これらを踏まえ、令和２年３月１３日付管理企画指導室長・事業マネジメント推進室

長通知において、工事関係者の安全意識向上を促すよう改めて注意喚起をお願いする

とともに、道路場の作業帯の設置について交通状況に応じた安全対策の実施に一層留

意するよう周知した。 

更に、令和２年度においては、前年度後半に引き続き４月に２件、５月に１件と年

度当初から死亡事故が頻発したことから、令和２年６月２４日付下水道企画課長・下

水道事業課長通知において、はさまれ・巻き込まれ事故防止を重点対策項目として注

意喚起のポスターを作成し、再三の注意喚起を行った。 

現場における安全管理に努めるよう指導して頂くとともに、発注者自身において

も、これまで以上に安全管理に対する意識向上を図り、安全パトロールの継続的な実

施や、安全対策に関する指導の徹底等により、受注者の安全管理に対する意識改革を

促進し、下水道工事現場における事故の未然防止をお願いする。 

 

〔留意事項〕 

 ○下水道事故情報データベースの公開について 

報告された事故原因や再発防止策は、事業主体において安全対策を検討するための

基礎資料として広く活用できるように、国土交通省下水道部 HP の「下水道セーフテ

ィネット」において事故データベースを掲載し事業主体に共有している。各地方公共

団体等におかれては、これらの過去の事故データから得られる教訓を安全管理にフィ

ードバックし、安全対策を継続的に改善するようお願いする。 

下水道セーフティネット 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html 
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（２）既設管路内などにおける工事等の安全対策 

国土交通省においては、硫化水素ガスの発生や一酸化炭素中毒による事故等の再発

防止に向け、「下水道管渠内の作業における安全の確保について（平成14年3月13日

付け国都下管第７号）」により通知している。 

しかしながら、令和２年度においては、５月11日、山口県岩国市において、推進工

法による下水管路布設工事の写真撮影のため管内に進入した作業員等３名が救急搬送

され、うち１名が急性硫化水素中毒による肺水腫により死亡する事故が発生するとと

もに、10月20日には、茨城県土浦市において、下水道管渠内の汚泥除去作業中に、作

業員２名が硫化水素中毒と疑われる死因によりマンホール内で死亡する事故が発生し

た。 

このため、改めて、令和２年６月４日に下水道部下水道事業課事業マネジメント推

進室課長補佐名事務連絡「下水道工事における安全対策の徹底（その３）について

（令和２年５月11 日山口県岩国市発注の工事に伴う死亡事故）」を、また、令和２

年10月22日に下水道部企画課管理指導室課長補佐名事務連絡「下水道管渠内作業にお

ける安全の確保について」を発出している。 

各下水道管理者におかれては、「下水道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告

書（平成14年4月）」等を参考に、安全対策について請負者への指導徹底をお願いす

る。 

 

（３）雨水が流入する管路内における工事等の安全対策 

平成 20 年 8 月 5 日、東京都雑司ヶ谷幹線工事（合流式下水道管の再構築工事）の

現場において、集中豪雨により急激に管渠内水位が上昇し、作業を実施していた 5 名

が流され死亡するという痛ましい事故が発生した。 

この事故を踏まえて国土交通省では、局地的な大雨に対し、雨水が流入する下水道

管渠内における工事等（調査、点検、清掃を含む）を安全に実施するために必要な対

応策について「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き（案）」

（平成 20 年 10 月）をとりまとめている。 

しかしながら、平成 21 年 8 月 19 日に沖縄県那覇市ガーブ川（下水管路）で、大雨

に伴う急激な水位上昇により、施設の構造物の耐力度調査等に携わっていた作業員の

方が流され、4 名が死亡するという事故が再び発生している。 

発注者においては、手引き等を参考にして、大雨に伴う急激な水位上昇が予想され

る下水道管路内で行う工事等について安全対策の徹底をお願いする。 

 

（４）圧力管渠における安全管理の徹底について 

近年、圧力管渠（特に露出部）における破損等により、未処理下水が公共用水域や

道路等に流出する事故が全国で数多く発生している。この状況を踏まえ、｢圧力管渠

（露出部）における緊急点検の実施及び圧力管渠における流出防止対策の実施状況の

報告について（依頼）｣（平成 29 年 12 月 15 日付事務連絡）により、圧力管渠の緊急

点検を依頼している。実施結果については、｢圧力管渠における緊急点検及び流出防
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止対策の実施状況について｣（平成 30 年 3 月 16 日付事務連絡）でとりまとめてお

り、点検において異常が確認された箇所について、早急に対策を完了させるよう依頼

している。 

各下水道管理者におかれては、圧力管渠における調査点検を今後も継続的に実施す

るとともに、圧力管渠が破損した場合における未処理下水の流出防止対策（圧力管渠

の二条化、仮設ポンプの備蓄等）についても対策を講じるようお願いする。 

 

 

２）事故報告について 

（１）工事事故の報告について 

国土交通省では、更なる安全対策の取り組みを推進するために、下水道工事の特 

性を踏まえた分析、安全対策を検討していくこととしており、そのために必要な事故

データの蓄積を目的として、平成 30 年 4 月に「下水道工事事故報告要領」を改定し

ているので、本要領に定めた手順による報告の徹底をお願いする。また、報告の際に

は死亡事故を含めた全ての事故について、事故原因の分析を行い、具体的な再発防止

策までを確実に報告するようお願いする。 

なお、ガス事業者以外の者が行う建設工事等において、ガス管を損傷するなどの事

故が毎年発生していることを受け、経済産業省産業保安グループガス安全室より、令

和３年２月 26 日付通知「建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（協力

依頼）」において、ガス管損傷事故の未然防止を徹底するよう協力依頼があった。ガ

ス管を損傷する等の事故については、ガス漏れ等により重大事故につながる恐れがあ

るため、引き続き、全てのガス管損傷事故について、「下水道工事事故報告要領」に

おける所定の様式により国土交通省へ速やかに報告するようお願いする。 

 

（２）道路陥没事故の報告について 

近年、下水道管路の老朽化等に起因する道路陥没事故が年間に約 3,000 件発生して

おり、中には、第三者が巻き込まれるなど重大な事故に繋がる道路陥没も発生してい

るところである。国土交通省としては、特に社会的影響が大きいと思われる道路陥没

について、早期に把握する必要があることから、「下水道施設が起因する道路陥没の

情報提供について（平成 29 年 4 月 3 日付け下水道事業課事業マネジメント推進室 

課長補佐事務連絡）」に従い、速やかな報告の徹底をお願いする。 

また、平成 30 年 4 月 30 日小田急電鉄小田原線の線路脇で陥没事故が発生したこと

を踏まえ、平成 30 年度には、軌道下に布設された下水道管について、緊急点検を実

施している。今後も、鉄道等の軌道下に埋設された下水道管については、陥没により

重大な社会的影響が懸念されることから、引き続き点検等の必要な対策に努めていた

だくようお願いする。 

下水道管内の点検・調査を計画的に実施し、不具合があった場合には、早急に修繕

・改築等の措置を講じるようお願いする。 
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（参考）令和２年度の工事事故発生状況について 

○令和２年度に国土交通省へ報告のあった事故者数              （参考） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

 

R元 

年度 

死亡 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7 7 

重傷 0 4 4 6 8 6 8 13 12 7 11 4 83 67 

軽傷 0 3 1 1 1 5 1 1 6 3 3 1 26 26 

合計 2 8 5 8 11 11 9 14 18 10 14 6 116 100 

その他（民間発注工事など） 

死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

                

 

 

 

 

 

 

 

①墜落・転落

18件(21件)
12%(19%)

②はさまれ

巻き込まれ

30件(29件)
20%(26%)

③飛来・落下

7件(8件)
5%(7%)

④切れ・こすれ

4件(4件)
3%(4%)

⑤転倒

4件(3件)
3%(3%)

⑥激突

13件(5件)
9%(4%)

⑦土砂崩落

11件(8件)
7%(7%)

⑧交通事故

2件(2件)
1%(2%)

⑫-1公衆災害

（人身）

15件(11件)
10%(10%)

⑫-2公衆災害

（物損）

38件(17件)
25%(15%)

⑭その他

6件(3件)
4%(3%)

事故件数（全体）

149件
※R2.4～R3.3

発生要因別事故件数 

うち死亡事故 1 件 

うち死亡事故 2 件 

うち死亡事故 1 件 

うち死亡事故 3 件 
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○ 令和２年度に発生した死亡事故について 

「はさまれ・巻き込まれによる死亡事故」 

・ 推進工法による雨水管路の布設工事において、クレーンで雨水管を木製角材

の上に下ろした後、転倒防止対策をしていなかった雨水管が転倒し、作業員が

雨水管と工事用フェンスに挟まれたことで死亡した。 

「土砂崩壊による死亡事故」 

・ 開削工法による下水管路の布設工事において、バックホウによる掘削後、作

業員２名が深さ 1.7m の開口部に入り低い姿勢でアルミ製腹起し設置作業をして

いたところ、背面の土砂が崩壊し、前面の地山との間で挟まれ埋まったこと

で、１名が死亡し１名が軽傷を負った。 

「公衆災害による死亡事故」 

・ 雨水調整槽整備工事において、鋼矢板の試験打ち後、矢板を引抜いて下ろそ

うとしたところ矢板を吊ったクレーン車がバランスを崩して前方に転倒し、前

方道路を走行中のトラックに直撃したことによりトラック運転手（第三者）が

死亡した。 

「その他の原因による死亡事故」 

・ 推進工法による下水管路の布設工事において、写真撮影のために管内に進入

した作業員１名、救出のため管内に進入した作業員２名の計３名が救急搬送さ

れ、うち１名が急性硫化水素中毒による肺水腫により死亡した。 

・ 現道上における舗装復旧工事において、作業員が熱中症で死亡した。 

・ 老朽下水道取付管布設替え工事において、交通誘導警備員が熱中症で死亡。 
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○ その他の事故について 

管渠工事に関しては、開削工事における土砂崩壊事故、仮置資材の転倒・転がり防 

止不全、立坑・人孔等の高所作業における墜落・転落事故、重機との接触などヒュー

マンエラーを起因とする事故などが発生している。また、段差箇所や開口部の明示不

足による第三者の転倒、ガス管の損傷等の公衆災害も多く報告された。 
 ポンプ場・処理場工事に関しては、一般建築に比べ階高が高く開口部が多いことか

ら、墜落制止用器具（安全帯）を適切に使用していないことによる転落事故など、下

水道工事に特有の事故が発生している。 

 

【通知文書等】 

過去に発出している通知等は以下に掲載しているので、参考にされたい。 

 下水道セーフティネット 

     http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html 
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（７）下水道リノベーションの推進について 
 
１）趣旨 
○ 処理場の統廃合や汚泥処理の集約化等にあわせて、迷惑施設とも捉えられることの

多い下水道施設を地域のエネルギー拠点や防災拠点等として再生する取組を「下水道

リノベーション」と称しており、その取組を推進しているところ。 

 

（参考） 

 ○「下水道リノベーション推進総合事業」支援制度では、以下を交付対象としている。 

① 下水道リノベーションに係る計画策定 

② 未利用エネルギー活用事業（下水道及び下水処理水の熱やバイオマス等を有効利

用し、環境への負荷削減、省エネルギー、新エネルギー対策等を図る事業） 

③ 積雪推進事業（下水処理水の供給による積雪排除や下水道施設を活用した流雪水

路等の整備、下水及び下水処理水の熱の活用等により、積雪対策の推進を図る事

業） 

④ 再生資源活用事業（渇水時の緊急対応としての下水処理水等の利活用や下水汚泥

を用いた建設資材の利用により再生資源の活用を図る事業） 

⑤ 防災拠点化整備事業 

⑥ 下水処理水・雨水再生利用事業 

 

 ○各地方公共団体においては、「下水道リノベーション推進総合事業」などを活用し、

登録された先進的・先導的なリノベーションの取組等を参考に、「エネルギー拠点化」、

「防災拠点化」、「憩い・賑わい拠点化」といった下水道リノベーションに取り組ん

でもらいたい。 

 

（参考） 

○「下水道リノベーション推進総合事業」と「下水道エネルギー・イノベーション推

進事業」の違いについて 

 

 

下水道リノベーションの取組を総合的に 

支援するため、「下水道エネルギー・イノ 

ベーション推進事業」を改称して新たに 

「下水道リノベーション推進総合事業」を 

創設し、リノベーション推進計画の策定や 

防災拠点化に必要な施設整備等を交付対象 

に追加。 

 

 

 

 

 

【下水道リノベーション推進総合事業のイメージ】 
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２）「下水道リノベーション計画」の登録制度について 

○ 平成30年度から実施している「下水道リノベーション計画」の登録制度については、 

① 処理場のエネルギー拠点化 

② 防災拠点化 

③ 憩い・賑わい拠点化 

のうち２つ以上を満たす先進的・先導的なリノベーションの取組について、計画を国

土交通省が登録を行うもの。 

 

○ 令和２年度においては３件を新たに登録し、合計６件となった。登録した計画につ

いては、下記のとおり 

＜平成 30 年度＞ 

（１）大阪府堺市「堺市三宝水再生センター リノベーション計画」 

・ 下水再生水を、地域の大型商業施設の給湯・空調用の熱源として送水し、また、

地域の親水水路の水源として活用する。 

 

＜令和元年度＞ 

（２）秋田県「秋田湾・雄物川流域下水道秋田臨海処理センターリノベーション計画」 

・ 汚泥の固形燃料化や消化ガス発電により地域にエネルギーを供給するとともに、

「じゅんかん育ち」普及促進や処理水、排熱を利用した産学官共同研究を行う。 

（３）佐賀県佐賀市「佐賀市下水浄化センターリノベーション計画」 

・ 食品工場から発生する食品由来汚泥等の地域バイオマスを集約し農業用の肥料や

再生水として市民に還元するとともに、発電や藻類培養に活用する。 

 

＜令和２年度＞ 

（４）福島県いわき市「いわき市中部浄化センターリノベーション計画」 

・ 処理場を統廃合して広域化・共同化を進めるとともに、バイオガス発電や固形燃

料化により地域にエネルギーを供給する。 

（５）富山県富山市「富山市浜黒崎浄化センターリノベーション計画」 

・ コミュニティプラント及び農業集落排水施設の統合を行いうことで地域のバイオ

マスを受け入れて消化ガス発電を実施し、地域に電力を供給する。 

（６）大分県日田市「日田市浄化センターリノベーション計画」 

・ 焼酎かす、豚糞尿などの地域バイオマスを集約処理することで消化ガス発生量を

増加させ、消化ガス発電による電力を地域に供給する。 
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福島県 いわき市
下水汚泥や
地域バイオマスを集約

くらしと未来をささえつづける下水道へ！
中部浄化センター リノベーション計画スタート

エネルギー供給拠点化エネルギー供給拠点化

憩い・賑わいの拠点化憩い・賑わいの拠点化

• 下水汚泥や地域バイオマス（地域から発生す
るし尿・浄化槽汚泥や植物由来のバイオマ
ス）を下水処理場に集約する

• 集約した下水汚泥等を利活用し、バイオガス
発電設備で発電した電力を地域へ供給するこ
とや、製造した固形燃料化物を原料とした熱
エネルギーを下水処理場で活用し下水処理場
内のエネルギー循環を図る

• 中部浄化センターにおいて、地元小学生等を
対象とした親子下水道教室や、地元住民を対
象とした現地見学会を実施し、下水道の役割
等に関する市民意識の醸成を図るとともに、
地産品（野菜等）の配布等のPRを通じて地域
の活性化を図る

地域の再生可能エネルギー工場へ

固形燃料化施設を起点としたエネルギー循環北部

南部

中部浄化センター

親子下水道教室 現場見学会 配布野菜（イメージ）

○ 持続可能な下水道事業経営や循環型社会への実現に向けて、下水道リノベーション計画を策定し、下水
汚泥や地域バイオマスの利活用を通じて、エネルギー供給拠点化、憩い・賑わいの拠点化を目指す

○ 老朽化したし尿処理場等を廃止し、下水処理場に処理機能を集約して効率的な生活排水処理体制を構築
するとともに、処理機能を集約する下水処理場に固形燃料化施設やバイオマス発電設備等を整備し、
下水汚泥や地域バイオマスを再生可能エネルギーとして利活用を目指す

○ 下水処理場から地域の活性化を目指す

バイオガス発電設備で電気供給
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富山県富山市

下水処理場を核とした環境未来型都市の実現へ！
～脱炭素型レジリエントシティとやまへの取り組み～

○ 平成２３年１２月の国の「環境未来都市」の選定、平成２６年１２月のロックフェラー財団に
よる日本初の「レジリエントシティ」の選定を受け、脱炭素型のレジリエントなまちづくりを
実現するため、「浜黒崎浄化センターリノベーション計画」を策定。

○ バイオマスを効率的に集約することで、民間事業者と連携し、安定したエネルギ―供給（消化
ガス発電）を実施。

○ 耐震化を推進することにより強靭な施設へ再構築することでレジリエントシティを目指す。

バイオマス集約

消化ガス発電の仕組み

汚水処理施設の再編を推進することにより、農業
集落排水施設やコミュニティプラントから発生する
バイオマスを下水管渠を通じ、効率的に集約。
汚泥を処理する過程で発生する未利用資源である
消化ガス及び処理場用地を有効活用することで発電
し、地域へエネルギー供給することで、環境に配慮
した脱炭素化に寄与。

富山市地域防災計画の防災拠点として位置付けさ
れている浜黒崎浄化センター管理棟をはじめ、重要
な施設の耐震化を進めることで、避難所として必要
な機能を確保及び災害時における汚水処理機能を確
保し、しなやかでレジリエントなまちづくりに寄与。

エネルギー供給拠点化

防災拠点化

耐震化 防災用倉庫

消化ガス発電

3次元フレーム解析
断面力
照査

農業集落排水
コミュニティ
プラント

汚泥処理施設

公共下水道

一般家庭
約１，８００世帯へ

電気を供給！！

年間約４，０００ｔの
CO2排出抑制！！

バイオガス エネルギー
（電気）

161



下水処理場を拠点とした資源循環システムの構築

○日田市下水道リノベーション計画によって、住民サービスを低下させること
なく、処理場機能を統廃合することで、類似する複数の施設で要していた行
政コストの削減を図り、あわせて下水道施設は健全度が向上。

○下水処理単体では獲得できなかったエネルギーを最大限、地域へ供給
することで地域資源と市民生活を結び付けることにより、下水道施設を拠点
とした低炭素で持続可能なまちづくりをめざす。

○本計画をもとに、市域における肥料のニーズを検証し、
下水汚泥由来の肥料製造、流通方法等を模索。

地域防災計画における避難所と
しての役割に加え、防災倉庫とし
ての飲料水、非常食を備蓄。

日田市浄化センター
リノベーション計画

地域
資源

地域

資源

市民

生活

生ごみ、豚糞尿

生し尿、浄化槽汚泥

防災拠点化

既存２施設で受入れていた焼酎
かすや豚糞尿等の廃棄物を集
約。増加する消化ガスを発電事
業者によってエネルギー化し地
域供給の場を目指す。

エネルギー供給拠点化

日田市浄化センター

当時、全国でも例のない取組！
（人口５万人以上の自治体）

家庭生ごみ分別収集家庭生ごみ分別収集

焼酎かす養豚糞尿

「環境都市日本一」
を目指して

日田市バイオマス資源化センター

老
朽
化
に
よ
る
事
業
継
続
の
危
機
！

筑後川上流域の中心都市筑後川上流域の中心都市

生ごみ、豚糞尿
生し尿・浄化槽汚泥を受入・前処理

日田市環境衛生センター

消
化
ガ
ス

発
電

地域資源
浄化槽汚泥
生し尿

バイオガス発電
堆肥化

地域資源
クリーン
エネルギー

地域資源
生ごみ
豚糞尿 等

下水道リノベーション計画で地域資源循環！
～地域バイオマス資源の積極活用に向けた取り組み～

大分県日田市

肥料化

消化ガス発電

水処理

メタン発酵

バイオマス資源化センター

消化ガス発電

水処理

メタン発酵

浄化センター

肥料化水処理

環境衛生センター

消化ガス発電

水処理

メタン発酵

浄化センター

肥料化外部委託

浄化センターへ事業投資を集中

注）全ての廃棄物を環境衛生センターにて受入・前処理
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（８） i-Gesuido の推進について（下水道分野の DX 施策） i 
 

１）趣旨 

○インフラ分野において、災害対策やインフラの老朽化対策の必要性は高まる一方、今後

深刻な人手不足が進むことが懸念され、国土交通省では、、平成 28 年から ICT 技術の活

用等による建設現場の生産性向上を目指す i-Construction を推進してきたところ。 
 
○しかしながら、このたびの新型コロナウイルス感染症発生を契機に、公共工事現場にお

いても非接触・リモート型の働き方に転換するなど、感染症リスクにおいても強靱な経

済構造の構築を加速することが喫緊の課題となっている。 
 
○このような状況を踏まえ、国土交通省では、新型コロナウイルスを契機とした非接触・

リモート型の働き方への転換や、安全性向上等を図るため、令和３年２月に、データと

デジタル技術を活用したインフラ分野へのデジタル・トランスフォーメンション（DX）

をとりまとめ、社会資本や公共サービスを変革するとともに、業務そのものや、組織、

プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方をの変革を進めていくこととした 
 
○一方、下水道分野では、平成 29 年２月より下水道事業の抱える様々な課題に対して、ICT
の活用による下水道事業の質・効率性の向上や情報の見える化を行う取組を「i-Gesuido」
と位置づけ、４本の柱に基づき、ガイドライン等基準類の整理や技術開発を推進してき

たところ。 
 
○今後は、「i-Gesuido」の取組を進めるとともに、データとデジタル技術を活用した取組

を促進し、社会経済状況の激しい変化に対応し、安全・安心で豊かな生活を実現してい

く。 
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２）これまでの取組について 

柱 概要 対応 
① BIM/CIM ３次元モデ

ルの導入に

よる業務の

効率化 

【基準類】 
・CIM 導入ガイドライン（下水道編）の策定（令和元年５月） 
・BIM/CIM 活用ガイドライン（下水道編）への改訂（令和３年３月） 
（https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000079.html） 

② ストックマ

ネジメント 
下水管渠の

点検等維持

管理技術の

開発、効率

的な維持管

理データの

活用 

【基準類】 
・維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立に向けたガイドライン

（管路施設編）の策定（令和２年３月） 
・維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立に向けたガイドライン

（処理場・ポンプ施設編）の策定（令和３年３月） 
（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html） 
 
【技術開発】※ 
（ガイドライン）  
・ICT を活用した下水道施設の劣化状況把握・診断技術導入ガイドライン（案）の

策定（令和３年３月） 
・ICT を活用する劣化診断技術および設備点検技術導入ガイドライン（案）の策定

（令和３年３月） 
・クラウドを活用し維持管理を起点とした継続的なストックマネジメント実現シス

テムの実用化に向けたガイドライン（案）の策定（令和３年３月） 
・AI による音響データを用いた雨天時浸入水検知技術導入ガイドライン（案）の

策定（令和３年４月） 
なお、上記ガイドラインの概要については、次ページ参照していただきたい。 
 
（技術実証） 
・維持管理情報のビックデータ解析による効果的なマネジメントサイクルの確立に

関する実証（平成 30 年度実証開始） 
・ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの確立にかかる実証事業（平成

30 年度実証開始） 
・ICT 技術（クラウド AI システム）を用いた汚水マンホールポンプのスマートオ

ペレーションの実証（平成 31 年度実証開始） 
・IoT と AI を活用した効率的予防保全型マンホールポンプ維持管理技術の実証（令

和２年度実証開始） 
③ 水処理革命 処理場等の

集中管理、

高度な運転

管理の自動

化、流入水

質のデータ

化 

【技術開発】※ 
（技術実証） 
・単槽型硝化脱窒プロセスの ICT・AI 制御による高度処理技術実証（平成 31 年度

実証開始） 

④ 雨水管理ス

マ ー ト 化

2.0 

管路内水位

の 見 え る

化、リスク

情報の発信

等 

【技術開発】※ 
（ガイドライン） 
・都市域における局所的集中豪雨に対する雨水管理技術導入ガイドライン（案）の

策定（平成 31 年３月） 

※B-DASH 関連：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000450.html 
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ICTを活用した下水道施設の劣化状況把握・診断技術の実証事業

実証事業実施者
㈱ウォーターエージェンシー・日本電気㈱・旭化成エンジニアリング㈱・日本下水道事業団・守谷市・日高市共同研究体
実証フィールド
守谷浄化センター・日高市浄化センター
実証の概要
機械設備の状態を連続的に自動測定する振動センサーを取り付け、様々な故障パターンによって変化する振動を分析し、異常
診断基準を策定する。また、ビッグデータ分析技術を活用し、下水道施設で日々発生している運転データの正常時パターンをモ
デル化し、正常時と異常時のモデルの変化量を比較して異常予測する。

○提案技術の革新性等の特徴

１．実証内容
◆センシング技術とビッグデータ分析技術を
活用し、設備の劣化診断および異常診断
技術への適用を実証する。

２．実証による効果
◆突発故障を予防し、機器停止による下水
処理施設の機能低下を防止する。
◆設備の異常予測に合わせて修繕計画を
策定することで保全コストを縮減する。

３．革新性
◆機器の異常を自動で診断する技術。
◆ビッグデータ分析技術の活用による下水
道施設の異常予測。

（令和３年３月ガイドライン化）

ICTを活用する劣化診断技術および設備点検技術実証事業

実証事業実施者
水ｉｎｇ株式会社・仙台市 共同研究体

実証フィールド
仙台市広瀬川浄化センター・郡山ポンプ場・霞目ポンプ場・国見第一ポンプ場

実証の概要
振動等を測定するセンサーによる24時間監視データと、日常点検記録をタブレットに入力したデータをクラウドサー

バに集約し、劣化診断と予測を行う技術を実証する。この実証技術により、施設の維持管理の費用抑制や効率的な修
理・更新を実現する。

提案技術により期待される効果と革新性

下水道設備の稼働状況の監視および毎日の点検
情報の見える化と、業務を効率化する点検シス
テムを組み合わせ、施設の管理レベルをさらに
高め、施設の維持・更新にかかるコストの縮減
効果を実証します。

①センサーによる機器状態モニタリング
ポンプ・ブロワ設備にセンサーを設置し、振

動等を連続監視・データ化する事で、劣化によ
る不具合の早期発見などを通じて、より効率的
な修理・更新計画の作成・実施が可能になりま
す
②タブレットによる点検効率化・情報活用
これまで紙記入されていた点検情報を、現場

でタブレットに直接データ入力することで、異
常値の把握やクラウドサーバ集約による迅速な
情報共有が可能になります

☆技術その1
センサ―による
機器状態モニタリング

☆技術その2
タブレットによる
点検効率化・情報活用

センサー
センサー情報を
無線送信

（令和３年３月ガイドライン化）
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クラウドを活用し維持管理を起点とした継続的なストックマネジメント
実現システムの実用化に関する実証事業

事業実施者
メタウォーター・池田市・恵那市共同研究体
実証フィールド
大阪府池田市下水処理場、岐阜県恵那市浄化センターほか５施設
実証概要
下水道施設における設備・機器の様々な点検結果等の維持管理データを、ICT・クラウドを用いて一元的に収集・整理（蓄積）し
て活用することで、効率的かつ継続的なストックマネジメントが実現できることを実証する。

クラウド上に構築された本提案システムを
構成する３つの要素技術

(1) 「データ一元収集整理システム」
様々な場所・種類の維持管理データの収
集・整理の効率化及び一元的管理を実現

(2) 「リアルタイム評価可視化システム」
収集・整理されたデータを用いた健全度の評
価・可視化を連続的に実施

(3) 「性能劣化予測支援システム」
データ解析を通じた劣化予測パターンの作
成や簡便な健全度評価指標抽出による
劣化予測

通常業務の一環で得られる情報を活用し、
PDCAが回せることで、効率的かつ継続的な
ストックマネジメントを実現。

提案技術の概要 提案技術の革新性等の特徴

（令和３年３月ガイドライン化）

提案技術の概要
提案技術の概要 従来技術イメージ

ＡＩによる音響データを用いた雨天時浸入水検知技術の実用化に
関する実証事業
事業実施者
建設技術研究所、産業技術総合研究所、郡山市、つくば市、名古屋市、神戸市、熊本市共同研究体

実証フィールド
郡山市湖南処理区、つくば市常南処理区、名古屋市鳴海処理区、神戸市玉津処理区他、熊本市東部・富合処理区

実証概要
音響データ解析とAIを活用した雨天時浸入水検知技術の実証
①安価な集音装置を用いた簡便な調査方法により、調査費用を削減しつつ現地作業の安全性を確保
②ＡＩを活用した音響データ解析により雨天時浸入水検知に至る一連の作業の効率化・迅速化を実現

提案技術の革新性等の特徴

①【安い】低コストで広域的な多点観測を実現
• 安価な集音装置でデータ収集を行うことにより、
調査コスト削減に寄与

• 集音装置を短時間で設置できることから、従来
技術と比べ観測機器の設置数（台/日）が大幅
に増加する（広域的に多点観測に寄与）。

②【早い】ＡＩ解析による分析の効率化・迅速化
• 雨天時浸入水の有無を、ＡＩ解析によって整理・
分析・評価を一元化することにより、従来技術者
が直接処理していた領域を自動化し、短期間・
低コスト化に寄与

③【安全】簡便な調査による現場リスクの低減
• 集音装置を足掛け上部に設置できることから、
マンホール内での設置及び撤去作業が不要と
なり、現場の安全性の向上に寄与

ＡＩによる正常・異常の判別

安価な観測機器を用いた
広域的な多点観測

天気 正常 異常

雨天時浸入水流入により正常時と異なる音響となる

天気 正常 異常

技術者による正常・異常の判別

雨天時浸入水流入により正常時と異なる水位（流量）等となる

マンホール内での設置・撤去作業
は不要となる

高価な観測機器を用いた
限定的な観測

マンホール内での設置・撤去作業
が必要となる

（令和３年４月ガイドライン化）
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３）令和３年度の取組について 

○令和３年度においては、主に下記の項目について取り組んでいく。 

A) BIM/CIM の導入促進 

 下水道事業に携わる関係者（受注者、発注者等）が BIM/CIM を円滑に導入できるよ

う「BIM/CIM 活用ガイドライン（下水道編）」を令和３年３月に策定したところ。 

 BIM/CIM モデル（３次元モデル）を活用した施設（ポンプ場や処理場等）設計等に

ついては交付対象としているので、BIM/CIM の積極的な活用をお願いしたい。 

 

B) マネジメントサイクルの実現、業務効率化に向けた標準仕様等の策定 

【管路施設】 

 令和２年度は、施設情報に加え、維持管理情報を GIS に関連付けた電子台帳システ

ムの標準仕様を策定（日本下水道協会の「下水道台帳管理システム標準仕様（案）・

導入の手引き Ver.4（平成 22 年７月発刊）」を改訂、本年４月に概要を日本下水道

協会の HP で公表、夏頃に冊子で発行。秋頃説明会を開催予定）。 

 令和３年度より、台帳の未電子化団体の電子化支援を目的とした共通プラットフォ

ームの検討を開始（日本下水道協会と共同）。また、共通プラットフォーム検討に

あたり、モデル実証を行い、電子化による業務効率化の検証等を行う予定。 

【処理場・ポンプ場施設】 

 処理場ポンプ場施設については、令和２年度に策定した「維持管理情報等を起点と

したマネジメントサイクルの確立に向けたガイドライン（処理場ポンプ場施設編）

－2021 年版－」で定めたデータ項目を基に、データ形式などの標準仕様等を策定

予定。 

 

C) ＩＣＴを活用した下水道施設広域管理システムの開発（B-DASH プロジェクト） 

 広域化・共同化をさらに加速するため、システムの大規模な改修を行わずに、各処

理場システムに互換性を持たせる技術の開発、標準化を実施する。 

 

D) ＡＩを活用した水処理運転操作の最適化支援技術の実証（B-DASH プロジェクト） 

 ＡＩにより通常時の熟練技術者の操作を再現するだけでなく、流入水量や水深の変

化時も運転判断を支援することで、運転操作を高度化する。 
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流 域 管 理 官 

（総  括） 
 

（１）浸水対策の推進について 

１）下水道による浸水対策の推進について 

２）内水ハザードマップの作成促進について 

３）水位周知下水道の導入促進について 

４）下水道浸水被害軽減総合事業等の活用について 

５）河川やまちづくりとの連携について  

６）気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会等について 

７）気候変動を踏まえた内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会について 

               

（２）雨天時浸入水対策の推進について 

１）雨天時浸入水対策ガイドラインについて 

２）雨天時浸入水対策計画の策定等について 

 

（３）きめ細やかな水環境管理の推進について 

１）四次元流総の推進について 

２）高度処理の推進について 

３）下水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理の推進について 

４）海の再生について 

５）下水処理場における水質とエネルギー最適管理について 

 

（４）水質リスク低減に向けた取組の推進について 

 １）雨天時水質管理の推進 

２）環境省における環境基準改定に向けた動き 

３）環境省における排水基準改定に向けた動き 

４）環境省における水質総量削減の今後の方向性の検討について 

５）生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討について 

６）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化

管法）に関する取り組みについて 

７）マイクロプラスチックに関する動向 

 

（５）雨水・再生水利用等の推進について 

１）再生水利用の促進について 
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２）適正な再生水利用の徹底について                

３）雨水の利用の促進に関する法律について             

４）再生水国際標準化の動きについて                

 

○学・市民連携（企画課の項にて紹介） 

下水道の市民科学プロジェクトについて            等 
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（１）浸水対策の推進について 

１）下水道による浸水対策の推進について 

下水道による浸水対策については、人（受け手）主体の目標設定、地区と期間を限定し

た整備（選択と集中）、ソフト対策・自助の促進による浸水被害の最小化という、浸水対策

における基本的考え方に基づき、ハード・ソフトを組み合わせた総合的な対策を推進して

いる。 

 

この基本的な考え方は、都市機能が集積し、一定規模以上の浸水被害実績を有する地区

や浸水シミュレーション等により一定規模以上の浸水被害が想定される地区などにおいて

は、下水道浸水被害軽減総合事業制度により広く展開・活用されている。 

 

一方で、下水道浸水被害軽減総合事業が適用されず、通常の下水道事業を行う地域にお

いては、従来型の事業の連続性等の観点から、基本的考え方が広く活用・展開される状況

に至っていない。 

 

このため、国土交通省では、市街地の全域等を対象として、降雨の規模、土地の浸水の

しやすさ、脆弱性を総合的に考慮して浸水リスクを評価した上で、緊急的・重点的に対策

を実施すべき区域（どこを）、目標とする整備水準（どの程度）、段階的な整備方針（いつ

までに）等を定める雨水管理総合計画の策定を推進している。 

  

 気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会（令和２年度）からの提言においても、

「計画的に事前防災を進めるため、気候変動の影響を踏まえた下水道による都市浸水対策

に係る計画雨水量の設定手法として、現在のハード整備に用いる計画降雨に、降雨量変化

倍率を乗じて設定する手法を用いること」とされており、雨水管理総合計画の策定・見直

しを通じて、気候変動を踏まえた計画に見直すよう検討をお願いする。 

 

なお、現在国会審議中である流域治水関連法案において、下水道法の事業計画の記載事

項に計画降雨を追加することとされているため、法案が成立されれば、過去の浸水被害の

みならず気候変動による将来の降雨量の増加などを考慮し、地域ごとの浸水リスクを踏ま

えた計画降雨を事業計画に定め、これに対応する浸水対策を事前防災の考え方に基づき計

画的に推進して頂くようお願いする。 

 

 浸水リスクの評価については、周辺地域に住宅等がある下水道について、想定最大規模

降雨による内水ハザードマップの早期作成・公表や計画降雨を含む複数外力による多層的

なリスク評価結果の公表をお願いする。 

 

また、内水ハザードマップ等を活用し、住民等へ浸水リスクを周知することで、自助・

共助による減災対策および適切な水防活動や避難行動等を促進するとともに、雨水管理総

合計画等で定めた浸水対策を実施すべき区域においては、ハード・ソフトを組み合わせた

総合的な浸水対策を、予算制度等を活用しながら重点的に実施して頂きたい。 
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２）内水ハザードマップの作成促進について 

①内水ハザードマップ作成及び公表の推進 

国土交通省では、内水による浸水情報と避難方法等に係る情報を、住民にわかりやすく

事前に提供するため、内水ハザードマップの作成・活用を推進している。 

平成 27 年の水防法改正では、地下街等がある地区など、雨水出水により相当な損害を生

ずるおそれがあるものとして水位周知下水道を指定した地区については、想定最大規模降

雨による雨水出水浸水想定区域を指定し、想定最大規模降雨による内水ハザードマップを

公表することとなっている。 

さらに、近年、地下街等がある地区以外でも、雨水出水による浸水被害が頻発している

ことから、現在国会審議中である流域治水関連法案（水防法）では、水位周知下水道を指

定しない場合であっても、想定最大規模降雨による雨水出水浸水想定区域を指定し、内水

ハザードマップを公表することとされている。 

このため、法案が成立されれば、周辺地域に住宅等がある下水道について、「内水浸水

想定区域図作成マニュアル（案）」（平成28年4月）を参考に、想定最大規模降雨による内

水浸水想定区域図を作成していただくとともに、これをベースとして、「水害ハザードマ

ップ作成の手引き」（平成28年4月）を参考に、防災部局等と連携して、想定最大規模降雨

による内水ハザードマップの作成・公表及び水害に係る防災訓練等の実施に積極的に取り

組んでいただきたい。既に作成済みの市区町村においても、防災訓練や防災教育での活用

など、継続的に住民の理解を促進するとともに、作成後の降雨状況等を踏まえ、適切に内

水ハザードマップを見直すようお願いする。 

また、防災部局や都市計画部局等との連携によるリスク低減策（事前防災）を進めるた

め、計画降雨を含む複数外力による多層的なリスク評価結果の公表をお願いする。 

 

②内水ハザードマップの必要性 

内水ハザードマップのベースとなる内水浸水想定区域図は、地域の既往最大級の降雨や

他地域での大規模な降雨、水防法に基づく想定最大規模降雨等の下水道の雨水排水能力を

上回る降雨が生じた際に、下水道その他の排水施設の能力不足や河川の水位上昇に伴い当

該雨水を排水できない場合に浸水の発生が想定される区域や、実際に浸水が発生した区域

である。 
内水浸水想定区域図は洪水浸水想定区域図と比較し、浸水範囲や浸水深は相対的に小さ

い傾向にあるが、内水浸水は洪水浸水想定区域図から離れた場所でも発生する場合がある

こと、発生頻度が相対的に高く洪水が発生しなくても内水浸水は発生する場合があること

から、洪水ハザードマップだけでは内水浸水のリスク情報を十分提供されているとはいえ

ない。 
また、気候変動の影響により、短時間高強度の豪雨が増加する傾向にあり、これまで内

水浸水が発生していない地区においても、今後、浸水被害が発生する可能性がある。 

内水浸水は市民生活や企業活動に密接な係わりがあり、内水ハザードマップ等による浸

水リスク情報は、住民や企業等が行う止水板等による減災対策、住宅建築時に高床式や盤

上げをするなど住まい方の工夫、水平避難の際の避難ルートの選択など、水害リスクを最

小化するための取組みの参考となることから、内水浸水のリスク情報の提供が望まれてい

る。なお、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令（令和 2年 7月 17 日公布、同

年 8 月 28 日施行）においても、不動産取引時に、宅地建物取引業者が重要事項説明とし
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て、水防法に基づく内水ハザードマップを用いて取引対象物件の所在地について説明する

ことが義務づけられている。 
浸水シミュレーションによる内水浸水想定区域図の作成が早期に実施できない場合は、

浸水実績による内水浸水想定区域図の作成も有効であり、下水道による浸水対策を実施し

ている全ての市区町村は、自助・共助による防災・減災対策の促進の観点からも、早期に

作成・公表することが重要である。 
 

③内水ハザードマップ作成に係る支援 

 内水ハザードマップのベースとなる内水浸水想定区域図の作成は、浸水想定を含むシミ

ュレーション等の検討について、浸水対策の実施に必要なものとして交付金の基幹事業と

して支援できる。また、内水ハザードマップは内水浸水想定区域図に避難情報を追加した

ものであるが、作成については、浸水対策と一体性を有する事業として、効果促進事業の

対象となるので留意されたい。 
また、簡易な浸水シミュレーションが実施できるよう、その手法等を検討しているとこ

ろであり、今後、「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」の改訂を予定しているため、

参考とされたい。 
 
④排水先の河川水位 

内水浸水想定区域図の作成においては、下水道の能力不足だけでなく、放流先河川等の

水位上昇によって雨水を排水できないことによって発生する浸水現象等を対象とすること

から、放流先河川等の水位の経時変化を設定する必要がある。 
対象とした実績降雨における放流先河川等の最大水位が低い場合には、実績水位を引き

伸ばすことにより設定する。この場合、放流先河川等の最高水位は、河川等の堤防の決壊

や河川からあふれた水によるはん濫を伴わない水位に設定する。放流先が洪水予報河川で

ある場合には、はん濫危険水位、水位周知河川である場合には、避難判断水位を目安にす

ることも考えられる。 
なお、河道からの溢流による浸水は、内水浸水想定に含めない。 
ポンプ排水区においては、排水ポンプ場の運転調整が行われる可能性があることに留意

し、一例として、放流先河川が最高水位となった時点で排水ポンプ場の運転調整が行われ

る浸水シナリオによる内水浸水想定区域図の検討を行うことも必要である。 
なお、外水位（河川）の影響が大きな場合には、下水道と河川を統合的に解析できるモ

デルを採用するなど、内水の挙動をより詳細に再現することが望ましい。 
また、上記は現行の「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」の内容であるが、現在、

マニュアルの改訂を検討しているところであり、改訂に合わせて降雨や河川水位の設定方

法などについても整理する予定であるため、マニュアルが改訂された際には参考とされた

い。 
 

⑤ハザードマップポータルサイトへの登録について 

国土交通省では、平成 19 年より全国の各種ハザードマップを一元的に検索・閲覧が可能

なポータルサイトを運営している。内水ハザードマップを作成・公表した際やホームペー

ジの更新等により URL が変更となった場合には、速やかにハザードマップポータルサイト

への登録申請を行っていただきたい。 
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３）水位周知下水道の導入促進について 

【制度概要】 

・想定し得る最大規模の内水に対する避難体制等の充実・強化のため、水位を周知する

下水道を指定し、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位である内水氾濫危険水

位を設定して、その水位に達した場合は、内水氾濫危険情報を関係者に通知・周知する

制度。 

・水位周知下水道を指定した下水道が存在する地区では、その地区における想定最大規

模降雨に対応した内水浸水想定区域図を公表し、ハザードマップの作成やそれに基づ

く訓練等を実施する必要がある。 

 

【令和３年３月末現在の指定状況】 

・令和２年度に福岡県福岡市、広島県広島市において水位周知下水道の指定がなされて

いる。 
 

【制度活用のポイント】 

・地下街等を有する都市については、地下街管理者と制度の内容や実際の運用方法につ

いて意見交換を行い、引き続き検討を進めていただきたい。 

・また、水位情報の発信にあたっては、降雨情報等、水位以外の情報を十分に活用しつ

つ、水防活動や避難の判断に資する情報となるよう、各地方公共団体の実情に応じてご

検討いただきたい。 

・地下街等が存在しない都市においても、近年甚大な浸水被害が発生した地区を有する

都市においては、ソフト対策の強化を目的として、水位の情報を活用したリスク情報の

発信に積極的に取り組んでいただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水位周知下水道のイメージ（発災時） 
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４）下水道浸水被害軽減総合事業等の活用について 

令和元年度より、下水道浸水被害軽減総合事業や効率的雨水管理支援事業は地区ごとに

計画の策定が必要で市全体の浸水対策の方針が不明確であったことから、下水道浸水被害

軽減総合事業に効率的雨水管理支援事業を統合し、地区ごとの計画を集約するとともに、

市全体の整備方針を明確化することとした。 

ここでは、浸水対策における「基本的考え方」の活用・展開の観点から、留意事項を記

載しているので、参考とされたい。 

 
【下水道浸水被害軽減総合事業】 

令和元年度の予算制度改正により、下水道浸水被害軽減事業を下水道浸水被害軽減型、

効率的雨水管理支援事業を効率的雨水管理支援型として統合した。 

下水道浸水被害軽減型は、駅の周辺地区に代表される都市機能が集積しており浸水実績

がある地区，床上浸水被害が発生した地区，河川と下水道等が集中的な対策を実施するた

め共同して計画を策定した地区，内水浸水により一定規模の浸水が想定される地区等の浸

水被害の軽減，最小化及び解消を目的として，再度災害防止や事前防災・減災の観点等か

ら，他事業と連携した流出抑制施策やハード対策に加えて地域住民等による自助取組の促

進策及び効果的に自助取組を導くためのソフト対策を組み合わせて総合的な浸水対策を実

施するものである。 

効率的雨水管理支援型は、行政と住民等が連携して効率的な浸水対策を図る地域におい

て、浸水リスクに応じたきめ細やかな目標設定と、迅速かつ経済的な浸水対策を推進し、

既存施設を最大限活用した下水道整備や個人・事業者等による共助・自助の取組により浸

水対策を実施するものである。 

下水道浸水被害軽減総合事業は、浸水対策実施の基本方針、対象地区の概要及び選定理

由、整備目標（効率的雨水管理支援型については、浸水リスク評価に応じた対策目標）、事

業内容及び年度計画（効率的雨水管理支援型については、既存施設を最大限活用した対策）、

その他必要な事項を定めた「下水道浸水被害軽減総合計画」を策定する必要がある。 

このうち、浸水対策実施の基本方針は、市街地全域等における浸水対策の基本的な考え

方、浸水対策を実施すべき地区の概要など「雨水管理総合計画」で定める内容を反映する

こととしているが、雨水管理総合計画の策定は効率的雨水管理支援型で支援できるので積

極的に活用されたい。なお、この場合、効率的雨水管理支援型を活用した計画策定に必要

な検討の結果として雨水管理総合計画の策定ができるものであり、雨水管理総合計画を策

定することのみを目的とした効率的雨水管理支援型の活用はできないことに留意されたい。 

なお、下水道浸水被害軽減総合計画の策定にあたっては「下水道浸水被害軽減総合計画

策定マニュアル（案）」（平成 28 年 4 月）を、雨水管理総合計画の策定にあたっては、「雨

水管理総合計画策定ガイドライン（案）」（平成 29 年 7 月）を参考とされたい。 

 また、令和３年度予算より、貯留・排水施設の規模によらず、樋門等の自動化・無動力

化・遠隔化、ポンプ場の耐水化を交付対象に追加している。 
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下水道による浸水対策を支援するため、下水道浸水被害軽減総合事業のほか、以下に示

すような各種制度を準備しているので、各制度の内容・趣旨をご理解いただき、下水道に

よる効率的な浸水対策の実施のために、積極的に活用されるようお願いする。 
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【下水道による都市浸水対策の達成状況】 

令和 2 年 3 月末現在で、人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等

において、概ね 5 年に 1 回程度発生する規模の降雨に対して下水道の整備が完了した面積

の割合は約 60％となっている。 

 

 

■都道府県、政令市別の都市浸水対策達成率（令和 2 年 3 月 31 日現在） 
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５）河川やまちづくりとの連携について 

①「100mm/h 安心プラン」の策定促進について 

 平成 25 年度より要綱を定め、地方公共団体からの申請に基づき、令和 3年 3月末時点で

21 都市 24 計画を登録した。登録された地区は、下水道浸水被害軽減総合事業下水道浸水

被害軽減型の対象地区となる。 

「100mm/h 安心プラン」の策定にあたっては、施設の計画を超える局地的な大雨等に対

して、河川部局等の関係機関や住民等と協議し、計画を策定していただきたい。円滑な登

録手続きを進めるためにも、関係機関と事前協議を行った上で登録申請がされるよう調整

されたい。 

また、気象、地形、土地利用等の違いにより都市をとりまく状況は様々であることから、

登録の視点は都市によって異なる。都道府県におかれては、市町村の計画策定を支援して

いただくとともに、その計画内容などについての不明点などがある場合には、地方整備局

等を通じてご相談されたい。 
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② 特定都市河川浸水被害対策法による浸水対策の推進 

これまで鶴見川、新川、寝屋川、巴川、境川（愛知県）、猿渡川、境川（東京都、神奈川

県）、引地川の８河川が特定都市河川浸水被害対策法（以下「特定都市河川法」という。）

の指定を受け、総合的な浸水対策が進められている。指定を受けた特定都市河川では、あ

らかじめ国土交通大臣の同意を得て、流域水害対策計画を策定することとされている。流

域水害対策計画の策定状況は以下の通りである。 

都市部における浸水は、都市機能の麻痺や地下街の浸水をもたらすなど、重大な被害に

つながることから、著しい浸水被害が発生、又はその恐れがあり、かつ、河道等の整備に

よる浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域においては、特定都市河川法に基づ

く総合的な浸水対策に積極的に取り組まれるようお願いする。 

なお、現在国会審議中である流域治水関連法案において、特定都市河川法の対象河川の

要件拡大や、流域水害対策計画の充実などが盛り込まれているため、法案が成立されれば、

改正内容を踏まえ、より多くの地域において総合的な浸水対策に取り組まれるようお願い

する。 

 

【参考】流域水害対策計画の策定状況（令和 3年 3月末時点） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川名※ 関 係 機 関
特定都市河川及び特定
都市河川流域の指定

（下段：施行日）

流域水害対策計画
の策定

鶴見川
国土交通省関東地方整備局、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、
町田市、稲城市

平成17年4月1日
（同上）

平成19年3月14日

新川
愛知県、名古屋市、一宮市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、
稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、あま市、豊山町、大口町、扶桑
町、大治町

平成17年5月31日
（平成18年1月1日）

平成19年10月30日
（平成26年10月17日一部変更）

寝屋川
大阪府、大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、
門真市、東大阪市、四條畷市、交野市、藤井寺市

平成18年1月13日
（平成18年7月1日）

平成18年2月15日
（平成26年8月5日第一回変更）

巴川 静岡県、静岡市
平成21年2月6日

（平成21年4月1日）
平成22年3月26日

境川
愛知県、名古屋市、刈谷市、豊田市、安城市、東海市、大府市、知立市、
豊明市、日進市、みよし市、東郷町、東浦町

平成23年7月1日
（平成24年4月1日）

平成26年3月25日

猿渡川 愛知県、刈谷市、豊田市、安城市、知立市
平成23年7月1日

（平成24年4月1日）
平成26年3月25日

境川 東京都、神奈川県、横浜市、町田市、相模原市、大和市、藤沢市、鎌倉市
平成26年2月14日
（平成26年6月1日）

策定中

引地川 神奈川県、大和市、座間市、海老名市、藤沢市、茅ヶ崎市、綾瀬市
平成26年2月14日
（平成26年6月1日）

平成27年6月5日

※当該河川に流入する支川の一部を含む。
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③ 予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効果的な内水排除の推進について 

平成 30 年 12 月 13 日に社会資本整備審議会より答申された「大規模広域豪雨を踏まえた

水災害対策のあり方について」において、緊急的に実施する対策の一つとして、社会経済

被害を最小化し、中心市街地や重要拠点等の機能確保を図るため、「排水先の河川の水位が

低く、水位予測によっても河川の水位上昇が見込まれない場合などは、予備ポンプや移動

式ポンプ等を活用して効果的な内水排除を推進すること」が示されている。 

答申を踏まえ、河川管理者及び下水道管理者は、社会経済被害の最小化に向け相互に連

携し、「出水時における排水ポンプ場の運転調整について」（平成 13 年 6 月 27 日 国河治

第五二号）「出水時における排水ポンプ場の運転調整等について」（平成 13 年 6 月 27 日 国

都下流第一六号）に基づく運転調整ルールの設定を前提として、予備ポンプや移動式ポン

プ等を活用した効果的な内水排除に向けた運転ルールを適切に定められたい。 

 
 
④ 浸水被害対策区域制度（官民連携した浸水対策） 

【制度概要】 

・財政状況の逼迫、地下空間の輻輳等により、下水道管理者のみでは追加的整備を行う

ことが困難な場合に、民間施設の地下空間を活用するなど、民間の協力を得て、浸水対

策を実施する区域を指定する制度。 

・下水道法に規定する「浸水被害対策区域」や都市再生特別措置法に規定する立地適正

化計画に定められた「都市機能誘導区域」では、管理協定を締結することで下水道管理

者が民間設置の雨水貯留施設の管理を行えるなど、官民連携した浸水対策を実施。 

 

【令和３年３月末現在の指定状況】 

・これまでに神奈川県横浜市及び藤沢市において浸水被害対策区域を指定。 

 

【制度活用のポイント】 

・浸水被害対策区域等を活用した民間事業者等と連携した効率的な浸水対策の実施によ

り、都市部における浸水に対する安全度の早期向上を図られたい（平成 29 年 3 月 31 日

付国水下流第 43 号「官民連携による効率的な浸水対策の推進について」参照）。 

・なお、浸水被害対策区域等における民間事業者等の雨水貯留施設の設置に対しては、

特定地域都市浸水被害対策事業において、整備費用の一部を国が直接支援する制度も

あるため、これらの制度の活用も考慮して積極的に検討されたい。 

・浸水被害対策区域制度の活用にあたっては「官民連携した浸水対策の手引き（案）」（平

成 29 年 7 月）を参考とされたい。 

・現在国会審議中である流域治水関連法案において、民間事業者等が浸水被害対策区域

内に設置及び管理しようとする雨水貯留浸透施設について、雨水貯留浸透施設整備計

画認定制度に基づき、認定事業者に対して国又は公共下水道管理者が施設の設置に要

する費用の一部を補助することができることとなり、あわせて、認定施設に対しては、

固定資産税に関する特例措置が適用されることとなるため、法案が成立されれば積極

的に活用されたい。 
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６） 気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会等について 

① 気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会 

【概要】 

気候変動による降雨量の増加を反映した外力の設定方法等について検討するため、令和

元年１２月に、学識者等で構成する検討会を設置し、令和２年６月に提言をとりまとめ。 
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② 気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会について 
【概要】 

国土交通省は、社会資本整備審議会に対し、気候変動を踏まえた水災害対策のあり方に

ついて令和元年１０月に諮問。これを受け、令和元年１１月に同審議会河川分科会に気候

変動を踏まえた水災害対策検討小委員会を設置。その後、計５回の小委員会を開催し、令

和２年７月に答申がとりまとめられた。本答申では、近年の水災害による甚大な被害を受

け、これまでの「水防災意識社会」の再構築する取組をさらに一歩進めて、社会のあらゆ

る関係者が、意識・行動に防災・減災を考慮することが当たり前となる、防災・減災が主

流となる社会の形成を目指し、流域の全員が協働して流域全体で行う持続可能な治水対策

（流域治水）への転換が提案されている。 
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７）下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会につ

いて 

【概要】 

 「気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会」の提言等を踏まえ、気候変動を踏

まえた内水浸水対策の推進や内水浸水想定区域図の作成促進のための手法等を検討し、ガ

イドライン類を改訂するため、令和２年 12 月に、学識者等で構成する検討委員会を設置。 

 

【設置趣旨】 
 都市化の進展等に伴う浸透面積の減少により、雨水の流出量が増え、下水道にかかる負

担が増加していることに加え、気候変動の影響等により、大雨等が頻発し、内水氾濫が発

生するリスクが増大している。 

 国土交通省では、これまでに、「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」など、下水

道による都市浸水対策に関する７つのガイドライン類を策定し、浸水被害の軽減に取り組

む地方公共団体への技術的支援を行ってきたが、ガイドライン類策定後も、平成３０年７

月豪雨、令和元年東日本台風、令和２年７月豪雨等において、河川の氾濫等による被災と

ともに、内水氾濫による浸水被害が発生したところである。 

 このような状況の中、今年度、下水道による内水浸水対策の推進・強化について、「気候

変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会」提言及び「下水道政策研究委員会 制度小

委員会」報告がとりまとめられており、当該提言等の内容を踏まえて、まずは、『気候変動

の影響を反映した計画への見直し』『内水浸水想定区域図作成・公表・周知の加速化』に向

け、ガイドライン類について必要な見直しを行う必要がある。 

本検討委員会は、提言等を踏まえ、気候変動を踏まえた計画雨水量の設定及び内水浸水

対策の推進、内水浸水想定区域図の作成促進のための手法等について検討し、下水道によ

る内水浸水対策に関するガイドライン類を改訂することを目的として設置するものである。 
 

【スケジュール】 

第１回検討会 R2.12.7 下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂にお

ける課題と方向性等 

第２回検討会 R3.3.26 ガイドライン改訂骨子等 

第３回検討会 R3.5（予定） とりまとめ 
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（２）雨天時浸入水対策の推進について 

１）雨天時浸入水対策ガイドラインについて 

分流式下水道を採用している都市において、施設の老朽化の進行や地震等の被災、高強

度降雨の増加等に伴い、降雨時に下水の流量が増加し、汚水管等からの溢水や宅内への逆

流等が発生している。このため、雨天時浸入水は、下水道を管理する地方公共団体にとっ

て解決すべき課題であると認識されているものの、必ずしも十分な対策がとられていると

は言えない状況である。 

このような状況に速やかに対処するため、国土交通省は分流式下水道における雨天時浸

入水に起因する事象に対し、効果的かつ効率的な対策及びその計画を立案するための基本

的な考え方等を定めた「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」（以下「本ガイドライン」

という。）を令和２年１月に策定した。 

計画降雨以下の降雨に対して雨天時浸入水に起因する事象が発生する地方公共団体は、

下記の事項に十分留意して、本ガイドラインを参考に、雨天時浸入水に起因する事象の発

生を防止することを目的として、地域の実情や施設の状況等を踏まえ、発生源対策や運転

管理及びこれらを踏まえた施設対策等を定めた「雨天時浸入水対策計画」を速やかに策定

し、必要に応じ、この計画の内容を下水道法に基づく事業計画に反映することにより、効

果的かつ効率的な雨天時浸入水対策の実施を図られたい。 

 

記 

 

① 雨天時浸入水に起因する事象について 

分流式下水道の処理区において汚水系統の管路施設やポンプ施設、処理施設等において

発生する以下の３つの事象を、雨天時浸入水に起因する事象（以下「事象」という。）とし

た。 

（事象１）処理場外にある汚水管のマンホール等からの溢水や宅内への逆流 

雨天時浸入水により管きょやポンプ施設等の流下能力等が不足し、増水した下水がマ

ンホール等から溢水、または宅内へ逆流した下水がトイレや宅内ます等から溢水する

こと 

（事象２）処理場外にある汚水管等から雨天時に増水した下水が公共用水域に流出 

雨天時浸入水により管きょやポンプ施設等の流下能力等が不足することが想定される

箇所において、マンホール等からの溢水対策として設置した管きょから、下水が公共用

水域へ流出すること 

（事象３）処理場に流入する下水の一部を二次処理せず放流または流出 

雨天時浸入水の増大により処理場の処理能力が不足し、一部の下水を二次処理せずに

放流または流出すること 

 

② 段階的な対策について 

 雨天時浸入水対策を実施する地方公共団体は、事象の発生を防止するための対策につい

て、雨天時浸入水対策計画の計画期間における全ての対策について検討するとともに、対

策完了まで長期間を要する場合には、地域の実情及び放流先の水環境等を踏まえ、段階的

な目標を設定し、時間軸を有した対策を講じられたい。 
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 具体的には消毒等の応急対策や、未利用地を活用し一時貯留するなどの暫定対策などを

含めて、早期に効果発現が図られるよう対策を行うことが望ましい。 

 

③流域下水道について 

 流域下水道における雨天時浸入水対策は、流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理

者が相互に連携することが重要である。地形的な要因等により、雨天時浸入水の流入が多

い地区と、事象が発生しやすい地区の下水道管理者が異なることも考えられるが、事象が

発生した実績のある処理区は、その処理区全体の課題として、当該流域下水道に関係する

すべての下水道管理者が雨天時浸入水対策に協力し、推進体制を構築することが重要であ

る。 

 

④モニタリング等について 

 雨天時浸入水対策が完了するまでの間に、計画降雨以下で事象が発生した場合、また

は、対策が完了した後に計画降雨を超過し事象が発生した場合などにおいて、継続的に事

象の発生状況を詳細に記録し、関係者への情報提供を行われたい。 

 また、雨天時浸入水対策の実施状況を踏まえて対策効果を把握し、必要に応じて雨天時

浸入水対策計画を見直し、より効果的かつ効率的な対策を実施されたい。 

 

（参考） 

雨天時浸入水対策ガイドライン（案）（令和２年１月） 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000639.html 
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２）雨天時浸入水対策計画の策定等について 

①雨天時浸入水対策計画策定等に係る事前協議の手続きについて 

雨天時浸入水対策計画の策定時または変更時の事前協議（以下「事前協議」という。）

については、当面の間、本省担当官と直接協議し、確認を受けることとする。ただし、本

省担当官が認めた場合は書類等の郵送及び電話・電子メール等による協議も可能とする。

なお、本省担当官は地方整備局等担当官と必要な調整を行うこととする。 

 

（参考）本省担当窓口 

 下水道部流域管理官付水害対策係長 ℡03-5253-8111（内線 34314） 

 

 

②事前協議に際し必要な書類等について 

１）雨天時浸入水対策計画 

雨天時浸入水対策計画は、令和2年2月28日付「雨天時浸入水対策計画策定に係る手続

き等について」の事務連絡のとおり作成することを標準とする。なお、雨天時浸入地下

水量の設定に際し、目標とする浸入率が、雨天時浸入水対策ガイドラインの第３章第２

節（（参考）浸入を最少限度とする措置が講ぜられた場合の浸入率について）に示す値

を超えて設定する場合は、別途、説明資料を添付することとする。 

 

２）下水道計画一般図 

  「下水道法に基づく事業計画の運用について（平成27年11月19日付け国水下事第80

号）」において定める下水道計画一般図（雨天時浸入水対策計画で対象とする区域の境

界線を記載すること、内容が把握できる範囲においてＡ４あるいはＡ３版等に縮小する

ことも可とする。）とする。 

 

③ 雨天時浸入水対策に係る国の財政的支援について 

 雨天時浸入水対策計画の策定において、計画的な改築事業の実施に必要な下水道施設

（処理場・ポンプ場，管きょ等）の浸入水に係る点検、調査その他の施設計画の検討につ

いては、社会資本整備総合交付金等による支援が可能であるので活用されたい。 

また、施設対策においては、従来の交付対象に該当する主要な管渠やこれを補完するポ

ンプ施設等に係る対策であれば、交付対象になりうることに留意されたい。例えば、計画

汚水量（雨天時浸入地下水量を含めない汚水量）に基づき定めた管渠が主要な管渠に該当

する場合、雨天時計画汚水量に対する排水能力の不足が確認されれば、布設替えなど排水

能力を増強する対策等は交付対象となるが、計画汚水量（雨天時浸入地下水量を含めない

汚水量）に基づき定めた管渠が主要な管渠に該当しない場合は、当該管渠の施設対策は交

付対象とはならない。 
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（３）きめ細やかな水環境管理の推進について 
 

１）四次元流総の推進について 

平成 27 年 1 月に「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説（以下、「流総

指針」という）」を改訂し、同年 7 月には計画書の様式の変更等の下水道法施行

規則の改正を行った。 

改訂した流総指針は、水質環境基準の達成といった従来の流総計画の「水質」

の軸に加え、資源・エネルギー利用、省エネの推進など「エネルギー」の軸、中

期的な整備方針を定めることによるアダプティブマネジメントの推進など「時

間」の軸、広域化を踏まえた統廃合等の最適計画の促進など「空間」の軸といっ

た 3つの軸も考慮した「四次元流総」の策定を推進している。 

 なお、流総計画は、処理方法等を定めることになっているため、社会経済状況

等の変化を踏まえ、適宜、見直しを行われたい。 

【参考】四次元流総 

エリアB
（きれいな海）

エリアA
（泳げる海）

市民・企業
関連部局
（行政）病原性微生物の

リスクを減らす

栄養塩類の
循環バランス
回復

施策イメージ

中期
的な
整備
方針

全体

当初計画

概ね10年後 概ね10年後

変更

更新 更新 更新

概ね20～30年間

概ね10年後

当初計画(現計画含む)

能動的

機動的

エリアC
（豊かな海）

エリア別の
目標像は
こうしよう

下水道の
ポテンシャル
の有効活用

概ね20～30年間基準
年度

流

総

計

画

【改革①】水質環境基準以外の多様な目標の設定
【改革②】資源・エネルギー利用、省エネの推進
【改革③】統廃合等の最適計画の促進

【改革④】中期的な整備方針の設定
（高度処理の導入方針等）

【改革⑤】作業の簡略化

四次元流総

水 質

エネルギー

時

間

空

間

改革②①③

水質環境基準＋改革①

改
革
④
③
⑤

改
革
③
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２）高度処理の推進について 

①高度処理実施率について 

閉鎖性水域の水質改善等に必要な高度処理の実施率は、令和元年度末時点で全

国平均約 56％となっている。高度処理の必要な各地方公共団体におかれては、引

き続き高度処理の導入を進めていただきたい。特に、実施率が低い地方公共団体

においては、改築・更新時における高度処理の導入はもとより、既存施設を活用

した段階的高度処理（水域の早期水質改善に向けて、既存施設の一部改造や運転

管理の工夫により段階的に高度処理化を図る手法と定義）の取組を積極的に実施

していただきたい。 
なお、事業計画に高度処理として位置付ければ、流域関連市町村を含む一般市

町村においては補助対象範囲の拡大や特別交付税措置の対象となるため、流域関

連公共下水道を含めた関係市町村にも周知頂きたい。 
 
②既存施設を活用した段階的高度処理 

耐用年数等から施設の全面的な改築が当面の間見込めない処理場においても、

段階的高度処理の導入により高度処理を推進すること目的とし、平成 27 年 7 月

に「既存施設を活用した段階的高度処理の普及ガイドライン（案）」を公表して

いる。このガイドライン（案）では、段階的高度処理の効果、導入手順、運転管

理上の留意点等を整理しており、段階的高度処理導入の検討時に参照していただ

きたい。 
さらに、流域別下水道整備総合計画の策定にあたっては、中期整備事項として、

概ね 10 年程度の中期的な整備方針を定める際、既存施設・ナレッジを活用した

段階的高度処理等の導入を検討していただきたい。なお、段階的高度処理の推進

に向けて、運転管理による新たな高度処理技術等があれば情報提供頂きたい。 
 

③高度処理共同負担制度 

高度処理共同負担制度（平成 17 年度創設）は、高度処理を効率的に行うこと

ができる下水道管理者が、他の下水道管理者の実施する高度処理の負荷削減機能

を併せて高度処理を行う場合、国が、当該高度処理の施設を設置する下水道管理

者に設置に係る費用の一部を一括して支援することができる制度である。 
適用範囲は、同一の流総計画内の施設となり、適用する際は流総計画への位置

付けが必要となる。 

平成 19 年度に、「高度処理共同負担制度に関するガイドラインと解説（案）」

を発刊。平成 22 年度及び平成 25 年度に高度処理共同負担の実行可能性調査を実

施してきたところ。 

本制度の活用については、流域管理官までご相談いただきたい。 
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高度処理人口及び高度処理実施率(令和 2 年 3 月 31 日現在) 
（令和元年度末）

高度処理人口 高度処理 高度処理人口 高度処理

（万人） 実施率 （万人） 実施率

北海道 39.6 73.2% 滋賀県 119.9 88.8%

青森県 0.0 － 京都府 150.9 69.4%

岩手県 0.7 99.9% 大阪府 609.5 70.3%

宮城県 17.2 41.0% 兵庫県 175.8 42.1%

秋田県 0.01 100.0% 奈良県 52.6 47.4%

山形県 0.0 － 和歌山県 10.5 21.6%

福島県 3.8 79.9% 鳥取県 3.6 59.7%

茨城県 62.5 71.2% 島根県 18.4 92.8%

栃木県 0.0 0.1% 岡山県 103.8 66.9%

群馬県 0.2 0.2% 広島県 72.3 43.8%

埼玉県 567.0 87.1% 山口県 22.4 22.4%

千葉県 177.2 34.0% 徳島県 3.0 13.8%

東京都 725.1 54.0% 香川県 3.0 71.2%

神奈川県 317.4 43.3% 愛媛県 15.7 32.7%

新潟県 0.02 0.1% 高知県 8.8 28.9%

富山県 6.2 27.3% 福岡県 276.3 87.7%

石川県 18.1 75.3% 佐賀県 0.8 1.9%

福井県 2.8 54.2% 長崎県 9.6 31.0%

山梨県 0.1 0.5% 熊本県 20.5 23.2%

長野県 19.5 93.8% 大分県 2.1 35.2%

岐阜県 97.1 64.3% 宮崎県 0.0 －

静岡県 6.2 62.2% 鹿児島県 0.0 －

愛知県 375.6 53.9% 沖縄県 6.1 86.5%

三重県 85.6 67.7% 全国計 4,208 56.3%

・良好な水環境創出のための高度処理実施率とは、公共用水域の水質改善による良好な水環境創造に必要な高度

　処理を導入すべき処理場に係る区域内人口に対し、高度処理（段階的高度処理を含む）が実施されている

　区域内人口の割合。

・高度処理人口及び高度処理実施率は小数点以下２桁を四捨五入している。

・「－」は、流総計画又は全体計画に位置付けがなく高度処理を実施してないもの。

・福島県については東日本大震災の影響で調査困難な処理区域を除いた値。

都道府県名 都道府県名
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３）下水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理の推進について 

公共用水域の水質保全は、有機汚濁負荷や栄養塩類の削減により、全国で水質

環境基準の達成を図ることが重要と考えられてきた。しかし、生物の多様性の保

全や持続可能な水産活動を育める豊かな海にとっては、栄養塩類も水生生物の生

息・育成にとって欠かせないものであり、生態系や水産資源への配慮等、きれい

なだけでなく豊かな水環境を求める新たなニーズが高まっている。 

このため近年では、下水処理水放流先のアサリやノリ養殖業等に配慮し、冬季

に下水処理水中の栄養塩類（窒素やりん）濃度を上げることで不足する窒素やり

んを供給するなど、地域のニーズに応じ季節毎に水質を管理する能動的運転管理

の取組を行っている地方公共団体が存在する。 

国土交通省では、平成 26 年 3 月に「栄養塩類の循環バランスに配慮した運転

管理ナレッジに関する事例集」の公表、平成 27 年に「流域別下水道整備総合計

画調査指針と解説」の改訂及び下水道法施行規則の改正、平成 27 年 9 月に「下

水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理のための運転方法に係る手順書（案）」

の公表などを実施し、能動的運転管理の取組を進めてきた。 

令和元年度末時点で 22 都市 30 箇所の下水処理場で、栄養塩類の能動的運転管

理が実施・試行されているが、今後、地域の実情に応じて取組の更なる普及促進

を図っていくため、国土交通省では、令和 3年 1月に有識者等による委員会を設

置し、下水処理場の能動的運転管理の効果的な運転管理手法等について検討を行

っているところ。 

委員会での議論を経て、令和 3 年 3 月には、平成 26 年 3 月に公表した事例集

の改訂版として、最新の実施事例とその内容について紹介した「栄養塩類の能動

的運転管理に関する事例集」を公表したため、今後、栄養塩類の能動的管理の取

組を行おうとする場合には、参考とされたい。 

また、播磨灘流域別下水道総合計画（兵庫県）では、県内３下水処理場におい

て全国で初めて季節別の処理水質を位置づけ本運用を実施しているが、季節別処

理水質を流域別下水道整備総合計画に位置づける場合には、早めに流域管理官ま

で相談されたい。 
 

【栄養塩類の能動的運転管理に関する事例集】 

 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html 
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また、令和元年 6 月 19 日に環境大臣が諮問した「瀬戸内海における今後の環

境保全の方策の在り方について」は、中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保

全小委員会において審議され、その結果を受けて令和 2 年 3 月 31 日付けで、中

央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされた。答申を踏まえ、令和 3年 1月

26 日には中央環境審議会会長から環境大臣へ意見具申がなされた。これらを受け、

関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できる制度を創設し、周辺環

境の保全と調和した形での特定の海域への栄養塩類供給を可能とすることで、海

域及び季節ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行えることなどとする「瀬戸内海

環境保全特別措置法の一部を改正する法律案」が令和 3 年 2 月 26 日に閣議決定

されたところ。 
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４）海の再生について 

全国 4ヶ所（東京湾、大阪湾、伊勢湾、広島湾）において「全国海の再生プロ

ジェクト」が実施されている。各湾では、再生推進会議を設置し、再生行動計画

を策定したうえで、各施策を推進している。さらに、東京湾においては、平成 25

年 11 月に「東京湾再生官民連携フォーラム」が設立され、官民で連携・協働し

た取組が進められている。 

 

 

５）下水処理場における水質とエネルギーの最適管理について 

 きめ細かな水環境管理の推進にあたり、特に下水処理場においては、主に「水

質」「エネルギー」による管理が重要である。一方、処理水質とエネルギー消費

量は、トレードオフの関係にあるものもあり、水質管理目標とエネルギー削減目

標をバランス良く設定し、最適な管理を行う必要がある。 

このため、国土交通省では、二軸グラフを活用した PDCA サイクルによる管理

手法として「二軸管理」の検討を行い、平成 30 年 3 月に「水質とエネルギーの

最適管理のためのガイドライン～下水処理場における二軸管理～」を公表してい

る。各下水処理場においては、このガイドラインを参照し、取組を進めていただ

きたい。 

 
【水質とエネルギーの最適管理のためのガイドライン～下水処理場における二

軸管理～】 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html 
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（４）水質リスク低減に向けた取組の推進について 

１）雨天時水質管理の推進 

①下水道法施行令に基づく合流式下水道の改善対策の進捗状況 

下水道法施行令に基づく改善対策の目標年度が平成 25 年度である都市のう

ち、東日本大震災の影響で事業が遅れている 1都市を除き、169 都市と 14 流域

下水道については、その対応を完了している。目標年度が令和 5年度である 21

都市と 1 流域下水道については、令和元年度末時点で、5 都市と 1 流域下水道

においてその対応を完了している。その他の都市については引き続き、目標年

度までの達成に向け対策を推進していただくとともに、対策が未実施の場合は、

速やかに実施されたい。 

 

【参考】令和５年度目標都市等の状況 
（都市別）

1 北海道 札幌市 A 72.4% 12 大阪府 大阪市 B 74.1%

2 宮城県 仙台市 B 95.0% 13 大阪府 八尾市 B 99.8%

3 千葉県 船橋市 - 100% ○ 14 大阪府 大東市 - 100.0% ○

4 東京都 区部 B 85.1% 15 大阪府 柏原市 - 100.0% ○

5 神奈川県 横浜市 B 99.5% 16 大阪府 藤井寺市 - 100.0% ○

6 神奈川県 川崎市 B 73.4% 17 大阪府 東大阪市 B 97.4%

7 神奈川県 藤沢市 B 35.3% 18 兵庫県 尼崎市 - 100% ○

8 新潟県 新潟市 B 69.4% 19 広島県 広島市 A 89.3%

9 愛知県 名古屋市 B 97.5% 20 福岡県 北九州市 B 72.3%

10 愛知県 豊橋市 B 41.7% 21 福岡県 福岡市 B 99.4%

11 京都府 京都市 B 66.2%

（流域下水道）

1 大阪府 ○

流域名
流域下水道名

(処理区名)

寝屋川流域 川俣処理区

合流式

下水道

改善率

100.0%

都道府

県名
市町村名No.

都道府

県名
市町村名

評

価

合流式

下水道

改善率

No.
都道府

県名

合流式

下水道

改善率

下水道法施行

令の雨天時放

流水質基準の

達成状況

下水道法施行

令の雨天時放

流水質基準の

達成状況

評

価

下水道法施行

令の雨天時放

流水質基準の

達成状況

No.

 
 

 ※ 合流式下水道改善率： 

 合流式下水道により整備されている区域の面積に占める下水道法施行令第6条第2項に

基づき実施すべき「汚濁負荷量の削減」の対策施設の整備が完了している処理区の合流区

域面積の割合。 

※ A～D評価：事業費の執行状況等をもとに各地方公共団体が目標年度（令和５年度）ま

でに、各改善目標が達成可能か否かを地方公共団体が自己評価したもの。 

 A：目標達成に向け順調な実施状況。事業の効率化により、目標達成の前倒しも可能 

 B：新技術の導入や適切な対策手法の選定等で目標達成可能 

 C：計画通りに事業が進捗しておらず、目標達成がやや困難 

  D：事業がほとんど実施されておらず、目標達成が困難           
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②今後の合流式下水道の改善対策の推進について 

「合流式下水道の改善対策に関する調査報告書―合流式下水道改善対策検討

委員会報告―（平成 14 年 3 月）（http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/

info/cso/goryu01.html）」において、合流式下水道の改善については、長期的

に見て行うべき改善対策と当面行うべき改善対策を整理したうえで計画的に改

善対策を実行することが重要とされている。下水道法施行令に基づく改善対策

が完了している都市については、本報告書に示す長期的な改善対策のあり方を

踏まえ、引き続き公共用水域の水質保全等に取り組んでいただきたい。 

特に近年では、水浴場等における衛生学的リスクについて関心が高まってお

り、その要因として合流式下水道からの雨天時越流水が注目されている。その

ため、水浴場を含む重要影響水域における衛生学的リスクについて把握を行い、

必要に応じ一層の水質保全等に取り組んでいただきたい。併せて、合流改善事

業の効果についての PR にも努めていただきたい。 

上記の趣旨に即した更なる合流式下水道改善対策の実施事例や予定があれば、

流域管理官まで情報提供頂きたい。 
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２）環境省における環境基準改定に向けた動き 

①大腸菌数 

糞便汚染の指標として、現在、大腸菌群が用いられている。大腸菌群数の測

定方法は、大腸菌検出を目的として計測するものの、糞便以外に土壌等にも分

布する菌種や、糞便由来でないとされる菌種も検出されるため、糞便汚染を的

確に捉えていないと考えられるなど、糞便汚染の指標性が低いという課題があ

る。コレラ、チフス、赤痢等に代表される腸管系細菌感染症は温血動物の糞便

を媒体にして感染することから、水の衛生学的安全指標としては、糞便汚染の

有無を確認することが重要である。 

また、水道水質基準は、平成 16 年 4 月の水道法の水質基準改定の際に、「大

腸菌群」に代わり、「大腸菌」が新たに糞便汚染の指標として採用されているほ

か、水浴場の水質判定基準は糞便性大腸菌群数であるなど、それぞれの基準が

整合していないという課題もある。 

環境省では、「今後の水環境保全の在り方について（平成 21 年 12 月）」にお

いて、生活環境の保全に関する環境基準に関し、「大腸菌の有効な衛生指標の検

討を進める必要がある」とし、中央環境審議会水環境部会生活環境項目環境基

準専門委員会第９回（平成 30 年 10 月 31 日）において、生活環境項目環境基準

における大腸菌群数および水浴場の水質判定基準は、大腸菌数として定めるこ

とが適当との方針が示され、令和 3年 2月 4日に開催された生活環境項目環境

基準専門委員会（第 10 回）において、大腸菌数を環境基準とすることについて

報告がとりまとめられた。 

これらの動きに対応するため、国土交通省においては、平成 30 年度、平成

31 年度に、全国の下水処理場から大腸菌数等の測定データ等を収集し、令和 2

年度には、調査結果から高い大腸菌数が測定された下水処理場において追加調

査等を実施した。今後も引き続き、調査検討を進める予定である。 

 

②底層溶存酸素量，沿岸透明度 

環境省において、生活環境の保全に関する新たな環境基準として、底層溶存

酸素量（魚介類を中心とした水生生物の生息環境を保全するうえで維持される

ことが望ましい基準）および沿岸透明度（海草藻類及び沈水植物等の生息環境

の保全及び親水機能の保全するうえで維持されることが望ましい基準）の導入

について検討が行われ、平成 27 年 12 月中央環境審議会から環境大臣への答申

がなされた。答申では、水生生物の生息への影響等を直接判断できる指標であ

る「底層溶存酸素量」を環境基準として設定し、国民が直感的に理解しやすい

指標である「沿岸透明度」を地域環境目標（仮称）とすることが提言された。 

この答申を踏まえ、平成 28 年 3 月に「底層溶存酸素量」が生活環境の保全に

関する環境基準に追加された。 

 また、平成 29 年 10 月中央環境審議会水環境部会のもとに「底層溶存酸素量
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類型指定専門委員会」が新たに設置され、現在、環境省において、底層溶存酸

素量の類型指定に向けた検討等が進められている。 

 

３）環境省における排水基準改定に向けた動き 

①ほう素 

下水道業においては、令和元年7月1日から令和4年6月30日まで、温泉を利用

する旅館業に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、かつ、海

域以外の公共用水域に排出するものであって、一定の条件に該当するものに限

り、ほう素及びその化合物の暫定排水基準が50mg/L（一律排水基準10mg/L）と

設定されている。 

これは、令和元年5月の中央環境審議会水環境部会において、温泉原水のほう

素濃度の変動について十分なデータがないこと、周辺旅館の温泉排水の管理に

関する取組状況の把握等や濃度低減に向けた取組みが行われることが考慮され、

暫定排水基準50mg/Lの継続が維持されたものである。ただし、今後は、温泉原

水及び温泉排水の水質の変動や濃度低減に向けた取組状況を把握し、妥当性を

確認の上、令和4年7月以降は、30mg/Lへの見直しを検討することが適当とされ

た。 

 
②硝酸性窒素等 

下水道業においては、令和元年 7月 1日から令和３年 6月 30 日まで、特定公

共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム

化合物製造業に属する特定事業場から排出される水を受け入れているものに限

り、硝酸性窒素等の暫定排水基準値が 130mg/L（一律排水基準 100mg/L）と

設定されている。 
これは、令和元年 5 月の中央環境審議会水環境部会において、高濃度の硝酸

性窒素等を排出している事業所の排水量増加に伴い汚濁負荷が増大することが

見込まれていること、流入下水に硝化処理を阻害する物質が存在するとともに、

脱窒工程で必要となる有機物が一般家庭からの排水と比較して少ないという特

徴が考慮されたため、暫定排水基準 130mg/L の継続が維持されたものである。

ただし、今後予定している事業場における設備増設の状況や濃度低減に向けた

取組状況を考慮し、一般排水基準への移行を検討することが適当とされた。 
 
③亜鉛 

下水道業においては、平成 28 年 12 月 11 日から平成 33 年 12 月 10 日まで、

金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場から排出される水を受け入れて

いるものであって、一定の条件に該当するものに限り、亜鉛の暫定排水基準が

5mg/L（一律排水基準 2mg/L）と設定されている。 
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４）環境省における水質総量削減の今後の方向性の検討について 

 水質総量削減制度は､環境大臣が､水質汚濁防止法に基づく排水基準のみによ

っては環境基準の達成が困難であると認められる指定水域ごとに､化学的酸素

要求量（ＣＯＤ）その他の指定項目の発生源別及び都府県別の削減目標量、目

標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を総量削減基本方

針として定め､これに基づき､関係都府県知事が､削減目標量を達成するための

総量削減計画を定めることとされている。令和 2年 6月に、中央環境審議会水

環境部会総量削減専門委員会（第 1回）が開催され、第 8次の実施状況等を踏

まえ、第 9 次水質総量削減の在り方について検討がなされ、令和 3 年 3 月 17

日の水環境・土壌農薬部会に「第９次水質総量削減の在り方について」のとり

まとめが報告されたところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５）生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討について 

環境省において、平成27年度まで、生物を用いた水環境の評価・管理手法を

活用するための技術的課題について専門家から構成される検討会が設置され、

検討が進められてきた。平成28年度からは、これまでの知見を踏まえつつ、よ

り幅広い専門家や関係者から構成される検討会が設置され、①事業場からの排

水の評価・管理に排水全体への生物応答を利用した評価・管理手法（以下、WET
手法（WET:Whole Effluent Toxicity））を用いる場合の有効性や課題も含めた

活用の在り方、②WET手法を用いる場合の評価・管理手法の基本的な考え方、

③実務的なWET手法の活用方法や、試験法、排水改善手法等の技術的課題等、

④公共用水域の評価・管理へのWET手法等の活用の在り方について検討が行わ

れ、平成31年3月に、生物応答試験を用いた排水の評価手法とその活用の手引き
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（中間とりまとめ）が公表された。 
 

６）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律（化管法）に関する取り組みについて 

①届出 

一定の要件を満たす下水道事業者は、第一種指定化学物質等取扱事業者とし

て、下水道法第 21 条第 1 項の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定

化学物質の下水道終末処理施設からの排出量を把握し、毎年度 6 月 30 日まで

に、国土交通大臣に届け出なければならないことから、万全を期されたい。 
なお、届出方法については、届出された排出量等の登録を効率的に行うため

にも、紙面届出ではなく、電子届出とされるようお願いする。 

・電子届出方法については下記のＵＲLを参照されたい。 
http://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

・「下水道における化学物質排出量の把握と化学物質管理計画の策定等に関する

ガイドライン（案）」をＨＰで公表しているので、十分にご活用いただきたい。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000447.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年度は排出年度を示す。 

 

②化学物質管理計画の策定 

各地方公共団体におかれては、化管法の化学物質管理指針に基づく化学物質

管理計画の策定（令和 2 年度末で約 40%に止まっている）を進めるなど、より

下水道事業者からの届出方法 
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一層の化学物質の自主的な管理の改善をお願いする。 
過去の水質事故の有無等に関わらず、化管法に基づく届出を行う下水道事業

者は、化学物質管理計画を策定されたい。 
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７）マイクロプラスチックに関する動向 

海洋のプラスチックごみやマイクロプラスチックに関し、下水処理場や雨水

吐室からの放流水等における調査事例があれば情報提供をお願いする。 

化学物質管理計画の策定状況 
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（５）雨水・再生水利用等の推進について 

１）再生水利用の促進について 

 再生水は水資源としてのポテンシャルを有しており、一層の活用が期待され

る。一方、再生水の利用率は平成 30 年度末時点で約 1.6％と少なく、さらなる

有効利用の推進を図る必要がある。平成 29 年度には、関東の荒川流域や渡良瀬

川をはじめ全国各地で取水制限が行われるなどの渇水状況が生じたことから、

特に渇水の頻度が高い地域などにおいては、あらかじめ再生水の供給設備の設

置などについて検討し、取水制限が行われた際には、積極的な再生水の供給に努

めるなど、再生水の有効活用を推進していただきたい。この際、渇水に関する協

議会等に参画し、下水再生水の供給可能箇所や供給方法等について周知するな

どにより、積極的に下水再生水の利用の呼びかけをお願いしたい。昨年「下水再

生水等の活用の推進について」（令和 2.6.2 下水道部流域管理官付流域下水道

計画調整官事務連絡）を発出しているので参考としていただきたい。 

また、水道施設の断水時においては、トイレのフラッシュ水等の雑用水として

活用することもでき、既に下水処理場内で下水再生水を利用している場合、事業

計画を変更することなく、被災地等において、暫定的に下水再生水を利用しても

らうことは可能である。下水再生水等の水質及び水質に応じた利用用途、設備の

一般への開放時の安全対策など、利用上の注意について適切に周知された上で

の災害時の備えとして下水再生水の活用方法についても検討していただきたい。 

なお、平成 29 年 8 月に渇水時等における再生水利用事例集を公表しており、

有効活用を検討する際の参考としていただきたい。 

事例集：http://www.mlit.go.jp/common/001199251.pdf 
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２）適正な再生水利用の徹底について 

平成 29 年 9 月、下水処理水の再利用のための配管が水道の給水装置に誤って

接続され、下水処理水が上水道に混入するという事態が発生した。このことを受

け、全国に緊急点検を要請し、その結果を踏まえ「下水道施設の維持管理及び処

理水の再利用に係る法令遵守等の徹底について（平成 29 .10 .4  国水下企第

6 9 号、国水下流第 3 0 号）」を発出し、平成 30 年度にフォローアップ調査を

実施したところ。年度当初にあたり、対策が未実施の場合は、改めて通知の内容

を確認するとともに、速やかに実施されたい。 

また、「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」（平成１７年４月、国土

交通省）には、再生水利用を行うに当たっての水質基準等の他、再生水利用の誤

接続防止対策や再生水利用の実施に当たり考慮する必要がある事項等について

記載しているので、適正な再生水利用を徹底されたい。なお、本マニュアルは不

特定多数の人が利用する施設への直接供給を対象としているが、利用者が特定

される場内利用等についても、マニュアルを参考にして適切に対応いただきた

い。 

 

３）雨水の利用の推進に関する法律について 

雨水の利用の推進に関する法律第 10 条の規定に基づき、「国及び独立行政

法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置

に関する目標」が平成 27 年 3 月に閣議決定されたとともに、同法第 7条の規

定に基づき、「雨水の利用の推進に関する基本方針」を定めた。この基本方針

では、雨水の利用の推進の意義や、雨水の利用の方法に関する基本的事項とし

て、集水、貯留、処理、給水施設等の技術的留意点が示されているとともに、

下水道の雨水貯留管等による雨水利用も位置付けている。 

平成 28 年 3 月には下水道施設における雨水（あまみず）利用に関する事例

集を作成し公表したところ。 

限られた水資源が有効に活用されるべく、新世代下水道支援事業制度（水環境

創造事業水循環再生型）、下水道リノベーション推進総合事業を積極的に活用頂

き、雨水浸透によるグリーンインフラの推進も含め、雨水・再生水利用を推進し

て頂きたい。 

 

４）再生水国際標準化の動きについて 

再生水技術に関する信頼性の向上や、我が国の優位技術の国際競争力の向上

を図るべく、平成 25 年 6 月、我が国が主導して ISO 専門委員会（TC282）を立ち

上げ、水分野では初めての幹事国となった（令和元年7月末から幹事国は中国）。

国内審議団体は、国土交通省下水道部流域管理官が担っている。 

日本が議長となっている「リスクと性能の評価」に関する分科会（TC282/SC3）

では、これまでに国際会議を 11 回開催し、水の再利用に関する健康リスク評価

や、水質階級分類、処理技術の性能評価（一般概念、再生ＬＣＣによる性能評価、

オゾン処理技術の性能評価）に関する国際規格 5 本が発行されているところ。

また、ＵＶ消毒等の個別処理技術の性能評価や経済性による性能評価などに関

する規格開発が順次進行中である。 
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国土技術政策総合研究所 

及び 

（国研）土木研究所関係 
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国土交通省国土技術政策総合研究所 

及び国立研究開発法人土木研究所における調査研究 

 
下水道に関する国の調査研究体制は、平成 13 年の省庁再編に際し、(旧)建設省土

木研究所から、国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）と独立行政法人土木

研究所（土研）（平成 27 年４月に国立研究開発法人土木研究所に名称変更）に再編

され、２研究所体制のもと実施されている。 
国総研は、本省が行う政策の企画立案の支援、技術基準の策定、地方公共団体の

事業執行に必要な技術支援を行う。 
土研は、国土交通大臣による中長期目標の指示に基づき、下水道を含めた土木技

術に関する先端的な研究開発や先導的・基礎的な研究開発を行う。 
 

(旧)建設省土木研究所 下水道部      国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部 
   ○下水道研究室            ○下水道研究室 
   ○三次処理研究室           ○下水処理研究室 
                    国立研究開発法人土木研究所 

○水質研究室             ○水環境研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ  水質チーム 
   ○汚泥研究室             ○先端材料資源研究センター（資源循環担当） 

 
組 織 概 要 

国総研 下水道研究部 

     下水道研究官、下水道エネルギー・機能復旧研究官 

○下水道研究室 
  下水管路を適切に管理するためのストックマネジメント支援、下水道施設の地

震・津波対策、都市の浸水被害軽減、下水道の活用による付加価値向上などの

研究。 
 
○下水処理研究室 

  下水道が有する資源・エネルギーやストックの活用、下水処理の地球温暖化対

策、水循環の健全化に資する下水処理の手法などの研究。 
 
土木研究所 

○水環境研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ  水質チーム 
下水道から河川等の水域にいたる流域一体での化学物質や病原微生物の挙動・

影響の解明と対策技術の研究、湖沼やダム貯水池等の富栄養化対策等の水質管

理技術の研究。 
 

○先端材料資源研究センター 上席研究員（資源循環担当） 

社会活動から発生する排水や廃棄物バイオマスなどの再生利用や安全な処理処

分、下水道発創エネや再生可能エネルギー利用、下水道に関わる材料について
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の調査研究、技術開発。 
 

連 携 体 制 

下水道に関する国の調査研究を効率的に進めるため、次の連携体制を構築。 
 
○国における下水道技術検討タスクフォース 
下水道に関する政策検討、技術基準類の策定等に資するため、令和 2 年 3 月に設置。

国交省下水道部、国総研下水道研究部、土研水環境研究グループ（水質チーム）・先

端材料資源研究センター（資源循環担当）が連携。 
現在、災害時処理場の応急復旧検討、バイオマス広域化の検討ツール、大腸菌基準

化検討、の 3 テーマを実施。 
 
○国総研・土研の「社会資本分野における技術基準の策定等に関する共同研究協定」 
包括的な共同研究協定として令和 3 年 2 月に締結。下水道分野についてもインフラ

施設の調査・設計・施工・維持管理に係る技術基準の策定等が対象、連携して研究

を実施。 
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8
6
4
-
2
8
3
1
)

下
水
道
研
究
官

横
田

敏
宏
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
7
2
6
)
、
下
水
道
ｴ
ﾈ
ﾙ
ｷ
ﾞ
ｰ
・
機
能
復
旧
研
究
官

三
宮

武
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
0
9
9
)

下
水
道
研
究
室
長

岡
安

祐
司
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
3
4
3
)
、
下
水
処
理
研
究
室
長

田
隝
淳
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
9
3
3
)

主
要
施
策

令
和
２
年
度
の
成
果

令
和
３
年
度
の
予
定

◆
持
続
可
能
な
下
水
道
サ
ー
ビ

ス
・
下
水
道
管
路
を
対
象
と
し
た
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
究
の
と
り
ま
と
め

・
劣
化
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
内
容
充
実
・
更
新
・
健
全
率
予
測
式
の
更
新

・
管
き
ょ
布
設
延
長
調
査
等
の
実
施

・
劣
化
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
改
善
検
討

◆
災
害
対
策

・
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
等
の
被
災
情
報
、
特
性
の
整
理

・
被
災
し
た
団
体
の
下
水
道
管
路
施
設
情
報
の
収
集

・
被
災
下
水
道
管
路
施
設
の
管
種
、
土
被
り
、
微
地
形
区
分
、
地
下
水

位
等
ご
と
の
被
害
率
算
定

◆
都
市
雨
水
対
策

・
各
団
体
の
計
画
降
雨
強
度
式
の
作
成
方
法
等
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
い
、

91
4団
体
か
ら

11
61
個
の
計
画
降
雨
強
度
式
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
整
理

・
作
成
に
用
い
る
降
雨
資
料
の
時
期
や
期
間
の
違
い
が
降
雨
強
度
式

に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
調
査

◆
下
水
道
の
活
用
に
よ
る
付
加

価
値
向
上

・
紙
オ
ム
ツ
等
の
基
礎
情
報
整
理

・
紙
オ
ム
ツ
の
材
料
組
成
毎
の
汚
濁
負
荷
分
析

・
夾
雑
物
投
入
に
よ
る
管
路
施
設
（
管
路
内
閉
塞
、
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン

プ
詰
ま
り
）
・
処
理
施
設
へ
の
影
響
検
討

◆
B-

DA
SH
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

・
普
及
展
開
（
G
L
策
定
済
み
技
術
）

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
（
劣
化
診
断
技
術
2
件
、
ク
ラ
ウ
ド
を
活
用
し
た
S
M
技
術
、

中
規
模
処
理
場
向
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
技
術
の
4
技
術
）

・
普
及
展
開
（
G
L
策
定
済
み
技
術
）

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
（
小
規
模
処
理
場
向
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
技
術
、

IC
T
活
用
高
度
処
理
技
術
、
雨
天
時
浸
入
水
調
査
技
術
の
3
技
術
）

◆
地
球
温
暖
化
対
策
（
水
処
理

か
ら
発
生
す
る

N 2
Oの
抑
制
）

・
現
地
調
査
に
よ
る

N 2
O排
出
因
子
の
検
討

・
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
反
映
に
向
け
た
知
見
蓄
積
（
四
季
変
動
等
）

・
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
ト
実
験
装
置
に
よ
る

N 2
O発
生
因
子
の
検
討

・
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
反
映
に
向
け
た
知
見
蓄
積
継
続
（
四
季
変
動
等
）

◆
水
系
水
質
リ
ス
ク
管
理

・
測
定
方
法
の
違
い
に
よ
る
大
腸
菌
測
定
法
の
室
間
精
度
の
検
討

・
代
替
指
標
に
よ
る
衛
生
リ
ス
ク
評
価
手
法
の
適
用
性
の
検
討

・
濃
度
域
を
考
慮
し
た
大
腸
菌
測
定
の
室
間
精
度
の
検
討

・
下
水
処
理
場
の
実
態
に
基
づ
く
衛
生
リ
ス
ク
評
価
手
法
の
検
討

◆
災
害
対
策

・
被
災
処
理
場
の
復
旧
対
応
状
況
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
整
理

・
被
災
時
の
下
水
処
理
運
転
を
模
し
た
実
験
設
備
の
建
設

・
応
急
復
旧
に
向
け
た
下
水
の
処
理
・
消
毒
の
運
転
管
理
手
法
の
検

討

◆
地
球
温
暖
化
対
策
（
エ
ネ
ル

ギ
ー
最
適
化
）

・
小
規
模
下
水
処
理
場
に
お
け
る
設
置
機
器
の
実
態
整
理

・
電
力
消
費
量
算
出
式
の
作
成

・
処
理
フ
ロ
ー
、
機
器
の
違
い
が
電
力
消
費
量
に
与
え
る
影
響
の
検
討

・
運
転
方
法
見
直
し
に
よ
る
電
力
消
費
量
削
減
効
果
の
検
討

◆
地
域
バ
イ
オ
マ
ス

・
下
水
道
と
ご
み
処
理
が
連
携
す
る
場
合
の
課
題
や
メ
リ
ッ
ト
の
整
理

・
施
設
特
性
や
相
互
距
離
を
踏
ま
え
、
有
効
性
の
高
い
条
件
の
検
討

主
要
施
策
に
関
す
る
令
和
２
年
度
の
成
果
と
令
和
３
年
度
の
予
定

1
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□
下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
の
概
要

○
「
新
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
示
さ
れ
た
中
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
技
術
開
発
内
容

○
①
～
⑪
の
技
術
開
発
分
野
ご
と
に
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成

・
中
期
目
標
達
成
に
向
け
た
技
術
的
課
題

・
技
術
目
標
：
技
術
的
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
技
術
目
標

・
技
術
開
発
項
目
：
技
術
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
技
術
開
発
項
目

大
分
類

技
術
分
野

（
１
）
施
設
の
管
理
と
機
能
向
上

①
持
続
可
能
な
下
水
道
シ
ス
テ
ム
（再
構
築
）

②
持
続
可
能
な
下
水
道
シ
ス
テ
ム
（
健
全
化
、
老
朽
化
対
応
、
ス
マ
ー
ト
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

（
２
）
防
災
・
危
機
管
理

③
地
震
・
津
波
対
策

④
雨
水
管
理
（
浸
水
対
策
）

⑤
雨
水
管
理
（
雨
水
利
用
、
不
明
水
対
策
等
）

（
３
）
水
環
境
と
水
循
環

⑥
流
域
圏
管
理

⑦
リ
ス
ク
管
理

（
４
）
資
源
循
環
・地
球
温
暖
化
対
策

⑧
再
生
水
利
用

⑨
地
域
バ
イ
オ
マ
ス

⑩
創
エ
ネ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

⑪
低
炭
素
型
下
水
道
シ
ス
テ
ム

□
下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
⇒
下
水
道
技
術
開
発
会
議
が
担
当

○
重
点
的
な
研
究
開
発
を
行
う
べ
き
事
項
の
選
定
⇒
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
重
点
課
題
」
と
し
て
公
表
（
最
新
版
：R

2.
8）

○
最
新
の
研
究
開
発
動
向
を
反
映
⇒
公
募
し
た
技
術
提
案
を
審
査
の
上
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
反
映
、

下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
を
一
部
改
定
（
最
新
版
：

R3
.2
）

○
引
き
続
き
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
進
捗
状
況
や
関
連
の
検
討
（
次
頁
）
に
よ
り
ビ
ジ
ョ
ン
を
継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー

2
ht

tp
://

w
w

w
.n

ili
m

.g
o.

jp
/la

b/
ea

g/
ge

su
id

ou
gi

jy
ut

su
vi

sio
n.

ht
m

l
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□
目
的
：
下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
技
術
開
発
推
進
方
策
の
検
討

□
体
制
：
（
座
長
）
国
総
研
下
水
道
研
究
部
長
（
委
員
）
地
方
公
共
団
体
、
下
水
道
関
係
社
団
・
財
団
法
人
、
日
本
下
水

道
事
業
団
、
土
研
、
大
学
、
本
省
下
水
道
部

（
事
務
局
）
国
総
研
⇒
産
学
官
連
携
の
議
論
の
場

□
検
討
内
容
：

当
会
議
に
お
け
る
技
術
開
発
・
導
入
の
流
れ
に
対
応
し
た
６
つ
の
柱
の
検
討
と
、

B-
DA

SH
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
等

に
よ
り
、
国
総
研
が
下
水
道
分
野
の
技
術
開
発
・
導
入
全
般
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ニ
ー
ズ
と
シ
ー
ズ
の
架
け
橋
と
し
て
、
事
業
運
営
課
題
と
そ
れ
に
対
す
る
技
術
的
解
決
策
を
把
握
す
る
た
め
の

ツ
ー
ル
を
重
点
的
に
検
討

3
□
情
報
発
信
：
下
水
道
技
術
開
発
会
議
の

HP
に
て
、
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
、
会
議
資
料
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
重
点
課
題
等
を
公
表

ht
tp

://
w

w
w

.n
ili

m
.g

o.
jp

/la
b/

ea
g/

ge
su

id
ou

gi
jy

ut
su

ka
ih

at
su

ka
ig

i.h
tm

l
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4

下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
（
第

3章
3.

4）
「
新
技
術
の
導
入
・
普
及
の
推
進
方
策
」

「
国
が
実
施
す
る
技
術
開
発
・
普
及
の
た
め
の
事
業
・
施
策
（
注
：

B-
DA

SH
な
ど
）
は
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
う
ち
早
期
に

研
究
開
発
が
急
が
れ
る
も
の
、
中
長
期
的
に
課
題
解
決
が
不
可
欠
な
も
の
に
つ
い
て
、
重
点
化
し
て
実
施
す
る
。
」

下
水
道
技
術
開
発
会
議
に
お
い
て
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
技
術
開
発
項
目
の
う
ち
、
重
点
化
し
て
実
施

す
べ
き
分
野
を
定
め
、
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
重
点
課
題
」
と
し
て
選
定
。

令
和
２
年
度
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
重
点
課
題
（
令
和
２
年
８
月
公
表
）

下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
重
点
課
題

※
技
術
目
標
の
番
号
は
、
下
水
道
技
術
ビ
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
番
号
と
対
応

技
術
目
標
①
１
人
口
減
少
時
代
に
適
し
た
施
設
整
備
・
管
理

技
術
目
標
②
２
施
設
管
理
の
迅
速
化
・低
コ
ス
ト
化
の
た
め
の
技
術
開
発
等

技
術
目
標
③
２
大
規
模
地
震
を
対
象
と
し
た
耐
震
対
策
手
法
、
優
先
度
評
価
手
法
、

③
４
大
規
模
地
震
・
津
波
等
の
非
常
時
の
段
階
的
な
応
急
処
理
方
法
、

優
先
度
評
価
手
法

技
術
目
標
④
１
－
１
局
所
的
豪
雨
等
に
対
応
し
た
雨
水
管
理
技
術

技
術
目
標
⑤
４
不
明
水
の
実
態
把
握
、
影
響
評
価
と
有
効
な
対
策
の
確
立

技
術
目
標
⑦
４
病
原
微
生
物
の
制
御
、
⑦
５
病
原
微
生
物
の
検
出
、
監
視
シ
ス
テ
ム

技
術
目
標
⑨
１
下
水
道
で
地
域
バ
イ
オ
マ
ス
を
利
活
用
す
る
技
術

技
術
目
標
⑩
３
下
水
資
源
を
活
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
技
術

技
術
目
標
⑪
１
下
水
道
の
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
約
１
割
削
減
に
向
け
た
技
術

短
期
～
中
期
課
題

技
術
目
標
⑨
３
リ
ン
な
ど
の
有
用
資
源
回
収
、
⑨
５
下
水
灰
の
肥
料
化

中
期
～
長
期
課
題

継
続

継
続

短
期
～
中
期
に
変
更

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

ht
tp

://
w

w
w

.n
ili

m
.g

o.
jp

/la
b/
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g/
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m
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i.h
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5

背
景
・必
要
性
・目
的

パ
リ
協
定
に
基
づ
く成
長
戦
略
と
し
て
の
長
期
戦
略
に
基
づ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ

ム
の
強
靱
化
が
必
要

下
水
道
施
設
の
集
約
化
に
向
け
た
取
組
み
を
踏
ま
え
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し

た
創
エ
ネ
・省
エ
ネ
、
資
源
回
収
の
更
な
る
促
進
が
必
要

生
ご
み
等
の
地
域
バ
イ
オ
マ
ス
を
下
水
道
に
受
け
入
れ
る
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
た
め
の
具
体
的
検
討
方
法
、
考
え
方
を
整
理
す
る
こ
と
が
必
要

概
要
生
ご
み
等
の
地
域
バ
イ
オ
マ
ス
を
下
水
道
に
受
け
入
れ
る
場
合
の
施
設
に
与
え
る
影

響
等
に
関
す
る
技
術
的
な
検
討

地
域
バ
イ
オ
マ
ス
を
対
象
と
し
た
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
の
経
済
性
・環
境
性
・維
持
管

理
性
等
の
評
価
手
法
の
策
定

下
水
処
理
場
と
ご
み
処
理
場
の
広
域
化
・
共
同
化
の
検

討
を
進
め
た
い
が
、
現
状
で
は
評
価
手
法
が
無
く
困
難

…

○
技
術
的
な
検
討
の
例
（
生
ご
み
等
の
地
域
バ
イ
オ
マ
ス
を
下
水
道
に
受
け
入
れ
る
場
合
の
課
題
や
メ
リ
ッ
ト
の
整
理
）

技
術
的
な
課
題
、
メ
リ
ッ
ト
を
体
系
的
に
整
理
し
な
が
ら
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
の
評
価
手
法
を
作
成
し
、
技
術
資
料
に
ま
と
め
る
。

資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
の
イ
メ
ー
ジ

生
ご
み

ご
み
処
理
場

下
水
処
理
場

・
一
層
の
創
エ
ネ
可
能

・
リ
ン
の
回
収
可
能

資
源
回
収

焼
却
せ
ず
に
下
水
道
へ

生
ご
み

下
水
処
理
施
設
へ
の
適
用
性
・
影
響

下
水
処
理
場

受
入
れ
の
課
題

バ
イ
オ
ガ
ス
発
生
量
増
・
焼
却
炉
で
補
助

燃
料
低
減
・
リ
ン
の
回
収
等
の
メ
リ
ッ
ト

ご
み
処
理
場

分
別
手
法
・
運
搬
方
法
の
課
題

ご
み
処
理
場
に
お
け

る
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

（
例
）
・
ご
み
の
焼
却
効
率

UP
・
焼
却
灰
の
減
少

・
更
新
費
用
減

・
施
設
へ
の
影
響
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下
水
道
に
お
け
る
省
エ
ネ
・創
エ
ネ
化
の
加
速
の
た
め
、
大
幅
な
コ
ス
トの
削
減
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
の
効
率
化
や
既
存
ス
トッ
ク
の
有
効
活
用
等
を
同
時
に
実

現
す
る
革
新
的
技
術
を
公
募
・選
定
し
、
国
が
主
体
と
な
っ
て
実
規
模
レ
ベ
ル
の
施
設
を
設
置
し
て
技
術
的
な
検
証
を
行
い
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
と
り
ま
と
め
、
民
間
企

業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
資
金
を
活
用
し
つ
つ
全
国
の
下
水
道
施
設
に
導
入
を
促
進

過
去
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
化
さ
れ
た
技
術
に
つ
い
て
、
自
主
研
究
デ
ー
タ
を
用
い
て
実
証
施
設
の
性
能
を
評
価
す
る
な
ど
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
順
次
実
施
し
、

普
及
展
開
を
加
速
。

6
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7

技
術

分
野

テ
ー

マ
実

証
技

術
名

大
規

模
(5

万
㎥

～
)

中
規

模
(1

～
5

万
㎥

)
小

規
模

(～
1
万

㎥
)

下
水

汚
泥

利
用

固
液

分
離

、
ガ

ス
回

収
、
ガ

ス
発

電
超

高
効

率
固

液
分

離
技

術
を

用
い

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

〇
〇

ガ
ス

回
収

、
ガ

ス
精

製
バ

イ
オ

ガ
ス

を
活

用
し

た
効

果
的

な
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

生
産

シ
ス

テ
ム

〇
〇

リ
ン

回
収

消
化

汚
泥

か
ら

の
リ

ン
除

去
・回

収
技

術
〇

〇

固
形

燃
料

化
温

室
効

果
ガ

ス
を

抑
制

し
た

水
熱

処
理

と
担

体
式

高
温

消
化

に
よ

る
固

形
燃

料
化

技
術

〇
〇

固
形

燃
料

化
廃

熱
利

用
型

低
コ

ス
ト

下
水

汚
泥

固
形

燃
料

化
技

術
〇

〇

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
脱

水
・燃

焼
・発

電
を

全
体

最
適

化
し

た
革

新
的

下
水

汚
泥

エ
ネ

ル
ギ

ー
転

換
シ

ス
テ

ム
〇

〇

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
下

水
道

バ
イ

オ
マ

ス
か

ら
の

電
力

創
造

シ
ス

テ
ム

〇
〇

水
素

創
出

下
水

バ
イ

オ
ガ

ス
原

料
に

よ
る

水
素

創
エ

ネ
技

術
〇

〇
〇

C
O

2
分

離
・回

収
・活

用
バ

イ
オ

ガ
ス

中
の

C
O

2
分

離
・回

収
と

微
細

藻
類

培
養

へ
の

利
用

技
術

〇
〇

下
水

汚
泥

有
効

利
用

脱
水

乾
燥

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
下

水
汚

泥
の

肥
料

化
、
燃

料
化

技
術

〇
〇

〇

下
水

汚
泥

有
効

利
用

自
己

熱
再

生
型

ヒ
ー

ト
ポ

ン
プ

式
高

効
率

下
水

汚
泥

乾
燥

技
術

〇
〇

地
産

地
消

型
バ

イ
オ

マ
ス

高
効

率
消

化
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

地
産

地
消

エ
ネ

ル
ギ

ー
活

用
技

術
〇

〇

低
コ

ス
ト

型
汚

泥
焼

却
温

室
効

果
ガ

ス
削

減
を

考
慮

し
た

発
電

型
汚

泥
焼

却
技

術
〇

〇

中
小

向
け

エ
ネ

ル
ギ

ー
化

高
濃

度
消

化
・省

エ
ネ

型
バ

イ
オ

ガ
ス

精
製

に
よ

る
効

率
的

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

活
用

技
術

温
室

効
果

〇
〇

※
対
象
処
理
場
規
模
に
つ
い
て

大
：

50
,0

00
m

3 /
日
以
上
、
中
：

10
,0

00
m

3 /
日
～

50
,0

00
m

3 /
日
、
小
：

10
,0

00
m

3 /
日
以
下
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8
※
対
象
処
理
場
規
模
に
つ
い
て

大
：

50
,0

00
m

3 /
日
以
上
、
中
：

10
,0

00
m

3 /
日
～

50
,0

00
m

3 /
日
、
小
：

10
,0

00
m

3 /
日
以
下

技
術

分
野

テ
ー

マ
実

証
技

術
名

大
規

模
(5

万
㎥

～
)

中
規

模
(1

～
5

万
㎥

)
小

規
模

(～
1
万

㎥
)

水
処

理

窒
素

除
去

固
定

床
型

ア
ナ

モ
ッ

ク
ス

プ
ロ

セ
ス

に
よ

る
高

効
率

窒
素

除
去

技
術

〇
〇

省
エ

ネ
型

水
処

理
無

曝
気

循
環

式
水

処
理

技
術

〇
〇

省
エ

ネ
型

水
処

理
高

効
率

固
液

分
離

技
術

と
二

点
D

O
制

御
技

術
を

用
い

た
省

エ
ネ

型
水

処
理

技
術

〇
〇

〇

IC
T

を
活

用
し

た
運

転
管

理
IC

T
 を

活
用

し
た

プ
ロ

セ
ス

制
御

と
リ

モ
ー

ト
診

断
に

よ
る

効
率

的
水

処
理

運
転

管
理

技
術

〇
〇

IC
T

を
活

用
し

た
運

転
管

理
IC

T
 を

活
用

し
た

効
率

的
な

硝
化

運
転

制
御

技
術

〇
〇

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

水
処

理
D

H
S

シ
ス

テ
ム

を
用

い
た

水
量

変
動

追
従

型
水

処
理

技
術

〇

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

水
処

理
特

殊
繊

維
担

体
を

用
い

た
余

剰
汚

泥
削

減
型

水
処

理
技

術
〇

省
エ

ネ
低

コ
ス

ト
型

水
処

理
最

終
沈

殿
池

の
処

理
能

力
向

上
技

術
〇

〇
〇
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9

※
対
象
処
理
場
規
模
に
つ
い
て

大
：

50
,0

00
m

3 /
日
以
上
、
中
：

10
,0

00
m

3 /
日
～

50
,0

00
m

3 /
日
、
小
：

10
,0

00
m

3 /
日
以
下

技
術

分
野

テ
ー

マ
実

証
技

術
名

大
規

模
(5

万
㎥

～
)

中
規

模
(1

～
5

万
㎥

)
小

規
模

(～
1
万

㎥
)

そ
の

他

再
生

水
利

用
U

F
 膜

ろ
過

と
紫

外
線

消
毒

を
用

い
た

高
度

再
生

水
シ

ス
テ

ム
〇

〇
〇

バ
イ

オ
ガ

ス
集

約
・活

用
メ

タ
ン

精
製

装
置

と
吸

蔵
容

器
を

用
い

た
バ

イ
オ

ガ
ス

集
約

技
術

〇

設
備

劣
化

診
断

セ
ン

サ
ー

連
続

監
視

と
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
バ

集
約

に
よ

る
劣

化
診

断
技

術
と

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

バ
集

約
に

よ
る

劣
化

診
断

技
術

お
よ

び
設

備
点

検
技

術
〇

〇
〇

設
備

劣
化

診
断

セ
ン

シ
ン

グ
技

術
と

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

分
析

技
術

を
用

い
た

下
水

道
施

設
の

劣
化

診
断

技
術

〇
〇

〇

IC
T

 活
用

施
設

管
理

ク
ラ

ウ
ド

を
活

用
し

維
持

管
理

起
点

と
た

継
続

的
な

ス
ト

ッ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
実

現
シ

ス
テ

ム
技

術
〇

〇
〇
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10

管
き
ょ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

高
度
な
画
像
認
識
技
術
を
活
用
し
た
効
率
的
な
管
路
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

管
き
ょ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

管
口
カ
メ
ラ
点
検
と
展
開
広
角
カ
メ
ラ
調
査
及
び
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
技
術
を
用
い
た
管
渠

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

管
き
ょ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

展
開
広
角
カ
メ
ラ
調
査
と
衝
撃
弾
性
波
検
査
法
に
よ
る
管
渠
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

劣
化
点
検
・調
査

下
水
圧
送
管
路
に
お
け
る
硫
酸
腐
食
箇
所
の
効
率
的
な
調
査
技
術

IC
T
を
活
用
し
た
浸
水
対
策

IC
T
を
活
用
し
た
浸
水
対
策
施
設
運
用
支
援
シ
ス
テ
ム

都
市
浸
水
対
策

都
市
域
に
お
け
る
局
所
的
集
中
豪
雨
に
対
す
る
雨
水
管
理
技
術

そ
の
他

下
水
熱
利
用

管
路
内
設
置
型
熱
回
収
技
術
を
用
い
た
下
水
熱
利
用
に
関
す
る
実
証
研
究

管
路
管
理
技
術

浸
水
対
策
技
術

技
術
分
野

テ
ー
マ

実
証
技
術
名

以
上
の
技
術
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
度
ま
で
に

32
の
技
術
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
を
策
定
済
み

技
術
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
は
、
以
下
の
国
総
研

HP
で
公
表

下
水
道
研
究
室
関
係

→
ht

tp
://

w
w

w.
ni

lim
.g

o.
jp

/la
b/

eb
g/

b-
da

sh
.h

tm
l

下
水
処
理
研
究
室
関
係

→
ht

tp
://

w
w

w.
ni

lim
.g

o.
jp

/la
b/

ec
g/

bd
as

h/
bd

as
h.

ht
m
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11

□
B-

DA
SH
技
術
情
報
資
料
（

B-
DA

SH
カ
タ
ロ
グ
）

こ
れ
ま
で
に
発
刊
し
た

32
の
技
術
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
R3

.3
時
点
）
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
技
術
情
報
資
料

新
技
術
の
導
入
検
討
を
考
え
て
い
る
方
向
け
に
作
成
し
て

お
り
、
技
術
の
適
用
施
設
規
模
、
技
術
分
野
、
適
用
範
囲
、

導
入
効
果
及
び
導
入
時
の
留
意
点
に
つ
い
て
、
見
開
き

2
ペ
ー
ジ
で
分
か
り
や
す
く
記
載

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
無
い
情
報
（主
な
導
入
事
例
、
導
入
団

体
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
等
）
も
掲
載

B-
DA

SH
カ
タ
ロ
グ
は
国
総
研

HP
で
公
開
中
↓

ht
tp

://
w

w
w.

ni
lim

.g
o.

jp
/la

b/
ea

g/
bd

as
h/

bd
as

h.
ht

m
l

□
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
説
明
会

下
水
道
展
に
あ
わ
せ
て
、
自
治
体
職
員
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
を
対
象
に
、
そ

の
年
に
策
定
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
説
明
会
を
実
施
。

令
和

2年
度
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
中
止
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
説
明
会
の
様
子

過
去
の
説
明
会
資
料
は
国
総
研

HP
で
公
開
中
↓

ht
tp

://
w

w
w.

ni
lim

.g
o.

jp
/la

b/
ec

g/
bd

as
h/

ex
p_

20
19

.h
tm

□
効
果
算
定
シ
ー
ト
等

簡
易
的
に
導
入
効
果
を
算
定
で
き
る
計
算
シ
ー
ト
等
を
国

交
省
下
水
道
部

HP
に
公
開

ht
tp

s:/
/w

w
w.

m
lit

.g
o.

jp
/m

izu
ko

ku
do

/s
ew

er
ag

e/
m

izu
ko

ku
do

_s
ew

er
ag

e_
tk

_0
00

45
0.

ht
m

l
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国立研究開発法人土木研究所における調査研究 

 

A.組織の概要  

   国立研究開発法人土木研究所は、土木技術に関する研究開発、技術指導、成果の普及

等を行うことにより、土木技術の向上を図り、良質な社会資本の効率的な整備及び北海

道の開発の推進に資することを目的として設立された試験研究機関である。 
 この目的を達成するため、安全・安心な社会の実現への貢献、社会資本の維持管理、

長寿命化等への貢献、持続可能で活力ある社会の実現への貢献などを目指して、土木技

術全般の基盤となる汎用的な技術等に関する研究開発を実施している。 
 土木研究所では、国土交通大臣及び農林水産大臣から提示された中長期目標に対応し、

平成２８年度から令和３年度まで６年間の第４期中長期計画に基づき、社会的要請の高

い課題に重点的、集中的に対応しながら、研究開発成果の最大化に向けて取り組んでい

くこととしている。 
 

 下水道分野の研究体制 

  ・国立研究開発法人土木研究所 

   つくば中央研究所水環境研究グル－プ 

     --------  グループ長 大槻 英治 

水質チーム 上席研究員 山下 洋正 （TEL：029-879-6777） 

        ・下水道を含む一体的な流域管理、水系水質リスク管理に関する研究 

 

   先端材料資源研究センター（iMaRRC）材料資源研究グループ 

     --------  グループ長 西崎 到 

上席研究員（資源循環担当） 重村 浩之 （TEL：029-879-6765） 

        ・下水、下水汚泥のリサイクルやエネルギー化、下水道用材料に関する 
         研究開発 

 

B. 令和３年度の研究方針 

 土木研究所では、第４期中長期計画（Ｈ２８～Ｒ３）に基づき、下水道に係る資源・エ

ネルギーの活用、水環境における微量化学物質や病原微生物の実態把握と影響の評価及び

対策手法の検討等に取り組んでおり、最終年度として取りまとめを行う。 
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ａ．下水道を含む流域一体での化学物質や病原微生物の挙動・影響把握(水質チーム) 

 日常生活や社会活動からは、未規制物質も含めた様々な微量化学物質や病原微生物

が排出されている。特に人や産業が集積する都市域で発生する環境負荷や、人が使用

する医薬品や日用品に含まれる化学物質、感染症流行時に人から排出される病原微生

物は、環境中への排出において下水道が主要な経路となりうるため、下水処理プロセ

スおよび放流先水環境における一体的な挙動・影響把握が重要である。 

 このため、規制の検討対象候補である、あるいは環境影響が懸念される化学物質等

のうち、特に挙動把握が重要な化学物質を選定し、環境水中の挙動や主要な流出源を

把握・推定する。また、下水処理水中に残存し、環境水中へ移行する重要な経路とな

っている化学物質やナノ物質等については、分析方法の検討、活性汚泥処理プロセス

での挙動の把握、水生生物への影響評価、除去技術の開発などを実施する。 
さらに、水環境中のリスク低減に向けた病原微生物の対策技術として、消毒耐性病

原微生物の管理技術や遺伝子情報を活用した病原微生物の早期検出に関する研究を実

施する。 
 令和２年度より国総研との共同研究「浸水被害発生後の速やかな下水処理機能の応

急復旧手法の開発に関する共同研究」を実施しており、消毒効果の阻害要因や消毒副

生成物の挙動等に関する詳細検討を行っている。 

ｂ．下水道におけるリサイクル技術の開発(iMaRRC（資源循環担当）) 

 低炭素・循環型社会の構築に向けて、水やバイオマス資源のリサイクルのための技

術開発や各種調査研究を推進する。 
バイオマス関連研究として、下水道施設を核とした資源・エネルギー有効利用に関

する技術の開発、下水・汚泥処理システム全体の低炭素化のための調査研究を推進す

る。具体的には、「下水含有栄養塩を活用したエネルギー生産技術の開発に関する研

究」、「河川事業等に由来するバイオマスの下水処理場内利用に関する研究」、「資

源回収型下水処理技術に関する研究」及び「消化ガスの効率的運用に関する基礎的研

究」を実施する。 
更に、下水道に関する材料関連研究として、平成２９年度より「下水処理施設にお

けるコンクリート構造物および防食技術の評価手法に関する研究」に着手している。 

 
令和３年度の個別研究課題は、別表に示す調査研究を予定している。 

 

C. 主要な研究成果 (令和２年度)    

 

１．水環境における微量化学物質等の実態把握と影響の評価 

 新たな規制対象物質や、水生生物への影響等の観点から挙動を注視すべき化学物質等に

ついては、下水中の存在量、下水処理過程での除去特性、さらには河川等の環境水中での

消長を把握することが重要である。これまでに化学物質等の流域からの排出負荷実態や、

水生生物に及ぼす影響についての調査研究を行い、その影響評価のための試験法の開発や
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評価手法の構築に取り組んできた。令和２年度は、二次処理水中に残存する医薬品につい

て、微生物保持担体による除去特性をパイロットプラント実験により確認した。また、昨

年度に本チームで開発した網羅的スクリーニング手法を用いて、下水処理施設の流入水お

よび二次処理水を測定した。各処理施設における PRTR 物質の流入特性等を把握し、実測

値取得の重要性が再確認された。（担当：水質チーム） 
 

２．公共用水域における消毒耐性病原微生物の管理技術に関する研究 

下水や水環境中における様々な病原微生物の影響の評価手法やその軽減のための処理技術

に関する研究に取り組んでいる。環境基準における大腸菌群数から大腸菌への変更の動向

を踏まえ、令和２年度は､下水道放流水の大腸菌測定の公定法確立に向けて､希釈水の違い

が変動係数に及ぼす影響把握や標準菌株利用による回収率試験などを実施し、精度を確認

した。また、ウイルス代替指標として大腸菌ファージを対象に、オゾン･塩素の複合消毒に

よる不活化効果と、消毒副生成物の生成状況を明らかにした。さらに、降雨条件が異なる

雨天時に越流水の影響を受ける河川での実態調査を行い、ノロウイルスを指標として汚染

状況を評価し、総降雨量の増加に対応した越流水対策の必要レベルを把握した。（担当：

水質チーム） 
 

３．下水道における生物を用いた影響評価・管理の検討 

 国内で流通する化学物質の増加に伴い、個別物質対策だけでなく、総合的な生物影響と

して把握する取組が注目されるようになっている。例えば環境省は、生物応答試験(WET)
について制度的導入を検討し、当面は自主的な取組の一環とすることとしている。令和２

年度は、日本の河川中に優占する淡水性付着藻類を用いてアンモニアの影響評価を行い、

アンモニアが付着藻類に対してプラス（栄養塩）の影響とマイナス（毒性）の影響を及ぼ

すことを明らかにした。また、下水処理水の魚類への急性と慢性影響を同時に検出する方

法として、従来の生物応答試験（WET）に網羅的遺伝子発現解析を組み合わせた方法を提

案した。（担当：水質チーム） 

 

４．下水道施設を核とした資源・エネルギー有効利用に関する研究 

 下水道資源を活用した効率的な藻類培養及びそのエネルギー利用技術を開発するため

に、下水資源による藻類培養において、実施設の下水汚泥分離液を用いた藻類培養及びエ

ネルギー化の適用可能性の検討、藻類中の成分がメタン発生ポテンシャルに与える影響に

係る検討を行った。また、河川事業等に由来するバイオマスの下水処理場内の利用を促進

するため、刈草の脱水機における脱水助剤としての利用について、ベルトプレス脱水機を

用いて、脱水助剤としての適用可能性評価を行った。さらに、剪定枝等を焼却炉で燃料利

用するためのプロセスについて、実施設等での実験により、し渣混焼ラインによる補助燃

料の供給可能性を評価した。（担当：iMaRRC（資源循環担当）） 
 

５．下水処理施設におけるコンクリート構造物および防食技術の評価手法に関
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する研究 

下水処理施設における耐硫酸防食技術の有機酸対策への評価、炭酸によるコンクリート

構造物の劣化メカニズムの解明に取り組んでいる。これまでは、複数の下水道管理者に対

するヒアリングや、現地調査を実施した。また、有機酸による各種ライニング樹脂の劣化

挙動を把握するための浸せき試験を実施した。（担当：iMaRRC（資源循環担当）） 

 

 

別表 国立研究開発法人土木研究所における令和３年度個別研究課題一覧

分類 課題名（担当チーム、費目） 研究目標 成果の活用

下水含有栄養塩を活用したエネルギー生産技術の開発
に関する研究（iMaRRC（資源循環担当）、一般）

藻類等を活用した下水からの有用資
源･エネルギー回収技術の確立

新たな資源回収プロセスの基本プロ
セス設計の提案

河川事業等に由来するバイオマスの下水処理場内利用
に関する研究　（iMaRRC（資源循環担当）、一般）

河川等の管理に由来する草木類の資
源利用等の最適化

下水処理場を中心としたバイオマス
の最適な利用プロセス選定の支援

資源回収型下水処理技術に関する研究（iMaRRC（資源
循環担当）、一般）

エネルギーやリンの回収量増加に資す
る下水処理技術の開発

新たな下水処理技術の基本プロセ
ス設計の提案

消化ガスの効率的運用に関する基礎的研究（iMaRRC
（資源循環担当）、一般）

地域バイオマス利活用を含めた消化ガ
ス回収の最大化

下水汚泥や地域バイオマスのメタン
発酵に関する運転方法の提案

公共用水域における消毒耐性病原微生物の管理技術
に関する研究　（水質チーム、一般）

公共用水域への各種汚染源の解明と
対策手法の構築

基準類やガイドラインなどの見直し
に資する基礎データに活用

遺伝子情報を活用した病原微生物の早期検出に関する
研究（水質チーム、一般）

遺伝子情報を活用した、病原微生物早
期検知の可能性評価、及び的確な消
毒効果の評価

下水処理場における病原微生物管
理に係る基礎資料として活用

公共用水域における健康・生態リスクが懸念される
化学物質の制御手法に関する研究（水質チーム、一
般）

水環境中での化学物質の実態と挙動
の解明、生態系影響の評価

化学物質に起因する生態リスク評価
手法の開発に活用

下水処理水に残存するアンモニア性窒素の低減技術
と水生生物の影響評価に関する研究（水質チーム、
一般）

下水処理水中のアンモニア性窒素の
生物影響試験方法及び毒性低減技術
の開発

下水処理水中のアンモニア性窒素
の除去技術の開発、ガイドライン化

下水に含まれるナノ物質等の挙動および影響把握に
関する研究（水質チーム、一般）

ナノ物質等の検出方法の構築、下水処
理場および放流先におけるナノ物質等
の挙動の解明

総合的な水質管理のための基礎資
料として活用

流域管理
底層環境に着目した停滞性水域における水環境管理
技術に関する研究（水質チーム他、一般）

栄養塩類、微量元素などの発生源と流
出機構の解明

流域における物質動態特性の解明
と流出モデルの開発

地球環境
気候変動による停滞性水域の熱・物質循環と水質環境
への影響評価と適応策に関する研究（水質チーム他、
一般）

温暖化による気候変動が水質に及ぼ
す影響把握手法の提案

地球環境の中長期的変化に適応し
た水質管理のための基礎資料

総合土砂
管理

土砂供給に伴う河川環境影響評価およびダムからの土
砂供給技術の運用手法に関する研究（水質チーム他、
一般）

ダムからの土砂供給に係る水域環境
の影響評価手法の確立

総合土砂管理計画作成や土砂供給
実施時の技術的支援に活用

社会ｲﾝﾌﾗ
の長寿命化

下水処理施設におけるコンクリート構造物および防食技
術の評価手法に関する研究　（iMaRRC（資源循環担当
他）、一般）

二酸化炭素等によるコンクリート構造
物の劣化メカニズムの解明、有機酸に
対する材料評価方法の開発

基準類やガイドラインなどの作成・見
直しにおいて活用

※費目の略称：

（参考） 　令和２年度　受託調査実績

課題名（検討内容） 委託機関 担当

下水処理場における硝化阻害物質の高効率探索システ
ムの開発（下水道応用研究）

国土交通省 水質チーム

ライフサイクル全体での化学物質管理に資するPRTR
データの活用方策に関する研究（環境総合研究推進費）

環境再生保全機構 水質チーム

資源利用

病原微生物

微量化学物
質・水生生
態系

一般（運営費交付金）

（参考） 下水道技術検討タスクフォース（国交省下水道部、国総研下水道研究部、土研水質・資源循環担当）

テーマ 内容 土研担当

災害時処理場の応急復旧検討
下水処理場機能喪失後の緊急措置／応急復旧段階におけ
る対策手法を提示

水質チーム

バイオマス広域化の検討ツール
下水処理場における地域バイオマスの有効利用方法や、利
用における経済面・環境面等の評価方法を提示

iMaRRC（資源循環担当）
（テーマリーダー）

大腸菌基準化検討
下水道の放流水質基準等に関して、大腸菌の基準値の設定
方法や分析方法の検討

水質チーム
（テーマリーダー）
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